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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２４年 ９月１２日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ４時３６分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 
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  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    高  川  欣  士 
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    教 育 部 長    岸  上  敏  之 

    市 長 公 室 次 長    橋  本  浩  嗣 

    総 務 部 次 長 兼 

    選挙管理委員会書記長 
林     光  一 

    財 務 部 次 長    細  川  貴  弘 

    市 民 生 活 部 次 長    久  田  三 枝 子 
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    総 務 部 情 報 課 長    富  永  文  博 

    ケーブルネットワーク淡路所長    土  肥  一  二 

    緑総合窓口センター所長    片  山  雅  弘 

    西淡総合窓口センター所長    岡  本  千  明 
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    南淡総合窓口センター所長    榎  本  輝  夫 
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    農業委員会事務局課長    小  谷  雅  信 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認定について･･････････ １５ 

 （１）歳入について････････････････････････････････････････････････････････ １５ 

 

Ⅲ.会議録 
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決算審査特別委員会        平成２４年９月１２日（水） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ４時３６分） 

 

○柏木 剛委員長   おはようございます。本日より４日間の予定で決算審査特別委員会

を開催し、平成２３年度決算審査を行います。長時間の審査となりますが、市民の貴重な

財産、税金がどのように適正に使われたか、また、その効果がどうであったかなどを検証

する審議でありますが、最後には認定の是非の決断を出すことが当委員会の意義でありま

すが、それにとどまらず、審議を通じて次につながる改善のアクション、また、その後の

予算編成への反映という、今後に向けての前向きな成果を生み出すことが当委員会のさら

に重要な意義であると考えます。市民は見ております。議員各位、並びに執行部各位には、

誠実、かつ真剣な審議をお願い申し上げ、実りある委員会となることを期待しまして、開

会に当たっての委員長よりの挨拶とします。 

  続きまして、執行部のほうから挨拶をお願いします。 

 

○市長（中田勝久）   皆さん、おはようございます。 

  この９月定例会決算の審査の特別委員会もございまして、非常に会期内、充実した日程

になっております。きょうから柏木委員長、そして熊田副委員長のもと、この特別委員会

が開催されるところでございます。当然、今も委員長からお話がありましたとおり、決算

についての審議をいただくとともに、次なる展望、すなわち予算に、あそこはもうちょっ

と改良したほうがいいのと違うかとかいうような御提言を聞いた部分は、次なる新年度の

予算なりにも反映できる内容になればなと思っております。どうぞ、適切、妥当な御決定

をお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶にかえたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   それでは、ただいまから決算審査特別委員会を開催します。 

  第４４回定例会において付託されました平成２３年度各決算についての審査を行います。 

  審査に入る前に、本特別委員会の運営について確認をします。 

  審査はお手元にお配りしております次第の順序によって行います。今年度は、特別会計

についても関係部ごとに区切らず、上程順に審査を行います。発言については、委員は自

席で着席のまま行うこととします。なお、説明員については、挙手をして「委員長」と発

言し、起立をして答弁するようお願いします。 

  質疑を行うに当たっては、最初に決算書の該当するページを発言した後、質疑に入るも

のとします。 

  また、歳出の審査時に歳入の質疑を許可する場合もあります。また、答弁は丁寧かつ簡

潔に要領よくお願いします。委員間討議につきましては、付託案件ごとに質疑の終了後に
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行いたいと思います。資料提出要求は委員会で決定後、委員長より行うこととします。 

  傍聴は認めますが、傍聴される方は傍聴規則に準じて傍聴されるようお願いします。 

  お諮りします。 

  以上の確認事項について御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がありませんので、ただいま申し上げました要領で審査を行い

ます。 

  次に、提案理由の説明についてお諮りします。 

  各決算については、本会議において説明を受けておりますので、本特別委員会は質疑か

ら行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、提案理由の説明は省略します。 

  なお、本日は小林健司代表監査委員に説明員として出席を要請しておりますので、平成

２３年度南あわじ市における一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書についての質

疑を最初に行いたいと思います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   おはようございます。 

  代表監査委員には、大変お忙しいところ御出席をいただきまして、ありがとうございま

す。何点か、事前に質問の通告をしておりますので、それに沿って質問を行いたいと思い

ます。それぞれ一括ではなくて、それぞれについて、項目ごとに行いたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  まず、第一に、各種補助金、この南あわじ市の場合も大変多くの補助金が出されている

ということであります。この補助金が適切に処理をされているか、ここでは要綱という言

葉を使いましたが、南あわじ市には補助金の交付規則というものがありますので、この規

則に照らしてのことをお尋ねいたします。 

  監査上、この奨励金、補助金というようなことが、南あわじ市の場合、支出、予算上は

区分をされておるわけですが、監査上はどのように区分をされ、評価をされているのかを

まず、お尋ねいたします。 
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○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   代表監査委員の小林です。よろしくお願いします。 

  まず、補助金と奨励金について、監査上どのように区分されておるかという御質問かと

思います。予算上はそれぞれの理由によって区分がなされておるんだろうと思います。奨

励金というのは、企業誘致奨励金、それからその項目の中で、前納報奨金、そういったも

の、ごくごく一部ですね、奨励金という名前が付されております。あとはもうほとんど補

助金なんです。ところが、監査上は、特にそういう区分は考えておりません。現実、区分

はしてなくて、それが適正かつ法令規則に基づいてなされておるか、その他ですね、そう

いうことを主眼に監査するものであります。最初の質問はそれでよろしいでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   南あわじ市の場合、補助金、その他のこの補助金の交付規則によりま

すと、補助金、助成金、交付金、奨励金、利子補給金、これらは名称のいかんにかかわら

ず、一括をして補助金等という言葉でくくっておるということですから、これは同等であ

るということでよいかと思います。補助金の件数、あるいはその総額はどのようになって

おりますでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   これは非常に多岐にわたりまして、あります。１７４件。

さらに区分したりしますので、１８９件ほど項目がございます。それで、金額にしますと、

これも大きいです。２８億９,０００万円。ちょっと端数はカットしますけれども、大き

なものであります。ただ、その内容、中身でありますと、一番大きいのが下水道関係、こ

れが１７億幾ら。それから、広域水道、２億数千万円。ほとんどがこの地場産業であると

か、地場産業といいますと、農業を初めとして、そういったもの、非常に多岐にわたりま

して、したがって、何かの活動をしているところに対する補助金というのは、まことに少

額なんですね。非常に小さな、スポーツはある程度あります。それでも体協１,０００万

円、その他、ぱらぱらぱら。それから文化に関しましては、多分１０団体ぐらい、全部足

して１０５万円、その程度のものだと認識をしております。 

  蛭子議員の通告いただいた文章には、「把握されてますか」と。この把握という文言が、

これを辞書どおりに解釈しますと、理解されてますかということだと思いますけれども、

余りに大きくて数も多いですから、全てを暗記するような、そういう世界ではありません、

残念ながら。おおむね理解はしておる、そういうつもりでございます。 



－ 9 － 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ありがとうございます。この全部で１８９件、それから金額に直しま

すと、約２９億円という金額に上ると。一般会計の１割程度のものが出されて、１割をち

ょっと超えるようなものが出されているということですけれども、昨年度もこの補助金の

一覧表というようなことで、資料をいただいたりしておったわけですが、この補助金につ

いては、国にあっては、適化法ということで、補助金を交付するに当たっての規則、法律

が決められておると。そして、南あわじ市の場合は、これに準ずるような規則が定められ

ているということであります。 

  それぞれの補助金、この１８９件全てにわたっての監査というのがされたのか。それと

も、そうではなくて幾つかピックアップしてされたのか、それはわかりませんけれども、

それぞれの監査をした上で、補助金の申請から交付、そして報告、こういったことが規則

で定められておるわけですが、それぞれの補助金が、そのように規則に照らして申請から

結果報告までされているかどうか、これについての監査は行われておられますか。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   市の監査委員の監査というのは、本来は「試査」なんで

すね。試査、「試みる」という試験の「試」に、「監査」の「査」。試査というのは、全

てにおいて、全部、一から十までやるかというと、そうじゃないんですね。本当にピック

アップで、特に問題がなければ、おおむね全体ができておるであろう、そういうのが本来

の監査であります。いわゆる、試査に対して「精査」ということがございますけれども、

精査せえとなりましたら、これはもう、監査請求、そういうのがあった場合には、奥深く、

１円の違いまでないかという、そういうところまで入っていきます。したがって、決算審

査においては、先ほど申し上げました試査ということをやります。 

  本当に、百何十何件のうち、例えば、広域水道なんかも私自身が監査に行っているんで

すけれども、そういうことも含めて、もちろん下水は下水でそれなりの特別会計として、

企業会計、そういう中で月々やっておりますし、細かいものも、たまにはこの団体は何、

何をしているの、どういうことで補助金を出しているの云々ということはやっております。

そして、過去においては、いわゆる定期監査で補助金を洗い出したこともあります。その

ときの、やっぱりこれは一つのプレッシャーになるわけですね。きちっとその使い道を報

告せえよとか。行政評価対象というのがあるわけですけれども、その百八十何ぼのうち、

１２団体ほど、ことしはピックアップされておりまして、どういう意図で、どんな活動を

しておって、そのお金がどんなふうに使われおって云々というふうなことをやっておると
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いうことで、答弁にかえさせていただきます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今、御指摘がありました試査ということで、説明がございました試査

ということなんですけれども、その試査ということで行政評価も含めて、監査を行った団

体が１２あったというようなことですけれども、この１２団体については、今ここで列挙

して言っていただけるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   これは１２、記憶しておりませんが、資料としては、ま

た手に入ると思うんです。よろしいでしょうか。まつり補助金とか、その他いろいろある

んですけどね。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ監査をされてつくられた資料、こういうようなものは住民、

市民に公開ができるシステムというのは要るかと思うんですけれども、ぜひ、そういうも

のが公開ができるようにしていただけたらというふうに思います。 

  そして、先ほどのことなんですが、５万円程度の補助金のものから１７億円までという、

こういう幅のある補助金であるということなんですが、それぞれの金額の大小にかかわら

ず、必要書類が整っているか、特に、金額の大きいものですね、これらについて、事業申

請、それから結果報告、事業報告といいますか、これらは今、監査をやっておるかどうか、

ちょっとわからないんですけれども、例えば、下水道であったり水道であったりという、

こういう大きな補助事業ということでやられているものについての監査は、このたびはさ

れましたか。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   ちょっと先ほどの私の話と重なりますけれども、一番大

きな下水道、これは月々やっております。それから、２番目に大きい広域水道、これは淡

路島全体ですので、年に何回でしたかね、３回ぐらい行くんです。３回ぐらい行って、そ

して決算も合わせると４回ぐらいになりますけれど、それの監査をやっております。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは、広域水道の企業への監査ということではなくて、広域水道事

業に対する補助を出しているということでの監査なのか、そのあたりはどうなっておるん

でしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   事業としての監査です。広域水道そのものの。その中に、

南あわじ市からの補助金、洲本市から、淡路市からというものが収入として、歳入として

皆あります。その歳出等、監査をしております。これは、私はあくまで南あわじ市の監査

委員という立場でそちらの監査に行ってますから、単にうちの、いわゆる補助金が適正に

使われておるかという観点からも当然のことながら監査をするわけです。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   問題意識としてありますのは、広域水道事業というのは、組合議会を

つくって、そこで予算、決算、内容の審査、そしてまた監査、そこで完結するということ

になっておるわけですが、南あわじ市はその企業団に対して補助金を出しておるというこ

とになりますと、補助金を受けている団体に対する監査、あるいは補助金を支出している

事業としての監査、こういうものも必要ではないのか。そしてそれは、我々議会としても、

そういうものを見せていただく、こういう必要性があるのではないかと思っておるわけで

すが、その点はいかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   ちょっと先ほど間違っておりました。広域水道には、私

は行っておりません。広域の事業というのは、たくさんありまして、ちょっとそれと勘違

いしておりました。広域水道には、行っておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、これも事業団に対する補助金を支出しているということに

なりますから、事業団は広域の、南あわじ市も出資をしている事業体でありますけれども、

その一般会計からの補助金を出しているという関係、そして、交付金の支出に関する規則
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というのがありますので、これに照らしますと、広域水道企業団に対する補助金について

の監査、またそこに求められている必要な書類の提出ということが必要になってくるので

はないかと思っておるわけですが、監査委員としての御意見をお伺いしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   申しわけないけど、この件について、考えたことがござ

いません、今まで。確かにおっしゃるとおりの部分がありますので、これは今後の監査事

務局等、相談しまして、改善すべき点はそれなりに進めていきたいというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   わかりました。期待をしておきます。 

  そうしますと、幾つか重複する点がありますので、それは割愛しまして、最後にこの監

査意見書の２３ページ、ここに適正な支払い事務の執行ということで、「昨年も指摘して

いるが、件数は減少しているものの、支払い遅延、例規等に準拠しないものが見受けられ

る。適正な事務執行が図られるよう、チェック体制の強化、例規等の遵守に努められた

い」ということが述べられております。この具体的な事例について、説明をいただければ

と思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   まず、支払い遅延でありますが、これは政府契約の支払

い遅延防止等に関する法律というのがありまして、例えば、工事代金については、適正な

る請求があってから３０日以内、その他の支出については４０日以内と。これは地方自治

法でも右へ倣えをしております。そういったこの期間内に払いなさいよというものを越え

ておるとか、これが支払い遅延ですね。 

  それから、その他云々と書いてました。例えばどんなんや。判こが押されていないとか、

印鑑漏れ、それから費目の間違い。間違いといいますか、この費目よりはこちらのほうが

適正だろうなと。それから、添付書類漏れですね。本来、添付すべき証拠書類というもの

が、ちょっと一部漏れておったり、そういう軽微なことではあるんですけれども、きょう

はお見えでないんですけど、特に中村先生なんかはこの辺非常に厳しくて、毎回、毎回指

摘を繰り返しております。 

  その結果、そういう指摘があればどうしてるんですかといいますと、即座に担当部局に

「こういうことがありましたよ」、「これはこういう形に訂正してください」、「これは
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次回からちゃんと改善してください」等の毎月そういう監査事務局から指示をしておりま

す。 

  そして、その結果、翌月の月例検査で、先月の指摘事項については、こういう改善をし

ましたという報告を受けております。ですから、内容的には、支払いがおくれましたとか、

ちょっと印鑑の一部がなかったとか、費目、要は勘定科目ですね、何費とかいう、そうい

う費目がこれよりこちらのほうが適正でないんですかとか、あるいは証拠たる添付書類が

一部ついてないやないかとかそういう話です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   小林監査委員、本日は御苦労さんです。 

  ちょっと通告してあったかと思うんですが、平成２３年度におきまして、淡路人形会館

建設遅延によりまして、国費の返還がありました。このことについて、監査委員のほうか

ら、市当局に当然、それの指摘があったと思うんですが、市はそれに対してどのような、

監査委員に対しての返事がありましたか。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   この件につきましては、監査委員としては意見を付して

おりません。したがって、市がどのように云々ということも、実はないんですけれども、

国費の返還、確かに残念なことだと思っております。ただ、それに至った理由等々は、恐

らくこの議会でも十分に討議されたことであろうと思います。監査委員とすれば、入水、

海水の流入ですか、等によりまして、これはかなり不可抗力的なことだというふうに認識

しておりまして、結局、監査委員というのは、また元に戻りますけれども、法に照らして

どうかと、妥当かと、そのこと自体が真実かというような観点から監査をいたすものです

から、これについては、監査委員として意見を付すべきものではないなという判断を、私

はいたしました。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   私もこの平成２３年度南あわじ市における一般会計、特別会計歳入歳

出の審査意見書を端から端まで読んでみたんですが、今委員が言われましたように、その

ことについては一言も触れてないわけですね。 

  一般論としてお聞きしますが、この国費返還の財源のお金は、人形浄瑠璃館基金から捻

出して返還したということを聞いておるわけですが、これは委員の判断をお聞きしたいん

ですが、私どもは、これは市の事業主体であるんですから、こういう場合は、市の一般財

源から返還するのが筋ではないかと思うんですが、このことについては、小林代表監査委

員自身、個人的にはどういうふうにお考えですか。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   個人的には、私、人形協会の副理事長をしておりまして、

ちょっと当事者とは言えませんけれども、それに近い立場におります。こういった場での、

個人的意見は差し控えたほうがいいのかなというふうに思うんですけど、よろしいでしょ

うか。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それでは、最後になりますが、この審査意見の一番最後のページ、先

ほど言っておりました２３ページの末尾にこういうことが書いてあります。「これまで以

上に職員の資質向上の強化に努めていただきたい」ということが書いてあります。小林代

表監査委員は、今の南あわじ市の職員の資質について、どういうふうに考えておりますか。 

 

○柏木 剛委員長   小林代表監査委員。 

 

○代表監査委員（小林健司）   そこに記入してあります職員の資質というのは、あくま

でこの会計といいますか、先ほどの御質問にもありましたように、支払いがおくれる、何

をしよったんと。日付が前後しておる、何しよったん。判こ、一部漏れ、どないしよんの

ん。費目違うやん、どないしたん。書類、本来ついておるものがついてない、こういう軽

微ではありますけれども、非常に簡単なことを、やっぱり完璧にやっていかないと、物事

が小さいときにそれをどんどん指摘しないと、だんだん大きなミスにつながってくるとい

うふうな意味合い。特に、この決算とか日々の現金出納といいますか、そういう部分に関

しての資質という意味で書かせていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   それでは、質疑はございませんので、質疑を終結したいと思います。 

  暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１０時２８分） 

 

（再開 午前１０時３０分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

 （１）歳入について 

 

○柏木 剛委員長   それでは、認定第１号、平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認

定についてを議題とします。 

  なお、質疑は分割して行います。 

  まず、最初に歳入について審査を行います。１２ページから６３ページまでの質疑を行

います。 

  質疑ございませんか。 

  久米委員。 

 

○久米啓右委員   １２ページの市民税、個人の部分です。付属資料は１０ページに書か

れております。当初予算では、景気の落ち込みや雇用の減少で、前年度予算より０.８％

減額した予算を組んでおりました。決算書を見ますと、同じ前年度予算からの計算ですけ

ども、調定額では１３.５％の増額になっております。若干の景気回復傾向で課税所得が

ふえたことによりという付属資料にあるんですけども、もう少し詳しい分析をお願いした

いと思います。 
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○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   おはようございます。税務課長の藤岡でございます。よろし

くお願いいたします。 

  今の御質問ですけども、もう少し詳しい御説明をということですので。 

  まず、個人住民税につきましては、前年度の課税所得によりまして課税をしております

ので、個人住民税の課税ベースであります所得金額でお話をさせていただきたいと思いま

す。給与所得につきましては、総所得金額の約８０％を占めておりまして、これにつきま

して、前年比約０.６％、これにつきましては減少となっております。続きまして、営業

所得でございますが、４.８％の増、続きまして、農業所得で前年比約２１.９％の増、こ

れらを合わせまして、ほぼ総額で０.５％の増収と。微増でございますが、ほぼ横ばい程

度の総所得金額の内容となっております。これらの結果としまして、決算ベースでは前年

比、総額、税額、個人住民税につきまして、０.８％の増収ということになっております。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   農業所得の伸びがかなり大きいというふうに見受けられます。それは

野菜の相場でいろいろと変動するかと思うんですけども、全体の占める農業の所得の割合

というのは、どれぐらいの割合ですか。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   年度別の総所得金額の中の農業所得の占める割合でございま

すが、先ほど給与所得が約８０％というお話でございましたが、農業所得につきましては、

約５％程度となっております。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   伸びは大きいんですけれど、それの占める割合はそれほど大きくない

というふうな認識でおります。 

  それと、法人税に関してですが、よろしいですかね。一部の業種の業績低迷ということ

で減収ということになっております。これも前年度、平成２２年度から平成２３年度予算

のときには景気回復傾向でありますということで、予算ベースでは６％上積みされておっ

たんですけれども、実質は逆に減収ということです。この辺の分析も詳しくお願いします。 
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○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   申しわけございません。法人税につきましては、毎年、なか

なか税収の見込みが難しいございまして、景気につきましては、御存じのとおり、ここ数

年、ずっと同じような経済状況、先の見通しのつかないような状況下でございまして、南

あわじ市の平成２３年度の法人住民税につきましても、全体的に見ても、企業所の収益は

よくございません。それで、税額で前年比で約１.８％、わずかながらの減収となってお

ります。ただ、どうしても南あわじ市の場合、総額３億円程度の法人住民税でございます

が、大手法人の業績の高い、低いによりまして、その年度の法人税の税収に非常に大きな

影響があるというふうに思っております。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   基本的なことをお尋ねするわけですが、まず、ページ数で言うと、２

３、２４、２５ページの国庫支出金の県の補助金関係についてお尋ねするわけですが、こ

の５ページ等々見せていただいておったら、補助金の当初予算、現額から比べたら、かな

り何億円単位で収入済額が少ないように感じるけれど、これは予算ベースで補助金、補助

金を申請するねんけど、この認可がおりなかったのか、それとも補助申請しておる財源が、

それだけ確保できなかったのか。大体一般論として、この辺の減額はどういうことなんで

すか。これ、今からのらん・らんバスのことを聞くのに、ちょっと冒頭に聞かせてもらい

たいんやけど。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   財政課長の神代でございます。よろしくお願いいたします。 

  一般論ということで申し上げますと、当初予定しておった補助事業がトータルで減にな

ったと。そういうことで補助金もこれにつれて下がったという場合が多いかと思います。

それと、今年度の場合につきましては、災害復旧事業費の関係で、予算は置いたけども、
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最終的に未執行なり繰り越しになったということで、減額幅が大きくなっているものと思

います。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先般も、被災３県のところで１９億円ぐらいのいろんな事業メニュー

を持っておるんだけど、補助申請しても認可していただけなかったというようなテレビ報

道等々があったんやな。その辺で、やはり申請した段階で過剰というか、こういう事業の

補助、補助というのは一つの目的を持って事業をするねんけど、それが国なり、県なりの

ほうが見合わなんだということで切られたものか、それとも、今言った大幅な、この１０

億円とか１億円とかいう減は、５ページでしたか、この国庫支出金のこれ１億７,０００

万円とか、１０億４,８００万円の減額というのは、こういう意味合いで、災害のやつ

が・・・、そういう理解でよろしいんですか。 

  この５ページのところの、例えば、具体的に言わせてもうたら、県の補助金で１０億円

ぐらい、要は当初予算から収入済というのは、１０億円ぐらい違う。この辺は、具体的に

はどういうやつだったんかなと思って。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   財務部長の土井本でございます。よろしくお願いします。 

  ５月３１日付で繰越明許計算書というのをつけてございます。国県支出金の未収入特定

財源ということで、トータルで１１億３,０３０万７,０００円を、平成２３年度から平成

２４年度へ繰越財源として、してますので、国県合わせて１１億３,０００万円余りは未

収入という形で上がっております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   わかりました。 

  そこで、らん・らんバスというか、この２９ページですが、バス運行対策費補助金６３

１万円というのが歳入で入るようになっとうねんけど、私は常々、らん・らんバスの運営

に対して、市長公室等々からの説明によりますと、５,０００万円ぐらいの事業だけど、

国、県から財源が補助金としておりてきよると。そして市の一般財源からの持ち出しは１,

０００万円弱だという、私はそういう理解をしとるねんけど、これを見よったら、バス運

行６３１万円というか、あとはどのところでそのらん・らんバスの補助金というのは入っ
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てきよんですか。入として。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   市長公室の橋本です。よろしくお願いしたいと思います。 

  まず、２９ページの下のほうの、バス運行対策費補助金６３１万円でございますが、こ

れにつきましては、らん・らんバスだけじゃございません。淡路交通に対する歳入もござ

います。らん・らんバスにつきましては、このうち３８０万５,０００円の補助金でござ

います。委員が最後におっしゃられました、市は１,０００万円ぐらいかというようなお

話なんですが、当然、運賃収入もございます。そこらも引いて、それからいろいろ補助金

の細かな計算がございますが、運賃収入、それから先ほど申しました３８０万５,０００

円の県補助金、あと特別交付税が８割ございます。実質の市の負担額については、６４０

万円ぐらい。これがらん・らんバスを運行するに当たっての、市の実質な負担という額で

ございます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この特別交付税というのは、市というか、これに流用というか、して

も構わんというやつですか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   特別交付税については、当然、らん・らんバスの運行費用、

特定財源を引いた残りの経費の８割ということでいただいておりますので、その経費に充

てております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこで、ことしから室長、デマンドというのか、先般も説明を受けた

けれど、倭文地区とか、あの辺をデマンドでやるとかいうような報告を受けとるねんけど、

この辺はまた補助というか、それに対する経費は、今やった特別交付税の８割という、こ

の６３１万円が県のほうから補助を、これはまた、もう１,０００万円ほどふやしたると

か言うて、この事業申請というか、補助金をもらうんだったら、やはり申請して、この補

助を獲得せんなんのでしょう。その辺はどういうふうにお考えなんですか。 
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○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   市長公室の中田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

  平成２５年４月から、大幅なルート改定、時刻改正等、行うんですが、この金額的な中

身につきましては、これまでどおり、乗車収入、それから県の補助金、それから特別財源

を引いた残り、交付税措置というような形で、形としてはかわっておりません。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   最後に、これは補助金というか、これは一般的にはいいねんけど、国

なり、県なりはいろんな予算措置を講じて、自治体に対する補助の事業メニュー等々を言

ってきますわな。私としたら、市としてはそのメニューを通じて予算を確保というか、補

助金の申請というか、国・県に申請するでしょう。それで採択されるかどうか、認可され

るかどうか別として、その担当部局というのはどこがやられているんですか。 

  言いよる意味がわかりませんか。一つの事業がありますわな。国・県からこういう補助

事業がありますよと。当然、自治体にはそういう連絡がありますわな。そういう補助事業

をあなた方は、これはうちの南あわじ市では事業を申請しよう、ぜひこの補助金のメニュ

ーをとって、市民の福利厚生でもさまざまな、いろんな補助やさかい、この辺のトータル

的な補助金のメニューがおりてきた段階で、誰がこの事業を採択するというのは、財務部

がしよんのか、市長公室がしよるのか、どこがしよんのですかということ。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   市長公室の喜田でございます。よろしくお願いします。 

  大きく補助金、あるいはその他の先ほどの特別交付税もありますけれど、二手に分かれ

ると思います。各事業課でいろいろと事業をこしらえて、それぞれのメニュー、各省庁の

メニューを探しにいくというパターン。それから、コミバスとか離島航路のように、制度

上決まっている分に対して、国の指針、あるいは要綱・要領に基づいて特別交付税等、補

填・支援をしていただけるというような部分がありますので、そのメニュー、メニューに

よって対応が違ってくるというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は、市にしたって、何にしたって、市民にしたってそう、要は知識
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のある者がそういうふうな減免でも、とにかく日本社会といったら申請行政で、こういう

ような制度があると。そして、この制度を利用するのを知らなんだら、あほは損するねん。

そして、その事業をして、減免であったり、いろいろ、さまざまな補助というか、いろん

な減免措置、市民でもそうでしょう。いろんな税にしたって、何にしたって、いろいろな

制度があって、それを知っておって申請し、初めて認可していただくわけですね。だから、

市の行政のあなた方も、一生懸命、より以上、資質の向上、上げていただいて、そういう

ふうな補助のメニューを十分に理解した上でやっていただきたいということをお願いして

おきます。 

 

○柏木 剛委員長   答弁はいいですか。 

 

○谷口博文委員   答弁は結構です。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  小島委員。 

 

○小島 一委員   先ほど繰越明許の話が出て、後で聞きたいなと思ったんですけれども、

今回この繰越明許が農林、土木、災害復旧、特にその辺が多いんですけれども、この要因

は何ですか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   繰越明許というのは、常に３月議会に上程をして、限度額

を設定して御議決をいただいております。その年度内に終わらない事業については、原則

繰越明許については、１年間だけ繰り越しできるということから、平成２３年度中に終了

しないという事業について、全て明許をさせていただくという形にしております。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   それはわかっているんですけれども、どうしてそういうふうな事態に

なっておるかということですわ。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   災害復旧については、秋が中心に、昨年は５回ぐらい台風
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が来たと思うんですけれども、その年度に全て、４００件農災であったわけなんですが、

できるかといったら、それは現実的に無理と解釈しております。その年度内に終わる部分

と終わらない部分を区分分けして、議会には明許の申請をするし、県のほうについては、

繰り越しでやらせていただくという申請をして、そうした明許をして、平成２４年度で事

業を行うという形が普通であろうというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   要するに、災害復旧が余りにも多過ぎて、ほかの事業に支障を来して

おるというふうに、今言われたんかなというふうに思うんですけれども、できるだけない

ほうがいいんで、その辺でまた今後、お願いしたいなというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいですか。ほかに。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   １３ページ、滞納についてお尋ねをいたします。 

  先ほど、監査委員の方からも述べられておりましたけれども、特に法人税がかなり収納

率が悪いと。一部のところにかなりあるということでしたけれども、この法人税の滞納が

多いということは、主にどういう事業に多いわけですか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   業種別ということでしょうか。 

  済みません、収税課長の福原です。申しわけございません。おくれました。 

  業種別に分けますと、どこにということは難しいんですけれど、やはり一番数が多いの

は、卸小売業が多いと思います。件数ですね。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これはこの滞納の金額を見よったら、かなりの大口もあると思うんで

すよ。それで、大きなところが倒産とか、倒産も最近は民事再生を使って倒産というのが

多いわけですけれども、かなり大きなところがあるから、こういう金額になると思うんで

すが、その事業というのはどういう事業ですかということをお聞きしておるんです。そう

いうことは言えないんですか。 
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○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   市民法人税に関しましては、先ほど言いましたとおり、やは

りどれということはないと思います。ただ、固定とかそういう。 

 

（「法人税のことです」と阿部委員呼ぶ） 

 

○収税課長（福原敬二）   先ほど言いましたように、法人税の滞納の額としては、全部

で今のところ３８業種ございます。多いのは小売業とか、そういうところになっています。

法人税ですので、そんな感じです。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   法人税でこれだけの金額が滞納になるというのは、大口もあると私は

思うんですよね。その法人というのは、どういう事業所ですかということを言いよんねん。

そういうことは答えるわけにはいかんのですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   市民生活部、入谷でございます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

  阿部委員御質問の法人税、市民税のうちの法人市民税の滞納額につきましては、もう決

算書１３ページのとおりになっておりまして、現年分、滞納分を合わせまして５７１万７,

６０８円となってございます。これにつきましては、今言うさまざまな職種があるわけで

すが、特に倒産、申告はしたものは倒産した部分について、未納となっておるケースがほ

とんどございます。 

  それで、この部分については、数が多いのが、先ほど収税課長が申し上げましたように、

小売卸業がその中でも一番多いと。ただし、法人がどれだけ滞納しておるかということに

つきましては、これは例えば、住民税の個人のほうの特徴であったり、また、固定資産税、

また軽自動車税、ここらを滞納しておる法人、ここらで残されておる金額が非常に高額な

法人もおります。それにつきましては、製造業であったり、観光・宿泊業であったり、そ

れから、これもさまざまな分野に及びますが、全部で法人の滞納は市税全部含めて、１６

４法人、滞納繰越分として決算書の収入未済額に上がっておる部分については、法人は１

６４法人となっております。ただし、申告がおくれたために、納付がおくれたというよう

な業者でも既に完納がされておる業者も相当数ございます。 
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  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   平成２３年度決算で、国民健康保険税は別にして、相当な金額やと思

うんですよ。税の滞納額というのは。それで、先ほどの話の中でも、まずお聞きするのは

自治法に定められた納期の期限内という、その期限内というのはどういう、例えば何年と

か、それをちょっと教えていただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   まず、納付の期限なんですけども、これは納税通知に入って

いる期限、要するに、大体１カ月ぐらいを見ておると思うんですけれども、それが期限に

なります。そこで納入がされない場合は、滞納という形になってきます。それで、滞納が

ずっと続いて、１年間で入って来ない場合は未収という形で上げさせていただいて、滞納

繰越という形で出てきます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そしたら、税の時効についてお尋ねします。 

  この時効も、その他の税は５年になってますけれども、介護保険料とか後期高齢者保険

料というのは２年になっておるわけですけれども、このほかにこの年数のかわった時効に

ついてありましたら。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   一応、税につきましては５年ということで、時効を迎えるの

は５年になっています。法定期限から５年。あと、料につきましては、私のほうで扱って

いる後期高齢、それから介護については２年ということになっています。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それでお聞きしたいのは、結局、時効は関係なくして、時効になった

らそれはだめなんですけれども、結局、もう切り捨てて、それを不納欠損として挙げてい

っていると。それで、会社が倒産すれば、当然、税も入ってこないというふうなことで、
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その倒産方法にも、今言ったように、民事再生法とか、仕事をしながら、またやっていけ

るというような方法もあるわけですけれども、今そういう関係の中で、そういう不納欠損

として上げている金額というのはわかりますか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   このたびの法人企業等の不納欠損の内訳をちょっと述べさせ

ていただきます。 

  まず、法人市民税につきましては、現年の２事業所、これは、企業については、それに

出ていますので決算書に出ております。それから、固定資産につきましては１９事業所、

これは不納欠損ですので、金額については７４３万２,０００円になります。それから軽

自動車等が残っているところが９事業所。事業所数でいきますと、実数でいきますと３事

業所というのが不納欠損であります。ただし、先ほどから御質問のありますように、滞納、

もしくは不納欠損につきましても、一般企業といったらおかしいんですけど、企業と、そ

れから同じ個人の、別に差をつけて、私どもが徴収業務を行っておりませんので、そこに

至るまでの調査等につきましては、法にのっとってさせていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   民事再生というのは、これは２００４年度から個人にも適用されるよ

うになっておるわけで、自己破産してもそれを適用したところは給料の差し押さえとか、

そういうことができないということでやっていくわけですが、次の不納欠損に至るまでの

プロセスというか、過程ですかね、その点をお聞きしたい。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   先ほど言いましたとおり、これは一般企業も含めまして、個

人も同じなんですけれども、一番最初、現年といったらおかしいですけれど、滞納し始め

ますと、私どものほうでそれぞれ納税の相談なり、それから納税に対してのやり方なりを

聞いていきます。中には、時効が近くなっていきますと、こちらのほうで強制的に執行す

る場合もございますが、そこに至るまでには、やはり、それぞれの財政といったらおかし

いんですけども、経済的な部分の調査であったり、不動産の調査であったり、そういうの

をさせていただいて、滞納処分に入っていく場合がございます。 

  あとは、もう一つは、まず、納税の猶予ということで、分納という形をとっていく場合

もございます。分納になりますと、先ほど言いましたように、税のほうの時効が５年から、
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また５年間延びるということです。今回の不納欠損の中にも、個人の中には５年、５年を

しながら延ばしてきた部分、それからずっと過去から残ってきた部分とかいうのがありま

すので、その辺の切りかえができてない部分で不納欠損が出たというような個人の方もい

らっしゃいます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これは、１２ページや１３ページに上がっていませんけども、これま

での平成２３年度の決算を踏まえて、国保税から何からいったら、やっぱり１０億円から

の、１２億円ぐらいのそういう滞納があると思うんです。ただ、その辺が、確かに職員の

皆さんは一生懸命やっていただいていると思うんですけれども、結局、これだけの滞納が

出ていきよると。これは、そういう収納係というか、セクションを設けてやっておられる

というのはよくわかるんですけど、それはやはり、まともにこの税金を払っている立場か

ら見ると非常に違和感を感じるというか、特に、これはよく聞く話ですけども、補助金が

一番、大体企業に補助金がいきよるのはある業種だけですけども、その辺が一番滞納がご

っついという話があるんですよ。その話は合っていると思うんですが、どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   法人補助金の会社関係という話でございますが、いろん

な補助金の交付要綱等規則によりまして、税の滞納があるようなところについては、その

補助金を交付しないというような条文が出ておる補助金がたくさんございます。それで、

特に法人に直接出ておるようなものにつきましては、例えば、商工業者の融資借入に係る

利子補給であったり、それから企業誘致に係る優遇措置であったり、それとあと、競争入

札の参加資格なり、指定管理者の資格、ここらにつきましては、税を滞納しておれば、そ

の資格から除いておりまして、そのメリットを受けられないようにしております。 

  そして、議員がおっしゃる関係ですが、恐らく、例えば商工会、それから観光協会、瓦

工業組合、このあたりへは、組合なりそういった団体連合会へは補助金は出ておりますけ

れども、その構成メンバー、会員としては、滞納されておる方が事実おられます。けども、

補助金自体はその連合会、組合への補助金ということの中で、そこらは滞納はございませ

ん。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それで、はっきり言って、企業で、民間で補助金をもらっているのは、



－ 27 － 

それは地場産業という瓦業界だけですわね、はっきり言って。それで、それは組合がある

から、それはそれで結構やと思うんですけど、これは一般企業は、これは税金を払うのに

みんな必死で、何の補助ももらわんと頑張ってやっとんねん。そういう中で、そしてどう

いう形で倒産するか知らんねんけど、倒産したらそれが不納欠損で全部チャラになってし

まうと。そこらのことを、やっぱり、市長にも一般質問しましたけれども、瓦の補助金に

ついてね。「いつまでもあると思うな親と金」というような答弁がきましたけれども、や

っぱりもうちょっと、そういうところが一番にね、税の収納率が悪い。それで大口がある。

これは相当、民間、一般の市民からも声が強いんですよ。今そうでしょう。一生懸命払っ

ている人が何にもないんです。それで払わんとそのまま不納欠損でいく。例えば、優良納

税者に何かの、市がどんな形、昔は旧町時代は優良納税者というのは何か表彰とかね、い

ろいろあったけれども、今はそんなんないと思いますが、その辺の不公平感というのは、

もうちょっと市も何か方法を考えてもらわなんだら、まともに税を払う人間が本当にあほ

らしなってくるというか、そういう声が多いんです。ですから、そういう補助を受けて

堂々とやっているんであれば、それなりに組合もそういう税を納める努力をする。役所だ

けに任さんと、それぐらいの指導は、市がすべきやと思うんですが、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   阿部議員おっしゃるとおりだと思います。市民の皆様の

納税意欲を損ねないように、公平、公正な納税を常に念頭に置き、進めていかなくてはな

らないとそのように実感はいたしております。職員も限られた人員の中でございますが、

きちっと納めておる方がしんどい目をしないようにということで、ときには滞納者との激

しいやりとりもしながら、一生懸命にその手だてを講じておるところでございます。税は

払って当然という、憲法３０条に規定された義務でございますので、それは重々わかって

おるんですが、こうした現下の厳しい社会、経済情勢の中にあって、現実に納税が困難な

方も、実際にはおられます。納税相談等行いまして、個々の生活状況を十分に聞き取りす

る中で、分割による納付の提示提案をするなり、収入・財産等を調査いたしまして、誰が

見ても担税力がないというような方は、これはもうやむを得ないんですが、厳しく現在、

滞納処分を行っているところでございます。 

  今回の不納欠損につきましては、先ほど収税課長が申し上げましたように、地方税法の

規定によって、時効５年を迎えたもの、それと、執行停止といいまして、死亡して相続人

がいないとか、居所不明の者であったり、倒産により事業再開の見込みのないもの、それ

から換価すべき財産がない、収入も乏しいというようなところについては、法律に基づい

て執行停止の処分をかけて、その状態が３年続いた場合は執行停止、不納欠損できるとい

う規定もございます。 
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  死亡や居所不明、国外出国、破産、服役、生活保護開始等のケースを不納欠損に回して

おるところでございますが、やはり今おっしゃられたことを重々肝に銘じて、これから頑

張っていきたいと、そのように思うところでございますので、今後ともよろしくお願い申

し上げます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   もう最後に言いますけれども、私はそういう体験上、旧町時代に、そ

ういう現実に、例えば民間企業であれば、それは１００万円以内のお金にしても、１００

万円切ったお金にしても、そういうお金が未収になれば、これは倒産するような小さい会

社であれば、あるわけなんですよ。それがそういう役所関係、公の何になると、何かもう

いろいろな手続を踏んでいっても、できないならもう不納欠損で終わってしまうという、

実際にそういう体験を私がしているんです。もういいかげんな職員がおってね、南淡町時

代に。そういう体験があって、ですからいまだにそういう税に対する不信感というのは持

っておるんです。ですから、皆さん一生懸命やっていただいておるのはわかるんですけど

も、やはりそういう国民の義務で納めるのが当たり前なんですから、当たり前のところに

これを表彰せえというのはおかしいけど、やはり、そういう真面目にきっちりと法を守っ

てやっている事業所とか個人の方にも、何らかの市が処置を講じると。もう払わなんだら

不納欠損で終わりやというような形で、ほとんどがそれで終わっているでしょう。それで

は、職員の皆さん、たとえ１２億円不納欠損が出ようが、１００億円出ようが、あんたら

の給料は一切関係あれへんねんけど、こういう言い方はきついか知らんけども、民間では

それは、例えば１０万円のお金が回収できなくても、明日は倒産というような会社もある

んですよ。ですから、そういう厳しい目で、今後もできる限り不納欠損というのがなくな

るように努力してほしいと強く要望してこの件は終わります。 

 

○柏木 剛委員長   答弁はよろしいですか。 

 

○阿部計一委員   答弁は結構です。 

 

○柏木 剛委員長   じゃあこれで暫時休憩します。 

  再開は１１時２０分とします。 

 

（休憩 午前１１時１０分） 

 

（再開 午前１１時２０分） 
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○柏木 剛委員長   再開します。 

  質疑はございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   まだまだ歳入で二、三点聞きたいんねんけど、まず、２５ページの都

市防災総合推進事業補助金といったら、これはどういうふうに使われる事業なんですか。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   建設課の赤松です。よろしくお願いします。 

  この都市防災総合推進事業費補助金ですけども、これについては２路線ございまして、

秋葉道の２号線、それと福良２４１号線、合わせて平成２３年度は３,１６０万円の事業

費でございました。それで、国庫補助金が５０％ございますので、その補助金が１,５８

０万円ということになっております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、避難路の整備に対する補助事業メニューという理解をしたわけ

でございますが、私も先日、建設土木関係者の方々から、もっとおまえ、市内の仕事をふ

やしてくれやというような話があって、あえて質問させていただくねんけど、この事業は

今言った、秋葉道と避難路整備に使った事業やと。それで、市の避難路の整備に対して、

今後、この事業で補助申請を挙げておるようなところはありますか。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   私どもは、避難道路と避難路と区別をしているわけですけれ

ども、この事業は避難道路でございまして、補助メニューに載せるには要綱がございまし

て、全幅５メートル以上というようなことでございます。ですので、先ほど言いました２

路線については、その要綱に該当したわけですけども、今計画しております避難路につい

ては、あくまで車を想定してなくて、歩いて避難するということで、現在整備をしており

ますので、この事業には該当しないということになっております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   課長ね、例えば、福良地区に抜本的な避難路整備というか、空き家に

なっておるようなところ、バイパスまでずどんと道路整備をして、福良地区の避難をスム

ーズにするような手法であったりとか、例えば、阿万地区、灘地区にしたって、高台へ避

難するのに、阿万地区の住民からもどんどん避難路に対する不安があるわけやね。私は阿

万地区でないのでようわからんねんけんど、例えば、阿万地区のどこまでこれをしっかり

としたら、避難路を整備してあげたら、阿万地区の高台へがスムーズにいくと、そういう

ような事業計画を、私はどんどんこういう補助事業があるんだったら、市の都市整備だけ

でなしに、防災、横との連絡をとって、福良地区の、例えば私が前々から言っておるけど、

原田川でも構わん、ずどんと上へ抜くとか、こういう事業の計画はないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   委員おっしゃるとおりだと思うんですけども、私どももこう

いった補助事業がございますので、それに乗せて補助金をいただいた中で事業を進めてい

くのが肝心だと思っております。ただ、いろいろ先ほど言いましたように、補助対象にな

る要綱がございますけども、まず一番は、道路ということになると、どうしても用地買収

とか、物件の移転補償とか、地域なり、その地権者の了解のコンセンサスというか、そこ

ら辺ができないとなかなか前に進みませんので、防災課等と詰めながら、地元の理解が得

られるのであれば、そういった事業をメニューに乗せていきたいとは思っております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、これは都市防災総合推進事業補助金、先ほど私は補助金と言う

たけれど、これら補助メニューがあるのであれば、福良地区等々の、今から南海地震等々

に対する抜本的な避難道路の整備を、私はすべきやというような認識を持って質問してお

るわけでございまして、今回は秋葉と２路線の事業で三千何ぼやと言いよったけれど、こ

こらは今後ともちょっと福良地区の大々的な避難道路の整備を、私はこういう事業がある

のであればやっていただきたいと思うねんけど、総務部長、どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   総務部の渕本です。よろしくお願いします。 

  先ほどからこの都市防災という部分で、これはどちらかと言いますと、ある程度、大規

模な国土交通省の補助メニューというようなことであるわけなんで、こういった分で当然、

福良なり、阿万なり、他の地域におきましても、そういった大量に避難ができる道路とい
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ったことも当然、必要だと思います。それで、特に福良でございますと、バイパスまで通

ずる縦道、そういったものが大きな道路がないという、これはもう以前からの本当に地域

もそうですし、市にとっても課題であるというように認識しております。 

  ただ、なかなかこの先ほども出ましたが、物件補償なり、そういった部分で非常に困難

な部分がございます。すぐに通ずるというわけにはいきませんが、各所でこの事業をつか

ったりしてます。ただ、何十件もそれが立ち退きしていただかないとできないという部分

については、なかなか計画なりを立てても、なかなか地域の理解なり、推進ができないと

いう、そういう課題に直面しております。そういうことで、まずはこのたびできました幅

員に関係なく、１メートル５０センチでも２メートルでも採択できる、そういった減災事

業債、それをもってまずは進めていくというようなことで、福良なり、阿万なり、これに

ついては、補助金対応でなしに、市が直営で工事をするというような形でやっていますし、

また、補助金対応でそれぞれ地元と協議しながら、避難路の整備というようなことを進め

てます。これは、今のところ大きな課題であるという認識はしております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   補助事業というと、ある程度、補助というか、達成というか、期間が

あると思うけど、この都市防災総合事業補助というのは、これは期限というか、未来永劫

にあるわけではないと思うけど、この期限はいつまでですか。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   事業は、一つの事業は５年間いけるわけですけれども、今私

が持っている資料では、いつまでというようなことは、国交省の資料では出ておりません。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この件については、これで終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   １９ページの民生使用料の中で、児童福祉使用料収入未済が５３万１,

６８０円あるんですけれども、こういう、これは児童のことなんで、収入が未収やからと

いって受け入れは拒否できないと思うんですけれど、子ども手当て等で相殺するとかいう
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ことはしないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   福祉課、鍵山です。よろしくお願いします。 

  子ども手当や児童手当で相殺ということなんですけれども、今福祉課のほうでは、この

滞納分の保育料につきましては、どうしても支払いできないとなれば、同意の上で、同意

書をとって、児童手当で相殺ということではお願いしている分もあります。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そうしますと、平成２４年度の予算には、滞納児童福祉使用料の１万

１,０００円とかしか上がってないように思うんですけれども、この差というのは、どう

いうふうに扱われるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   予算ですので、収入未済額が確定してないときに予算計上い

たしますので、３月末まで滞納児童福祉使用料につきましては、なってますので、一応、

予算としてはこの金額しか上がってないのが現状です。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   かなり大幅に違うんですけど、そういう見込みというのは立たなかっ

たということなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   予算のときなんですけれども、この１万１,０００円という

ことになっているんですけれども、通常、ここには目だしということで１,０００円とい

う金額を挙げているんですけれども、ここではちょっと１万１,０００円となっています。

通常は、ここは１,０００円で挙げるべきところでした。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 
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○原口育大委員   次に、観光施設使用料滞納８６万７,５７２円なんですけれども、こ

れの内容というのは、どういう内訳なんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   商工観光課長の阿部でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  まず、観光施設の使用料の滞納分でございますが、主に、サンライズ淡路、それからサ

イクリングターミナル、この２つの施設の指定管理者が、昨年度途中で破産したという形

で、こういう金額が発生しております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   これも先ほどと同じような聞き方になるんですけど、平成２４年度予

算では、例えば、滞納なないろ館使用料とかいう項目はないんですけど、これなんかは、

その予算のところにその滞納というのがはっきりしているような気がするんですけど、上

がっていないというのは、どういうことなんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   なないろ館の分につきましては、挙げておくべきでない

かと思うんですけれども、先ほど言ったサンライズ淡路、サイクリングターミナル、これ

は突然発生したものでございますので、当初から挙げてないというような事態でございま

す。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   次に、滞納の市営住宅使用料ですけども、９７４万２,４１０円あり

ます。これもまた、平成２４年度の予算では、５５５万９,０００円が滞納市営住宅使用

料として挙がっているんですけれども、これも先ほどの福祉と同じように、見込みが違っ

ているというだけの話なんでしょうか。この差額というのはどういうことなんでしょうか。

不納欠損とかいうこともあるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   都市計画課長。 
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○都市計画課長（森本秀利）   都市計画課の森本でございます。どうぞよろしくお願い

します。 

  平成２３年度決算の滞納使用料の額と平成２４年度の予算との違いのお話なんですけれ

ども、これにつきましては、例年の、いわゆる滞納使用料の翌年度の収入見込み額ですね、

これはおおむね５０％ぐらいという見込みで、滞納使用料の額の５０％を見込んで予算措

置を行っております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   その滞納されている入居者というのは、これもなかなか外に出ていっ

てくれとか言えないと思うんですけれど、あるいは、駐車場の使用料なんかも滞納がある

んですけど、駐車場なんかは滞納していたらもう、その人は使ってない。滞納しながら使

っているというようなこともあり得るんですか。 

 

○柏木 剛委員長   都市計画課長。 

 

○都市計画課長（森本秀利）   住宅の部屋と同じで、駐車場につきましても、滞納され

ている方は、当然、生活の中で支障があるということで、御使用はいただいております。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １７ページの行政財産使用料、それから２１ページは行政財産使用料

というのが出てくるんですが、この内訳ですね。どんな内訳になっているか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   管財課長の堤でございます。よろしくお願いいたします。 

  １７ページの行政財産使用料５６４万１,３７８円のうち、管財課所管につきましては、

５庁舎ございまして、その金額が４２６万１,３２３円、それが管財課所管の分でござい

ます。 

  管財課は以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 
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○管財課長（堤 省司）   管財課の内訳といたしましては、５庁舎における電柱の使用

料１３４万６,８９４円、電話柱につきましては２４０本相当でございまして、２４万４,

７６４円、あと携帯電話のアンテナ１本でございまして１０万円、あと自動販売機５庁舎

分のものでございまして、合わせまして２０４万７,０００円がございます。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしてあと、４１ページの市有地の使用料というのがあるかと思う

んですが、市有土地貸し付け収入。この内訳は。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   内訳につきましては、国民休暇村の敷地でございまして、こ

れが環境省に貸し付けしてございます。実際、国民休暇村で使ったものもございますけれ

ども、環境省並びに休暇村協会というようなところに貸し付けてございます。環境省につ

きましては３６万６,９９９円、休暇村協会につきましては７万２,４８７円。 

  それと、国立淡路青少年交流の家の敷地でございますが、これは文科省に貸し付けてご

ざいます。金額でございますが２９３万６,８０７円。 

  それと、ほかに主なものでございますけれども、榎列上幡多にございますリサイクルセ

ンターの隣に青空市の施設がございます。そこに貸し付けしているもの２７万４,０００

円、あと賀集八幡に旧の鉄道敷きがございまして、そこを貸し付けておるところが６４万

８,０００円、あと湊の浜地というところがございまして、市有地でございますが、それ

を個人に貸し付けておるのが１２８万６,８００円等々合わせて２５件の合計額でござい

まして、管財課所管につきましては、５９１万５,１９０円と、そのようになってござい

ます。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと聞き間違えたかと思うんですが、国民休暇村の敷地の貸し付

けに７万円というふうにおっしゃいましたか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 
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○管財課長（堤 省司）   国民休暇村の敷地は貸し付け先が２つに分かれてございます。

１つが休暇村協会で７万２,４８７円、もう一つが環境省でございまして、これが３６万

６,９９９円と、そのような金額となってございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この貸付金額ですが、面積はどれぐらいの土地を貸しておるんでしょ

うか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   今の国民休暇村につきましては、環境省につきましては、９

万１,７４９平米、これは三十六万六千何がしの分です。もう一つの七万二千何がしの国

民休暇村協会につきましては、１万８,１２１平米。国立淡路青少年交流の家につきまし

ては、１５万４,５６８平米、あと賀集八幡の土地につきましては４７１平米、湊の分に

つきましては。 

  よろしいでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと聞き間違えたのかと思うんですが、平米単価みたいなことに

していくと、ただとか、そういうところに貸しているものと、国、環境省とか文科省に貸

しているものと、随分、差があるかに思うんですけども、どうなっているんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   国民休暇村につきましては、平米当たりおよそ４円となって

います。国立青少年交流の家につきましては、平米当たり１９円となってございます。差

につきましては、それぞれの施設のできる経過、また、その旧町の時代の経過のときに要

望した内容によって現在を迎えておりまして、若干の変更はございましたけれども、そう

いった形で金額は統一というふうなことではございません。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 
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○財務部長（土井本 環）   休暇村の貸し付け分については、福良財産区管理会に全額、

支払いしております。これについては、２年ほど前までは２円だったものを４円にしてい

ただいたという経緯がございます。青年の家については、阿万財産区のほうに全額繰り出

しをしておりますので、申し伝えます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   地域振興なり、歴史的な経過があるというように理解をしまして、終

わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。歳入６３ページまで、ほかにございません

か。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ４３ページの地域振興基金利子についてお伺いしたいんですが、まず、

地域振興基金ですね、２５億円が積み立てられたということなんですが、これ私、ふしぎ

に思うんですが、合併特例債を使ってこの基金を積み立てておるということなんですが、

我々基本的に認識しておるのは、事業に対して南あわじ市は合併当時、予定していた合併

特例債の枠分の中で使っていくというように思っていたんですが、この地域振興基金とい

うのは、合併特例債を借りてお金を積んでいくという、極めてふしぎな感じがするわけで

すが、これはこの特例か何かを使ってやっておると思うんですが、どんな特例ですか、ま

ずこれは。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   旧の合併特例法でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いや、合併特例債を使っていく場合に、こういう合併特例債、お金を

借りてものをつくるんならわかるんです。お金を借りて、お金を積んでいくためのこの合

併特例債というこういうものは、何か特例的な制度があってやっておるわけでしょう。ど

ういう制度のもとに基づいてこれはやっておるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 
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○財政課長（神代充広）   根本的には、合併特例法の中で、基金積み立てができるとい

うふうに規定がされております。通常の合併特例債については、建設事業に充てるという

ふうになっておりますが、本市の場合、限度２７億円までは基金積み立てができる。その

基金については、償還をした分については、取り崩して地域振興のために役立てる、使っ

ていくことができるというふうになってございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今言われたように、南あわじ市は２７億円まで積むことができると言

われましたね。これは、この２７億円まで積める、２０億円まで積めるという、この金額

の上限は、何に基づいてこの金額は決まっておるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   法律上、その金額が決められておったかどうかというのは、

ちょっと記憶してないんですけれども、国のほうから標準的な、この市の場合はこれだけ

の上限の積み立てができますよというようなものが示されておりまして、標準的には１８

億円だけども、その１.５倍までは積み立てが可能ということで、２７億円というふうに

なってございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは過去１年ごとに５億円ずつ積み増ししてきたと思うんですが、

もう昨年度で２５億円を積んだということですか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   はい、積んでございます。今年度、２億円追加で積み立てを

予定しております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この特例債の場合は、とにかく毎年５億円ずつ積むということであっ

ても、いわゆる借入を起こすと。その借入のうちの６６.５は交付税算入で国が返済して
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くれるということだと思うんですが、これの元利返済は何年かけて、これは返済する予定

ですか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   少し借入先によって償還期限がまちまちであったと思います

が、１０年のものもあれば、最高で２０年のものもあったかと思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは元利、利息に対しても交付税が算入されるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   はい、そのとおりでございます。借入額の７割、７０％が交

付税算入されます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、借入額の７０％と言いましたが、事業の場合は、事業の１００％

に対して、５％きて、９５％に対しての７０％ですので、実質は６６.５と３３.５ではな

いんですか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   基金積立額から計算しますと、６６.５ということになりま

す。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これを毎年返済しておりますが、返済した部分についての、残った返

済した部分のお金は、いわゆる南あわじ市のお金になりますわね。その場合、そのお金は

順次、一般会計とかもろもろの予算に使っていっても、これはいいわけですか。それとも、

満額、全額返済した時点で２５億円を使えるのか、あるいは、返済途中で返済が終わった

部分については、一般財源に流用できるのか、どうなっています。 
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○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   返済部分について、９５しますので５％は自主財源ですの

で、それはもうもちろん使っていっていいんですが、当面は使うつもりはございませんで、

果実を活用して振興策に使いたいということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この決算書を見ておりますと、ことしその果実が３,４００万円余り

のものが出ておるわけですね。それ、ちょっと私、計算したんですが、２５億円の預金に

対して３,４００万円の利息が出ておるんですね。これ、ちょっと計算してみますと、１.

３６％ぐらいの利率になっておると思うんですね。私どもの今の常識的な預金利息からし

ますと、１.３６というのはいかにも高いように思うんですが、この辺についてはどうな

っていますか。 

 

○柏木 剛委員長   会計管理者。 

 

○会計管理者（馬部総一郎）   会計管理者兼会計課長の馬部でございます。よろしくお

願いいたします。 

  地域振興基金の利子につきましては、これ全部なんですけども、地方債なり国債の債権

を購入いたしまして、その利息ということでの収入でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、この４３ページの右の利子の一覧が出ていますが、これち

ょっと当てはめていってみたんですが、地域振興基金の利息が、今言われたようにそれだ

けいい利率で回っておるんなら、このほかの事業の利子がこんな、いかにも低いんですよ

ね。南あわじ市がこの基金を運用する場合に、それだけ安全なものがあるのであるならば、

ほかの基金もそういうような運用の仕方をすればいいんでないかなと、私自身思うんです

ね。これを見ておりますと、ほかの利息の場合は、０コンマ何％ぐらいだと思うんで、こ

の１.３６に当てはめますと、３倍、４倍、５倍ぐらい、いわゆる、反対に言ったら５分

の１の運用なんですね。これは何でですか。高いほうに、国債と言えば、まあまあ日本の

運用であれば、銀行預金よりも国債は一番かたくて安全と思わんと仕方ないかなと思うん

ですが、なぜそういう使い方をせんのですか。 
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○柏木 剛委員長   会計管理者。 

 

○会計管理者（馬部総一郎）   運用の仕方はいろいろあろうかと思いますが、基本的に

は債権もいろいろな種類がございますけれども、一般的なのは５年、１０年あたりが一番

一般的でございます。したがいまして、５年なり１０年なりの期間、使わなくても済むだ

ろうというような想定のできる基金でないと、なかなかそういうものでの投資といいます

か、そういうことはやりにくいと。それから、金額的にも余り小さい金額でなしに、ある

程度まとまった金額でないと、なかなかこういったものの取り扱いはしにくうございます

ので、そういった中から、できるだけは有効に資金を活用したいということで、従前と比

べますと、その債権購入というものにシフトをいたしまして、実際、申し上げますと、こ

の中の利息は５,４００万円弱でございますが、そのうち、の９割程度は債権での収入で

ございます。定期預金での利子は１割強といった状況でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今言われた説明で、わからんでもないんですが、いずれにしても、こ

の利子と基金を見比べてみますと、結構高い運用をしておるように思うんですね。それは

それでいいと思うんですが、ものによって、余りにもかけ離れ過ぎておるので、何で高い

ところにせんのかなという質問なんですが、言われてみれば、そういうことだと思うんで

すが、今見ておりますと、淡路鳴門岬公園でも、４億２,０００万円、水道事業も７億８,

０００万円で、結構大きなお金もあるんですよね。この辺については、運用はお任せしま

すけど。ようわかりました、結構です。 

 

○柏木 剛委員長   では、この辺で暫時休憩します。 

  再開は午後１時とします。 

 

（休憩 午前１１時５５分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○柏木 剛委員長   それでは、再開します。 

  午前中に引き続き、歳入の部をやろうと思うんですが、午前中の答弁の中で、一部、執

行部のほうから訂正がありますので、それを挙手でお願いします。 

  商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   失礼します。先ほどの原口議員の御質問に対する答弁で

ございますが、サンライズ、それからサイクリング関係のことを私申し上げましたが、ち

ょっと私の勘違いでありまして、滞納なないろ館使用料ということであったかと思います。

これにつきましては、平成２２年度末の額が９８万８,０８２円でありました。そのうち、

このたび、１２万５１０円入金がありまして、現在、滞納額が残で、８６万７,５７２円

となっております。 

  以上のように、ちょっと修正させていただきます。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   午前中の蛭子委員の御質問の中で、行政財産使用料、１７ペ

ージでございますが、その中で内訳といたしまして、４２６万１,３２３円が管財課の分

でございまして、その内訳として御説明いたしました自動販売機の分につきまして、２０

４万７,０００円と申しましたが、正しくは、１６台分で５１万６,６７３円。２０４万７,

０００円につきましては、５庁舎の建物の貸し付けをしております使用料でございます。

６団体に貸してございます使用料でございます。 

  以上のように訂正させていただきます。 

 

○柏木 剛委員長   それでは質疑を再開します。 

  質疑はございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   今、訂正いただいたなないろ館ですけども、これは業者さんからの滞

納ということになるわけですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   なないろ館につきましては、テナントということで、施

設を賃金で貸し付けしております。その各施設の使用料ということで、そこに入っておる

テナントの店のほうからの収入でございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そのテナントというのは、もう現在、今はそこにはおられないという
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ことなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   そのうち１社につきましては、非常に多額の滞納があり

まして、協議した結果、平成２４年３月末をもって、現在、退去していただいております。

ただ、残っておる滞納額につきましては、返済計画を立てて、完納していただきますよう

指導しております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ということは、複数のテナントが滞納されておったということになり

ますか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   今回、滞納額として入っております約１２万円の額につ

きましては、４社の合計額でございます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ３５ページの水産業費補助金、この漁村再生交付金と離島漁業再生支

援地域水産、この辺の事業概要と、それと補助率というか、そのあたりをちょっと。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（早川益弘）   産業振興部の早川です。よろしくお願いします。 

  まず、漁村再生交付金、これはかっこ書きで並型魚礁設置事業ということで、これは平

成２３年度は沼島の沖に、これはもう皆さん御存じのとおり、魚の住みかを、魚礁を設置

して、魚をふやすというような事業で、毎年、南あわじ市水交会、５漁協、順番に回って

おります。本年度は南淡漁協で行うようです。今言いましたように、国の補助金の割合で

すけども、国が６分の３、県が６分の２、市が６分の１という割合になっております。全

体の事業費といたしましては、ソフト事業として、水産祭りとか、今まで行ってきた沼島

でした魚礁効果調査、ＲＯＶという機械を使いまして、昔投入した魚礁がどのような魚の

蝟集があるかどうかというのを調査している事業がございます。それを含めまして、２,



－ 44 － 

１２３万８,６９４円という工事で行っているのが、この並型漁村再生交付金の事業です。 

  次に、離島漁業再生支援交付金ですけども、これは離島であります沼島のほうに、平成

２２年から２６年まで、５年計画で行っている事業で、これは総額のうちの１,５６４万

円の総事業費のうち、国・県・市が３分の１ずつという事業メニューで行っておる事業で

す。この事業は、沼島集落という集落で協議会をつくっていただきまして、その中で主な

ものといたしましては、稚魚の放流とか、各都市へのＰＲ活動とかというようなことで事

業を行っております。 

  次に、地域水産物供給基盤整備事業補助金ですけれども、これは別名ストックマネジメ

ント事業といいまして、施設が老朽化をしてきたと。うちですと、漁港がもう全部できて

いるわけなんですけれども、それの老朽化、いつ何年後にどこを補修するのか、修繕する

のか、完全にやりかえるのかというような事業を、国のほうからそもそも漁港は国の補助

金をもらって補助事業の中でやってきましたので、これから直す段階におきまして、それ

が何年後にどういう形で直すかという調査をしなさいという国の事業がございまして、こ

れは平成２３年度は灘漁港を行ったというようなことで、これの国からの割合に関しまし

ては、それぞれの外郭施設、係留施設、用地輸送施設というような形で補助率が全部違い

ますので、ちょっと、もしあれであればまた、詳しくは言いますけれども、ちょっと補助

率のほうは、何分の何ぼというのはちょっと現段階では言えませんので、申しわけござい

ません。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先ほど聞いておった、この並型魚礁で、国が６分の３、県が６分の２、

市が６分の１というようなことで、市の持ち出しというは比較的軽いなというような感覚

を受けたわけですが、先般、テレビ放送等々で、瀬戸内海の海が余りにもきれいになり過

ぎて、漁獲が激減しておるというような、私は認識を持っておるねんけど、こういうふう

な魚礁の、瀬戸内海へのどんどん漁獲が落ちておる上においての一つの対応策として、瀬

戸内海にもどんどん、今回は沼島でやって、ことしは南淡漁協ということは、これも太平

洋側ですか。魚礁を放り込むのは。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（早川益弘）   ことし南淡漁協のほうなので、播磨灘といいますか、

瀬戸内海のほうではございません。ただ、これは５漁協、湊、福良、南あわじ漁協等あり

ますので、それは順番に年度ごとに回っていきますので、これは漁協の負担も５％いただ

いておりますので、これは随時説明会のほうにもいくと思います。ただ、今委員さんがお
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っしゃった海がきれくなったと。確かに海がきれくなって、漁師さんも、それによってい

ろいろな海水質の規制が強化されまして、下水等、言っては何なんですけども、そこらで

やっぱり海に必要な栄養源の補給が足らなくなってきたというようなことで、県も、市の

ほうも、これからですけども、下水のほうにお願いして、少し規制緩和の窒素、リンをふ

やしてもらうような方策もとっていきたいなと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   瀬戸内海の海がきれいになり過ぎてあかんというような話で、その辺

は対応していただきたいなと。 

  もう一つ、ついでに課長、聞かせてもらうねんけど、これ、漁協の方に関しては、タコ

つぼとかいろんな、稚魚の放流等々事業をやっとるねんけど、この辺はどの事業でやって

おるのか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（早川益弘）   今、委員のおっしゃったアオリイカ、それから産卵用

タコつぼ設置事業、これは市単独の事業で、毎年実施しております。これは国県でなしに、

市単で実施しております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私はこの辺の事業効果は十分あるというような漁業関係者から聞いて

おるので、今後とも稚魚の放流とか、海底耕うんとか、この魚礁、積極的に、課長も補助

申請していただいて、この補助というのは、並型魚礁を、例えば、瀬戸内海がこないなっ

てきて漁獲が落ちとんのやさかい、これを国か県かにそういうような申請を出されると思

うねんけど、この辺はどういうふうな申請の手続をされておるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（早川益弘）   これは当然、毎年、県を通じまして要望等がきます。

それにのっとって、下部漁協に相談をかけまして、漁協が順番は先ほど言いましたように、

順番、各漁協順番に回っておりますので、漁協の要望を聞いて、国のほうに申請を上げて

いるというような状況です。 
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○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は補助金の総額が決まっておって、申請して、南あわじやったら、

ことしはこれだけということで、漁協の中で割り振って順番に魚礁の設置をしていきよる

と、そういう理解でよろしい。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（早川益弘）   この事業に関しましては、これと同じように築いそ事

業で、投石、石を放り込む事業等があったんですけども、その事業のほうのメニューが変

わりまして実施できなくなりました。ただ、この並型魚礁に関しましては、国のほうも今

のところは続けていこうというようなことなので、早目、早目に県のほうにうちの要望は

上げて、毎年できるようには心がけてやっております。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   なないろ館の使用料についてお尋ねをいたします。 

  まず、この使用料。１９ページです。 

  家賃でお貸ししていると思うんですが、今貸している業者は何名の方に貸しておられる

か伺っておきます。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   現在、なないろ館のテナントにつきましては、１２店舗

使用していただいております。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それで、その中でジョイポートさんは、私の知る限りなんですが、ジ

ョイポートに向かって左の切符売り場とか上の食堂、それと、わたっていった右にあるあ

いているところがありますわね。そこがジョイポートさんがお借りしているところやと思

うんですが、このジョイポートさんの家賃は幾らなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   ジョイポート南淡路に関しましては、トータルですが、

８８１万３,５６８円となっております。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それと、あとの１１業者については、大体で結構ですけども、店舗名

なんかは結構ですけれども、平均するとどのぐらいの家賃になりますか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   大体多いところでは３５万円、これはなないろ館の外の

ほうの店舗でございますが、ここに５店舗ありまして、その部分が３５万円。それ以外の

ところで約４０万円から５０万円というところが多いので、平均しますと３０万円ぐらい

じゃないかと思います。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、家賃で貸すという賃貸契約、書類できっちりとやっておると思

うんですが、例えば、ジョイポートさんにお貸しをしている、そして、今度、今食堂が前

に蛸八さんがやっておって、今違う業者の方がやっていますわね。そういう契約書の中で

は、又貸というか、そのような契約はどうなってますか。一旦貸したら、それを自由に借

り、貸し、自分が家賃を決めていけるのか、その辺の契約書はどういうふうになっており

ますか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   契約につきましては、相手方が現在、ジョイポートさん

ということでございまして、あくまでも私どもはジョイポートさんのほうと契約しておる

というふうに認識しております。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、これも、ジョイポートさんというと、仮に、大口です

ので、聞いているので。ということは、ジョイポートさんがその食堂とか余っているとこ

ろを今、私が言ったエリア内を自由に好きなように、市に相談もせんとでも、そういう自
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分が家賃を決めて、そういう契約になっているんですか。これは大事なことなので、きち

っと契約書にそういうことは巻いてあると思うんで、その辺、ちょっと御答弁願いたいと

思います。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   契約につきましては、あくまでも市とお借りいただいて

おる相手方との間でございますので、又貸しとか、そういうところは市のほうでは認めて

おりません。あくまでも、今現在契約しておる相手方がやっていただいておるというふう

に認識しておるところでございます。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、今回、北本君ですか、前の南ロイヤルホテルの料理長

の方がやっているんですけどね。その方はジョイポートさんから家賃を決められてお借り

しておるわけやな。そして、それは何ですか。市のほうに相談があったわけですか。今の

課長の答弁ですと、市のほうがそういう契約書では、又貸しはできないというふうにとっ

たんですけども、その辺はどうですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   先ほども申し上げましたように、あくまでもジョイポー

トさんとの契約でございますので、ジョイポートさんが調理人の方を雇用してやっていた

だいておるんじゃないかというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、ジョイポートさんは、ジョイポートさんだけでないわ

な、１２業者は全て自分がもう権利を持って、やめるときには誰かやりたいと言えば、そ

の人が権利を持ってそういうことができるということですか。そんなふうに聞こえました

けれども。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ちょっと言い方がまずかったかもしれませんが、あくま
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でも相手方はジョイポートでございますので、直営ということで。あくまでも、契約の相

手のほうとの話で、そこが直営をしていただいておるというふうに思っています。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私が聞いておるのは、直営して、そういうところへ、一つのところへ

ジョイポートの名前ばかり言いよるけれど、お貸ししておるのだ。貸して、今度、今そう

いう北本さんという人がやりよるねんから、そのときに、契約書の中では、もう市に何も

言わんとジョイポートさんが勝手に好きなようにできるんですかということを聞きよるね

ん。今の課長の答弁やったら、好きなようにできると。これは大事なことなんや。この１

２の業者が自分がやめるときに、自分がやめるときに、自分の気に入った業者、誰でも契

約できるんですかということを、そういうことは定款にちゃんとしてあるんだろ。どうで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   産業振興部の興津です。よろしくお願いいたします。 

  まず、第１点、なないろ館の料金につきましては、平米当たりの単価で条例でうたって

おります。また、１階部分については１,６８０円、外の店舗には８４０円になっていま

す。それで、今の募集の関係ですけれど、通常、公募をするわけなんですけども、今回の

場合は、当初、食堂の厨房のある部分が、なないろ館ができたときにジョイポートさんで

随契になっておりました。それで、反対側の団体のお店については、公募した中で蛸八さ

んがなったと。それで、その中でジョイポート蛸八さんで両方の食堂をやるということを

聞いてました。その中で、ジョイポート蛸八さんが出ていった中で、厨房のレストランの

関係でありますジョイポートさんが片一方のほうの権利を持っていますから、そういう、

やりませんかということでやりますというお話の中で契約をしております。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ちょっと理解できひんねん。そんなもの、単純なことを聞きよんのや

から、又貸しできるか、できひんかということで、これは恐らく、平成１０年か１１年に

完成したと思うんです。何か聞きよったら複雑ですね。そのジョイポートさんと蛸八さん

ところで、その中の。これは、この点については、また一回詳しく聞きます。それがいろ

いろ耳に入ってくるんです。ほかの業者も入れてね。 

  ほかの業者はどうなんですか。例えば、私がやっておって、もうやめると。じゃあ谷口
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さんやれやというようなことで、そういうことは通るんですか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   原則的には、お店屋さんが出て行きますと、募集になり

ます。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   部長ね、原則やというのは違うと思うねん。これだけの契約をするの

に、きちっとした定款なり契約書を巻いとると思うんや。その契約書について、お聞きし

とんねん。そんなことができるか、できないかということをお聞きしてます。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   契約書については、毎年ごとに契約を巻いております。

そういうことで、又貸しということは契約書の中ではうたっておりません。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、そういう、今度どこかが空き家になったときは、まず、

市のほうへ、やめる人は何の権利もないと。それでよろしいですか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   お店をやめれば、その権利はなくなります。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ちょっと長くなって済みません。ここらはちょっと大事なことなんで。

それと、例えば、今北本君がお借りしてやっています。お借りしておるということは、あ

のフロアを全面的に、私の聞くところによると、３０万円でお借りしておると。そのお借

りしている、私が思うのは、お借りしておるんだから、３０万円家賃を払っておるんだか

ら、このフロアは今、家賃を払っている人が権利があると思うんですが、ある方は、いや

これはジョイポートのものやと言って、勝手にはできひんというねんけど、これはどっち
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が正解ですか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   市のほうはジョイポートさんと契約をしておりますので、

もし仮に北本さんがやるとしても、それはジョイポートさんと市の契約の中ではできない

と思っております。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、あのフロアについては、北本さんが家賃を支払って、

やっていても、隣の部屋をちょっと借りようと思ったら、ジョイポートの許可がなかった

らあかんということですか。家賃はジョイポートが払っとれへんからな、その分について

は。その点はどうですか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   使用料については、市はジョイポートさんと契約をして

おりまして、使用料の納付については、ジョイポートさんから納付を受けております。 

 

○柏木 剛委員長 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これはまた詳しいことも、ここでやりとりをしておっても何やし、何

か蛸八は入っておるし、ジョイポートさんも入っておるし、何かややこしい話やから、ま

た後で聞くとしまして、この家賃については、これ、平成１０年か１１年にあそこが初め

て営業し出して、そのときの家賃と今も、それからの家賃の変動はあるんですか、ないん

ですか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   家賃については、条例の中でうたっておりますので、で

きたときからの料金の変動はないと思っております。 

 

○柏木 剛委員長 ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   今のところのページなんですが、ここのサンライズ、それからサイク

リング、ここに使用料というふうに出ております。それから、別のページで、これは雑入

ですが、雑入では、サンライズ、サイクリング、施設使用料というふうに出ておるんです

が、これはどんな分け方をしておるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ここの使用料で上がっている部分につきましては、サン

ライズについては１１月１日から１２月１２日、この間だけ、市が直接管理しておりまし

た。そのときのテニスコート等の使用料でございます。 

  それから、サイクリングにつきましては、前指定管理者が倒産した翌日、１０月５日か

ら次の指定管理者が決まるまでの間、１２月１２日まで、この間、市が直接管理しており

ましたので、そのときに発生した使用料ということでございます。 

  それと、雑入のほうで上がっておりますのは、指定管理者のほうから、施設使用料とし

て納めていただいた金額でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、直接、管理しておった市民の使ったお金ということで、

理解したらいいわけですね。それはそれで結構です。 

  そしたら、これについては、後ほども出てくるんですが、未収ということで、これは係

争中ということですね。これについては、今どんな話になっていますか。指定管理料の未

納分ですが。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   倒産したその指定管理者の現状でございますか。 

  以前に指定管理者となっておられましたこの会社でございますが、昨年の１０月に倒産

して、破産手続をしております。現在、破産管財人によりますいろいろな調査を行ってお

るところでございまして、先般も第３回目の財産状況報告集会であるとか、また計算報告

集会がございました。その中で弁護士から聞いておる内容につきましては、現在、資産の

調査等をしておるところでございまして、まだ、当分時間がかかるというふうな内容で、

現在、調査中という報告を受けております。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   調査中なんですが、もう一度確認したいんですが、債権者会議で債権

の確定をまだできてないんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   そのとおりでございます。まだできておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   しかし、その確定できてないというのはちょっとおかしいんじゃない

ですかね。その債権者はもう全体は決まっておるわけでしょう。手を挙げて、債権がある

ということを名乗り上げている方は確定していると思うので、債権の総額は確定している

のではないですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   債権額、市のほうから申請しております額については確

定しておりますが、それがまだ認められてないという段階で、その調査中という段階でご

ざいます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   債権者会議には何人ぐらい参加しているんですか。債権を持っている

のは何人ぐらいあるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   最新では、この９月１０日に行われたんですが、ちょっ

と私、その席には参加してなかったんですが、うちの担当の者が行っていまして、聞いて

おりますと数名であったということ、１０名足らずであったということでございました。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   ここで言うところの、南あわじ市の債権をもう一度言っていただけま

すか。主張している債権の金額。それと、その内訳ですね。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   現在、市のほうで申請をしております債権が２,２７２

万３,８０５円でございます。その内訳につきましては、サンライズ淡路サイクリングタ

ーミナルの施設使用料の未納分で２,１５４万７,５１４円、それから、それに加えて、電

気代、電話代で支払いしておる分がございまして、電気につきましては１２９万４０円、

電話が３万４,２５１円、それと、もう１件、相殺処理といたしまして、市のほうにあり

ます売掛金、これが１４万８,０００円、これを清算しまして、先ほど申し上げた２,２７

２万３,８０５円が債権ということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この債権の総額が認められない理由は何ですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   まだ確定ではなくて、これはうちのほうの調査で出して

ある金額でございますので、認められないとかではなくて、破産管財人の弁護士のほうで

この金額を今現在、調査しているというような内容でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   こういった事案ではなかなか交渉ごとは難しいかと思うんですけれど、

このトータルのおおよその概算的なものは出てないんですか。債権者会議の中で、それぞ

れ主張して、１０名足らずということなんですけれども、それぞれの主張する金額という

のは出しておると思うし、またその概略的なことは管財人に聞けば、おおよそのことは出

てくるのではないですか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   サンライズ淡路サイクリングターミナルの件ですけども、

９月１０日に第３回の、これは財産の状況報告集会、計算の報告集会、破産手続廃止に関
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する意見聴取ということで、裁判所の中で破産管財の弁護士と手続上の話がございました。

その中で、私が聞いておるのは、とりあえずは先に労働債権について処理をするというこ

とで、賃金の立替払いが終わりましたよと。それで今、資産の状況調査の中間的な報告が

あったということで聞いております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは管財人の考え方だろうと思うんですけれども、債権の総額その

ものを示してもらうような話はできないですか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   その会議の中では、債権の金額についてはまだ明記され

ておりません。話の議題には、債権がどれぐらいあるかという話はされておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   されてないので、それを示してもらうようなことは主張できないので

すかということなんですけども。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   まだ、弁護士同士、話をしている中で、まだ確定してな

いということなので、まだ、聞いてもはっきりした数字は出てこないと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはいつごろが目途になるんでしょう。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   まだ、さっきの第３回目の集会が９月１０日に行われた

わけですけれども、次回１２月１０日に開かれるということは聞いておりますけれども、

そこではっきりと出るとは聞いておりません。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   一番金額的にはやはり南あわじ市の金額が一番大きいのかなという印

象を持っておるわけなんですけれど、やはりこれは当事者の権利として、やっぱり管財人

にも早くしっかりやってもらうようなことを言わないといけないんではないかなというふ

うに思うんですけれども、その点、どのようにお考えですか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   先ほども言いましたように、管財人については、現在、

その調査に入って、今聞いておるところでは、サンマックスの、今サンライズが使ってい

る備品等の調べに入っているということを聞いております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そのいろいろ倒産、管財というような、こういう会社の問題で、いろ

んな事例もあると思うんですけれども、やはりそれぞれの当事者の重さというのか、強さ

というのか、やはり管財人に強く主張していただきたいという思いがあるわけですが、そ

れは管財人が示すとおりのことしかできないんですか。こちらから強く主張することはで

きないのかということを重ねて聞いておるわけなんですけれども。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   要望はしますけれども、電話のやりとりの中では、なか

なか数字はつかめてこないということを聞いております。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   先ほどサンマックスのお話が出たんですが、実は税金も

未収が出ております。破産手続の開始決定が１月４日になされたわけですけれども、１０

月から事業は停止しておりまして、管財人のほうから２月２８日付で破産の決定、入湯税、

それと給与の特徴、特別徴収分、従業員の分ですけど、これが８月、９月分がございまし

て、それで管財人のほうから申告書が提出されました。それで、もう既に破産決定がなさ

れた後でございますので、差し押さえ等の滞納処分ができなかったということでございま

して、当然、それまでの分は全て完納はされておったわけですけども。それで３月に入っ
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て、３月１２日に第１回目の債権者集会がございまして、それまでに交付要求ということ

で、管財人のほうへ入湯税が１８万１,８００円、給与特徴が６万２,８００円に、延滞金

をつけて、合計で２４万９,９００円、これを管財人に交付要求をいたしております。 

  それで、先ほどの御質問と関連するわけでございますが、破産法による破産債権につき

ましては順位がございまして、まず、財団債権というのがございます。これは何かと言い

ましたら、弁護士さんの費用、それから裁判所の費用、それと給与については３カ月分、

それと１年以内の税がこの最も優先権のある財団債権ということでございますし、こちら

としては、破産管財人が当然、清算において、その滞納税は支払いできるものということ

で申告があったものだということでございます。そして、いずれはこれは入金するであろ

うと考えております。 

  それと、先ほどサンライズにつきましては、財団債権があって、次に優先的債権、一般

債権、劣後債券、この４種類がありまして、上から順に配当をしてくるというところでご

ざいますので、税の滞納もあるということで御報告させていただきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいですか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   産業振興部長、えらい蒸し返すようで恐縮なんですけど、もう一度確

認とりたいんです。私どもさっきしゃべりよったら、もう何か蛸八の話が出てきてね、何

か混乱したんでね、ちょっと大切なことなんや。それで、もう一度確認させていただきま

す。 

  ジョイポートさんと、これは以前は蛸八さんも関係しとったんか知らんけど、市は要は

ジョイポートさんと契約をしとると。それで、又貸しやな。又貸しは、私はできるんかで

きひんのかということをお聞きしたかったんやけども、あくまでもジョイポートと契約を

市がしとるんやから、又貸しはできないということですか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   ジョイポートさんと市が契約をしております。それで、

その中には又貸しということはうたってはおりません。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   現実、又貸ししとるんやからな、又貸しはできひんのちゃうん。市と

契約したら、今度貸すときは恐らく市に相談もしてやるんが正解と違うんか。契約にない



－ 58 － 

や言うのはおかしいんちゃうか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   当初聞いているのは、ジョイポートさんが北本さんを連

れて来て、そこでジョイポートさんが営業しますよと。そういうことで契約をしておりま

す。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   市としたら、お貸しするときにちゃんと契約書して、ジョイポートさ

んと契約したら恐らく又貸しができません。これは例えばアパート経営にしたって何にし

たってね、これは契約書巻いたらそんなん勝手に住居人が次入るや言うてそんなことでき

ひんのもこれはもう当然ですし、それと同じ理屈やと思うねんけども、そうじゃないんで

すか。一たん蛸八さんがやめたら、今度、市がそういう権限があるん違うのですか。入っ

とる業者が勝手に値段も決めてやるやいうことは、これは違うんと違いますか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○阿部計一委員   産業振興部長もそれはもう旧南淡のことやから、それは詳しいにわか

らへんけど、これは平成１０年、１１年、いろいろ複雑な事情があったんや。そやから、

その契約も複雑になっとんの違うかと、私は思って聞きよるねや。詳しい人に答弁しても

らったらどうですか。又貸しができるんかできひんのかっていうことや。普通常識からい

ったら、そんなん市の建物から出るときに、おまえ貸したるわいうことはできへんで。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   私もかつて観光課長を務めさせていただいておりました。

その経験からお話をさせていただきます。 

  私の認識しておったところでは、あの２階のレストラン部分については、当時のジョイ

ポートと蛸八と連名で契約をしておったというふうに記憶しております。二、三年前です

か、蛸八さんが営業をやめられるということで、市のほうからその跡地についてはどうし

ましょうと。ジョイポートさんもやめるようでしたら公募にかけますがというようなお話

を持っていったところ、ジョイポートさんが２分の１の当然権利がございますので、ジョ

イポートが直営でレストランを経営したいということで、随意契約でジョイポートさんと
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契約をさせていただいたというような経緯があったと思います。 

 

○柏木 剛委員長   それでよろしいんですか。できるかできないかという話も。 

 

○阿部計一委員   直営でやりたいいうことは、直営でやってないねんから、家賃をとっ

て、今言いよる北本さんが独自で経営をされとるんやないか。ということは、又貸しと違

うんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   当時は、ジョイポートさんが直営をすると。レストラン

蛸八さんの後、ジョイポートが直接運営したいということで随意契約にしました。 

  その後につきましては、今レストラン部門で実際に営業しておりますが、それがジョイ

ポートさんがその方から地代をとって運営してるのか、あるいはジョイポートさんがその

北本さんという方に給料を払ってしていただいておるのか、その辺については産業振興部

のほうでもつかんでいないというのが現状だと思います。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私がつかんどるから言いよるねや。ほんでな、何で言いよるか言うた

らな、そないしてあのフロアを３０万も大金で借って、人形会館もできるとかなんとか言

うて、これはもうそういうことでその人が料理長やりよったからやっとんねん。ただ、借

って払ってるとこを、ある人が借りる言うたら、ジョイポートが文句を言うてきてな。そ

れはそんなんうちの許可なかったらうが悪いとか、そういう話が出てきとるわけや。そや

から、又貸しをしとるのに、それやったら借ったほうがそのフロアをどう使おうが、ジョ

イポートがとやかく言うことは僕はないと思うんやけど、その件どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   当然今までにもあそこのテナント１２店舗入っとったん

ですかね。経営をやめると。 

 

○阿部計一委員   １２店舗ちゃうねん。上のフロアだけや。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   ええ。いうようなときについては必ず、前の方がやめら
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れたときには公募で広報で募集なりして、一般の方にも参入機会を与えるというような方

法で次のテナントを決めております。ですから、ジョイポートさんが他のテナントをやめ

られて、ジョイポートさんの許可が要るというようなことは決してないというふうに思い

ます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   決してあるよって、私は今質問にしよるねん。ほんで私もあんたもな、

室長も知ってのとおり、私も実はあのときは浪人中やったんで、一角を応募にして抽せん

で負けましたけども、そういうことあるから、あくまでもあそこは公募やと。おりるとき

は、これはもちろん市に返還して、市が権限を持って公募をして、それで業者を選定する

と。私はそない思っとるんや。小さな面積やったですけどね。ですから今回のことは、完

全に違法な譲渡をしとると思うねんけど、その点どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   その手法につきましては、阿部議員のおっしゃるとおり

でございます。担当部につきましても、そのとおりやっておるというふうに思います。 

  ただ、今回の場合、現状はということになりますと、蛸八さんの後に新しい方が入って

きて、片やジョイポートさんが経営しとるんではないような形態があるというところで、

担当部のほうもそこまで詳しくは調査はしておらないと。あくまで随意契約するときには、

ジョイポートさんが直営で、ジョイポートがレストラン経営をしたいということで随意契

約になったということをいまだに信じておりますので、今議員さんのおっしゃるような又

貸しというような行為があったのかどうか、確認する必要はあると思います。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それでね、私もそれを、そやからやったことが不正やよってっていう

そんなんじゃなしに、ただ、家賃を出して借っとんねんな。借っとるいうことは、このフ

ロアについては今使ってる人に権利があると。そうでしょ。それをジョイポートがとやか

く言うて、がたがた言うから私はここで正式のことを言いよるんです。そやからもうそん

なん譲渡したかったら、それはそれでええがな。そやけどそれははっきりと、この阿部計

が言いよった言うとってくださいよ。はっきりと。そんな一々文句を言うてきてね、北村

君が貸したる言うたら使ったらええであってやな。それを何でやな、家賃まで３０万とっ

てやっといて、そういうことを言うてくるのだと。それを言いよるねん。どうですか。筋
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通った話でしょ。そんな権限はジョイポートにないでしょうがな。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   議員さんのおっしゃるとおりだというふうに思ってます。

ただ、テナント１２店舗、お貸しはさせていただいておるんですが、権利はございません。

例えば、このカーテンを変更するというようなことでも、そのテナントのほうからは市に

許可を求めて届け出いただくと。内装を変えるときでも許可をいただくというようなこと

にしておりますので、逐一担当部のほうには報告があるものというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私言いよるのはね、今そういう１フロアを３０万でお借りしとんねん。

そのフロアについては、今家賃を払ってる人が権利があるんと違いますかと。それについ

てジョイポートさんが一々クレームをつけることはいかがなもんかということを言いよる

んですよ。どうなんですか。これはジョイポートさんが権限があるんですか。その点を聞

きよるんです。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   先ほどの部長の答弁と重なるかと思いますが、ジョイポ

ートさんには市のほうと正式に契約をしていただいて、毎月毎月使用料をいただいており

ます。今、議員さんのおっしゃるようなレストランの経営者からは、市に対してそのよう

な使用料はいただいておりません。ですから、もし仮にレストランの方が使用料を納めて

おるということであれば、市以外の方に納めておるということで、議員さんの言う又貸し

につながるんですが、その実態は全て把握は今していないというところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私のばっかり言っても何やけど、室長な、結局これは北本さんがここ

へ来て言うたんじゃないし、ジョイポートさんから借っとんねや。ほんで３０万の家賃を

払いよるんやということは、ジョイポートさんが執行部のほうへそういう話があったんか

ないんか知らんけど、又貸しはしとるということには間違いないでしょ。それで、借った

者がそのフロアをどない使おうが、そない市に損害与えるような使用する目的でお借りす

るのに、一々ジョイポートのお伺いを立てて、ジョイポートからわざわざクレームをつけ
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られるやいう権利は私はないと思うんですけども、それをお聞きしとるんです。又貸しし

たよって、これをどないせいとか、今さらそんなことを言うこともないわけです。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   基本的には、ジョイポートさんにはお貸しはしておりま

すが、勝手にフロアを自由に改造していいと。 

 

○阿部計一委員   改造やそんなん言わへんで。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   はい。そういうような権利は当然与えておりません。箸

のこけたまでもとは言いませんが、少し見えるような形で内装なり改造する場合には必ず

市に届けていただきたい。市の許可をもってしていただきたいというようなことで。これ

はもうジョイポートさんだけじゃなしに、全店舗そのようにお願いはしております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   もうこれで終わります。 

  これは本人がクレームをつけられてんから、こうやってこれはジョイポートの社長によ

う言うといてください。阿部計がこない言いよったって。おたくそんな権利あれへんやな

いかと。はっきり言って、家賃は払った者がそこを、阿部さんおまえちょっと使ってくだ

さいということが何で違法なんだと。それは市と・・違法になんのけ。 

 

○阿部計一委員   いやいや、又貸しって、現実蛸八で借っとんのでえか、３０万で。直

営でも何でもないで。一生懸命やりよんのやから。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   実態把握を部として、していきたいと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっと２時まで、もう１問受け付けします。 

  ほかに質疑。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   終わりやけどな、何かもう、一たん借ったとこがよ、又貸しして家賃
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までとりよんのに、この権利まで主張することができるんけっていうことを言いよるねん。

そんなことできひんとわしは思うんや。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっとここで暫時休憩します。 

  再開は２時５分とします。 

 

（休憩 午後 １時５３分） 

 

（再開 午後 ２時０５分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  引き続き、歳入、１２ページから６３ページまでを引き続き行います。 

  審議したいと思います。 

  質問ございますか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ５７ページのうずのくに南あわじ施設使用料ですが、これは売り上げ

の３％ということだったと思うんですが、この決算資料を見ておりますと、２年前、３年

前まで、このうずのくにから出資配当金が入っていたんですが、去年、おととしぐらいか

ら出資配当金が決算書に上がってきてませんが、まず理由をお聞かせ願えますか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   やはりそれは配当がないから、この前は計上なってない

と。配当があれば入で上がってくるんですけど、それはやっぱり配当がないから上がって

ないと思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   まあ当たり前の答えですわね。 

 

○柏木 剛委員長   副市長、どうぞ。 

 

○副市長（川野四朗）   うずのくににつきましては、皆さん方のお手元には決算書は行

ってないわけなんですが、私も取締役なんです。 
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  ４年間配当はございません。それはやっぱり営業成績がよくないということでございま

すので、一昨年だったか、十何万ぐらいの黒になってたんですが、あとその４年前にさか

のぼって３年間は赤字ということでございますので、収益、配当金はございません。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、私が聞きよること答弁が先行してしまって質問しにくいんですが、

うずのくにの出資金のトータルが３,０００万円だったと思うんですね。市の持ち分が７

００万円、２３.３％の市の持ち分だったと思うんですが、これは部長、３,０００万円の

出資金で、個人で一番より多く持ってる方はどれぐらいの株数を持っておりますか。 

 

○柏木 剛委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   株主の状況を言います。 

  南あわじ市が１４０株、２３.３％。それから、支配人が６０株、１０％。もう一人職

員で、６０株持ってる方が二人おりまして、それも１０％ということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは、今のお話を聞きますと、南あわじ市がいわゆる筆頭株主とい

うことなんですね。このうずのくになんですが、このたびの人形会館の建設に伴いまして、

大鳴門橋記念館から人形会館が出るということで、私は思うのに、今後このうずのくにの

営業にいろいろマイナス作用が出てくるんでないかと思うんですね。 

  先ほど副市長が言っておりましたように、２３年度の損益計算でやや黒字ということで

あったように、８万円ぐらいの黒字言うたかな、それぐらいの黒字ということであったん

ですが、単純に計算した場合、大鳴門橋記念館で人形浄瑠璃を運営していた場合に、おお

むね年間３万人の入場者があったと思うんですね。ことし以降、どういうふうな動きにな

るかわかりませんが、単純に計算した場合、３万人の方が１,０００円の買い物したって、

年間３,０００万円の買い物になるわけですね。使用料２,２００万円ということは、みさ

き荘と大鳴門橋記念館とを合わせて７億円ぐらいの売り上げであると。単純に計算しても

３,０００万、４,０００万の売り上げが減っていくわけですね。そういう場合に、このう

ずのくにというものが今後経営が悪化しないかという懸念がするわけですね。市としても、

２３.３％の筆頭株主であるということであると思うんですが、２４年度以降のこのうず

のくにの経営について、市はどんな見通しを持っておりますか。 
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○柏木 剛委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   今回の補正予算の中にもトリックアートの負担金を基金から取

り崩して、１,０００万円うずのくにに行くようになってます。やはり議員がおっしゃら

れるように、人形座が出るとやっぱり影響が出てくると思います。ですから、あそこの今

人形座がおったところをどのように活用して、そのマイナスを埋めていくのかいうことを

鋭意検討はしてるわけなんですが、とりあえずこの２４年はトリックアートというふうな

ことで、かなり人も集めておるようです。夏休み中なんかは非常に多かったようでござい

ますので、そういうものである程度は回復できるだろうと思っております。ただ、過去４

年間にわたりまして、余り営業成績がよくないというようなことでございますので、私も

南あわじ市から出ております、筆頭株主から出ております取締役といたしましては、何と

か今年度とは言わず、来年度は必ず収益を改善するようにということの取締役会でもそう

いう意見を申し上げております。そこにおられる皆さん方もやっぱりそういう危機感は持

っておられまして、何か新しいものをどんどんと投入を考えていかないと、なかなか運営

がうまくいかないだろうということを思っておるようでございますので、我々もそういう

者と一緒になって、何とかマイナス分をカバーをしていけるような、あの人形座の跡地を

利用していきたいというふうには考えております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   人形座建設に６億数千万円使った。また大鳴門橋記念館の人形座の出

た後の跡地の改造も、聞くところによると２億円近い金を投資して何か改造するとかいう

ようなことも聞いております。そうなりますと、８億円の公費を使って、うずのくにもマ

イナスになった、人形座も経営うまいこといかんやいうことになったら、これはもう税金

の無駄遣いも甚だしいんであって、何とかこれうずのくにも後を立ち行くように、市も出

資社の筆頭株主として、やっぱり善処していただいて、何をさておいても、うずのくにの

社員というのは昔のみさき荘の職員が圧倒的に多いんであって、その人たちが会社を起こ

してやっておるわけですから、何とか立ち行くように配慮してやっていただきたいと思っ

ております。副市長、それについて、もう一遍答弁していただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   それはそういう話でございますので、先ほどおっしゃっとった

ように立ち行くように、今回もトリックアートをすると。それについては大鳴門橋基金か

ら１,０００万を補助して立ち行くようにするということにしております。来年度以降は、
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継続して話し合い中でございますが、御意見のようにしたいと思っております。 

 

○印部久信委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ページ数でいきますと、滝川文化振興基金の元利収入、４７ページで

すか。これが２２６万２,２４０円あると。それから、ページ数がちょっと見失ったんで

すが、金利収入、基金の金利収入が１５万２,９２５円あるというようになっておるわけ

ですが、これはちょっと出のほうにもかかわるんですが、委員長よろしいですか。出のほ

うとも関連があるんですけども。 

 

○柏木 剛委員長   どうぞやってください。 

 

○蛭子智彦委員   基金費として、今年度２０８万７,０００円が滝川文化振興基金積立

金というふうになってるわけですが、合計が３３万８,１６５円ほど足りないわけですけ

ど、これはどういう理由からですか。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっとページ数がわかったほうがみんなついていきやすいんです

よね。 

 

○蛭子智彦委員   そうですね。公債費の３４０ページですね。歳出のほうですけども。

順番にいきましょうか。順番にいきますと、まず４７ページの滝川奨学資金貸付金元利収

入が２２６万２,２４０円ありますね。それから、金利収入が４１ページ、滝川文化振興

基金利子が１５万２,９２６円ありますね。歳出の滝川文化振興基金費、これが３４０ペ

ージですけれども、これが２０８万７,０００円ということになっておるわけですが、こ

の滝川基金の利子と奨学金の元利返還を合わせると２４２万５,０００何がしかになりま

して、３３万８,０００円ほどがこの基金の関係の、いわゆる果実の部分と返還金と合わ

せた分と基金費に積み立てた金額と合わないんですけれども、これの説明をいただきたい

んですが。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   最終予算を置いたときに、積立金の予算をおいたとき以上に、
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年度末に元利収入が余計に入ってきて、歳出予算が足らなくなったためと思われます。歳

出予算が足らなくなったので、その分三十数万円積み立てができなかったということで、

その分については次の年度、２４年度で精算をして積み立てるようにしております。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと意味がわからないんだけど、もう一回言って。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   予算の歳出予算が２０８万７,０００円しかないんですよね。

本来ならば２４１万５,０００円積み立てをしなければならないということで、予備費な

んかを充当すればできるんですけども、歳出予算がないので、次の年度で足らず分につい

ては精算をして、次の年度を積み立てようと。そういうことで毎年度処理をしております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっとわからないんですが、この歳入は現金ではないんですか。歳

入に計上されてるお金は現金ではないの。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   いえ、現金で当然いただいております。歳出の予算がないん

ですよね。２０８万７,０００円しか。 

 

○蛭子智彦委員   利子が１５万２,０００円入って。 

 

○財政課長（神代充広）   それは入ですよね。歳入予算はあるんですけども。 

 

○蛭子智彦委員   どこか使っとったいうこと。 

 

○財政課長（神代充広）   いや、歳入は幾らでも受けれますよね。予算置いとっても。

余計に入ってきても受けれますが、歳出は予算以上に支出できない。積み立てできないと

いうことで、こういう現象が起きておるということで、それは次の年度に精算をして、そ

の分足らず分は積み立てをすると。そういうふうにしておるんです。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっとそれでも。 
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○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   要は、滝川の奨学金が幾ら入るかというのは２月の中旬ぐ

らいに補正予算しますよね。その時点では入出はおうとるんですわ。それ以上に、それ以

降に余分にその奨励金が入ってくるんで、その分については翌年度で精算をしているんで、

毎年その二つの入の額と出の額を足せば合わないということで、１年おくれで端数分につ

いては精算しとるということで御理解いただきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員   わかりました。何かに流用とか使ってるということはないということ

がわかればそれで結構です。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ３５ページの、これもまた林業費の補助金、森林病害虫駆除予防事業

補助金いうたら、これは松くいの対策で、これは１０分の７の補助でやっとる事業やと思

うねんけど、まずこの辺の補助率について、私の認識で間違いないか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   農林振興課長の松本です。よろしくお願いします。 

  谷口委員御質問の森林病害虫駆除予防事業費補助金１,７５２万６,２００円につきまし

ては、補助率につきましても、この事業自体がヘリコプターでする駆除、並びに地上から

する駆除、それからその駆除の仕方の中で松くいにかかった松を伐採する等、六つの事業

の中で行っておりますので、その補助率につきましては５０％であったり、１００％であ

ったり、委員御指摘の７０％であったりということで、六つの事業の中を合わせますと、

この１,７５２万６,２００円となります。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この辺の効果よ。要は松くいのヘリ散布で、松くいの害虫駆除やった

効果はどういうふうな御認識をお持ちですか。 
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○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   松くいの駆除の効果につきましては、担当課としては例

年並みの効果があったと考えておりますが、市のほうに対する御意見につきましては、淡

路島内全体で松くい駆除をした区域を含めて、駆除をしてない区域にも最近は松くいによ

ります赤くなった松が出ております。これにつきましても、県の担当と、きのうも打ち合

わせをしたんですが、ことしの夏につきましては非常に盆以降、高温、少雨ということで、

松自体が体力がなくなっていると。そういうところで、年越しの松枯れというような形で

松くいに侵されているんですが、通常でしたら体力で持ち直すんですが、ことしについて

はもう枯れてしまうというような現象が島内ではよく見られるということで、市の農林振

興課には、松くいの枯れた松が多いんちゃうんですかという御意見はございます。ただ、

御存じのとおり、松くい駆除の面積につきましては兵庫県下でナンバーワンでございます

し、全国で見ても松くい駆除の量については非常に多い市でございます。それだけ松を守

ろうという意欲は十分あるんですが、なかなか自然が相手というところで御理解いただき

たいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私も課長と全く認識同じで、あんまり効果があらわれてなくて、松く

いがどんどんどんどん、私は西淡町のほうが特にひどいんではないかと。このエリアで、

この辺の補助を抜本的にもっと補助金の獲得をしていただいて、積極的に空中散布いうか

ヘリ散布なり地上散布をやるべきというような、この辺は課長、もう限られた予算の中や

さかいに、毎年これぐらいでこのエリアを１回やったら１回ぐらいの散布でもう終わりよ

るような現状やいうのを、私はそういう思いがあるねんけど、もっともっと２辺でも３辺

でも散布時期、いろんな専門家の御意見を聞いて散布されとると思うねんけど、その辺散

布の頻度を回数ふやすとか、その辺は無理なんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   松くいの散布状況につきましては、自然体系を壊さない

程度に散布をするということが県の大前提でございます。ただ、それと最近は人家、それ

から道路から２００メートルを離して散布をするということで、非常に散布区域がそうい

う法律の関係で狭まっているというのも現状でございます。ただ、当然散布する薬剤につ

きましては、効能というか効果等、あと効果が持続する期間とかもございますので、御指
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摘のとおり何回もやるというのはちょっと難しいと考えております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   関連して、次は鳥獣被害が一緒のところやからきいてもかまんけ。 

  この鳥獣害も補助金でこれも３,８００万ほどの決算をしとるねんけど、この辺の補助

率は２分の１が県の補助で、市がこれに見合うだけの金出しとんのか。それと、この辺の

効果、お尋ねします。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   農業振興部の神田です。よろしくお願いいたします。 

  まず、３５ページの鳥獣被害防止総合対策事業補助金３,８７７万７,２８２円、これに

ついては防護柵、国庫事業の防護柵でハードとソフトがございます。ハードについては、

このたび２６キロの防護柵を設置しております。ソフトについては、「かぞえもん」の箱

わなを購入しております。合計がこの金額になりまして、これについては国の補助率１０

０％でございます。 

  続きまして、シカ捕獲実施隊編成支援事業補助金４２０万３,４３７円、これについて

は鹿の捕獲隊を編成しまして、個体の削減に五つの猟友会が参加していただきまして、有

害でとっている期間の支援事業費でございます。これについては県が５０％、市が５０％

です。 

  その次の、シカ緊急捕獲拡大事業補助金３８万１,０００円、これについては一般猟期、

１１月の１５日から３月の１５日の一般猟期、これについて鹿について県単事業というこ

とで取り組んでおります。これについては県が１３％、残りが市が８７％負担。ただし、

その負担の８０％が特別交付税としていただくことになっております。 

  続きまして、野生動物防護柵集落連携設置事業補助金３６万６,５００円、これについ

ては先ほど述べました防護柵が国庫事業と県単の事業がございます。県単の事業の分の防

護柵の設置の事業でございます。これについては県が１２％、市が７３％、地元１５％と

いうようなことになっております。効果ですけども、毎年農会、１５０集落ぐらいにアン

ケートをとっております。このたび本格的に初めて３年目になるんですけども、前年度よ

り被害額が少なくなったという集落がふえてきました。ふえてきた集落を見ますと、昨年

度、国と県の事業を合わせて防護柵を大方２８キロ実施しております。この防護柵を設置

したところが被害が低減してきたというような回答をいただいております。この猟友会の

人の話の中では、山へ上がっても頂上にはなかなか鹿が見当たらへんねんけども、被害は

そんなに減ってないであろうと。山裾へおりて行って、相変わらず被害個体をやっぱり撲
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滅せな難しいんかなというふうな回答でございました。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、柵はほんなら国からの１００％補助でやっとって、労務っちゅ

うか、これは地元が柵の取りつけをやっとると。そういうのは資材に関しては市の持ち出

しはなしに、全額そういうようなことでやっとると。その柵したとこはある程度効果が上

がっとるということやね。その辺の地区の要望っていうのは、今でもまだまだかなり柵延

長やられとると思うんやけど、その辺の地元要望はかなりまだまだあるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   先ほど言いましたように、柵なんですけども、平成２

１年度からふえてきまして、要望が。大体２０年までは大体３キロぐらいだったんですけ

ど、２１年度に１２キロ、２２年度に１８キロ、２３年度に今言いました２８キロ、２４

年度が今１０キロ足らずのようです。うちとしては、地元から上がってきた柵の要望はあ

る程度クリア、１００％ほぼクリアしていってる状況でございます。だから、ちょっと落

ちついてきたんかなというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   捕獲隊というか駆除隊のほうの個体の最終処分についてお尋ねするね

んけど、私もしょっちゅう聞いとったら自己消費っていうか、みずからが消費するのと、

それと駆除したやつを埋設というか、埋葬しよるというようなことを聞いとるんやけど、

淡路市さん等々のこの個体の最終処分について、若干違いがあるということを私も聞いて

るねんけど、その辺は最終処分というか、今、山の自然環境がかなり、しっかりとした個

体最終処分していただかなくて環境破壊されてるような状況にあるって、私も聞くねんや

けど、この辺の事実っていうか、この辺、私把握してないねんけど、淡路市さんは最終処

分にはそういうような業者に委託して処分しよるとかいうようなことを聞くねんけど、そ

の辺の実態、淡路市と洲本市と南あわじ市との駆除した自己消費、埋葬、その辺の違いを

わかる範囲で。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 
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○農業振興部次長（神田拓治）   イノシシを例にとりますと、南あわじ市については許

可基準が埋設、自家消費でございます。洲本市も埋設、自家消費でございます。さっき言

いました淡路市については埋設、自家消費と岸化学への処分があります。 

  例えば、淡路市でありますと、自分で処理した場合、補助報償費として１頭当たり８,

０００円、イノシシの場合８,０００円。岸化学へ委託した場合は岸化学の処理料は市の

ほうが負担して、本人には６,０００円というような。この割合は、２３年度１,１０６頭、

淡路市はとっておるんです。イノシシを。何ぼ岸化学へ委託したかっていうことはちょっ

と把握はまだしておりません。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この捕獲したやつの補助金というのは、先ほど課長の説明で４２０万

円というのは、これはハンターというか猟友会のほうにいっとると。今言った１頭当たり

８,０００円では何とかいうやつの金っちゅうのはどのとこから出しよるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   先ほど例に出した４２０万の分で説明させていただき

ます。これは有害の鹿の捕獲隊に渡す報奨金でございますけど、内訳みますと、先ほど言

いましたように、猟友会の班編成で行っております。この４月１日から１１月の１５日ま

での料金なんですけど、この間に延べでいたしまして、７３３日出役していただいており

ます。その割合といたしまして、１人当たり、１日出役したら、計算上は９,０００円ぐ

らいいただけると。１頭とれば、５,０００円渡しておるというような計算で、県が５０、

市が５０で配分して、この県の補助金が４００万円というようになってます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   決算の中に、この今やったのについて、今まででも１匹とったら何ぼ

出しよるいうやつはどこに出とるん。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   この決算には、１頭当たり何ぼいう金額は出ておりま

せん。 
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○谷口博文委員   ほなまた後で聞くわ。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   ４９ページ、フッ素塗布個人負担金４２万５,０００円、これ歯のフ

ッ素を塗布することだというふうに認識しておるんですけども、個人負担金、個人ってど

のぐらいの人数なんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   健康課の小西いいます。どうぞよろしくお願いします。 

  これにつきましては、乳幼児の歯科の健診のときにフッ素塗布をしておりまして、１人

５００円で負担金をいただいております。 

 

○長船吉博委員   何名ぐらい。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   それの人数につきましては、２歳児歯科健診とか１歳６カ月

健診等の歯科でやっておりまして、毎月その年齢に該当する人ということで、大体３００

人から４００人おりまして、それの１２分の１が毎月になってきますので、それと２歳と

３歳児健診等の乳幼児にフッ素塗布してるということで。割ったら８５０人です。 

 

○柏木 剛委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   ８５０人。これフッ素いうたら、ある人から聞いたんやけども、年に

３回せな効き目がないって言われてるんですよね。そやから当然これは８５０のうち、複

数フッ素塗布してもらってる人がおると思うんですけども、そこら状況はどうなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   乳幼児健診のうちで実施しておりまして、それを過ぎますと

個人対応で実施していただいておりますので、あとは歯のブラッシング指導等、歯科衛生

士さんに指導してもらうなり、保育所等での指導という形でブラッシングのほうになって
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くると思っております。 

 

○柏木 剛委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   乳幼児でも、２歳、３歳児までだ。ほんならその中で８５０人おんね

んよって、年間に３回、このフッ素を塗布せな効き目がないって言われとるんですよね。

ですから、当然複数受けられる子がおるんでしょというふうな質問だったんですけども、

もうそれでええんで、その乳幼児に対しての当然その個人負担金いうことは、補助金、助

成金があるわけですよね。この乳幼児に対してのフッ素塗布に対して。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   補助金等につきましては、母子保健法で定められた乳幼児健

診ということで、その中での補助金という形では入ってこないわけですけども、交付税と

かの関係はちょっと今認識しておりません。 

 

○柏木 剛委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   あんな、わしきのうからこれ悩んどんねん。一生懸命な、出のほう探

すねん。衛生費ない。民生費ない。教育費ない。そやけど個人負担って、これ出とるんや

な。全然あらへんねん。もうずっときのうからずっと探しよんねんけど。ほんで僕だけで

あかんのでやな、うちの会派の人にも言うて頼んでんやけど、どこにもあらへん。これち

ょっとそこら出のほうはもう全くこれはなしなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   わかりますか。今の質問に対して、説明できますか。 

  健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   歳出につきましては、４款の衛生費、それの。 

 

○長船吉博委員   何ページ。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   申しわけございません。１６５ページの母子衛生費の委

託料の中に含まれております。 

 

○長船吉博委員   母子保健委託料の中。 
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○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   母子衛生費の委託料の中にそういうものが含まれており

まして、附属資料で言いますと、８５ページに母子保健事業の状況ということで記述をし

ております。 

 

○柏木 剛委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   僕質問せんでもほかの人してくれよるので。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   申しわけございません。受診者数の実数がこうであって、

現実に８５０名といったら、先ほど言いましたように１人が２回とかそういう受診をして

おりまして、延べが８５０名ということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   やっぱり歯というのは子供にとっても、人にとって非常に大切なもの

で、こんまいときからそういうフッ素の塗布というのは僕は必要ではないかないうふうに

思いがしております。ですから、やはりもっと年に３回ぐらいはしなくては効果が出ない

っていうふうなことも言われておりますので、できるだけ啓蒙していただきたいなという

ふうに思っております。それと、もう少しわかりやすくフッ素塗布であればフッ素塗布で、

この決算書にでも分けて書いてほしいなと。きのう晩からずっと探しよるんですけどな、

ほんまに。ほかの人にも聞いてあれへんねんあれへんねん言うて聞きよるんで、もう少し

そこらを明確にしていただきたいと、委員長、要望しておきます。 

 

○柏木 剛委員長   はい。よろしいでしょうか。答弁よろしいですか。要望だけで。 

  ほかにございませんか。質疑。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   １３ページの市税等の収入未済額の中でというか、収入の中で滞納繰

越分で収入があるわけですけど、このころはもう差し押さえとか競売もあると思うんです

けども、そういうものはここに含まれるわけでしょうか。 
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○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   最終的には差し押さえをした場合、換価なり配当金があった

場合は収入のほうに全部上がってきておりますので、未済額のほうには上がっておりませ

ん。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   収入済額のところへ入るとは思うんですけども、実際に差し押さえと

か競売の額というのはどれぐらいがあったんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   申しわけございません。４３ページのほうに、こちらの付属

資料のほうに上げさせていただいております。４２ページです。済みません。 

  平成２１年度で１１７で、これは換価の件数を拾ってみますと８２件になります。それ

から平成２２年度に２５５件で、換価、要するに配当が１５２件。それから平成２３年に

３７８で、２９２件ということで、金額をこちらに列記させていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   インターネットの何か、オークションみたいなんも何ぼかされてるん

ですけども、その競売いうのはほとんどそれになるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   インターネットなんですけど、これは平成２１年度からスタ

ートしまして、２１年度に１回だけやっております。全部で登録件数２４件を出しまして、

２１件で１１万５,６６２円。それから平成２３年度、８回のインターネット公募で、こ

ちらから出品しましたのが２１０点、落札が１７５件、換価内の配当なんですけども４７

万２１９円ということになっております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 
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○原口育大委員   インターネットの画面で見てると、こんなん売れるんかな思うような

何かいろんな物が出とるんですけど、これって落ちんかった場合はどういうふうに処分さ

れる。落札されんかった場合はどういうふうになっていくんですか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   １回出して、また２回出してという形で値段を落としていく

パターンと、それからどうしても売れない場合、これは返還をしております。 

 

○原口育大委員   わかりました。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ページ数でいきますと、太陽光発電の売電ということで、雑入であり

ました４９ページなんですが、これは年々、この売電金額がふえてるように思うんですけ

ども、どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   教育総務課の片山でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

  そのうちの２７万６,５１２円分が小中学校に設置している分の電気代の収入でござい

ます。あとは庁舎のほうであったかと思うんですが。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   分けて回答して申しわけございませんけども、そのうち１４

万８,３４４円につきましては、いわゆる倭文支所緑防災センターのほうで関電に売電し

た金額でございます。 

 

○蛭子智彦委員   緑庁舎もなかったんですかね。緑庁舎はメーターついてませんかね。

メーターついとったと思うんやけど。メーターついとるよな。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 
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○管財課長（堤 省司）   緑庁舎の分につきましては、庁舎での使用がほとんど、発電

したもののほとんど使用してございます。金額的なものについてはこの金額には反映して

きておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   このごろよくうちのほうにも太陽パネルつけませんかというような営

業がよう回ってくるんですけどね。こういうものを利益上がるということで民間ではかな

りふえてきておるんですよ。庁舎のほうでもこういうものをもっと取り上げてやるという

のは、この採算ベースっていうのは計算できないんですかね。どんなふうに考えてますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   今度、新庁舎を計画しておりますので、庁舎建設特別委

員会でも申し上げましたように、２０キロワット程度でございますが、そういうものは今

現在計画しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   新庁舎に限らず、今、新エネルギーというようなことでいろんな補助

金、市もつけて普及しようというような考え方にもなってるわけでしょ。利益が上がるん

であればつけるんがいいんですよね。出すばっかりじゃない。利益が上がるという。いい

ことをして利益上がるんだからもっとやったらどうですかということなんです。そんなこ

とどう見てますか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   市内の各施設に可能な範囲でつけてはどうかと、こういう

お話やと思います。ランニングコストを見ますと、それは売電で幾らかは収入はあります

が、つける費用等の部分もありますので、今後施設整備の一般質問でもあったわけなんで

すが、３年程度かけて施設をどのようにするのか、またその施設には今おっしゃった太陽

光発電をつけてやればどうかとか、そういうことを含めた中で慎重に検討をしていくべき

であろうというふうに思っております。 
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○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   加えて申し上げさせていただきます。 

  あわじ環境未来島構想に基づきまして、いろいろな作業をさせていただいております。 

  １点は、防災を主体として避難所に太陽光蓄電池を上げて対応するというようなことで、

先日、１００％補助の４,０００万の内示をいただきました。 

  それから、沼島地区におきましては、県立工業技術センター、あるいは神戸大学と組み

まして、工業技術センターが主体的に競争資金、環境省の競争資金をいただきながら、４

億６,０００万の資金をいただいて、沼島の中で今最終調整に入っております。太陽光等

スマートグリッドの、これは実験というか実証というレベルであります。そういう多様な

事業に挑戦をしようとしております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   洲本市、淡路市にそれぞれメガソーラーというようなことで華々しく

計画もあって、南あわじ市もちょっとおくればせながらも動きつつあるというような話な

んですけれども、やはり民間では今何か利益上がるというようなことで設備費もペイでき

て、多少売電で利益も上がるというようなことでかなり動いてるようなんですね。かなり

そういう電気の設備ということで、営業も地域なんかにも回ってきたり、追い風も吹いて

るというようなこともありますし、きょうの新聞にも太陽と、それから風力とバイオマス

と三つのものを神鋼が立ち上げて、南あわじで動き出したというような民間の動きがよく

見えるんですけれども、市としての対応というのはちょっとインパクトというか発信力が

弱いかなというようなこともありまして、あえて申し上げたんですが、大いに頑張ってい

ただきたいなというふうに思います。終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございますか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ４３ページのふるさと南あわじ応援寄附金について聞きたいと思いま

す。 

  これはふるさと納税ですね、まずこれは。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 
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○市長公室次長（橋本浩嗣）   はい、そのとおりでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ２３年度の７９９万７,５００円ということなんですが、まずこれの

件数は何件ですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   ４９件でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この４９件の方、市外、島外、市内と、南あわじ市の広報は分けてあ

りますが、市外、島外の方かちょっとわかりませんが、市内でほとんどの方が控除申請出

してますか。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   税務課のほうで毎年申告があるわけなんでございますが、所

得税の税のかかる方、当然控除の対象となるわけですので、税の対象とならない方は申告

してもだめでございますので、それと実際に寄附金はされますけども、申告されない方も

現実としてはおられるみたいです。ただ、税務課のほうとして、その申告の内容からふる

さと納税の件数として把握しておりますのが６７件でございます。ただ、この６７件の中

には南あわじ市に納税した方、また他府県に、他の自治体に納税した方もおられますので、

あわせて６７件という数字でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、課長、所得税を払ってない方は対象にならないと言いましたけれ

ども、それは違うん違うんかな。市税に反映されるん違うんですか。例えば５万円寄附し

た場合、第一の控除は所得税の課税対象額から５万円を減額される。その残りについては

市税から減額される。ただし、その市税から減額されるのも上限がありますよということ

だったんで、所得税かからん人も申請することによって市税の減額はいけるん違うんです

か。 
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○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   申しわけございません。説明が少し舌っ足らずになりまして、

委員のおっしゃるとおりでございます。私が言いたかったのは、控除しても所得税も市民

税もかからない方については当然控除になりませんので、そういう方もおられるというこ

とをちょっと言いたかっただけでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それでね、サラリーマンの方の場合はこれの申請はどないしたらいい

んですか。市のほうへふるさと納税しましたよという証明書でも持ってたら、これはもう

自動的に所得税、市税が減額されるんですか。どないなっとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   確定申告において、電子申告もありますけども、市の行って

いる会場のほうで確定申告をしてもらえれば控除のメリットが受けられるという話でござ

います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、源泉徴収されてる方も確定申告で、いわゆる還付請求

のようなことをするわけですか。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   おっしゃるとおりでございます。医療費控除と同じような考

え方でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それでね、せっかくこういう制度があるわけですね。やっぱり当初か

ら見ますとやはり少なくなってきとると思うんですが、これは市にとってはふるさと納税

してもらっても、市は全くマイナス面はないわけですね。後の減額されたものは国から皆、
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交付税か何かで補てんされているというので、これをもうちょっと市に寄附した場合の所

得税とか市税の申請書類ですね、白とか青とかのもともと確定申告してる人はその証明書

さえもらってきたら申請はできると思うんですが、サラリーマンの源泉されてる方が確定

申告をせんといかんというのがちょっと煩わしくてやりにくいんではないかと思うんです

が、それはもう南あわじ市のほうへふるさと納税したという書類を持って行ったら、自動

的に所得税、市税が減額されるようなことはできないのですか。それやってもらったら、

もうちょっと大勢の人がやってくれるんじゃないかと思うんですが。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   確かにおっしゃるとおりのような制度が法律で決まれば確か

にいいと思うんです。今の制度上ではやっぱり確定申告をしてもらってという話になろう

かと思います。 

  ただ、昨年、東日本の大震災がございまして、今回寄附金のほうは６７件という数字で

ございますが、若干東日本の自治体のほうにふるさと納税という関係ではございませんが、

義援金をしていただいた場合でもふるさと納税扱いというようなこともございまして、２

４年、２３年分の寄附金の件数は現在１１７件というふうに伸びておりますので、そうい

うふうな形で、今回の地震により、若干そういう寄附金、今２,０００円を限度として、

それ以上の分が控除対象になりますので、そういう部分では周知はできているのかなとい

うのは感じております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ課長、どうですか。リピーターの方は結構おられるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   そこまでの把握はしておりません。申しわけございません。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   今、確実な資料は持っておりませんが、市長公室のほう

で毎年度その名簿はこしらえております。その中で毎年名前が同じ人が上がってきてる人

がおりますので、リピーターは確かにおります。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それはこのふるさと納税しても所得税の控除、市税の控除も限度があ

ったと思うんですが、一般的に標準家庭の場合、標準家庭は南あわじ市はどれぐらいを設

定してるのか知りませんが、標準家庭の場合、寄附をどの程度まですれば所得税控除と市

民税控除でほぼ２,０００円の控除は別として、ほぼそれに近いものが控除されますいう

のは、一遍一覧表等があったと思うんですが、ああいうのをやっぱりまた折に触れ、市民

の皆さん方にも広報するようにしていったらいいんでないかと思うんですね。これはもう

ある意味では、市にとって結構な制度であると思うんですね。これだけ２３年度でもまだ

７９０万円もあるということで、私自身もちょっと驚いておるんですが、このふるさと納

税の寄附金で人形浄瑠璃館の建設基金に総額何ぼいきましたか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   教育部の太田です。よろしくお願いいたします。 

  ふるさと南あわじ応援寄附金、これにつきましては人形浄瑠璃館建設に当たって、最終

的に８,２１７万円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今言われたとおり、６億２,０００万円の建設費のうち、ここからそ

れだけ莫大なお金が皆さん方の寄附でいっとるわけですね。 

  今後、公園のところにおいてもともしびの油代のお金の原資をこのふるさと応援寄附金

から捻出するというようなことも言っておりますしね。やっぱりこれは制度上、ＰＲをし

ながら控除書類をもうちょっと簡単にしてもらったらしやすいんじゃないんかなと私自身

思うんですね。 

  それともう１点お聞きしたいのは、この応援寄附金、市に対する応援寄附金というのは

我々議員はできるんですか。これは。 

 

○柏木 剛委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（林 光一）   総務部選挙管理委員会事務局の林でございます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

  今の御質問ですけども、市内のほうについては、公職選挙法の関係で難しい話かと。多

分だめやと思います。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   非常に残念なことなんですが、２,０００円ぐらいの控除であればと

思うわけですが。これあれですか、副市長、市長でもいいんですが、市職員に広く呼びか

けるということは、これは違法なんですか。 

 

○柏木 剛委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   御互いにそうしませんかというふうなぐらいは違法じゃないと

思います。強制するのはいかがなものかと思うんです。市の職員の皆さん方がこの制度を

十分に理解をして、これが市のためになるというような御理解がいただければ、それは個

人的な行為としてやっていただければと思います。皆さん方どうですかということは私ど

もからも言ってもいいんではないかなと思っておりますし、今まででもそういう方もおら

れると思うんですよ。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   去年、おととしぐらいまでは控除が５,０００円であったと思うんで

すが、このたび最近２,０００円の控除になってきとると思うんでね。やっぱり寄附金も

所得税控除、市税の控除でほとんどペイになるぐらいの寄附金を呼びかけれるものなら呼

びかけてもらったら、それが仮に違法でなしにやれたら、５５０人がおって、３万円やっ

たら１,６００万円の寄附金が集まるわけであって、市そのものは全く痛くもかゆくもな

いわけでしょ。ですから我々もやりたい気持ちは山々なんですが、そういうことで企業に

も呼びかけてそういうことを考えていくのも一つの方法ではないかと思うんですが、いか

がですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   ことし、平成２４年度から、このふるさと応援寄附金の

条例の一部改正をしました。先ほど委員からも大見山の永遠のともしびをともし続けると

いうようなことも利用目的の中には入っております。この周知も兼ねまして、広く職員の

皆さんには呼びかけて、周知を重きに置いて呼びかけたいというふうに思います。 

  また、先ほど議員のほうはできないのかということで、選管のほうからもお話がありま

した。だめなようでございますが、本人はこの南あわじ市以外であれば可能、また家族の
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方については南あわじ市でも可能というようなことでございますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員、もうこの件ではよろしい。まだ続きますか。もう質問は。 

 

○印部久信委員   言おうかと思ったけど忘れてしまった。 

 

○柏木 剛委員長   それでは、暫時休憩します。 

  再開、３時２０分とします。 

 

（休憩 午後 ３時０９分） 

 

（再開 午後 ３時２０分） 

 

○柏木 剛委員長   再開したいと思います。 

  先ほどの寄附金控除の答弁の中で、税務課長の発言ですが不適切と思われる部分があり

ました。それにつきましては後刻、記録調査の上、委員長においてしかるべき措置するこ

ととします。 

  引き続き、歳入のほうの審査を行いますが、質問ございますか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   すいません、初めてなんで。 

  ３７ページ、民生費の委託のところなんですけども、生活のしづらさなどに関する調査

委託金、これは全国規模な調査かというふうには思うんですが、どういう調査をされたん

でしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   この生活のしづらさに関する調査って申しますのは、障がい

者に関する実態調査として、身体障害者等実態調査及び知的障害者基礎調査を５年ごとに

今まで実施してきました。これらの調査を統合拡大して在宅の障がい児、障がい者等、こ

れまでの法制度では支援の対象とならない方も含みます。これらの方々の生活の実態とニ

ーズを把握することを目的とした調査で、平成２３年の１２月１日を基準として調査とし

ております。 

 



－ 86 － 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   委託先はどこであったんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   委託先につきましては調査員を１名選定して、お願いして、

国勢調査の調査区対象の国から来ております約９８万地区から無作為に選ばれた１地区を、

その調査員にお願いして調査をしていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   この調査結果いうのは公表はもうされた。まだこれからですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   まだ調査結果についてはまだきておりません。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   もちろんこれは国のほうの制度の調査かというふうには思うんですけ

ども、市の施策にこれを反映させていくということになっていくんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   はい。市の施策には直接はまだ反映ということはないんです

けども、国の障害者施策でそのための調査であって、今すぐではないんですけども、国の

施策が方向性が決まったらまた市のほうにもその施策のほうは反映されてくると思います。 

 

○北村利夫委員   わかりました。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   ６０ページに臨時財政対策債があるわけですけども、ちょっと基本的
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なことを１問だけお尋ねしたいんですけど、南あわじ市の場合は許可される限度額目いっ

ぱいをずっと使っておられて、そのおかげというか、交付税とかの部分でかなり財政計画

の中でも大きな効果とか、今からの計画の中でもあると思うんですけども、必ず使わない

かんものではないということで、一部の自治体にはその辺をちょっと消極的というか、私

らやったらもう１００％交付税措置されるんで全部使い切るべきやと思うんですけど、１

００％何かちょっとちゅうちょするような自治体等もあるような感じを受けるんですけど、

この臨時財政対策債に対する考え方として、もしちゅうちょするとすればどんなとこが心

配でちゅうちょされとるんでしょうか。よそのことですけど、そういうちょっとリスクと

して考えるような部分があるんでしたら、どんなことが考えられるかお尋ねします。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   全額発行しておる自治体がほとんどであると思います。ただ

委員がおっしゃったように、私が知ってる範囲ではかなり前に鳥取県やったと思うんです

けども、一部発行をしなかったようなところがございました。今現在どれだけの自治体が

発行していないかということについてはつかんでおりません。発行しない場合、当然財政

的に裕福であれば発行せずに、発行しなくても許可額参入として後年度に元利償還金が入

ってきますので、裕福であれば当然発行しないほうが起債残高が減りますので、それはそ

れに越したことがないんですけども、デメリットというのもあれですけども、危険性があ

るのかないのかというような御質問やと思うんですけども、要は国の地方に対する財政支

援がどうなっていくのかというのがよくわからない部分が確かにあると思います。交付税

が将来的において削減されるのであれば、１００％参入すると言いつつ、全体的に圧縮さ

れていくんであれば、それはもう臨時財債についても確約されていないのではないかとい

うようなことにもなりますので、その点がちょっと危険性があるといえばあるのかなとい

うふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ２３ページ、狂犬病予防注射済票交付手数料１６１万７,０００円で

すが、これは何ですか、いろいろな経費を引いた金額が一般会計にこれは載っとんねんか

ら、市の財政の中へ入れられるというふうな解釈でよろしいですか。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 
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○生活環境課長（高木勝啓）   生活環境課長をしております高木でございます。よろし

くお願いします。 

  狂犬病予防注射に関しましては、登録手数料と狂犬病予防注射済票の交付手数料、この

２種類がございますけれども、この件に関しましては、新規の登録１頭当たり３,０００

円でございます。それと注射済の交付済票が１頭当たり５５０円ございます。それで経費

は引いてございません。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   一般会計に入っていることは確かということですわね。 

  それからお聞きしたいんですけどね、これは毎年それぞれずっと各地区回ってやってお

られます。チェック機能なんですけどね、私もこれはうっかりしとっておわびせないかん

ねんけども、私も室内犬飼っています。それで家の中と自分の庭しか出えへんねんけども、

来たら注射をしよったんですわ。去年と一昨年ぐらい、何か私の仕事になっとんので、そ

れが抜けて未納になっておると思うんです。それで気がついたんですけどね。そのかなり

野放しになった犬もおられるし、皆、犬には名前がついてるし、それで１回注射すると登

録して名前が記載される。そこでお聞きしたいのは、そういうチェックといいますか、チ

ェック機能というか、この犬は今回は来ていないなというような、事実私のところは注射

を打っとれへんのに何にも催促が来なんだわけやな。そやけど、やはりそういうので私は

うが悪いなと思うんですが、そういうチェック機能というのはやられていますか。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   まず、飼い主の義務といたしまして、登録と狂犬病の予

防注射は、これは法律で決まっております。それでまず・・・。 

 

○阿部計一委員   ちょっと聞こえへんな、マイク。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   申しわけございません。まず飼い主の義務といたしまし

ては、市のほうに犬を登録せんなんいうことと、あと狂犬病の予防注射を必ず年に１回受

けなければいけないという２つの義務がございます。それで登録なんですけれども、やは

りブリーダーから買われたときは、そういう登録しなければいけませんよ、９１日過ぎた

ら注射を受けないけませんよと、そういうやっぱり普及をしていただきたいと努めており

ます。 
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  それと、登録した犬につきましては、年に２回になりますけれども、例えば注射を打っ

ていない犬につきましては、お宅様の犬はどうなっておりますかと。これは１軒１軒、１

５歳以上の犬を中心に、亡くなっていないかのチェックをしております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   まあところが、私のところはそういうチェックが入っていないという

ことやな。そやからそういう義務があるのはようわかったんやけども、なかなかそういう

ことが徹底されへんと思うねん。それはもう現実、近辺でも３匹も４匹も飼うとって、そ

のままやりっ放しとるようなところもあるわな。やっぱりそういうチェックというのは、

お宅の犬、今回は抜けていますよというようなことは市として、そこまでやるべきでない

んですか。私はそこまでやるべきやと思うんですが、どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   確かに犬を新しく飼われた方につきましては、これは本

当に広報でもって、４月の広報に必ず登録と注射は必要ですよという広報はさせていただ

いておるんですけれども、ただ家の中で飼っておれば注射を受けないという間違った考え

方をされておる方には、やはりそういうのをはっきりと指導していきたいと、このように

考えております。 

  また、狂犬病の予防注射は、これは犬の健康のためとかそういう趣旨でもってやってお

りません。これは狂犬病は人間に害を与えるからという趣旨でやっておりますので、そう

いう趣旨も理解していただきたいと考えております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   課長の答弁は丁寧でようわかるんですけど、要はやっぱりそれを義務

はわかっとっても、やっぱりいろいろな都合でつい忘れると。忘れる、やっぱりそういう、

これも税とは一緒にできひんけども、そういう請求がなければ、ほら、これでええわとい

う気持ちになるのが、これは自然やと思うんです。ですから、やっぱりそういう一旦注射

したら登録しとんねんから、この犬は来とれへんなというようなことを、やっぱりそうい

う催促でもしてあげれば、それはそういうことが事前になくなっていくと。それでそうい

う税収にもつながっていくということ。 

  それからもう一点、これは罰則は、法的には罰則はあるんですか、ないんですか。 
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○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   この罰則につきましては、まず注射を打っていない犬が

人をかんだと。こういうような届け出が年間二、三件まいります。そのときには、やはり

警察の被害届等がありますと罪が重くなります。ただ、打っていない犬をこちらから探し

出して罰則というようなことは行っておりません。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これで答弁は結構ですけど、要は市のほうもそういう犬の名前もして、

登録してあったら１回いったらわかるんでね。やっぱり今後できるだけ、できる範囲で、

物忘れで忘れとる人もおるやわからんので、これはやっぱりそういうことを徹底してあげ

るように、ひとつよろしくお願いしましてこの質問を終わります。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   今後とも一層努力してまいりますので、御理解いただき

たいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。６３ページまでの歳入について。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この２１ページの保健体育使用料、社協センターが２３０、西淡グラ

ウンド、健康広場等々を超える類似施設。この辺の使用料金というのは、不公平感のない

ような使用料金を取られている思うねんけど、ちなみに、例えば私の感覚で言うたら、社

協センターというたら非常に古い施設やのに、こんだけ使用料を徴収しとんなと。ほんで

同じように、健康広場は立派な施設やのに安いなというような感覚をしとんねんけど、こ

の辺の施設使用料金の徴収方法はどういうふうな徴収体制をとられておりますか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   生涯学習文化振興課の山見でございます。よろ

しくお願いします。 

  この社会体育施設の使用料につきましては、使用料の徴収条例で定めております。です

ので、大体平米的なところでの、統一的な均衡とれた使用料をいただいております。 
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○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   もう、課長十分わかっとんねん。それで体育館を利用するのにこの社

協センターやったら１時間何ぼとか、健康広場だったら何ぼと、私はそういう理解をしと

んねんけんど、それにしたら余りにもこの社会教育センターというのは利用者が多いとい

う認識でよろしいんでしょう。ほんなら、速やかに、これは苦言を呈するねんけど、改修

というかこの辺が老朽化しとると、前々から隣の施設でも悪いところがあんのよの。市内

の中ででも隣に武道館という腐った建物があんねや。だからあの辺をしっかりと改修を、

利用者が多いんでしょう。これだけ、健康広場とこれＢ＆Ｇ、この辺、ほらまあ文化体育

館は別として、その辺の類似施設に比べたら利用者がこれだけ多いと。にもかかわらず、

あのスレートの屋根が飛んでくるような建物は改修はしていただきましたか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   当然、社会教育センターについてはかなり老朽

化が進んでおります。そんな中で今後、計画的にそれぞれの施設、かなりまあ、それぞれ

の地域に老朽化してるところがございますので、計画的な改修計画を立てて、順次という

ふうなところで今検討しているところでございます。 

 

○谷口博文委員   もう一つだけ、課長、お願いやけんど、テニスコートありますわね。

あそこも利用者は比較的多いと、私は思うんですわ。あの辺の利用者からも若干ちょっと

よく耳にするのが、ベンチであったりとかさまざまなネットであったりとか、あの辺も山

見課長よろしくお願い申し上げますので、これはこれで終わります。 

 

○柏木 剛委員長   答弁はいいですか。ほかにございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   それでは質疑がございませんので、これをもちまして６３ページま

での質疑を終了します。 

  それでは次に、歳出に移ります。 

  まず款１、議会費及び款２、総務費。ページは６４ページから１１３ページまでの質疑

を行います。質疑はございませんか。 

  北村委員。 
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○北村利夫委員   ７７ページ。財産管理費の登記事務手数料として７０万余り出ている

わけですが、これはどこの登記手数料なんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   この登記事務手数料につきましては、元志知高校建物登記の

図面作成に係る登記手数料でございます。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   今、図面作成と言われましたけれども、登記はされているんですか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   図面を業者に作成いただきまして、市のほうの嘱託登記で市

の名義に登記をしてございます。以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   嘱託登記ということは、法務局には届けなくていいんですか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   法務局に届けて、登記を完了してございます。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   何年何月なんでしょうか、登記が完了したのは。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   平成２４年２月２０日でございます。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 



－ 93 － 

 

○北村利夫委員   家屋番号を教えていただければ助かるんですが。といいますのは、法

務局で８月と９月に調べに行ってきました。どちらも出ていないんです。登記ができてい

ないんです。そやから、家屋番号がわかれば非常に助かるんですけれども。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   建物の登記でございまして、不動産番号という形で表題部に

表示されてございます。番号を読み上げさせていただきます。 

  １４１０００５４２８２４５でございます。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   助かりますね。１４１４００５４２８２４５。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   もう一度申します。最初のほうで、１４１、０００、５４２、

８２４５でございます。 

 

○柏木 剛委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   わかりました、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  久米委員。 

 

○久米啓右委員   ７５ページです。ホームページを１,１２７万円で更新していますが、

更新前と更新後の評価というんですか。これは市民の評価は、あるいは行政の方の評価も

あろうと思うんですけど、その辺の評価の結果とかはありますか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   情報課長の富永でございます。よろしくお願いします。 

  効果ということでございますけれども、今回の更新に関しましては、前回までのホーム
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ページではなかった携帯サイトの構築なり、外国語、これについては英語と中国語と韓国

語でございます。３カ国語でございます。の、自動翻訳ではございますけれども、そうい

う外国語のサイトの構築。それから基本的なことになると思うんですけれども、障がい者

の方とか老人の方とかにも見やすい形でのホームページの構築と、そういう形で取り組み

をいたしました。 

  それでアクセス数につきましては、今３月から一応公開しておるんですけれども、若干

アクセス数はふえておるんですけども、まだちょっと安定した状態ではないと思いますけ

れども、一応月に６万アクセス程度ございます。従前につきましては、月平均にはなりま

すけれども、５万程度であったともいますので、今後またどういうふうな動向になるかわ

からないですけれども、若干アクセスもふえておるというふうに考えております。以上で

ございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   立ち上がってまだ半年ほどなんですが、いろいろトラブルとか内容の

誤載とか、間違った内容があるとか、そういうのもあるかと思うんですけど、その辺の修

正は委託先でやっていきよるんですかね。それとも直営でやっていきよるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   内容につきましては、平成２３年度の構築の時点において、

従前のホームページの内容を移行させると。それで新たなページをつくるなりをして充実

させるという方向でやっておりました。その時点で旧来のホームページの内容で不適切な

もの、あるいはもう掲載しないほうがよいものは削除いたしましたけれども、基本的に従

前のホームページを継続させて、ただレイアウト上はより見やすくするという形で取り組

んでおります。 

  公開後につきましては、個々には確かに不適切というか間違いもあったのかもしれない

んですけど、それについてはその都度担当課、あるいは担当者において修正をして、随時

最良のものに努めております。以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   こんなものを載せてほしいとか、市民の要望あるいは行政内部からの

要望もあろうかと思いますけども、そういうふうなものについてはどういう対応をされて

いるんですか。例えば都度都度しよったら手間がかかると思うんで、何か集約してすると
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か。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   一応基本的には行政側からの情報発信に用いておりますので、

各担当課が、例えばイベントの開催であるとか、そういう部分についてホームページに掲

載をさせていただいております。ですから市民の方から個別の案件について掲載をしてほ

しいということは、ほとんどないんであろうと思っております。 

  今年度につきましては、広報誌に掲載されている内容と、ホームページに掲載している

内容をなるべくリンクさせるというか、一方に出ているものはもう一方のホームページに

も出ているという形での取り組みもいたしております。以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   前のホームページにあったのに、今度のホームページにないとか、探

してもあるかも知らんけんど、どうも見つけにくいとかというのがあると思うんですね。

私も実際にあったんですが、そんなんは市民からの要望としてないですか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   移行した、３月に移行した時点でブラウザのホームページを

閲覧するソフトにブックマークというしるしをつけていた方が、旧前のアドレスでアクセ

スしたために表示されなかったとか、そういうこともあったと思いますし、先ほど申し上

げたように内容の一部を改訂いたしておりますので、旧前の形で探してたんやけども、今

回については別なところに配置されているということも確かに可能性はあります。ただ、

今回のホームページにつきましては検索の機能もかなり充実しておりますので、できれば

トップページから順次探していただければ、たどり着けるのではないかと考えております。

以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   これもオール、ソフト面の変更ですね。サーバーというハード面の入

れかえとかはなかったんですよね。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 
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○情報課長（富永文博）   このたびのホームページの更新につきましては、まずホーム

ページを作成するソフトを一般的にＣＭＳというそうですけれども、コンテンツメンテナ

ンスシステムだと思いますけれども、それのソフトの入れかえ、更新。それから、ハード

機器の入れかえ、これは合併時に整備したシステムでしたので、ハードも含めて一式の更

新をしております。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   １,１００万の投資が、効果があったんかということなんです、結局

ね。ハード面の経費は丸々かかると思うんですが、ソフト面で効果をちょっと知りたいな

と思うんですけれども、ハード部分を除いた費用としては幾らになっていますか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   その前に、実はこの事業につきましては、契約上、子育て支

援サイトと合同で更新を行っております。それで子育て支援サイトを除いた部分について、

今決算額として出ている数字になるのでございますけれども、この経費のうちのハードに

つきましては、１３３万円でございます。 

  経費のうち大きな部分を占めておりますのが、先ほど申しましたように旧前のホームペ

ージの内容を移行しております。そのデータの移行あるいは新しいホームページの各ペー

ジのデザイン、そういう部分について４６５万５,０００円を要しております。パッケー

ジそのものについては、２７８万円、機器の設定、ソフトウェア等の設定等について導入

経費として５３万５,０００円。あとにつきましては、操作研修あるいはマニュアルの作

成、あるいは自動翻訳関係のソフトの導入、そういう部分の経費として要しております。

以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   主なところを聞きますと、７３０万か４０万ほどソフトでかかってお

るかと思うんです。その辺のかけた費用と、更新したホームページを見たときに、そこま

でかけて充実したホームページができたかどうかということですけども、課長はどない思

いますか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 
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○情報課長（富永文博）   金額的には、例えばパッケージソフトといいますが基本にな

るソフトについては、オープンソース系のいわゆる無償的な部分のソフトもあります。で

すから、一概にその金額だけで決められない部分もございますので、そういう業者も含め

た中でプロポーザルを行いました。それで目標とした部分は先ほど申し上げたように、従

前になかった機能に加えて、より見やすいホームページをつくっていこうということで取

り組んだわけでございますので、取り組んだものとしては当初他市のホームページを参考

にしながら、目標としたホームページについては作成できたと考えております。そして、

今後より充実したものにしていきたいと考えております。以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   わかりました。そういう評価で、課長の評価でいいんですけども、私

が見ればもっと安くてもいいんじゃないかと。それでノウハウも恐らく皆さん、従業員も

職員も持っていると思うんですね。その辺の職員のノウハウをもっと生かしたホームペー

ジづくりというのをやっていけば、もうちょっとスリム化できるんじゃないかという私の

感想です。次の、今後に生かしていただきたいと思います。終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この８１ページのこの公用車購入費２５３万何がしの金やけども、こ

れは庁舎がもうじきできると。そんな公用車も集約すべきやと思うねんけんど、その辺ま

あ、軽４を買うても４年ぐらいの耐用年数があると思うねんけんど、今からはその辺を職

員も庁舎一本化する、公用車の台数もある程度集約する、それで私は特殊車両というか、

やはり防災課が持っとるような、ああいうやつで避難、情報伝達するような特殊車両をふ

やしていくべきであって、もうぼちぼち、この公用車購入費というのは、この公用車とい

うのはこれは電気自動車ですか。これは何なんですか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   この公用車につきましては、軽の箱バン、３台分でございま

す。以上です。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   いつまでのこの軽の、あなして軽トラで、ああいう車両を購入する計

画でおられますか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   公用車につきましては、新庁舎になりますと庁舎間の連絡用

の車両が不要となるというような考え方は当然こちらで持ってございます。新庁舎での使

用する台数につきましては、およそ１００台ということで想定して減少させております。

当然合併時には一挙に１０台程度は落ちてくるかと思いますが、それに向かって今も減少

させておる途中ということで、公用車の更新、これはあくまで更新分でございまして、増

車ではございません。以上です。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   わかってますわ。更新やというのは十分に理解しとんねんけんど、ほ

んならその庁舎ができたときも１００台ぐらいの保有台数というか、そのあたりは必要と

いうような認識なんですか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   やはり各業務について、現在は公用車は削減の方向というこ

とで共有化を図ってございますけれども、それにも限界がございます。それを一応精査し

たところ、１００台程度というふうなことで考えてございます。必要と考えております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そしたらその１００台の中に、やはり管理パトであったりとか、災害

時に情報伝達する車両であったりとか、避難所へ物資を搬送する車両であったりとか、あ

あいう、今購入されておる車両というのは、そら職員が行き来して分庁舎のときはそれで

結構。それの機能を果たしておると思うんやけど、今からやはり庁舎が一本にまとまって、

そういういざ災害時に物資の搬送であったりとか、避難所が各所できたときに、そういう

ふうな計画はございますか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 
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○防災課長（松下良卓）   防災課長の松下です。よろしくお願いします。今、谷口委員

が申しておりますそういう災害時、非常時のことだと思うんですけども、今現在は赤色灯

がついている車は２台あります。あと、市の公用車にはほとんどスピーカーつきの公用車

がございます。ですから市民にお知らせするという場合は、そういうスピーカーつきの公

用車で呼びかけができるというふうに思っております。あと、避難所に対しての物資の搬

送の関係なんですけども、それにつきましては今現在ある、ほとんどが軽自動車のバンタ

イプなので、そこへ物資を入れて、雨が降っていても大丈夫やということで職員総出でそ

ういう物資を各避難所に運ぶことができるのかなというふうには思っております。以上で

す。 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私が言うとんのは、災害のこととかというのとちゃうのよ。もうちょ

っと特殊というか電気自動車を購入して、それでいうたら、バッテリーをつないだらちっ

とは電気が取れるとか、ちょっと今からの、庁舎が統合していくんやさかいに、そのあた

り、公用車の購入費、これは更新でこれ２５３万か。それやったらまあちょっと、その辺

も今後、庁舎も統合する中で車両も一緒のやつばっかり置くんでなしに、その辺の機能と

いうかそういうようなことをできるようなことも考えていただいておると思うんやけんど、

要は災害時に強いようなジープみたいなやつというんか、あんなんも１台ぐらい買うたら

どないでと。まあ電気自動車ももうちょっとええ車を買うたらどうですかと。そういうこ

となんで。その辺今後の公用車購入時にはその辺も配慮すべきや私は思うねんけんど、そ

の辺の答弁は。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   今、御意見をいただきましたことにつきまして、十分に慎重

に検討いたしまして、考えて今後の計画、更新時の計画に・・・。 

 

○谷口博文委員   来年はそやから軽４は買わんということだけお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   来年は長寿命化を図って、そういうふうな、どう言うたらええの、諸

所管連絡するようなやつじゃなしに、何かちょっとこれだけの金を出すんだったら検討し

てというか、土井本部長。 
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○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   やはり、分庁舎でということで、経費の削減に努めてくる

ためにこうした形をとってございます。今想定する範囲の部分は限度があるんかなと思い

ます。先ほど管財課長も１つになって１００台と。１００台でそれならそれ以上減せらん

のかどうかというのは、実際に集まってきた中でどういう仕方、例えば集中管理を管財課

のほうでどれだけ持って、事業課のほうが即、車は要りますので、また福祉の関係につい

ても随時出ていかないかん、そうした中で車が不足すれば住民サービスにも影響が出ます

ので、その点も１つになった状況の中で一度、現段階で想定できるケースについてはおっ

しゃるような想定をしながら今度は工夫をしたいと思いますけども、来年度軽４を買うな

ということについてはちょっと約束はできかねます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、言いたいのは、災害時、今部長が言うとったように１００台と

いうのは私はどうかというのはわかりません。ただ、そら都市整備であったり、福祉であ

ったり、そらやっぱり市民のところへ出向いていく車両もそれなりに必要でしょう。ただ、

災害時なんかでもやはり職員がパトロールへ行くときに、それなりの機能を持った、いう

たら四駆型のやつで河川、道路、橋梁の確認に行くとか、また情報伝達できるようなそう

いう車両。また特殊な、せっかく松原荘に電気自動車の充電施設があるんで、その辺も踏

まえた上でやはり電気自動車の導入。その辺も前向きに考えていただくと。１００台いる

かいらんかというのは執行部のほうで十分議論してもうたらええと思うねん。そやけど、

同じように集約を図るのやったら、やはり今古いあの軽４の更新を、長寿命化、もう１年

でも辛抱したらそれなりに統合というか、もう２７年１月７日からは庁舎ができるんやさ

かいに。その辺も考えた上で公用車の購入を今後、それぞれ皆様方の頭を絞って購入して

いただきたいと、そういうことなんで、その辺は配慮します。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   あの、今更新については１０年以上の公用車または距離数

なんかを勘案して、極力市の一般財源が要らんようにというふうなことで、昨年だったか

一昨年に、国の交付金事業があったのでそのときにようさん買うたんで、前倒しをして買

うたんで、まあ２３年度は３台で済んでいますが、それは百数十台ありますと、毎年更新

していく自動車が出てくるということで、その時点において減らす部分も含めて、今おっ
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しゃったジープなんか当然要ってくるであろうし、そうした部分を含めて今後、検討して

まいりたいというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上裕治委員   ６９ページ、一般管理費の９節、旅費の２４４万３,０１５円のうち、

普通旅費が１５３万円、特別旅費９０万云々と。この内容についてお尋ねいたします。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ２回目ですけれども、総務課長の佃でございます。先ほど言

い忘れておりましたので、失礼いたしました。 

  ただいまの御質問のお答えなんですけども、この普通旅費と特別旅費ということですけ

れども、普通旅費については通常の業務における、出張における一般管理費におります１

０２名の職員の旅費でございます。それと、特別旅費につきましては、それらの職員にか

かる研修に係って出張したときの旅費についての経費でございます。以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上裕治委員   ということは、この普通旅費の１５３万というのは総務部に関係した

職員の１年間の旅費ということなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   この一般管理費の中に入っている１０２名の職員の旅費とい

うことで。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上裕治委員   一方、その特別旅費というのは、この９０万１,３２６円というのは

内容はどういうことかなと思って付属資料を調べていましたら、職員研修派遣旅費、２４

ページの上段にあります９０万１,０００円、このことなんですかね。職員研修派遣旅費、

研修派遣１０５名と書いてありますが。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 
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○総務課長（佃 信夫）   そのとおりでございます。延べで１０５名ということになっ

ております。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上裕治委員   これも総務部に関係した職員の研修旅費ということなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   一般管理費ということの中での職員でございます。総務部だ

けとは限りません。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上裕治委員   過日からの一般質問の中でも、同僚議員が職員の資質向上云々という

ことを言われておりました。地方公務員法第３９条でも御承知のように、職員の研修とい

うことがうたわれております。職員が頑張って研修、不断の研修をすべきであると。この

計画は任命権者がやるべきであるというようなことが地公法の３９条に書かれていたと思

うんですが、この付属資料を見ていますと直接その職員の研修に関することが２件しか書

かれていないんですよね。２４ページに上から２つ目の職員研修派遣旅費と係長研修職員

研修講師派遣料という、これは３６万５,０００円と。前のページの総務の事業の目的効

果のところでは、いわゆる階層別研修派遣などを実施したといろいろ書かれてあるんです

けれども、南あわじ市の職員の研修の実態といいますか、どんな研修をされとんでしょう

か。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ただいまおっしゃっていただいた研修のほかに、その中にも

例えば係長研修、女性管理職研修、これはいわゆる２３年度において行われた階層別研修

ということのなろうかと思います。あとはその特別旅費を使わせていただいて、自治研修

所での研修であったり、また市町振興協会という県の外郭団体の主催するような研修がご

ざいます。それは実務者研修、例えば法制執務であったり、あとはそうですね、経理の関

係であったり、またはパソコンであったりというように、さまざまな種類の研修がござい

ます。それらをあわせて人材育成の中での計画の中に盛り込んで、毎年度実施をいたして



－ 103 － 

おります。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上裕治委員   同じ地方公務員として、一方学校現場、学校の旅費は大体各学校、南

あわじ市だったら１７校、小学校、７校、中学校か。その学校ごとに教育委員会、まあ県

のほうですけどね。県教委から市教委に来て、各学校に年間配分してくれるんですよ。そ

の配分された旅費について、校長を中心にいろんな出張を具体的にはいろんな担当者会と

か、いろんな研修会にも参加していくわけです。学校ごとに限られた旅費については自主

的に判断して使えるということで、特に夏休みなんか、若い先生方はあるいは先輩からも

っと勉強して来いよということで、全国的にいろんな研究会がありますよ。だからこれを

校長さんに言うて来いというようなことで出して、自発的に勉強に行って、旅費をもうて

行っているんです。市の職員の場合は、今お聞きしましたら一応総務部なら総務部、部ご

とに大体旅費の配分というのはされとんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   済みません、先ほどちょっと研修の特別旅費についてはこの

一般管理費と申し上げましたけれども、申しわけございません。訂正させていただいて、

特別旅費は全体の職員に対するものでございます。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上裕治委員   とすれば、この書き方は非常にわかりにくいですよね。同じ項目で上

のほうは総務部管轄の普通旅費と。下は全体の職員の旅費というのは、ちょっとこの辺、

私も大分調べてこれはどういうことかいなと思ったんやけど、結局数字がこれしかなかっ

たんで言わせてもうたんですが、何を私はここで言いたいかというと、やはりこれから今

全国的にも非常に公務員に対する厳しい見方があると。その中で同僚議員も再三、職員の

資質向上を図って頑張れよと激励をしている一般質問はたくさんございました。そういう

観点から、特に若い職員がいろんな研究、勉強の意欲に燃えている時期に、少しでもいろ

んな勉強、自治研修所なんかもある。我々議員も政務調査費をいただいて、個人あるいは

会派等で滋賀の研修所とか再三、行って勉強をやっています。だから職員のほうも、そう

いうふうに自発的に研修できるような、特に幹部の方々ですね。激励してやっていただき

たい。このたびもどこかに書いてるはず、６名の国家試験の受験の補助を出しておるとい

うような、これも年々ふえてきておるんじゃないかと思うんですが、これはいい傾向だと
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思うんで、その辺も職員をはっぱかけて研修するようによろしくお願いしたい。終わりま

す。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ただいま森上委員から職員に対する非常に有意義な発言があったわけ

ですが、私はちょっと要らん心配かわかりませんが、市長の公用車について、この公用車

の谷口委員の関連した中でちょっとお話ししたいと思います。 

  市長はみずから財政、合併してから財政も厳しい、というような、それと自分自身がそ

ういう謙虚な気持ちの中で今の公用車を使っているだろうと思うんです。でも、私どもそ

れぞれ島を離れて出張する機会もたびたびありました。そういう中で、やはり５万人の首

長としてのそれなりの公用車というのは、私は必要ではないかと。ただ見えを張るんでも

なくして、芸能人でもベンツによく乗るというのは、これは身を守るために、ベンツとい

うのは一番ボディーがかたいんです。それでそういうベンツとか高級外車を買われるわけ

です。そういうことで、私たちも議長として方々へ派遣していただきましたけれども、や

はり５万人の首長としてのそれなりの、私は権威のある、そない立派な車に乗らんでもえ

えけども、やっぱりそれなりの車は必要でないかと。つくづくと、余りにもこうなんか、

こんなこと言うと市長に大変失礼になると思いますが、各首長さんの車を見ておりますと、

何かこう引けを感じるというか、そういう気持ちなんです。それで、これは市長にお尋ね

するんですが、これはもう市長の信条ですので、やはり首長として、または５万人のトッ

プとして自分の身を守るというようなことで、やはりそれなりの公用車というのは私は必

要やと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   確かに委員のおっしゃる通り、特にイベント等をしてお

りますと市長が来たにもかかわらず一般の駐車場に案内するというようなことで、若干の

支障を来しておるのも確かでございます。ただ、もう今乗っておるエスティマですか。ワ

ゴン車ももう１０万キロ以上走っております。そろそろかえ時かなというようなことで、

市長公室のほうでも検討はしておりますが、こればっかりにつきましては市長の意向もご

ざいますので、今後市長の意向を確認してどのような方法がいいのか検討してまいりたい

と思います。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 
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○市長（中田勝久）   大変ありがたいお気づかいをしただきまして、ありがとうござい

ます。 

  最近、私も町長、そうして市長になって、黒塗りの車がいまだに結構乗っている首長が

多いです。しかし、今のああいうワゴンも、中の仕事をちょっと一部したりとかする場合

非常にしやすい車の形態です。ただ、今室長がお話があったとおり、結構あれもう十何年

たっているんで、この間もちょっと一部修理もしたんですが、そういうことを考えると次

がどなたになろうと新しいそういう故障のない、これは必要なときにかえて行く、そうい

う耐用年数というのは守るべきかなと思っております。どこかに行く途中で、故障して動

かんようになったら、この間もちょっと少しそういう傾向が見えたので、修理に出して今

のところ機嫌よう乗っていますが。そういう面では耐用年数等々も考えながら、更新する

べきものかなというふうには思っております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   まあこれはほんまにおべんちゃらでも何でもなく、議長の公用車を買

うてくれとは言いませんけれども、まあ本当に島外へ行くと非常に、特に私はかっこしい

なんで何かこう寂しいというか、局長や課長や次長にもよう乗せていただいたんですけど

も、これはやっぱり我々は別として、やはり首長ぐらいはそれなりの公用車を、これは何

も格好でなしに身を守るという観点からぜひそういうことを、市長がどういう判断をされ

るかは知りませんが、やはりそれは市として、市の代表として、やはり４年間の仕事があ

るんですから。そういうことを１つ参考にしていただきたいなと。以上で終わります。 

 

○柏木 剛委員長 ほかにございませんか。 

  小島委員。 

 

○小島 一委員   決算書の９４、９５で、付属資料は３７ページですね。この市民相談

費でございますが、これは年間何回ぐらい、どこでやられとって何人ぐらいの方が相談に

みえるんかなということで、まず答弁をお願いしたいんですけど。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   市民課の塔下でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  ただいま質問の消費者相談の関係でございますが、２３年度におきましては、１３５件

の相談がございました。電話による相談が９５件、来訪による相談が４０件となっており
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ます。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   今のは消費者相談で、普通の市民相談的なものもこれに一緒に含んど

るんですか。消費者相談だけの件数ですか。行政相談とかそういう生活相談とかいろいろ

とあると思うんですけども。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   失礼いたしました。ただいまのは消費者相談のみで、あと行

政相談については２３年度はゼロ件、人権相談についてはゼロ件、あと法律相談について

は１７５件となっております。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   生活相談はゼロというのはちょっと意外な感じがするんですけれども。

これは相談場所というのは分庁舎それぞれで皆やっておられるんですか。それともどこか

一カ所に決めてというふうな。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   まず、法律相談については三原庁舎といいますか、三原市民

センターとか三原公民館、あと行政相談についても同様でございます。あと、人権相談に

つきましては三原で行いますそういう場合と、４庁舎で実施するそういう時期がございま

す。消費者相談につきましては、消費者センター、三原市民センターの２階にございます

そこで受け付け、また２３年度の途中からは月１回ずつ各庁舎へ出向いての相談も実施し

ております。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   割とこんな場合どこへ相談したらええんかなというふうな声もたまに

聞くわけですけれども、これはそういうことはいつ、何月何日にどこであるかというふう

な周知の仕方というのは、これは広報に出ているのは知っているんですけど、それ以外に

どういうふうな形でＰＲというか周知されていますか。 
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○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   ケーブルテレビによる文字放送、またはホームページ等で案

内しております。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   各庁舎であったり公民館に掲示するというふうなことは、まあ目立つ

ような掲示をするというふうなことはされていますか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   行政相談というにつきましては、行政相談週間、また人権相

談週間等について、そういう週間のＰＲと同時に日時の案内とかをしております。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   割と相談を持ちかけられるような方は、そういうふうなホームページ

を見たり、なかなかケーブルをじっと見たりというふうなところから情報を仕入れること

が少ない方が多いように思うんよな。ほいで、できたら分庁舎であったり、公民館であっ

たり、そういう公共的なところに、やはりポスター的に何月何日はどこで相談を受けます

とか、そら常時総合窓口で相談を受けられておると思うんですけども、そういう法律相談

なりの部分はそういうふうに周知していだけたらええかなと思うんですけども、どないで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   できるだけたくさんの住民の方々に気軽に、また相談してい

ただけますように、広報の方法については検討していきたいと思っております。 

 

○小島 一委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   今の質問に関連するんですが、周知というのは今でも十分市に聞けば、

法律相談はいつかという照会はすぐにしてくれますし、場合によっては職員が段取りをし

てくれたりする場合もあるのでそれは助かるんですけれども、この法律相談が今、１７１

件というようなお話だったわけですが、月１回、１日というか半日ですか、月２回ぐらい

やっているんですか。どうでしたか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   月２回でございます。それで一般の方につきましては１日９

名受け付けをしております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは１月最大１８人ということで、１７１件ということは、

８割ぐらい入っていますけれども、１日といっても午後からの時間で９人入れているんで

すか。それとも１日朝から９人入るんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   １時半からということで、４時１０分までで９名でございま

す。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   私も地域の件で法律相談させていただいたんですけども、非常に時間

が短いですね。それで核心に入ったらもう終わり、次の人が待っているみたいなことにな

って。結局相談に行ったけれど、十分に深まらないまま終わってしまうということはある

んですけど、そういうケースは、そんなん２０分ほどで本当にできますか。大丈夫ですか。

うちの場合はそうやったんですけども。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   できるだたくさんの方に御利用いただくようにということで、

時間は２０分ということにしております。またそこで解決に至らなくても、解決の方法を

アドバイスいただけるということで。また申し込みのおりには、できるだけ資料とかは整
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理して持って来てくださいというようなこともお知らせしております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   よく相談する場合、整理するといってもやはりケースが複雑やったり

して、本当に時間が足りないというケースが多いと思うんですよ。人権相談ゼロ、行政相

談ゼロということだったんですけれども、トータルの法律相談ということにして回数をふ

やすなり、相談時間をふやすなりということはできないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   法律相談については顧問弁護士先生にお願いしております。

また行政相談につきましては行政相談員、人権相談につきましては人権擁護委員の先生に

お願いしていますので、なかなか難しいところがございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   実績ゼロというのが、ちょっとひっかかるんですよ。それに比べて法

律相談は飽和状態というか、相談に行った方の不満が残っているというような、こういう

アンバランスをやっぱり改善せんとあかんのでないかというふうに思うんですけどね。や

っぱりこれは、複雑な問題、本当に弁護士さん近くにおってくれますけど、やはり費用が

かかってなかなか悩むというか、市民は困ることも多いんでね。これはもう少し改善する

余地は十分持っとると思うんですよね。その顧問弁護士さんに払っている費用は幾らでし

たか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   顧問弁護士料といたしまして１人月、２名おりますので、顧

問弁護士が、月８万円ということで、税を入れまして８万４,０００円かける１２カ月か

ける２名ということで、全体では、それとちょっと文書作成料も入っておりますが、今回

２３年度の決算額では２２０万５,０００円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   結局身近な、アメリカでもそうですけども、やっぱり法律の話が多い
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と思いますし、これは今後十分検討していただく余地は持っていると思うので。ニーズは

高いというふうに思うんで、この点はやはりもうちょっと変えるべきではんないか。２０

分では本当に足りないというのは実感ですので、それだけ申し上げておきます。 

 

○柏木 剛委員長   答弁はよろしいですか。 

  お諮りします。 

  審査の途中ですか、本日の審査はこれまでとし、次の審査は明日９月１３日午前１０時

より開催したいと思います。これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議なしと認めます。よって本日の審査はこれで終了いたします。 

  本日はお疲れさまでした。 

 

（閉会 午後 ４時３６分） 
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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２４年 ９月１３日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ４時３４分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１７名） 

    委 員 長    柏  木     剛 

    副 委 員 長    熊  田     司 

    委 員    久  米  啓  右 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    森  上  祐  治 

    委 員    原  口  育  大 

    委 員    出  田  裕  重 

    委 員    川  上     命 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    小  島     一 

    委 員    砂  田  杲  洋 

    委 員    蓮  池  洋  美 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    鹿  内  孝  次 

    議 長    楠     和  廣 

 

  欠席委員（１名） 

    委 員    北  村  利  夫 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    高  川  欣  士 
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    次 長    阿  閉  裕  美 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    川  添  卓  也 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    市 長 公 室 長    中  田  眞 一 郎 

    総 務 部 長    渕  本  幸  男 

    財 務 部 長    土 井 本     環 

    市 民 生 活 部 長    入  谷  修  司 

    健 康 福 祉 部 長    藤  本  政  春 

    産 業 振 興 部 長    興  津  良  祐 

    農 業 振 興 部 長    松  下     修 

    都 市 整 備 部 長    山  崎  昌  広 

    下 水 道 部 長    道  上  光  明 

    教 育 部 長    岸  上  敏  之 

    市 長 公 室 次 長    橋  本  浩  嗣 

    総務部次長兼選挙管理委員会書記長    林     光  一 

    財 務 部 次 長    細  川  貴  弘 

    市 民 生 活 部 次 長    久  田  三 枝 子 

    健康福祉部次長兼長寿福祉課長    小  坂  利  夫 

    産業振興部次長兼水産振興課長    早  川  益  弘 

    農 業 振 興 部 次 長    神  田  拓  治 

    都 市 整 備 部 次 長    垣  本  義  博 

    下水道部次長兼下水道課長    岩  倉  正  典 

    教 育 部 次 長    太  田  孝  次 

    会 計 管 理 者    馬  部  総 一 郎 

    次長兼監査委員事務局長    大  瀬     久 

    次長兼農業委員会事務局長    原  口  幸  夫 

    市 長 公 室 課 長    喜  田  憲  和 

    総 務 部 総 務 課 長    佃     信  夫 

    総 務 部 防 災 課 長    松  下  良  卓 

    総 務 部 情 報 課 長    富  永  文  博 
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    ケーブルネットワーク淡路所長    土  肥  一  二 

    緑総合窓口センター所長    片  山  雅  弘 

    西淡総合窓口センター所長    岡  本  千  明 

    三原総合窓口センター所長    柏  木  浩  一 

    南淡総合窓口センター所長    榎  本  輝  夫 

    財 務 部 財 政 課 長    神  代  充  広 

    財 務 部 管 財 課 長    堤     省  司 

    市民生活部市民課長    塔  下  佳  里 

    市民生活部税務課長    藤  岡  崇  文 

    市民生活部収税課長    福  原  敬  二 

    市民生活部生活環境課長    高  木  勝  啓 

    健康福祉部福祉課長    鍵  山  淳  子 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    健康福祉部健康課長    小  西  正  文 

    健康福祉部少子対策課長    田  村  愛  子 

    産業振興部商工観光課長    阿  部  員  久 

    産業振興部企業誘致課長    北  川  真 由 美 

    国 民 宿 舎 支 配 人    北  川  満  夫 

    農業振興部農林振興課長    松  本  安  民 

    農業振興部農地整備課長    喜  田  展  弘 

    農業振興部地籍調査課長    和  田  昌  治 

    農業振興部農業共済課長    宮  崎  須  次 

    都市整備部管理課長    和  田  幸  三 

    都市整備部建設課長    赤  松  啓  二 

    都市整備部都市計画課長    森  本  秀  利 

    下水道部企業経営課長    江  本  晴  己 

    下水道部下水道加入促進課長    松  本  典  浩 

    教育部教育総務課長    片  山  勝  義 

    教育部学校教育課長    安  田  保  富 

    教育部人権教育課長    大  谷  武  司 

    教育部生涯学習文化振興課長    山  見  嘉  啓 

    教育部青少年育成センター所長    高  辻  隆  雄 

    農業委員会事務局課長    小  谷  雅  信 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認定について･･････････１１５ 

 （２）歳出について････････････････････････････････････････････････････････１１５ 

   ① 議会費、総務費････････････････････････････････････････････････････１１５ 

   ② 民生費････････････････････････････････････････････････････････････１５０ 

   ③ 衛生費････････････････････････････････････････････････････････････２０８ 

 

Ⅲ.会議録 
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決算審査特別委員会        平成２４年９月１３日（木） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ４時３４分） 

 

 １．認定第１号 平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

 

○柏木 剛委員長   おはようございます。それでは、きのうに引き続きまして決算審査

特別委員会を開催します。 

  認定第１号、平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認定について、１款、議会費、２

款、総務費、ページは６４ページから１１３ページまでの質疑を行います。 

  それに先立ちまして、執行部からちょっときのうの件に関して補足がありますので。 

  生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   おはようございます。先日、阿部委員の御質問の狂犬病

予防注射の件で、適切に答弁できなかった事項がございますので訂正させていただきたい

と思います。 

  まず飼い犬の登録と予防注射を受ける義務があると説明申し上げましたが、それに違反

した者に対しての罰則といたしまして、狂犬病予防法第２７条で２０万円以下の罰金に処

すると定められております。 

  また、チェック機能でございますが、登録された犬は全てパソコンで管理しておりまし

て、毎年８月に登録台帳をチェックいたしまして、８月末にはその年度に予防注射を受け

てない犬の全ての飼い主に予防注射の督促と登録された犬の状況確認をしております。 

  誤解を招く答弁となりましたことを深くおわびいたしまして、答弁の訂正をお願いした

いと思います。 

 

 （２）歳出について 

   ① 議会費、総務費 

 

○柏木 剛委員長   よろしいでしょうか。それでは質疑を行います。質疑ございません

か。 

  熊田副委員長。 

 

○熊田 司副委員長   ページ数７７ページになると思うんですが、光熱水費の件でお聞

きいたします。２３年度は、２２年度に比べてどれだけの光熱水費が削減できたのかお聞

きしたいと思います。 
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○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   ただいまの御質問でございますけれども、光熱水費、２２年

度、２３年度比でございますが、電気料金、水道料金、ガス料金、合わせて１４９万３０

７円を削減いたしております。以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   熊田副委員長。 

 

○熊田 司副委員長   電気代だけではわかりませんか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   内訳といたしまして、電気料金で１４９万５,６５０円でご

ざいます。水道代がプラス３万５,３０４円、ガスが２万９,９６１円マイナス、以上でご

ざいます。 

 

○柏木 剛委員長   熊田副委員長。 

 

○熊田 司副委員長   これは揚げ足を取るみたいで申しわけないんですけれども、行財

政改革実施計画進捗管理表２２年度の時点で、平成１９年度に比べて２２年度、幾らか減

したということで、これ以上削減は不可能というような内容を書いてあったと思うんです

が、１９年度に比べて２３年度はどれだけ減りましたか。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   決算の数字とは若干ずれる場合がございますが、これは今、

決算書に出ておりますのは５庁舎の電気料金プラス周辺についております街路灯等の電気

代も含めての決算額でございます。今から申し上げる金額につきましては、５庁舎のみの

電気代ということで若干数字が違うことをお許しいただきたいと思います。 

  電気料金全体につきましては、削減の方向にございます。委員御指摘の平成１９年度の

金額につきましては、これは南淡庁舎につきましては、南淡公民館が１つの電気代となっ

てございましたので、その電気代を申します。１９年度が３,１０８万１,０００円、その

金額でございます。２３年度につきましては、同様の金額が、２,７１０万１,０００円で

ございます。対１９年度比が３９８万円のマイナスとなってございます。以上です。 
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○柏木 剛委員長   熊田副委員長。 

 

○熊田 司副委員長   行政改革のいろんな計画は出てると思うんですけれども、そうい

う点でもう少し細かくチェックできるところもあるんじゃないかというふうに思いますの

で、これからそういうところも今の状態だったら無理やけども、こういうふうに変えたら

また削減ができると、いろいろな方法あると思いますんで、もっと柔軟に考えていくべき

ではないかなという思いがしますので、これからもできることから進めていただけたらと

思います。以上です。 

 

○柏木 剛委員長   管財課長。 

 

○管財課長（堤 省司）   ２３年度につきましては、節電を、夏・冬緊急対策として本

庁舎並びに全体で取り組んでございます。そういった効果で今申した金額が削減できたと

いうふうな形をとってございます。行財政改革の段階につきましては、緊急のそういった

計画というのはちょっと想定しておらなかったということで、そういった緊急な、しかも

目標を掲げての節電を行ったというふうなことで、その成果も目標以上の成果を上げたと

いうことで今の数字が出てございます。引き続き節電には努めながら庁舎全体の維持管理

経費の削減に努めてまいりたいと思います。以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   おはようございます。初めてしゃべります委員の出田です。よろしく

お願いします。 

  ８７ページと１０１ページにもあるんですけども、兵庫県の電子自治体推進協議会負担

金、まずこれについて説明お願いします。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   おはようございます。兵庫県の電子自治体推進協議会につき

ましては、兵庫県内の市町における電子自治体の早期実現を行っていくために平成１４年

５月から県、市町、その他の団体によって協議会を設立し、電子申請システム、それから

最近では電子申告、このような電子自治体の推進を進めておる協議会がございます。それ

への負担金でございます。 
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○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   県内で何団体加盟してますか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   構成団体につきましては、全市町だったと思います。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   ちょっと調べとったんですが、このシステムを使える市町村、市町が

２１、兵庫県内４１市町中２１だけやったと思います。何を言いたいかと言いますと、南

あわじ市として、今後この電子自治体というのをどう進めていくのか、県の意向に沿って

進めていくのか、南あわじ市独自でやっていくのか、はたまた淡路３市で共同歩調とるの

か、その辺の今後の動きも全く見えないまま、この８７ページやったら５万円ですけど、

１０１ページ見てたら１５９万円ですよね。これどういう負担割合で、今後どうしていく

のかというのがちょっと見えないんですけども、その辺含めて説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   まずこの電子自治体の推進の方針のことでございますけれど

も、電子自治体推進協議会というのは全市町が参加しておりますけれども、その下に各部

会のような形で、電子申請、電子申告、そのような各市町が希望によって参加する形での

事業推進となっております。例えば電子申請につきましては、先ほど申されたように２１

団体でしたかで構成しておるんですけども、これについては住民票の写しであったり証明

書の発行ということを電子上で申請して、それを市役所のほうに取りに行っていただくと

いうことになっております。交付の時点で一旦市役所に行かないといけないので、なかな

かこの分については利用が進まなかったということもございまして、現在ではその分の取

り扱いはとめております。 

  今、電子申請として取り組んでおりますのは、ふるさと納税に関する申し込み、あるい

は広報紙において広聴のことも含めましてクイズの応募をいただいておりますけれども、

その分で使っております。それから指名願の受付についても行っておったところでござい

ます。それから電子申告につきましては、年金等の給付のデータであるとか、そういうも

のを電子上で受け取るということで進めておるところでございます。 

  先ほど申し上げましたように、申請につきましては、なかなか申請だけしかできなくて、
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窓口に来ないといけないという部分ございますので、他の方法で取られるということもあ

りましてなかなか進んでおりません。ですけれども、県の方もあわせてこの電子自治体と

いうのを進める中で、例えばこれはあくまでも取り組みとしてでありますけれども、電子

入札であるとか、そういうふうないろいろな形での取り組みも進んでおりますので、参加

についてはそのまま当市も進めていきたいというふうに考えております。以上でございま

す。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   どんなもんなんですか。かなり少ないと思えるんですけど。こんだけ

負担金払わされて。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   徴税費のほうに上がってます負担金のほうでございますけど

も、先ほど情報課長から全体的なお話があったわけなんですが、電子申告の部分につきま

して、eＬＴＡＸという名前で地方税ポータルネットワークシステムいうのが全国的なネ

ットワークシステムとしてございます。それが社団法人地方税電子化協議会というのがこ

れも負担金、見ていただいたら２つあると思うんですけども、金額の少ないほうが６３万

７，０８４円、これが今申し上げました略しますと地電協の負担金、これは国レベルのも

のでございます。それでそれのネットワークシステムを使いまして、各自治体におきまし

ては、個々にやられてる自治体もあるんですけども、兵庫県のほうでは４１団体、これ電

子申告に係る分については全団体が加入しております県電子自治体推進協議会負担金とい

うのをお支払いしまして、先ほど情報課長が申しました法人からの償却資産の申告であり

ますとか各事業所からの給報データの申告でありますとか、大きいのでは年金特徴のデー

タのやりとりでありますとか、昨年でしたか、国税連携と申しまして国税庁のほうから所

得税のデータを、今までですと税務署のほうに行ってコピーしてもらってきたような書類

をこのシステムを使いまして国税庁のほうから電子データとしていただくというようなシ

ステムの構築ができておりますので、そのシステムの運用に対する負担金として各市町、

負担割合の求め方、今資料持ってないので御説明できないんですけども、たしか人口割と

か、そういう部分で負担割合は決められていたというふうに思っています。以上でござい

ます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 
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○出田裕重委員   利用率を最後お聞きします。件数でもいいですけども。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   ２３年度の申告書等の提出件数でございますが、給与の支払

報告書が７２１件、法人住民税の確定とか修正申告の提出件数が７９７件、固定資産税の

これも法人からの分ですが、償却資産の申告書が２００件、その後、法人からの異動届と

かの届け出件数が２４件、トータルで１,７４２件、ちなみに平成２１年度からこれ私ど

ものほうはスタートしておるわけなんですが、平成２１年度が６５７件、平成２２年度が

１,５４４件で、先ほど申しました２３年度が１,７４２件、毎年少しずつですがふえてい

るという状況でございます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   法人に関しては、こういう広報とか説明とかできてそうですけど、情

報課長の話聞いてると、なかなかシステム的にも、個人というか市民向けには余りなじみ

もないし、広報もできてないしシステムも整ってないという状況であると思います。きの

うも久米委員からホームページのことでいろいろ質疑があったと思いますけども、私も同

じ思いです。南あわじ市としてこの情報化というかそういう動きに対して、主体性が見れ

ないんですよね。業者任せ、兵庫県任せみたいなふうに私はずっと見てますので、この参

考資料見てたら３３ページでも情報化だけで２億２,０００万円使ってるという中でね、

この２億２,０００万円の評価ができないんですよね。業者に言いなりのお金かなと。毎

年そういうふうな感想を持ってます。もっと市としてどういうふうに進めるのかというの

を出していただかないと、なかなか評価もしにくいなと思っておりますので、特に強調し

ておきたいと思います。答弁は結構です。 

 

○柏木 剛委員長   いいですか。ありますか、答弁。今の件について。あればどうぞ。 

  情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   御指摘につきましては、また今後の情報化推進について参考

にさせていただきたいと思います。 

  それから先ほどちょっと言い忘れたと思うんですけど、負担金の割合のことでございま

す、おくれて申しわけございません。均等割が２分の１、団体の人口割が２分の１で計算

しております。恐縮です。よろしくお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 
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○出田裕重委員   ならね、ホームページ見てたんです、電子自治体、兵庫県の。４１市

町村中２１市町しか受け付けてない、残りの２０のまちは何やってるんですか。何で出て

こないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   県と、それから市町が共同で取り組んでいるという分が２１

ということで、あと、大きな市については独自にやられている部分もあると思います。そ

れから電子申請という形で取り組まれていない市町もあると思います。そこら辺の数値的

なものは今資料がございませんけれども、それぞれの市町によって取り組みがまちまちで

あるということでございます。 

 

○出田裕重委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   ７３ページの一般管理費１９節の負担金補助及び交付金の互助会負担

金についてお尋ねします。負担金を出す基準はどういうふうになっとるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   おはようございます。ただいまの御質問にお答えいたします。 

  負担金につきましての基準については、私どもの市の職員互助会につきましては、兵庫

県の市町職員互助会のほうに委託しておりまして、そちらのほうに負担金を出しておるわ

けなんですけども、給料の１,０００分の２ということになっております。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   これには会員の会費というのは幾らでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   職員の会員の掛金というのは給料の１,０００分の４という

ことになってございます。 
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○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   それでですね、この資料の２３ページから、職員数は１８名足して５

９０名ということでよろしいんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   付属資料の２３ページのことですね。もう一回、登里委員、どの数

字を言われたんでしょうか。 

 

○登里伸一委員   対象の会員数、職員数がこの資料からいきますと、一般職５７２名と

広域水道企業団等の１８名を含んで、このラスパイ指数を出しておりますが、５９０名が

対象になるんでしょうかということです。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   逆でございまして、水道企業の職員は除かれますので、平成

２３年度でございましたら５７２名から１８名減の５５４名となってございます。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   この金額に対する使用した内容的なものをお聞きしたいんですが。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   細かなことはちょっとわからないんですけども、その主要事

業としましては、例えば職員の病気したときの入院の見舞金であったり結婚されたときの

祝い金であったり、また職員が人間ドックへ行ったときにお金がかかるわけなんですけど

も、助成金が出てございます。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   職員の退職のお祝いなんか出しておりませんか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   合併以前は出とったこともございますけども、現在は出てお
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りません。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   互助会の負担金は、打ち切る自治体が非常に多くなってまいりまして、

神戸市なんかもそうですね。前に一度質問したことがありますが、これはこの先どのよう

に考えておられるのか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   以前にも御質問いただいて、掛け率の減少ということを御報

告申し上げましたけど、平成２３年度以降、平成２４年度も先ほど申し上げました１,０

００分の２ということでございますけども、平成２２年、２１年は１,０００分の３．５、

また平成２０年度は１,０００分の５というようなことで、今の財政事情とか、また社会

情勢の中で、やはり職員厚遇も言われておりますので、今後とも減少に行くか現状維持に

なっていくものと思われます。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   ほかのことに行ってもよろしいでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   どうぞ。 

 

○登里伸一委員   ８１ページの委託料で市民意識調査業務委託料というのがあります。

これはどんなことでこの結果を市民には公表しとるのでしょうか、広報とか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   この委託につきましては、２３年度総合計画の後期基本

計画を策定しております。その際に市民の方々にアンケート調査をさせてもらっておりま

す。 

 

○登里伸一委員   了解しました。もう１点、お願いします。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 
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○登里伸一委員   １０５ページ、住民基本台帳のカードの関係ですが、この利用状況等

はどのようになってきてるかお聞きしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   住民基本台帳カードの発行数をまず申し上げます。２４年３

月末で２,０４４、普及率といたしましては４％でございます。内容といたしましては、

写真のないカードが８０６、写真ありというのが１,２３８ということで、写真のないカ

ードをおつくりいただいた方には電子申告等にお使いいただく、また、写真があるカード

については本人確認書類としてお使いいただいているような状況でございます。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   実は恥ずかしいんですが、私も１回も使ったことありませんが、これ

自身は、住基カードを利用したいろんな行政の市民の人は、利用して相当な利用数とい

うか、メリット的に感じているような状況なんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   利用のメリットですけども、特に最近は金融機関等で本人確

認の必要性、また市役所の窓口においても写真つきの証明書による本人確認等をいたして

おります。そういう折に免許証等のお持ちでない方については、とても有用なものである

と思っております。また、電子申告にお使いいただけるというようなメリット、また転入

転出の手続のときの特例を受けれるというようなメリットがございます。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   できるだけ市民に、やっぱり使ってこうしたらいいんですよという利

用の仕方をもっとＰＲせんことには、宝の持ち腐れになるんじゃないかと存じますので、

その意見を加えまして終わります。 

 

○柏木 剛委員長   答弁はよろしいですか。いいですか。 

  では森上委員。 
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○森上祐治委員   ９５ページ、国際交流費のセライナ市受け入れ事業補助金４５万１,

０００円についてお尋ねいたします。付属資料のほうでは、２３年度の受け入れ、セライ

ナからの子供たち及び引率者、学生が４名と引率者１名と。 

 

○柏木 剛委員長   何ページですか、付属資料の。 

 

○森上祐治委員   ３７ページです。学生４名と引率者１名と、計５名で来られたという

ことなんですけれども、ちょっとこれ少ない感じがしたんですけども、その辺は何か事情

があったんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   いっときアメリカのほうで大不況になって、一旦こっち

来るのをやまったときがございます。それ以降、ちょっと人数が減ったというような形に

なっております。その以降につきましては、できるだけ人数を確保できないかということ

も向こうと相談もさせていただいておりますが、セライナ市の主体になっていただいてる

ところにお任せしておりますので、現状においては景気の動向によって減ってきたという

判断をさせていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   ちなみに、ことしの夏は南あわじ市からセライナのほうに子供たち行

ったんですよね。そのときの子供たちの人数と引率する陣容の数ですね、あるいはその内

容、役割分担とか、その辺お聞かせ願いたい。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   学生が８名、引率が４名、計１２名訪問させていただい

ております。日数につきましては１３日間お邪魔させていただきました。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   普通子供たち１０名前後、七、八年前、私も８年前に引率随行の１人

として参加させていただいたことあるんですけども、あのころは１０名超えてたと思うん

ですよね。今も現に８名の子供たちが参加していると。それだけ参加してたら、大体団員
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編成としたら団長がおってですね、外国行くんだったら通訳の係がおって、子供たちの世

話人がおってと、最低３名ないし４名、ことしは４名行かれたと、これが普通の形なんで

すよね。と思うんですよ。ところがこれ見てたら、セライナからは学生４名と引率者１名。

引率者いうのはどんな方だったんですかね。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   セライナ市の方で受け入れのお世話をしていただいてる

方でございます。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   さっき申し上げたように私も８年前にセライナに訪れました。率直に

申し上げて、あの８年前でもですね、ちょっと向こうの受入態勢のほうがえらいんじゃな

いかなという印象を私個人は持っておりました。それから８年もたちます。今、課長の答

弁では、それから途絶えたこともあったと。実際、アメリカの経済の動向とか失業率とか

いろいろな情報を見てますと、アメリカ国民も大変な生活をしてると。ましてあの辺のセ

ライナ市は非常に小さな中部のまちで、田園地帯で、さして大きな工場もないし、近くに

はホンダの大きな工場が進出してました。けども、そこにはかなりセライナからも勤めに

行ってる人もいると聞いとったんですけども、それもどないなってるかわからんし、要は

向こうの側が、かなりこの交流については重荷になってきてるんじゃないかという印象を

持つんですね、このたびの２３年度のこの人数から見ても。その辺はどういうふうに把握

されてますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   先ほど申し上げましたとおり、サブプライムローンの関

係で非常に不景気になったというようなことで、一旦資金調達ができないということで、

こちらに訪問することをやめたときがありました。当市につきましても、合併後すぐの募

集の折、あちらにお邪魔する分については十七、八名やったと思うんですけれども、応募

があって、選考して１０名に絞ったという経緯もございました。今、応募が８名やったと

いうことですので、双方について非常に人数が少なくなってきたということについては懸

念しております。 

  しかしながら、事業の本旨としては、非常に訪問後ホームステイの後に、勉強になった

というような報告書も今作成中ではございますが、そういう御意見を学生さんからいただ
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いておりますので、やはり行く前は少し遊び半分かなという子供さんもいらっしゃるんで

すけども、やっぱり行った後は、いろんな社会を見て自分のために、将来のために１つの

蓄積になっているというふうに感じております。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   私は何もこの交流事業を考え直して、やめろというようなことは全く

ないんですよ。やっぱり続けるべきであると。特にこちらの南あわじから向こうに行って、

アメリカを体験すると、一緒に行った子供たちも非常にいい勉強したと思いますし、毎回

そういういい体験学習を夏休みに子供たちされてると思うんですが、こういう国際交流事

業、姉妹都市提携というのは、見てますと、やっぱり長いこと続けば続くほどマンネリに

なって、熱が冷めてきて、とにかく重荷になってるところがちょこちょこあるんですよ。

私も知り合いがおって、京都の宮津市とフロリダの何とかいうまちの交流事業、聞いたこ

とあるんですけれども、そこも非常に厳しくなってきて、これは大人同士の交流なんです

けど、やまりかけて云々と、いろいろ工夫されてですね、何とか続いていると。だから、

やっぱり南あわじのほうは、ことしも８名、子供さん応募があったと。まだまだ交流意欲

はあると思うんですよね。ところが向こうのほうは、保護者のほうとか、いろんな親のほ

う、地域のほうが重たなってきとるというようなことで形を臨機応変に変えて・・・。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員、ちょっと論点、要旨を簡潔にひとつ。 

 

○森上祐治委員   だからそういうふうに考えていったらどうかと思うんですが。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   参考にさせていただきながら、また国際交流協会の方々

と相談させていただきたいというふうに思います。以上です。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   先ほど、ことしの参加は８名募集、全員８名とお聞きしたんですけれ

ども、今、報告書を作成しているということでございます。私も８年前に団長として参加

してですね、これはこれからもずっと続けていかないとなということで、アフターケアを

ね。ただ、参加しただけで終わったらこれはもったいないと。だから毎年毎年１０名前後

の子供たちが体験して、ふえていきよるんですから、その子供たちがこの南あわじ市の土
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地で、もっと後々までも交流を深めてですね、何かそういう同窓会とか、つくらないかん

なと私思っとったんですが、その辺今どういう形になってますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   訪問する前に研修会を数回開かしていただきます。訪問

後につきましては、その反省を含めて報告書を書く。それから次年度以降については、受

け入れ時にホームステイも含めて一緒に参加していただくということの相談もさせていた

だき、それを義務化しているような状況にございます。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   非常に子供たち、こういう国際化時代で、子供たちにとっては非常に

いい企画であると思いますんで、ぜひともですね、相手方もあることなんですが、その状

況をよく把握しながら、ぜひともこれを継続して膨らましていただきたいなと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ７１ページの全国町村会総合賠償保険料について二、三伺いたいと思

います。まず保険料５１４万何がしかの保険料を掛けておるわけですが、２３年度にこの

賠償について保険金は南あわじ市のほうにどのくらいのものが入ってますか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   保険賠償金としまして１２８万９,７６８円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私この賠償保険というのは市にとってありがたい賠償保険であると思

っとるんですね。私自身もこんだけまで考えてこういう保険があったんかなということで、

ちょっと感心しとるくらいなんです、この保険についたら。今まで私どもに専決で賠償が

いろいろあったわけですが、溝の溝ぶたがなくなって落ちて車が破損したということに対

しても賠償があったと。市道がくぼんでおって、それに対して車が走っておって損害が起
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こって、それに対しても賠償保険がおりてきとると。その前には、台風で阿万体育館か何

かが、何かが飛んで民家に当たったその賠償保険もここから出たような記憶があるんです

ね。この賠償保険の賠償の適用範囲やね、これどれぐらいあるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ただいまいろいろおっしゃっていただいたようなことが対象

になるんですけども、かなり広範囲にわたっておりまして、基本的には市が所有、使用、

管理する施設の瑕疵及び市の業務遂行上の過失に起因する事故について、市が法律上の損

害賠償責任を負う場合の損害に対して総合的にカバーするというような保険の趣旨でござ

います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら１つの例を挙げますと、例えば指定管理をしてある施設の何

かが災害によって周辺の民家あるいはその他のものに損害を与えたというような場合もこ

れは賠償の対象になるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   最近、対象になりました。市と同様に指定管理したところの

施設とか指定管理者の行う行事、ただし、独自の行事は別なんですけども、市として行う

べき業務を指定管理者が行った場合、対象になってございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうしますとね、市は今指定管理してあるところが非常にたくさんあ

ると思うんですね。例えば私どもの地区の公会堂とか公民館とか、そういうやつも市の指

定管理の対象になっとると思うんですが、その辺の建物による民家に対する損害を与えた

場合も、この損害賠償の対象になるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   もちろん施設のほうの瑕疵というか、例えば瓦が落ちたとか

ですね、そういった場合は対象になると思います。 
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○印部久信委員   わかりました、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ８１ページの市民意識調査のことですけれども、先ほども質疑ありま

したが、これは総合計画審議会のもとで調査をやられたというふうに理解しとるわけです

が、それ間違いないですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   そのとおりでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますとこの総合計画審議会というのが委員等の報酬というのは

この１節の４８万８,０００円の中に入っとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   そのとおりでございます。４８万８,０００円は、総計

審議会の報酬でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、関連してお伺いしますが、この総合計画審議会の委員

の任期はどうなってますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   市長から諮問いたしまして、答申を受けて、それが任期

の終了かと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   いつからですか、そしたら。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   今ちょっと手元に資料持っておりませんので、休憩時間

に調べさせていただきます。 

 

○柏木 剛委員長   この件はこれでもういいんですか。 

 

○蛭子智彦委員   保留。続きはまた。 

 

○柏木 剛委員長   わかりました。じゃ次移って印部委員。 

 

○印部久信委員   ８１ページのくにうみ協会の関係で５００万円と職員派遣３３０万円

について伺いたいと思うんですが、私はいつもこれ不思議に、もう一つ理解できらんので

すが、このくにうみ協会というのはそもそも淡路３市でどういうような位置づけされとる

んですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   今くにうみ協会の規約等はちょっと持ち合わせてないん

ですが、事業としましては、環境美化月間、いわゆる全島一斉清掃のそういうことであっ

たり、淡路の緑化事業であったり、２３年度からは大きなものとしましては、古事記編纂

１３００年記念事業、そういったものを扱ってる団体でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ市長、私は思うんですが、国に置きかえたらこの協会というのは

何や公社公団みたいな感じ受けたりするんですが、こういうものの事業見よったら、淡路

広域に入ってもうて、淡路広域一本でやったほうがええん違うんですか。何かこの組織見

よったら、県の局長は退職した後来たり、何かわけのわからん組織で、その中に観光協会

が入ったり、果ては市の職員が派遣されたり何かわかりにくい組織、もういっそ淡路広域

に取り込んでやったほうがすっきりするん違うんですか、市長。 
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○柏木 剛委員長   よろしいですか。市長。 

 

○市長（中田勝久）   私も１００％の確認はできてないんですが、実は２１世紀協会と

いうのがございまして、これを発展的に解消する、その場面で今お話出ている協会に移行

していったと。たまたまそのときに県が基金を持っておりまして、その基金をうまく淡路

全島で活用させてもらおうという意味もあったんですが、ほとんど基金は県が持って帰っ

て、一部その中の果実を協会のほうに積み立てて、その運用ということで進んでおります

が、ただそれだけでは果実は今もうほとんど減ってきております。 

  以前は今はもうなくなりましたが、女子駅伝とか、そういうのも全部そこで、それから

若い人たちの講座いうんですか、淡路の国生み勉強会とかいうものをやはり主にやってい

たんですが、今お話のとおり、かなり最近そういう事業が少し後退している、しかも主体

性がどこかなというとこも確かに出てきております。職員も私から言えば少し多いん違う

かなと、もっと精査することによって、そういう経費も節減できるんじゃないかなという

ふうに思っております。ちょっとまだ発足して間もないんで、いろいろと精査する部分が

出てこようと思いますんで、また内容について詳しく説明したいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今市長言われたように、淡路広域が何のためにあるんかということで

すわね。淡路広域が今市長言われたような、調整するための機関が淡路広域であると思う

んです。くにうみ協会いうのは何かまた淡路広域の上部団体かのごときのような存在やっ

て、県の局長やそんなもんが来ておると。ある意味で淡路広域にとったら、まがる存在み

たいに思うんよな。あるほうが物事解決しにくいように思う。これはもうぜひ市長、くに

うみ協会は淡路広域に組み込んでやってもらうようにぜひ進めていっていただきたいと要

望して終わります。 

 

○柏木 剛委員長   いいですか。 

  市長公室次長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   今市長のほうからも御答弁ありましたように、このくみ

うみ協会は、もとの２１世紀協会、それから花博記念事業協会、これが合併した組織とい

うことになっております。現在、理事長は、瀧川理事長で、その下に副理事長、あるいは

専務理事、これらについては委員御指摘の県民局長のＯＢの方が就任をされておると。 

  それから広域行政と全く仕事の中身は別でして、先ほど委員のほうから観光というよう

なお話もあったんですが、観光につきましては、この４月から、この会から別組織でひと
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り立ちをしております。事業につきましては、１０月に行われる淡路島のロングライドで

あるとか、広域行政の場合は、広域の食肉センターの管理運営だとか、ごみの関係ですと

か、そこら辺は広域行政の事務組合で行っておるんですが、ここについては、県と３市と

共同でやるような主に事業、イベントのお手伝いを常にやっていただいてるというような

ことで、少し広域行政とは趣が違う団体かなと。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そういう答弁があるんなら反論したいんですけど、くにうみ協会の理

事長が民間人なんやな。淡路３市の市長が、当番制ででもやりよる協会なら市の職員を派

遣していくのも黙認せざるを得んと思うんやけども、理事長、協会の会長が民間人のとこ

に何で公務員が税金持っていかんといかんのですか。これはおかしいと思う、考え方によ

ったら。こんなもの私にとってはまがる存在やから、淡路広域で仕事やれないはずがない

んや。淡路広域でやれらんはずがない。そういうことで終わっときます。 

 

○柏木 剛委員長   いいですか。 

  市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   先ほどの蛭子委員の御質問で資料がございましたので。

任期でございますが、２３年９月１日から２４年３月３１日まででございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ３月３１日で答申を出して終わるということなんですが、これと加え

て、南あわじには活性化委員会とか、似たような組織があるんですけれども、それとの関

係はどうなるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   総計の審議会につきましては附属機関でございます。活

性化委員会につきましては、私的諮問機関として要綱で対応させていただいています。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、総合計画審議会というのは、具体的にはどのようなこ
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とを諮問してあるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   基本構想は５年前に策定しておりました。５年がたって、

そのあたりの確認ということで、先ほど市民の方々にアンケートをとって重要な施策、そ

れからその施策に対して市民の方々が満足してるのか、満足度、そのあたりをお聞きしま

した。特に今回、後期基本計画の見直しというようなことでございますので、重要であり

ながら市民の方がなかなか満足してない、そういったものについて、施策についてはやは

り見直していこうというような目的を持って審議いただきました。事務局のほうでそうい

った項目につきましてアンケート結果をお示ししながら、委員の皆様方に御審議をいただ

いたということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、これは大体５年に１回くらい今後もこういう委員を選

んで総合計画をつくっていくということになっていくんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   以前は総合計画の策定というのは自治法上義務づけられ

ておりました。今回法律が改正されて義務づけではない、ではございますが、市の一番最

上部の計画に当たりますので、やはりつくっていく必要があるのかなというふうに思いま

す。そうなりますと、５年スパンで審議員さんに審議していただくというような機会が出

てくるのかなというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   こういう附属機関、組織の委員については、公募ということがテーマ

になるかと思うんですけど、今後はどのような考え方でおられますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   公募委員さんにつきましては、市のほうでも総務部を中

心としてルールを決めております。今後そういう附属機関の委員さんを募る場合には、そ



 

－ 135 － 

のルールにのっとって公募していくという形になろうかと思います。当然この総合計画、

５年先についても、そのルールにのっとって公募になってこようかと思います。 

 

○柏木 剛委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   総合計画につきましては、公募委員として公募することがふ

さわしいんじゃないかというような位置づけをしてます。ただ、全員が公募という部分で

はなしに、定数の１割以上という形でしておりますんで、定数によって公募の委員の数が

変わってくるということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １割以上、何割までですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   １割以上という部分につきましては、少なくとも１割以上と

いうことで１割未満にはならないようにということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その比率はどこが決めるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   公募委員の公募につきましては、市長の命令によりまして、

この基準をこしらえております。それで運用させていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら市長に伺いしますが、この総合計画審議会の公募委員という

のは、どれぐらいの割合で公募するのがふさわしいというふうに思われますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 
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○市長（中田勝久）   総合計画につきましても、ほかの審議会等々につきましても、必

ずしも、今１割以上というのは決めておりますが、その時点時点、時代時代の背景もある

んで、５年先のことを今決めるというのはナンセンスやと思います。逆に１割以上という

のを１つの基本として、５年先の状況がどうであるか、そこで２割にするんか、やはりも

う１割でいいんか、ですから５年先のこと今言えって、ちょっと無理です。 

  ほかの審議会は、その審議会の内容によって当然、今女性の方とか、また公募の方とか

いうのは決めていっております。特に最近、蛭子委員の要望も強いんで、そういう取り組

みも少しはしております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の答弁で今後の方向性というのが示されたというふうに思います。

この総合計画の中に市民意識調査の結果が反映されていくということだと思うんですけれ

ども、この市民意識調査の結果そのものの報告、内容ですね、具体的な項目と、それにつ

いての内容、どのような意識結果が出たのか、これについての公開というのはされてるん

でしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   総合計画は、議会のほうにも提出させてもらってると。 

  意識調査ですか。今ちょっと総合計画自体は持っておりませんが、そのアンケート調査

結果については広報に載せさせていただいたと思います。 

 

○柏木 剛委員長   暫時休憩します。再開は１１時１０分とします。 

 

（休憩 午前１１時００分） 

 

（再開 午前１１時１０分） 

 

○柏木 剛委員長   それでは再開したいと思いますが、委員長のほうから一言だけ。 

  私はこのところで質問を区切るつもりはありません。あるいは時間枠に当てはめながら

進めるというつもりはありませんが、長時間と言いながらも時間は有限です。したがって

市民の関心のある事業がたくさんありますので、できるだけ多くのことについて聞いても

らいたいということですので、いずれにしても質問は簡潔に、答弁はその質問に対してき

っちりと対応した格好で答弁を簡潔にということだけお願いしまして再開します。 
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  ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １０１ページの納期前納付報奨金８１１万７,５６０円が出てますが、

これは納期前納報奨に対する財政措置ということで、歳出として出てるわけですが、市民

生活部長、来年からこれがなくなるわけですが、部長の感想を聞かせてください。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   簡潔に言えいうのも難しいですけども、現在コンビニ収

納も準備中でございまして、その弊害となる前納報奨金でございます。そういった中で、

２回にわたっていろいろ議会のほうでも御審議いただいて御決定をいただいたところでご

ざいますけれども、収納チャンネルのふやす中で収納機会の拡充ということについて、引

き続き努めていきたいというふうに考えております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、部長は答弁でコンビニ収納の弊害になるという言葉を言われまし

たね。この納期前納報奨金というのは、コンビニ収納に弊害になると。しかし、納税者に

対しては、これを楽しみにしながら前納しとる人がおると。コンビニ収納するために、こ

の報奨金が弊害になるということは、ちょっといかがなもんかと思うんですがね。そうい

う発言は納税者に対して失礼でないかと思うんです。そんなばかなこと言われたら困るな。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   納期前納報奨金は、いわゆる繰りかえ払いという形にな

って、本来支払うべきものから報奨金をそこで差し引いて、窓口で納めるという方法でご

ざいますが、この方法につきましては、出納の会計管理者が各窓口で行う場合と、金融機

関の窓口で行う場合しか認めておりません。コンビニ収納につきましては、収納代理会社

を通じてそこへ納めるというようなことでございますので、今言う収納代理会社へは、繰

りかえ払いはできなくて、本来の税額納めて、後から個人に前納報奨金を交付するという

方法しかできないというところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   そしたら今部長の言うた、これしかできないという方法でやりゃいい

ん違うんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   確かにおっしゃるように、前納報奨金をつけてコンビニ

収納はできませんという方法も確かにあるわけではございますが、それにつきましては、

市民との混乱を招くようなおそれが出るということで、前の議会のときにも御説明を申し

上げたところでございまして、それと、まず何よりもこの前納報奨金、今兵庫県下でも全

部収納のコンビニ化を進めるのに全部やめていって、現在、市では南あわじ市が今年度や

っとるだけのところでございますし、そういった時代の流れの中で、そのように御提案申

し上げて御決議もいただいたところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これはその兵庫県で１つで南あわじしかない、別に構わんじゃないで

すか。議会が修正までして可決してあるのを再提出して、これを廃止するようなことをや

っとるのは、どない考えてもおかしい。そんで、今話を聞けば、できらんことはない、こ

れしか方法がないと。これしか方法がないということは、これしかでやったらできるはず

なんよな。手間かかるや間違いがあるや、そんなこと関係ない。やれる方法があんのよ。

コンビニ収納に邪魔になるやらまがるやら、そんなようなことで行政が進めていってこの

納税の収納作業ができると思うとるんですか。 

  市長もこの制度はええからできるだけ残したい言いよったんが、職員のあんたが、部長

が、わざわざ議会がとめてあんのに、また再提出して出してる。そりは議会で可決された

んやから、そんでええねんけど。これを廃止することによって市民税とか何とか１割ぐら

いの未納があるんでしょ。来年度、未納が５％くらいまで下がるように期待しております。

終わります。 

 

○柏木 剛委員長   次行きましょう。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ８５ページの市の活性化委員会事業調査委託料ということですが、先

ほど関連で、これは私的諮問機関であって附属機関でないというような説明があったかに

思うんですけれども、もう一度説明いただけますか。 
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○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   活性化委員会につきましては、市民主体のまちづくりと

新しい公共に基づいた市民主体となった委員会を立ち上げさせていただいて、みずから考

え、みずから行動するという方向性に向かっております。この調査費につきましては、単

に市民の方々が集まって提案だけで終わるのではなく、具体的に行動に移し、それをどう

実践していくかということについて調査あるいは対応させていただいてます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   私的な諮問機関というような、委員会というような言い方をされてま

せんでしたか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   附属機関でありましたら条例に位置づけされて、報酬を

払うというのが基本ベースかと思います。活性化委員会につきましては、報酬なしで要綱

で対応させていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   付属資料の３２ページ、ここにその他地域活性化委員会活動事業等経

費というのが出てますね。そして講師報償費、委員費用弁償というのが出とるんですけれ

ども、これ今言ったことと違いませんか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   この講師報償費につきましては、活性化委員会で研修を

重ねるのに講師、先生を呼んできてしております。また費用弁償につきましては、視察に

行くのに費用を捻出しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いやいや委員の費用弁償をしとるわけでしょ。費用出しとるんでしょ。 
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○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   この４１万２,０００円の種目につきましては、講師報

償費が３９万でございます。残りにつきましては旅費やったかと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いやいや、だから費用弁償しとるんでしょ。これ。費用弁償しとるん

と違うんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ちょっと説明させていただきますと、附属機関の委員につき

ましては報酬を払ってるということですけども、先ほど議論しております私的諮問機関と

いうのは、協議会とか市長に対して諮問するんじゃなしに、その中で話し合いをして、中

で意思統一を図らないというような性質のものでございます。ただし、その中にも費用弁

償、旅費については実費弁償するということは可能ですし、また報償で謝金を払うことも

可能だということで区別して考えております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いずれにしてもね、可能かどうかわからないけれども、この附属機関

というのが、金額の多少にはかかわらないと思うんですよ。金額の大小じゃない。附属機

関というのは、市が委嘱をし、そして今意思統一しないと言いましたけど、報告したり提

案したり、計画を策定して、それを反映するような仕組みになっとるわけでしょ。市の行

政に反映するようなことになっとるん違うんですか。そうでないとね、市費５０万、県費

３００万、これに加えて調査委託料ということで５０万、合計４００万円出しとるわけで

しょう。４００万のうち１００万は市が出しとるわけですよ、費用を。違うんですかね。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   ４００万のうち３００万の県費につきましては、会の主

旨からしまして、自分たちで競争資金を探すということをしております。その中でＮＰＯ

とか、そういう地域のまちづくりをするための県の資金をみずから探してきて、みずから

獲得してきて、プレゼンまでしてきております。それらについて、その補助金等につきま
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しては市を経由するというような形になっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしましたら、この活性化委員会は、市長が委嘱をしたもんじゃな

いんですか。市長の委嘱状は渡してないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   委嘱はしております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   だから言っとるんですよ。市長が委嘱をしてやっとる。自主的なもの

じゃないですよ。ないと思うんですよ。しかも調査委託をしとるわけでしょう、５０万円

払って。やってくださいって市長、言っとるんと違うんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ただいま御指摘いただいてる委嘱してるかしてないかという

ような問題でなくって、その会の性質が附属機関であるのか、これ私的諮問機関と私的と

いう名前がついておりますけども、個人的な私的じゃございませんので、その辺は誤解の

ないようによろしくお願いしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   もちろん個人的なもんじゃないですよ。市長が委嘱して、そして業務

を委託してやっとるから附属機関なんじゃないかと言っとるわけです。そして費用弁償も

その中から払われているということから、附属機関としての要件は整ってるんじゃないか

ということを言っとるわけです。違いますか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   済みません、ちょっと私の説明が足らなかったので申しわけ

ないんですけども、附属機関については、市長に諮問を受けて答申をするというのが最終
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目的でございます。私的諮問機関というのは、それに至らずに、中で協議をして１つのい

ろいろな議題とか話題について話し合いをして、そこで方針を、さっきちょっと私は決定

をしないということを言いましたけれども、決定というか取りまとめはするかもしれない

ですけども、あくまで答申まで至らないというようなものでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これ今話をしても平行線になるんで置いときますけれども、ただ、市

長が委嘱して、しかも調査の委託を５０万円、市活性化委員会事業調査委託、委託をしと

るわけでしょ。するとその結果報告があってしかるべきじゃないんですか、そしたら。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   この調査委託料、活動基盤構築対策というのが中身にな

るわけですけども、これは活性化委員会に委託ではなくて業者さんに委託と。市民が主体

となったまちづくりをどうすべきかということについて業者さんに委託をさせていただき

ました。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   活性化委員会があって、活性化委員会事業をするかしないかという調

査を委託したんですか、その効果についての。これ何をやっとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長  市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   これにつきましては、１つは市民の方々が集まって、ど

ういうふうに意見を聴取しながらどういうふうに行政に事業を反映していくか、あるいは

みずから動くためにＮＰＯでありますけども、それを立ち上げて全国の事例であったり立

ち上げの仕方であったりを内容について調査で委託をさせていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、市の活性化委員会をつくるノウハウを教えてもらった

と。それがこの調査委託ということですか。 
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○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   概要についてはそのとおりでございます。結果として、

１つのＮＰＯを活性化委員会の一部メンバーが主体となってつくったというような形にな

っております。 

 

○蛭子智彦委員   わかりました。そうしましたら、本体の活性化委員会の取りまとめの

扱いというのが、それぞれ立派な活動されておって事業も数多くやっておるということに

なるわけですから、ちょっとよくわからないのは、結局ですね、この地域活性化、南あわ

じ市活性化委員会というのが私の組織なのか公的な組織なのかといえば、これは公的な組

織であることは間違いないですね。そして、その一部とはいいながら費用弁償出てるとい

うことには間違いない。そしてその結果を、これはただ自主的に自分たちが活動するため

にということではなくて、南あわじ市を活性化させるということの事業の調査、研究、活

動、何になるかわからないですけども、その事業を市長は委嘱しておったということにな

ると、これ附属機関と呼ばずに何と呼ぶのか、これについてまた教えていただけたらと思

うんですけど、どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   基本的に附属機関は目的を持って、それに対して答申を

いただくというような部分が主になってこようかと思います。活性化委員会につきまして

は、目的はまちづくりという全方位的な考え方の中で何をするかから入っていくというよ

うな形になっております。結果としてですけれども、歴史のまちづくり、榎列地区でパン

フレットをつくったり、それも競争資金をいただいてですけども、先般の音楽のまちづく

りでしましたように、その分野から個々が実行委員会を立ち上げたり、個々が走り回って

まちづくりをしていくというような結果になっております。また、全般的に延べ１３０回

ほど出られていろんな会議、イベント調整をされております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはわかるんですよ。そのことは別に頑張ってやってくれとるんで。

いろんなこともできてると。それぞれのことについて、自分たちが自主的にやってるので

はなくて、市長が委嘱をしてやってるものなわけですから、その関係がやっぱり附属機関

になるんではないかということを申し上げとるにすぎないんです。そういうことなんです

よ。それであれば必要な手続が要るんでないかということを言っておるわけで。グレーな
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話なんですけども再度調べてみます。終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかの質問ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   まちづくりに関連することで、あと市民まつりのことで、これは８３

ページなんですが、付属資料は２８ページから２９ページです。市民まつりとして４つあ

って、昨年度は震災の影響で、だんじり祭りは中止になったということですけど、この４

つの祭りそれぞれどのような規模でやられているか、またその評価というか効果ですね、

これについて説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   そしたら市長公室所管しております南あわじ食と文化の

市民まつりについて市長公室のほうから説明させていただきます。１０月２９日、それか

ら１０月３０日と開催させていただいたわけなんですが、２９日は前夜祭というようなこ

とで、サンライズ淡路の体育館でカラオケ大会をやっております。入場者数が約５００名、

それから１０月３０日、本番でございますが、あいにく後半悪天候、雨が降ってきたわけ

なんですが、入場者数は４,０００名でございます。以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   私のほうからは、淡路だんじり祭り、４月２９

日に例年行われております市民まつりを御報告させていただきます。平成２３年度につき

ましては、東日本大震災の関係で大会の開催を自粛いたしました。参考までですけども、

本年２４年度、４月の２９日に開催いたしまして、入場者数発表させていただいたのは１

万３,０００人。参加の内訳なんですけども、布団だんじりが２０台、投げだんじり４台、

子供だんじり３台、獅子舞のほう２台というふうなことで御参加いただいております。以

上です。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   続きまして商工観光課の所管であります慶野松原花火大

会、これにつきましては２３年７月３０日に慶野松原海水浴場周辺で行いまして約１万５,

０００人の来客があったということでございます。それからもう１つ、福良湾海上花火大
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会、これにつきましては８月１４日に開催いたしまして、こちらも同じくカウントが１万

５,０００人ということになっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   緑といいますか、食と文化の市民まつりが４,０００名で、残り３つ

が１万３,０００から１万５,０００ということになっています。４つのうち３つは合併以

前からの事業としてやられてて、地域に定着しとるということですけれども、この食と文

化の市民まつりが若干参加人数が少ないというようなことになっとるわけですが、このあ

たりどのような評価されてますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   緑の市民まつりにつきましては、合併以後、旧西淡で行

っておりました雪まつりということをやっておったんですが、地域、緑地域の方々で協議

をいただいて、やはり合併前の４.２９、４月２９日のみどりの日、グリーンフェアとい

うのを旧緑町は大々的にやっております。その思いが強くて、現在のサンライズのふれあ

い公園でグリーンフェアにかわる緑地域の皆さんが出演できるような、そういう祭りを新

しくつくっていただいたのが、この食と文化の市民まつりであるというふうに認識してお

ります。入り込みについては４,０００人と他の祭りに比べて少ないんですが、緑地域の

小学生、中学生、高校生が出演するなど緑地域ならではのお祭りであるというふうには解

釈しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   参考までに聞かせていただきたいんですが、緑フェアというのはどの

ような規模でやられておったのか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   当然合併前のことですので、私も緑地域ではないので。

ただ、子供を連れてよく私もそのお祭りは行かせていただきました。場所につきましては、

今のサンライズのふれあい公園周辺で、緑町役場が主体的になって今よりもかなり大々的

にあそこでやっておったというのは記憶しております。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   なかなかこういう事業、定着するまで時間もかかるということもある

と思うんですが、せっかくこういう予算またつくってやるわけですから、やはりもうちょ

っとというようなところもあるかと思いますんで。いろいろ今後も十分検討いただいて、

ほかの３つに負けないようなものにという思いなんですけども、その点いかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   入り込みについては、他の祭りと少し差があるようなん

ですが、運営につきましては、緑地域全体で実行委員会を組織していただいて、特に自治

会、老人会あたりは非常に熱心に数回、何回も何回も会を開いて、この開催にこぎつけて

おります。４つの祭りを総括しておるのがこの市長公室のほうで、市民まつりの運営委員

会というのも担当させていただいております。この運営委員会におきましても、合併後、

８年経過して、まだ４カ所で祭りをするのかというような御意見もいただいておりますの

で、今後、合併１０年に向けた一本化というようなことも４地域の皆さん方とともに協議

していきたいというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはちょっと違うように思うんですけどね。それぞれ地域が活性化

して、そういうものが総和として南あわじ市が栄えればいいということであって、福良に

してもだんじり祭りにしても慶野にしても、それぞれ特徴を持ってやってきた、まとめよ

うとして大失敗したという、そういうことがあったわけですから、ちょっと反省足らんと

いう感じしますね。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   運営委員会で出たお話をしたまでで、私どもは決して市

役所のほうから一本化というようなことをするつもりはございません。ただ４つの祭りの

実行委員長さんあたりから、そのような意見が先般会を開いたときには出ておったという

ふうなことでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   そうしますと、それぞれの実行委員長はそういう同じ思いでおるとい

うことですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   ４つの実行委員長さんが全てそういう意見ではございま

せん。ただ、中には、いつまでも合併して１０年になるから、一本の祭りをしたらどうや

というような御意見は事務局に対して伺っております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それぞれの委員長が発言ということですので、それ以上のことは申し

上げませんが、それよりも今あるものをいろいろ工夫しながら活性化ということが大事で

はないかと思います。終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 熊田副委員長。 

 

○熊田 司副委員長   ページ数でいいますと、６７になるんですが、全体的なことにな

ってしまうんですけど、管理職の給与の関係なんですけども、平成２３年度の管理職手当

については、支給方法は定額と定率、どちらを採用されましたか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   定率でございます。 

 

○柏木 剛委員長   熊田副委員長。 

 

○熊田 司副委員長   平成２２年度の行財政改革実施計画の進捗管理表の中では、管理

職手当については、定率制から定額制への移行を検討する必要があるというふうに評価さ

れておりました。検討する必要があるということは、定額制のほうがええということで検

討しようと。悪いもん検討する必要ないですよね。と思うんですが、この定率制と定額制、

これどない違ってくるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 
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○総務課長（佃 信夫）   まず定率制は、今の方法でありまして、給料に対する率、例

えば部長でございましたら１６％、我々課長でしたら１３％というような率でございます。 

  定額制というのは、給料額にかかわらず、例えば部長でしたら５万とか、課長でしたら

３万とかいうようなものでございます。総務省のほうからは、定額制にというような提案

もございましたがために、地方自治体においても定額制への移行も視野に入れて検討する

ようにというようなことが３年ぐらい前ですかから言われておりまして、それで我々もそ

ういうふうなことで検討したわけでございますけども、現在も検討中ということで、今年

度についても定率でいってるのが現状でございます。 

 

○柏木 剛委員長   熊田副委員長。 

 

○熊田 司副委員長   この進捗管理表では平成２４年度実施となっております。２２年

度で検討して、２４年度は実施という形になってるので、今検討中というのはどうしてか

なと思うんですが、その点は説明していただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   そもそもこの給与の見直しにつきましては、公務員の給与が

高いというようなことも１つの要因でございます。現在給与の改定が年々ございまして、

人勧とか、またさまざまな要因によって現在、壮年というか５０歳以上の給与につきまし

ては頭打ちでございます。例えば５５歳以上でしたら昇給が半分であったり、管理職に当

たるような職員の給料についても現状維持というのが現状でございます。その中で定額に

したほうがいいのか、また、定率でしたら今の現状で推移していくというようなこともご

ざいまして、ちょっと苦しい答弁でございますが、そういうふうな理由で２４年度も現行

のまま継続しているわけでございます。 

 

○柏木 剛委員長   熊田副委員長。 

 

○熊田 司副委員長   こういう計画を立てて、それに向かって日々努力されてると思う

んですが、そこら辺もしっかりと市民に対して、定額やったらこう定率やったらこういう

のもしっかりと見せて、市民からの承諾いいますか、信頼を得ていただきたいと思います

のでよろしくお願いします。以上です。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 
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○総務課長（佃 信夫）   ちょっと補足説明させていただきますと、管理職についての

手当の総額については、御承知かと思うんですけども、管理職の数についても毎年減少し

ておって、その中でもちろん管理職手当については、率については同じですけども、総額

については減少してる中でございます。いろいろな状況もあったり、またその総務省のほ

うにも確認もしながら今後検討していった中で、先ほど御指摘あったように、一番大事な

のは市民の方々に対する説明責任であると思いますので、それについてはきちんとやって

いきたいと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   関連で今定率制ということで管理職手当、これは給料によって率が違

ってくると思うんですけども、部長、次長、課長、主幹、大体で結構ですんで金額でちょ

っと教えていただけますか。大体で結構です。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長、大丈夫ですか。総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   本当におおよそでよろしいでしょうか。おおよそでですね、

部長級で先ほど言いましたけども、１６％でございますので４３万ぐらいの本俸でござい

ましたら６万８,８００円というようなことでございます。また次長職でしたら、次長は

１４％でございますので、本俸が４２万でありましたら５万８,８００円、課長におきま

しては、平均的なもので４０万としましたら１３％でありますので５万２,０００円とい

う金額になってきます。 

 

○阿部計一委員   主幹は。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   主幹につきましては、例えば本俸が３８万ぐらいだとすると

９％ということでございますので３万４,２００円という額になってきます。 

 

○阿部計一委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。ページ１１３ページまで。なければ質疑終
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わりますが。 

  質疑がございませんので質疑を終結します。 

 

   ② 民生費 

 

  次に款３民生費、ページは１１２ページから１５９ページまでの質疑を行います。質疑

はございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １２５ページのシルバー人材センターについて聞きたいと思います。

まずこのシルバー人材センターの組織は、どういうようになっとるんですか。市が何か関

与しとる組織ですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   健康福祉部次長兼長寿福祉課長の小坂でございます。

どうぞよろしくお願いします。南あわじ市シルバー人材センターは社団法人でございます。

したがって独立した法人であると。市の関与といたしましては、補助金という形で２３年

度については８００万円の運営のための補助を行っております。そういうふうなかかわり

でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私も内容のことは中へ入って聞いたことがないんでわからんのですが、

シルバー人材センターはその対象者が登録しといて、人材センターから仕事があった場合

にそれぞれの対応できる仕事を紹介するという、そういうまず認識でよろしいんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   そういうことでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   その場合、仕事をシルバー人材センターからあっせんされた方は、そ

れに対する当然日当とか費用が当たるわけですが、その費用に対して何％かをシルバー人
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材センターにあっせん料というか何というかわかりませんが、何がしかをシルバー人材セ

ンターにもらった報酬から拠出をするわけですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   シルバー人材センターとその仕事を発注する側との契

約については７％の事務手数料といいますか、それがシルバー人材センターは上乗せして

おります。つまり個人に、会員に支払うお金に７％加えた額で発注者側はお金を払ってい

るという状況です。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この人材センターの事業をしてるのにどれだけの人員でやってるか、

ちょっとそれもわからんのですが、８００万円、補助金出てますね。ということは、シル

バー人材センターは、事業をあっせんして７％のお金をシルバー人材センターの中に留保

するわけですが、それでは当然足らんわけですか、まず。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   足らないと。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、南あわじ市からシルバー人材センターに行っとるこの

補助金８００万円というものは、シルバー人材センターの運営経費の一部を補助しとると

いうように理解してええんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   そのとおりでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それでね、この上のほうに兵庫県シルバー人材センター協会負担金７

万円、それからその下に全国シルバー人材センター事業協会負担金５万円と書いてありま
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すね。ここに決算書に書いてあるということは、市から負担しとるわけですね、まず。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   市もこの県及び全国のシルバーの協会の賛助会員とい

う形で、その構成員の一人ということで参画しております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは誰でも思うの、平たく考えた場合、補助金もらっとる団体があ

りますわね、そこで運営しとると。その補助金もらってる団体の上部団体のいわゆる負担

金を、普通ならもらっておる団体が上部団体に負担金を払っていくんが当たり前違うんで

すか。当たり前やと思う。それを市が団体に補助金出しとる、なおかつ市が補助金を出し

てる団体の上部団体の負担金を市がなおかつ出すいう出し方は、ちょっと不自然やと思う

んですね。こんな不自然なことせんと、要るもんなら８００万円の上に１２万円か、１２

万円上乗せして補助金を出しとくほうが決算資料としてはきれい違うんですか。補助金出

した上に上部団体の負担金をなおかつまた市が出すのは、おかしな出金の仕方やと思うん

ですが、どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   先ほど申し上げたように、この負担金は、市が賛助会

員として参画している分の負担金でございまして、シルバー人材センター自身も、それは

会員としてこの協会に入っておりまして、それはシルバー人材センターのほうから負担金

が払われております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたらこのシルバー人材センターの上部団体の賛助会員ということ

なんですが、シルバー人材センターの上部団体というのは、県、国は、市のシルバー人材

センターに対してどんな影響力があるんですか。何のための上部団体で、これがなかった

ら南あわじ市のシルバー人材センターというのは動かんのですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 
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○健康福祉部次長（小坂利夫）   動かないかと言われれば動くと思います。ただ、この

全国的な、非常に苦しい答弁になるんですが、こういうような団体等の組織について、シ

ルバー人材センター本人も会員として入っている、それに対して市も賛助会員、補足的な

会員としての位置づけがされておりまして、入っているというふうな現状でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   理解ようせんな。ということは、南あわじ市シルバー人材センターか

らも県、国に負担金が出とるんですか。何ぼ出とるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   今シルバー人材センターの決算書を見てるんですが、

ちょっと今よう見つけておりません。後ほど報告させていただきます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ市長、こんな無駄な出費の仕方ないと思うんですがね。市も協賛

団体で負担金出せ、本体も上部団体へ負担金出せ、そんな負担金の取り方ないと思うねん

けどな、上部団体が。ちょっと市長答えてくれ。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   次長のほうがよくわかっとると思うんですが、私は会にちょこち

ょこ出ます。やはり今、高齢者の働ける人たちをどのように社会参画をして、そしてその

地域に少しでも今までの経験を生かすかということで、国の１つの大きな施策の中に入っ

ております、このシルバーの協会なり、また市もシルバーの協会に対して支援をするとい

うような形になってます。ですから、やはりそういう上部団体もそれなりに国の施策につ

いて、それぞれの地域の要望なり、それを取りまとめたものを県は国の上部団体、国が組

織のシルバーのほうへ、国自身に対して協会の全国組織がいろいろ今のシルバー、高齢者

のそういう事業がスムーズに行くようにということでお願いをするなりしている活動する

協会であるので、市が１つの参画の団体ですので、やっぱりちょっとその流れは、２つに

なってると思います。しかし、議員が疑問視されるようなことでは私はないと思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   これ今市長言われたように、国がそんだけ力入れとんなら、県とか国

のシルバー人材センターの協会か何か知りませんが、当然国庫も入っておるし、県なら県

からのお金も入っとると思うんですね。どうも今次長、南あわじ市のほうからも人材セン

ターからも上部団体に負担金出てますか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   その額については、ちょっと今決算書ではよう見つけ

らんので。 

 

○印部久信委員   けど、出とるんは出とるんやな。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   それは出てるというふうに聞いてます。それと国から

のお金ですが、補助金ですが、直接市を介さずに、直接シルバー人材センターのほうに交

付されております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   けど、市長もそういう答弁あって、わからんでもないんやけど、同じ

団体から、当の団体からも負担金取る、関係しとる市からも負担金取る、そりゃちょっと。

どっちにしても払うんなら１本にしといた方がええん違うんですか。そんでないと、あっ

ちからもこっちからも取れるところから取るいうのはおかしいと思うな。そんで終わりま

すわ。よう検討してください。こんなん普通の人が見てもちょっと理解しがたい。 

 

○柏木 剛委員長   それでは、この辺で午前中終わりまして暫時休憩します。再開は午

後１時ということで。 

 

（休憩 午前１１時５７分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○柏木 剛委員長   それでは再開します。 

  午前中に引き続きまして民生費を議題とします。 

  健康福祉部次長。 
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○健康福祉部次長（小坂利夫）   午前中の印部委員からの質問に対しましてですが、シ

ルバー人材センターが支払ってます県の協会への負担金ですが、１４万円でございます。

また、全国の協会への負担金は９万円となっております。以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうなりますと、トータルしますと、市と人材センターで２１万、県

が１０万、５万で１５万で、トータル３６万の上部団体への負担金を出しとるということ

ですね。これ次長、１３１ページにシルバー人材センター派遣委託料３９０万何がしかの

お金が出とるんですね。これは一体どういう金ですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   これはさくら苑が運営するために夜間の宿直業務とか

をシルバーに委託していると、つまりさくら苑、市のほうが発注者としてシルバーに委託

している業務の委託料でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   わかりました。最後に詳しくなくていいんですが、このシルバー人材

センターの事業費の決算書の国から入っておる金額と、入の総事業費のトータルを言って

くれますか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   まず、国からの収入でございますが、補助金として７

１０万円入っております。そして収入の合計でございますが、契約金額として業務委託料

として入ってる分でございますけれども４億１,９８０万円余りでございます。 

 

○印部久信委員   結構。終わります。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   １１７ページの、障害者福祉の委託料と、もう１つは１２３ページの
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老人福祉費の委託料、決算書には決算で支出がなかったんで項目が上がってないんですが、

予算では透析患者通院移送事業委託料いうことで７９万円と百何万円か上がっておりまし

た。委員会でもお聞きはしたんですが、結局、透析患者への委託料はどちらも支出実績が

なかったということですね、確認したいんですが。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   障がい者のほうですけども、昨年度は実績はなかったです。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   高齢者についても３人の方が申し込みがあって交付し

ましたが、実際の使用というところまではいかなかったです。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   初乗り運賃、タクシー代を月に６枚補助するということで、業者に委

託するいうことになっとんです。２４年度もそれぞれ３９万６,０００円、予算として計

上しておりまして、直近の委員会でもお聞きしたんですが、そのときも実績がなかったと

いうふうに報告を受けてます。これ振り返ってみますと、２３年３月議会の補正で、市民

生活に光をそそぐ交付金事業ということで国からおりてきまして、この委託料を設けまし

たということなんですけれど、２３年実績なし、２４年度も現在のところは実績はあるん

ですかないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   障がい者のほうですけども、今年度もまだ実績は上がってま

せん。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   高齢者のほうも同じでございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 
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○久米啓右委員   利用しにくいと思うんですね。透析患者の方はスケジュール組んで透

析に行かれるんで、自家用車あるいは家族の方で送ってもらうとかいうことをしとります

んで、この交付金のほうは２５年度において、もう少しメニューを変えてやり方ですね、

使うということは可能なんですかね、予算的に。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   昨年からこの事業実施しているんですけれども、ここへ来て

まで実績がないということで、やっぱり使いにくい、初乗り運賃５５０円を毎月６回分と

いうことで使いにくいというのもあります。それと、透析患者につきましては南あわじ市

で２つ機関があるんですけども、１つの病院のほうでは送迎バスを２００円の本人負担で

利用しています。ですので、初乗り運賃５５０円の６回補助をするだけでは２００円と比

べますと本当にかけ離れていますので、それも使いにくい要因かと思います。その券が使

いにくいということであるならば、初乗りでなしに５００円券などを、例えば１０枚とか

出したりして中身を変えて実施してはどうかという検討をしております。どのように制度

設計をしたらいいかというのを検討中でございますので、２年で終わるというのもせっか

くの透析患者タクシーの利用ということなので、制度設計を変えてみて、また２５年も予

算要求のほうはしたいと思ってます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   メニューは御検討いただきたいんですが、私の案と言うとおかしいん

ですけども、市長公室でするデマンドバス、デマンド福祉バスという形で計画できないか

と。透析患者の方も登録されてる方わかると思うんで。その辺をもう少しデマンド型でや

っていけば多少費用はかかるかなとは思うんですが、そのバスのことも検討されるという

ことなので、これこそ市長公室がやってるデマンドバス２年間試験実施などより、非常に

私は有効にデマンド型の市民の足を確保できるかなということです。福祉が目的ですので、

一般の方が乗ることについてどうこうということになると検討も必要かと思うんですけど

も、これは私の私的な案ですのでまたよろしくお願いしたいと思います。この件に関して

は終わります。 

 

○柏木 剛委員長   いいですか、答えてもらわなくて。 

 

○久米啓右委員   いいです。 
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○柏木 剛委員長   じゃ、次行きます。 

  出田委員。 

 

○出田裕重委員   １１５ページ、福祉いきいき住宅補助金。参考資料は５１で、説明を

読ませていただくとよくわかるんですけども、いい事業だと思ってます。対象者は３名と

いうことで、具体的にどういう工事をされたのかと、一番聞きたいのはケアマネジャーと

いう方が間に入って、こういう工事の見積もりから発注までどんなふうにされてるかとい

うのをちょっとお聞きしたいんですが。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   工事の種類としては段差対象であったり、手すりの取

りつけ等が主なものでございます。あと、浴槽の改修であったり、トイレを和式を様式に

かえたり、開き戸を引き戸にかえたりとか、そういうふうな工事もできます。その対象者

なんですが、このいきいき住宅の対象者は所得制限をしておりまして、低所得者の方を対

象にいたしております。手続的には、まず介護のサービスの対象、介護要介護認定を受け

てる方であれば介護のサービスが優先されます。２０万円までは介護のサービスで提供し、

２０万円を超して１００万円までの分についてこの福祉いきいき住宅で対応していきます。

基本的には、ほとんどの方が介護を受けておりますので、ケアマネジャーがまず相談に来

られます。相談に来られましたら、この福祉いきいき住宅の該当になるといった場合は建

築士とかが現場を見に行きます。そして、その方の必要な工事の確認をして、確認した工

事について実施すると。それで最終確認をして市のほうが補助金を出すというふうな流れ

になっております。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   そこでケアマネージャーさんと建築士という名前も出てきましたが、

そういう方はどこから派遣されてるんですか。ボランティアですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   決算書の１１３ページなんですが、報償費ということ

で福祉いきいき住宅改良相談員報償費１万５,０００円を支出しております。１人一回限

り５,０００円でして、３人分お支払いしております。この３人分というのが先ほどの３

件の分です。この方が民間といいますか有償でお願いしている相談員でして、あとその現
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地を確認する相談員として市のほうで任命しております。これは市の職員でして、住環境

コーディネーターだったり社会福祉士だという資格者を任命しております。６人、今現在

おります。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   そこでなんですけど、市から税金を使ってその現場を確認されて建築

士の方、ケアマネージャーの方でいろいろ相談されて、次発注ですよね。ここでよく言わ

れるんですけども、どうやって業者を決めてるのかと。もちろん個人の財産にそういう工

事をするんですから、その介護を受けてる方がここの工務店使いたいと言えばそこでいい

と思うんですけども、そういう発注する人が工事業者はどこでもいいというような考えに

なったときに、建築士さんとケアマネージャーさんがどういう基準で工務店なり工事業者

を選んでるのかというのがちょっと見えないというような声も聞いていて、こういう市の

事業でやっているのに、最後発注は何かその近くであったり、話しやすい、相談しやすい

工務店にすぐ行ってしまうのかというような疑問を受けているので、その辺はどのように

してるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   発注はその申請者のほうで行っておりますので、直接

市のほうがこういう基準というふうなことは設けておりません。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   まあまあ、余りこんなとこでも言いたくないですけど、発注者の人が

どこでもいいと、私、工務店知らんねんというときはあると思うんですよね。そういうと

きに、やっぱり登録業者というか小規模の入札の受け付けもありますよね。そういうとこ

で広く選らばれてないんじゃないのかという声があるんですけど、その辺についてはどう

答えられますか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   先ほども申し上げたように、直接市のほうに、逆にそ

ういうようなことはどこかというようなことも聞かれたことはないですし、基準も特にあ

るというわけじゃないんで、まさに発注される側の意志でということで行っております。
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今、小規模の事業者等の一覧表とかのことを提示したり云々ということもしておりません。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   僕はしたほうがいいんちゃうかなと思います。ケーブルテレビの工事

とかでも、市内の工事業者一覧いうような紙が回ってきたりしてたし、僕はこの事業にも

そういうのはあっていいんじゃないかなと思いますので、一度検討していただいたほうが

いいんじゃないかなと思います。２３年度に限ったことではなくて、これから続く事業や

し、もっと広がってほしい事業やと思いますので、そういう検討をぜひ、していただきた

いなと思うんですけど。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   大手の業者さんも参画を最近はされておりますし、い

ろいろあります。検討はします。 

 

○出田裕重委員   はい、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １１９ページのきららウィンズの駐車場借上げ料９２万４,０００円。

これについては適正規模で借りられていると思うんやけど、この辺、市の借上げというの

は大体一つのめやすあるんやけど、これが適正価格かどうかというのはきららウィンズの

駐車場、大体どれぐらいの面積規模をこの値段で借上げられておるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   きららウィンズにつきましては、ウィンズの敷地を借り上げ

ております。敷地面積が１,０６７.２４平米で、７４万４,０００円として借り上げてお

ります。そして、もう一つ浦壁公会堂の駐車場を１区画２,５００円で６区画借り上げて

おり、これが合計で９２万４,０００円となってます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   浦壁の駐車場というのは比較的距離はありますよね。 
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○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   この浦壁の駐車場は職員の駐車場として借り上げております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   関連でちょっと、市民交流センターモデル地域で西淡志知地区、モデ

ル地域としてなりましたね。あの辺は、私は聞いてるんですけど市民交流センターの駐車

場が確保できてないということで、来春からモデル地域として実際やっていただくと思う

んやけど。その辺の駐車場等の確保というのは、大体、市の駐車場を借り上げるというた

ら１反で７０万円というのはそういうような値段で借りるのか新たに購入して駐車場をつ

くったるのか、どういうものが今後のお考えなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   西淡志知公民館の駐車場のほうですね、ただ今

９月補正のほうで上程させていただいたところなんですけども、平米単価で実績公募同じ

なんですけども。これで算定しております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   市としていろんな土地を借り上げてるんだ。１反何ぼとかいうのはや

っぱり地価で決定しているのか。評価というか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   この点については市のほうの土地評価の審査会

がございまして、当然ながら、その土地の近隣の標準的な土地、これの過去のいわゆる実

績等を勘案しながら算定していっております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   結局、市民交流センターの西淡志知地区の駐車場を確保してあげてい

ただけるのは、これはもう間違いないな。 
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○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○谷口博文委員   もう、終わります。言いにくいようだったらやめとく。 

 

○柏木 剛委員長   次に、川上委員。 

 

○川上 命委員   始めてしゃべるんですけど、１５３ページの学童保育についてちょっ

とお尋ねいたします。このページの中に、学童保育業務委託料として５７０万円上がって

おりますし、また改修工事として、これは設計監理費として７５万円と。それと、学童保

育施設改修工事１,４００万円ほど上がっております。確かに、最近学童保育はなかなか

父兄の間でも非常に喜んでいる事業でございますが、これだけの費用を突っ込んだ中で、

事業としてはまあいいことですが、子供に全て平等にこの学童保育が行き渡っているのか、

行き渡っていないのか、このことについてこの説明と両方をお願いいたします。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   少子対策課の田村でございます。よろしくお願いいたし

ます。先ほど御質問のありました１５３ページ決算書の学童保育の業務委託料、また施設

改修工事費等、設計監理費のほうでございますけれども、これにつきましては、阿万地区

の学童保育、それと榎列地区の学童保育の関係でございまして、阿万地区におきましては

小学校の図書室を、一応間仕切りを致しまして学童保育の生活スペースを確保いたしてお

ります。 

  それから、榎列のほうにつきましては当初松田公会堂のほうでしておりました保育場所、

地域の要望もございまして榎列小学校の学校地内に移転をいたしましたその経費等でござ

います。 

  それからもう１点、全ての児童にこういう機会をというところかと思うんですけれども、

今のところ、市内におきまして１０カ所学童保育所を開設しております。特に西淡地区に

おきましては、学校統合の関係もございまして充実しているとは言いませんが、今後の課

題といたしまして広域的なことも考えながら、また学校の統合のことも考えながら今後進

めてまいりたいと思います。他地区につきましては、また小規模な学校のほうは未開設と

いうことでございますが、これも今後の課題として取り組んでまいりたいと思いますが、

今のところはニーズに答えた形で１０カ所運営をさせていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 
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○川上 命委員   よくわかりましたけれど、ただ西淡地域にとっては統合ということで

いろいろあるということで、今のところは全然計画がないということなので。子供は日々

成長しておりますし、これだけ２年、３年、何年になるかわかりませんが、そういった教

育の機会、均等がなかったら、していただけなければ大変なことになると思うので。今回、

計画というものは持っているんですか。どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   一応計画は持ってはおりますが、なかなか計画通りには

進まないことが多々あろうかと思いますが、地元の要望等がございましたらそれに沿いな

がらニーズ調査も含めまして、今後、徐々に開設の方向に向けて検討していきたいと思っ

ております。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   今、課長のほうから計画等、今後随時していくということで、なるべ

く早急に他におくれないように、そういった施設というものをしていただきたい。 

  それと、そういった地域には伊加利の小学校の空き地でやまの学園というのをしている

わけですが、こういったことでそういった学童保育のできない、おくれているところは補

充するとかいう教育関係との連携というものはどうですか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   学童保育未開設の地区につきましては、放課後子供教室

という形で教育委員会のほうで運営をしていただいております。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   放課後子供教室につきましては、学童保育を実

施されてない学校区、６校区の中で放課後、大体週に１回に限りますけども、放課後子供

たちを１年生からこれは６年生対象なんですけども、登録させていただいて、共同生活ま

た宿題等がそうなんですけども、お預かりしております。いわゆる夏休み期間においては

やまの学園というようなことで、伊加利公民館のほうでお世話になりながらこれは市内全

校区対象の児童生徒を対象にして募集させていただいて、ことしも１５日間ですか、実施

させていただいたとこです。当然、地域の御協力もあってできている事業でございます。 
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○柏木 剛委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   これと関連あるので、１４７ページの保育所改修工事とシステムと施

設設備管理委託料と、関連性があるのかないのかちょっとわかりませんが、結局、今回国

会のほうでも幼保一元化はできなかったという。どこに欠陥があるのか知りませんけれど

も、できなかったということで、この間の新聞では民主党が消費税のアップとともに全国

で待機児童が多いということで保育の充実ということで、保育士また施設の充実というこ

とで今後かなりの予算を組んでおりますが、そういったものを踏まえた中で南あわじのほ

うも幼稚園の問題があるわけですが、今後、今の状態は児童の待機というのがあるのかな

いのか。それとも、その説明と今後施設を、幼保一元化はできないのは、もうわかってお

りますので、今後そういった計画が随時知らされているのか、そのことについて答弁をお

願いいたします。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   待機があるかどうかということですけども、まず、待機児童

というのは一つの保育所で定員オーバーということではなくて、ここがいっぱいであれば

こちらの保育所はあいているというふうなことであれば待機児童とは言わないんです。で

すので、ここ合併してからでも待機児童というのは南あわじ市のほうではございません。

ですので、低年齢の子供さんふえていますけども、待機児童は今のままでは発生はないの

かなとは思っております。 

  それと、改修費なんですけども、２３年度はちどり保育所北阿万保育所の耐震補強と、

志知保育所、神代保育所の屋根と外壁の改修等をしました。あと、計画的に来年度以降で

すけども、市保育所は外壁と阿万保育所の屋根と外壁、八木保育所の外壁が改修を、どこ

を優先するのか今の段階では検討中ですけども、大きな工事は実施する予定をしてます。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   今の答弁でうちの南あわじは待機児童といったことはないということ

やね。そういうことで、私も週に３回ほど市村の保育園へひ孫を送って行ってるんですけ

ど、朝の忙しいときに送って行くというのは、なかなか働く女性にとっても保護者にとっ

ても大変な重労働であると思うんで、そういった旧西淡町のほうも非常に保育園・幼稚園

等が児童も少ないということでいろいろと工夫をされておりますが、そういった教育とい

うものはやっぱり、先ほど言ったように、まめにちゃんと平等にしてもらいたいというこ

との中で、そういった面、今後とも政府の行き方が紆余曲折になってわかりにくいんです
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が、南あわじ市は南あわじ市としてのそういった保育施設、幼稚園施設というものに充実

を図っていっていただきたいとかように思うんですが、どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   先ほども申しましたように、改修工事等につきましては計画

的に行っております。あと、軽微なものについても、毎年行ってます。保育所のほうにも

修繕費を各保育所にも配分して行っておるところでございます。今後とも、そのような方

向で行きます。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ちょっと話が変わるんですが、決算書の１２５ページと資料の５５ペ

ージ、老人クラブの補助金でございますが、この老人クラブの補助金のうち単位クラブの

運営補助金で１,９００万円ほど出ておりますが、この資料のほうでは２０２単位クラブ

ということで２,２００万円ということになってる。ちょっと数字が違うんですけど、こ

れはどういうような関係の中で。決算には減っております、資料は実際２,２００万とい

うことで。このことについてお尋ねします。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   決算書１２５ページの単位老人クラブ運営補助金１,

９１４万９,６００円とその下の単位老人クラブ健康推進補助金、これも２０２、単位ク

ラブに出しております。３２３万２,０００円。これの合計した金額がこの資料の２,２３

８万１,５００円になっております。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   それはよくわかりました。えらい済みませんでした、気がつかなかっ

て。それと、この単位老人クラブ健康推進補助金、これはどういう事業をやっております

か。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   これは、市単独で単位クラブ当たり１万６,０００円
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を上限に出している補助金でございまして、まさにこの名称のとおり健康づくり、つまり

新しいスポーツへの取り組みであったり、みずからの健康を増進させようと、そういうふ

うな事業に対して交付をいたしております。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ほんなら、このごろしよるいきいき１００歳体操とか、あんなのは全

部健康推進補助金で役員だけがいつもテレビ等ビデオでやっとります。このことですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   いきいき１００歳体操は市の事業としてそれぞれの集

落で取り組んでいただいております。したがって、老人クラブは直接の関係はございませ

ん。 

 

○川上 命委員   そうですか、わかりました。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   １１７ページと１２３ページにそれぞれ外出支援サービスの項目があ

りますので、それに対して伺います。 

  まず、一般質問で確認させていただいたのは、その外出支援サービスの全体の事業の対

象になる人が１,８００人いて、利用者が平成２３年は６１人、委託料は１,２１３万円と

いうことであったと思うんですけども、間違いないですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   その中の要介護４、５の方について申し上げますと、

部長答弁させていただいたその数字というのは要介護４、５の認定を受けている人数でご

ざいます。外出支援サービスの場合は、あくまでも居宅、自宅と病院の移送に係る経費を

対象としておりまして、先ほど申し上げました要介護４、５の方のうちの施設入所者等は

対象から外れてまいります。そういう意味で申し上げますと、直接の外出支援サービス事

業の対象となる方は２００人余りになってまいります。 

  済みません。要介護４、５認定者が７１４人おりまして、そのうちの居宅サービスを受

けている方を外出支援の対象と推計しますと２２３名になります。要介護４、５の方につ
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いてはそういうような状況でございます。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   障害者の６５歳未満の障害者の分なんですけども、身体障害

者手帳の視覚、聴覚肢体を所有する者で、第１種に該当する方。それと療育手帳のＡとＢ

１判定または精神保健福祉手帳の１級、２級に該当する方ということで、外出支援の対象

が２３年度末で４１人となっております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そうしますと、これを利用できる人の最大数というか対象者は２４１

人ということになりますか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   今、福祉課長が申し上げたのは、今現在認定を受けて

いる方でして、委員の質問が申請すれば対象になり得る人数だと思います。その人数につ

いては障害認定を受けている者のうちの在宅でおる者の人数が対象になるわけですが、そ

の人数は把握できておりません。したがって、要介護４、５については、先ほど申し上げ

た２２３名が申請すれば対象となり得る人数でございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   一般質問のとき数字が分母がすごく大きかったので、利用者が６１人

というのはえらく少ない印象を受けたんですけども、そこら辺は今どういう印象を持って

おられますか。対象者に対して利用者の比率というのはこんなものなのか、まだ少ないの

か、どういう認識をもっておられるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   外出支援サービスについては、私どもは周知について

はそれなりにできてるんじゃないかと認識しております。そういう意味で、申請される方

は申請しているものと認識しております。 
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○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   委託料というか１,２１３万円だったと思うんですが、これも一般質

問で言いましたけど、平均２０万円にぐらいになってくると。かなり一部のところに偏っ

たような支援になっているような気がするんですけども、そういうことでもないですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   広くという意味からすれば、もっと金額を下げなけれ

ば事業を継続することが困難と思っております。今の状況はやや深くというふうなことで、

単価が１人当たりかかる経緯費が高くついているという状況です。そのバランスが非常に

重要なわけですが、現時点では今のままでいいと思ってます。ただ、将来にわたってとい

う意味ではいろいろな条件によって考える余地もあると思います。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   平成１９年と２０年に事務事業評価シート、長寿福祉課のほうで外出

支援について２年連続で評価をされてます。その中で、２０年度にできる改善改革から毎

回そういうことがあるんですけども、利用料金について検討するとか見直すというのがず

っと毎年出てるんですけども、これは検討課題に上がって今後の方向性のところに書いて

あるんやけども、何かどういうふうな対応をされたのか伺いたい。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   改定の時期はちょっと忘れたんですが、所得段階の高

い人については、個人の負担金を上げるという改正を行っております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   私の持っている資料の範囲では、この範囲内では個人の利用料は変わ

ってないように思うんですけども、幾らから幾らとかに変わった表というのはあるんです

か。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 
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○健康福祉部次長（小坂利夫）   今まで３段階の負担から４段階の負担に改正をいたし

ました。その改正がいつだったのか、２、３年前だったんですが、その改正の時期までい

つかはちょっと覚えてないんですが、その行政評価等で、その内容を受けてでの改定だっ

たように記憶はしております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   確かに、今もらっている利用料金の表には区分で５００万以上という、

一番所得の高い方もランクが加わったのかなというふうには思います。それ以前の表がち

ょっと手に入れてなかったので。そしたら、所得の高い人のランクが加わって少しでも利

用しやすくしようというふうな改善というか努力をされたということですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   所得のある方については応分の負担をしていただくと

いう考え方で、そういうような改定をしたところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   それで大分利用がふえたんですか、その切りかえで。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   ちょっと過去の利用者数まで今資料として持ってない

んですが、それが要因で利用者がふえたかと言われれば、そう大きな変化はなかったよう

に記憶しております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   この評価シートに書いてある範囲でいけば、ほとんどふえてない。２

０年度の評価でもまだふえてない。それ以降の今の実績と比べても平成１９年で６３人で、

１８年が７７人で、２０年が７５人で、ことしの実績というか、ちょっと飛ぶんですけど

６１人だったような気がするので、減ってるような気がするんですけど。そういう効果と

いうのは出てないような気がするんですけど。 
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○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   ３年前までは高齢者と障害者あわせて、この高齢者の

老人福祉費で支払ってました。２年ほど前から障害と高齢者とを支出科目を分けて払うよ

うになりました。ことしの高齢者についての対象者は６８名、２３年度末ですか。それか

ら障害者については４１名ということで、合わせて１０９名ということになってまいりま

す。 

 

○原口育大委員   利用実績もそうですか。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   利用決定者、利用する申請があって市が決定した人数

が、合計しますと１０９名でございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   利用実績が６１名だったような気がするんですけど。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   先ほど申し上げた利用決定している１０９名のうち、

２３年度中に実際に利用された方が６１名でございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ということは、結局それ以前と比べてふえてないということじゃない

ですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   以前の数字はその利用決定者数を決算の付属資料に記

載しておりました。ですから、今回１０９名に当たる人数を今までずっと記載しておりま

した。実際に利用した人数について申し上げたのは今回が初めてでして、昨年２２年度ま

での分については、今、数字は持っておりません。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 
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○原口育大委員   はい、わかりました。そうしますと、これも一部の方で高額な利用が

あると。年間３００回を超える利用があるということを指摘させてもらったんですけども、

言ったら２日に１回ぐらい。これは月に１６回を超えると医師の診断書がいると思うんで

すけども、それはあのとき聞いたと思うんですけど、どういうふうな確認をされて年間３

００までと言ったら、診断書を何回も出さないかんのと違うかと思うんですけども、どう

いうふうにそれをされてるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   月１６回、往復しますと８往復、週に２回ぐらいが上

限としております。それを越す場合は医師の診断書ということでやっておりますが、その

多くの方がリハビリであったり、あるいは透析患者でございます。その状態が著しく急に

よくなるというふうな方ではございません。しかもそういう意味でそう再々の診断書の確

認は必要はないと考えております。と同時に、この利用券を発行しているわけですが、そ

の通院先で受診したことの証明をしてもらっております。ですから、その病院等以外には

使えない、しかも受診しないと請求できないという形をとっておりますので適正な使用と

いうことで思っております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そこはこの前も確認させてもらって、何年か前に医師の受診のハンコ

をもらうようになったので不正はなくなってると思ってるんですけども、そのときも言い

ましたように、高額になると自己負担も大きいわけで、乗り合わせとかを利用すればいい

んじゃないかという指摘をさせてもらいました。利用申し込みで１カ月分のまず利用申し

込みが出てくるわけで、それに対して利用券を日にちを書いた利用券を出すわけですね。

その日にちが同じで行き先も同じであれば乗り合わせというようなことをお勧めするとい

うのが、市にとっても節約になるし利用者にとっても節約になると思うんですけども、そ

ういう考えはないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   手法としてそういうことがあるのかもわかりませんが、

ただ、当事者にとっては自分の病名というか、通院しているということをほかに知らせる

というふうなことも考えられるのかなと思います。したがって、なかなか市のほうからあ
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っせんするというのは難しい面があるように思います。ただ、個人同士が一緒の病院へ行

くというふうな場合は、２人一緒に乗り合わせて行こうかというふうなことはこちらも認

めているところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そうしますと、今でもそういう利用の仕方をされているということで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   個人同士で、お友達同士等で相談して通院するという

ふうなことは既にやっている方もいらっしゃいます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ということは、利用券はどっちかの１枚を使うんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   そういうことでございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   先ほど久米委員のほうからデマンド化の話があったんですけども、私

もデマンドタクシーとかにすれば、そういう利用の仕方も。個人がいついつという希望を

１カ所のオペレーターというかタクシー会社というかに出すことによって、ある程度タク

シー会社が調整できればコースの中で何人か拾っていくというようなことも考えれると思

うんですけど。結局、今市のほうからそれを勧めると、他人のプライバシーみたいな話が

ありましたけども、利用者にもうちょっと工夫をしてそういう利用の仕方とかを推奨すれ

ば、乗り合いタクシーとかいうような概念で利用する方がふえるんじゃないかと思うんで

すけども、そういうことは考えられないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 
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○健康福祉部次長（小坂利夫）   今の時点では考えておりませんが、いろいろ研究する

価値はあると思います。 

 

○原口育大委員   ぜひお願いしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   １５５ページ、縁結び事業推進協議会、これは結構なことなんですが、

どういう活動をされてどういう効果が上がっているのかお尋ねします。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   この縁結び事業推進協議会、この負担金につきましては

協議会のほうに流れているわけなんですが、この経費を活用しまして月１回ペースで出会

い、交流の場の提供ということでイベント企画して、これにつきましてハッピーマジック

という独身者の会がございまして、その会員さん方にイベント案内をしまして出会いの場

を提供しているというところでございます。 

  成果というところではございますが、このイベントを通じまして２３年度までに一応９

組の成婚数がございました。全体の成婚数につきましては縁結びイベントも含んだ中では、

今のところ１５組の成婚数がございます。こういうふうな事業をすることによって、こう

いう成果が今のところ上がっております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   よくわかりましたけども、この１５７ページに結婚促進事業補助金と

いうのがあるんですが、推進と促進というのはどこが違うんですか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   この結婚促進事業補助金、これにつきましては縁結び事

業推進協議会の構成団体がそういう交流とかイベントを通して出会いの場を提供する場合

に、そういう事業に対して補助金を上限１０万円ということでうつというところでこの３

０万円を上げております。 

  よろしいですか。 
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○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   よろしくないです。何か二重みたいに思うんですけど。この縁結び事

業推進協議会と同じような形で、ただ推進と促進ですか、これは今やりとりしてもなかな

か難しいと思うんですが、先ほど９組ほどの効果があったということですが、年間にした

ら大体、例えば１組とか２組とか平均してそのぐらいの効果は出ているんですか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   この事業が始まって、平成１９年から始まりましてこと

しで５年目を迎えるわけなんですが、毎年度平均して、なかなかそういう成果は上がりま

せんが、２３年度につきましては２組でした。それまでに７組の成婚の事例があったわけ

で、これも一応報告いただいたところでの把握というところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   今の阿部委員と極めて関連した質問をさせていただきたいんですが、

今の資料、同じ結婚促進事業縁結び推進云々というところで、資料の７４ページを見ます

とハッピーマジックの会員２８０名、念のため２２年度の会員数を見たら４５５名が次の

年、２３年は２８０名になってるんです。これだけ減ってるというのはハッピーマジック

の会そのものに若い人たちが魅力を感じてないということですか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   当初かなりたくさんの会員さんがいらっしゃったんです

が、なかなか月一の会員対象のイベントに参加いただける人というのは限られた人数でし

て、そんなところから会員の意識調査ということで昨年の１１月あたりに会員全ての４０

０数名の方々を対象に意識調査をしました結果、再度会員申し込みをいただのが２３年度

末で２８０名というところで、結婚願望があるんでしょうけども、なかなかほかにもいろ

んなハッピーマジックに類した会もございまして、そこらで少子対策課として一応意識調

査をした結果ということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   もう少し前の頁で戸籍のところで、昨年度の戸籍事件の件数というこ
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とで、南あわじの１年間の結婚した人の数が７４３人という数が出てたんですよね。先ほ

ど来、ハッピーマジックが結成されてから９組結婚したけど昨年は１組だ２組だというよ

うな数字と、この７４３人というのは私どうしても結びつかない感があるんですけど。こ

れだけ大勢結婚してるんですかね。この数字の意味というのをちょっと教えていただきた

い。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   婚姻の件数７４３件と申しますのは、南あわじ市で受理しま

した婚姻届の件数が２１０件、また他市で受付しまして送付を受けた件数が５３３件、そ

ちらの合計として７４３件が上がっております。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   ちょっと確認させていただきますが、市内で結婚した人は２１０名で、

島外で結婚した人が５３３件ということですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   結婚したというよりも、市内で婚姻届を出された方というこ

とで、その方々が２１０件。島外で婚姻届を出された方が５３３件ということで、南あわ

じ市外で出された方につきましても市内に住んでらっしゃる方もある場合もありますし、

南あわじ市で出されても市外に在住の方という方がいらっしゃいます。 

 

○森上祐治委員   はい、わかりました。いずれにしても、１年間で２１０組の結婚の受

理があったという中で、ハッピーマジックで関係した人が１組か２組かとさっきの説明あ

ったかね。非常に率が低いような感じがするんですけども、この件はちょっと置いておい

て、同じところでお助け隊１４名ということを書かれてますけども、このおたすけ隊とい

う方々の、どういう方々がなられていて、どんな活動をされているのか。 

 

○柏木 剛委員長   どこのページですか。 

 

○森上祐治委員   資料の７４ページの中ほど。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 
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○少子対策課長（田村愛子）   おたすけ隊１４名、この方々については市民ボランティ

アの方々でございます。この方々の活動といたしまして、ハッピーマジックの会の促進、

またその会員さん方の縁結び相談、それとイベントも企画いただいて、今年度も今後企画

をふやしていこうという意欲的な熱意のある隊員さん１４名でございます。 

 

○柏木 剛委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   いずれにしましても、私の周り見てましても３０代ですね、非常に人

柄もいいし、有能な市民、若者が何人もまだ結婚しない。一日一日、あるいは一年、一年

過ぎて行くのを見ていると本当に心細い感じがいたします。いろんな努力は行政されてる

んですけども、そういう人が１人でも多く結婚できるようにお互い頑張って行きたいなと

思いまして、質問終わります。 

 

○柏木 剛委員長   暫時休憩します。 

  再開は２時１０分とします。 

 

（休憩 午後 １時５９分） 

 

（再開 午後 ２時１０分） 

 

○柏木 剛委員長   再開したいと思います。再開します。 

  質問、次ございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   社会福祉総務費の中の謝礼６万円。１１３ページ。講師謝礼、これは

何の講師謝礼ですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   この分につきましては、地域自殺対策緊急強化事業を行いま

したときの講師の謝礼です。民生委員の研修会で講師をお願いしたのと、職員研修で職員

向けに自殺対策ということで研修したときの謝礼です。 

 

○柏木 剛委員長   長船委員。 
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○長船吉博委員   民生委員の方々を対象ですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   昨年の８月に民生委員児童委員さんと協力委員さんを対象に

しまして、三原公民館のほうで自殺対策についての研修会を行いました。 

 

○柏木 剛委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   きのうも一生懸命に捜しよってんけども、この自殺対策、参考資料に

はあるのだけども、この決算書にはどこに自殺の啓発用冊子の購入費とか書いてないけど。

この冊子３５万７,０００円、これで何冊ぐらいでどこに配布したのか、そこら辺。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっと済みません、３５万７,０００円どこのページですか。 

 

○長船吉博委員   付属資料の５１ページ。 

  ついでに、冊子の費用はこの決算書の社会福祉総務費のどこから出てるのか教えていた

だきたい。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   冊子の費用ですけども、消耗品のほうの８４万６３８円の中

からとなっております。 

 

○長船吉博委員   それと、何冊でどこへ配布したか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   この分はメンタルヘルスマネジメントという冊子でございま

して、職員研修のときと民生委員さんの研修会と、それと各事業所、介護事業所や障害の

事業所なりに配布はしております。 

 

○柏木 剛委員長   長船委員。 
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○長船吉博委員   昨今、自殺もかなり数字がふえております。そんな中で、特に民生委

員さんなんかでは地域のことはよく知っておりますので、特に民生委員さんはいいんだろ

うと思いますけども、できるだけ幅広く、また県とか自殺相談窓口もテレホンもあります

けども、より市民にわかりやすく、そういう啓蒙等についても今後心がけていただきたい

なというふうな思いと、それと、本当にずっときのうから捜しよんだけども、どこや、ど

こにやら、わけのわからん。で、参考資料には自殺の部分があるというふうなことなんで、

ちょっとでも書いておいてもらえればありがたいなと思うんですけども。その旨お願いし

て終わっておきます。 

 

○柏木 剛委員長   この２点はそういうことで。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １５６ページから１５９ページにかけての生活保護について聞きたい

と思います。 

  まず、９月１１日の朝日新聞にこういうことが書いてあります。最低賃金平均１２円増

と。なお、生活保護水準以下の県が数県あるということを書いてありますね。この生活保

護水準以下が何県かあるというのはそれでいいんですが、この生活保護水準という水準と

いうのは、具体的に金額に直すとどれぐらいの生活保護水準とこれは一応言っているんで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   生活保護水準と申しますのは、標準の４人世帯の家族で、年

齢は３０代の夫婦、それと小学生二人の子供の家族の世帯で、この最低賃金の朝日新聞の

分の生活保護世帯より低いという算定につきましては、生活保護は級地区分と申しまして

１級から３級と６つの級地に分けております。都市部から南あわじ市の一番低い３－２と

いうようなふうに分けてます。それで、南あわじ市の、今うちは３の２の一番６段階の一

番低いところなんですけども、これによりますと生活扶助は１４万８,２８０円というこ

とでなっております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   １４万８,０００円前後、程度が生活保護水準ということですね。そ

こで質問を進めて行きたいと思うんですが、この生活扶助費というのは、いわゆる生活保

護受給者に現金でいったりいろんな扶助費でいってるお金のトータル４億８,６００万余
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りが、これが２００人前後の受給者にいっているお金のトータルですね。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   この生活保護費というのは、今の１４万と申しましたのは４

人家族ということになってます。高齢者とか乳児とか年齢によっても違います。だから、

一概にこの金額がうちの分でいってるかというと、そうではないです。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いや、そうじゃない。この４億８,６００万円が生活扶助費の南あわ

じ市のトータルですねということを言っている。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   ４億８,６００万円と申しますのは生活扶助費以外にも教育

扶助費、住宅扶助費、医療扶助費、介護扶助費、葬祭扶助費、出産扶助費、全部あわせて。 

 

○印部久信委員   ですから、このトータルが生活扶助者にいっている金額のトータルで

すね。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   委員がおっしゃってますのは、生活扶助費のことをおっしゃ

っている。私が１４万と言っているのは。 

 

○印部久信委員   それが生活保護の標準的なものはどうですかと言ったら、そうでしょ

う。この扶助費のトータルはここに書いてある支出済額の４億８,０００、何がしかの南

あわじ市のトータルですねということ。 

  そこでね、私の理解してるのは、この４億８,６００万円のうちの４分の３が国からの

交付金あるいは補助金。４分の１が市一般会計からの持ち出しですね。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   ４分の３が国と、あと４分の１なんですけども、県の負担金

があります。それは所在地が明らかでない方に対しては県のほうから４分の１ということ

が入ってきております。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それがね、２９ページに県負担金という欄がありましてね、そこに１,

３５７万１,０００円というのが生活保護金負担金、県支出金になっておるんですね。こ

の１,３５７万が、課長が今言ったどこに充当されてるお金ですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   この生活保護費のそれぞれ生活扶助費であったり、医療扶助

であったり、その中の一部に入っております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、この生活扶助費は、方程式というのは国が４分の３、

市が４分の１、県もこの１,３００何がしかは、何に基づいてこの金額が出てくるんです

か。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   先ほど申しましたように、その方が例えば入院をしていたり

して、帰ってきても家がない、所在がないという人がおります。その方については通常４

分の１は市で持つんですけども、それは県のほうで持っていただけるということになって

おります。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今の課長の話ですと、４億８,６００万円のうち４分の１ですから、

市は一般会計からこの方々に１億２,０００万余りのお金を負担しているとかいうことに

なって来ると思うんですね。きょうの神戸新聞で見ますと、生活保護世帯数が１５３万世

帯、受給者が２１１万人ということなんですね。これを南あわじ市に当てはめますと、ど

ういうわけか、ほぼ１万分の１なんですね。南あわじ市が２００人前後、世帯数が１５０

世帯前後でちょうど１万分の１が南あわじ市になって、覚えやすい数字なんですが、これ

を全国に割っていきますと１億３,０００万人の２１１万人で６０人に１人、５万人で２

００人で、２５０人に１人で、全国平均掛けたら南あわじ市の生活保護の受給者というの
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は全国平均のざっと４分の１程度であるということで、これは傾向としては非常にいいん

だなというふうに思ってるんです。ただ、これも扶助費を２００人で割った場合に、１人

当たり２４５万円前後のお金になってくると思うんです。先ほど課長が言っておりまして

ように４人家族の平均的な世帯で１４万何がしかと言いますと、年間に直して１８０万円

前後であると思うんです。そうしますと、６０万円ぐらいが、１世帯か１人当たりの受給

金額が南あわじ市が多いわけです。この原因は何だと思われますか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   生活保護費の扶助費につきましては、約６５％が医療扶助と

なっております。それが原因かと思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、医療扶助費が３億２,０００万円で、まあまあ２００人が

平均的に医者にかかったとしますと、平均医療費が１６０万円前後になるんですね。この

医療費が１６０万円前後というのは、一般国民健康保険の医療費の平均とどれぐらいの差

がありますか。 

  そうしたら課長、これはよく社会問題になっている一つで、医療機関に生活保護者の方

がかかりやすいという面があるんですね。自己負担も無料でしょ。特に大阪で問題になっ

ておるのは、生活保護者が医療機関にかかって、向精神薬などを大量にもらって、これを

路上で販売するというようなことが社会問題にもなってるんですが、この生活保護の方々

は医者にかかる場合、一遍一遍担当部局でチケットなんかをもらって、一遍一遍そういう

手続を済ませて医療にかかるわけですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   原則は１件１件医療機関ごとに、行くごとに医療保険という

のが、今、総合窓口のほうで発行してまして、それを持って医療機関に行って受診をして

くるということになっております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   原則としてということは、原則が１００％でないですね。 
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○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   はい、原則はそうなっております。ただ、緊急の場合入院を

して、救急車で搬送とか、そういう場合もございますので、それは後日病院のほうから連

絡があって、医療券を事務所が発行して持っていくことになっております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうしたら、例えばきょう１日で眼科、歯科、内科を回る場合はどう

なるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   やはり、どちらも別々の病気ということであれば、眼科、歯

科、それぞれ医療券を出すことにはしてます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この生活保護受給の問題で国も、国とかの負担のほうを考えないとい

かんということで、来年の４月当たりにまた改正がなされるというようなことを言うてま

すが、特にその場合、医療費について国は、結構このことについて研究をしているような

んですが、どうしても我々が医療にかかる場合は自己負担分、通常３割いるんですが、こ

の方々は一応３割負担も市の負担ということなんでしょう。その場合、担当部局の場合は

レセプト審査等はどういうふうになってますか。以前に比べてチェックをよくしてるとか、

何かそういうことで気を使ってやっているということがありますか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   ２３年度から国の指導もございまして、医療扶助につきまし

ては適正にということになっておりますので、電子レセプトを活用してレセプト点検の強

化を図っております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私どもも市民の皆さん方といろいろ世間話をしているときに、常にこ
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の生活保護受給者の話になるんですが、国民年金の場合は自分かけて年間７８万何がしで

すか。この生活保護の方は月１０数万円もらえるというようなことをよく言うんですね。

私はそれは現金じゃなしにもろもろ医療費もいろいろあった場合１人そうなってるけども、

現金はそうではないということをよく言うんですがね。やっぱり世間で間違った解釈をさ

れてる方が結構おるように思うんです。この生活扶助費の１億円余りのお金は、この２０

０人の方々にどういうふうな渡し方をされてるんですか。例えば振り込みなのか、市役所

に来てもらって現金を渡してるのか、その辺はどういうふうになってますか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   １００％振り込みではございません。一部の方につきまして

は現金でお支払いをしてます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは家庭によっていろいろ違うと思うんですが、生活扶助費、いわ

ゆる現金で渡す最高の方は月どれぐらいの金額を渡されてるんですか。概数でいいですよ。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   現金で支払いをしているのは、ほぼ高齢者の方で支払ってま

すので、６万円前後かと思います。それで、もっと金額がある人でもほかの住宅の費用を

直接振り込んだり、その差引でお渡しをしている方もいらっしゃいます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そのいずれにしても、我々がその生活保護者の方々にどうこう言うこ

となしに、人生においてそういうことがあって、こういう制度を使っておるんですから、

それはそれでいいと思うんですが、いろんな世間の人からはいろいろなことを言われてお

りますので、適正な運用をしてもらったらそれでいいと思います。 

  終わります。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １２１ページ。障害者の日常生活用具の給付ですが、障害者、障害児



 

－ 184 － 

というふうに出ておりますが、どのようなものが給付としては多いのでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   ２３年度ですけども、一番多いのは腸の障害のある方で蓄便

袋が一番多いです。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これまでの中で、磁気ループこれは日常生活ではないんですが、これ

はまた実施をされているようです。これまでの中で、例えば健康維持のための音声告知の

血圧計であったりとか、あるいた視覚・視力障害者の方の点字ディスプレーというような

ことも課題としてあったかと思うんですけども、これらも日常生活用具として寄附されて

るんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   血圧計がまだ日常生活用具には入ってはおりません。それと

音声の視覚障害者に点字ディスプレーの品目には入っているんですけども、昨年は給付は

されておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   点字ディスプレーについては、確か視覚障害者には給付されない、現

状では給付されないと聞いているんですが。点字ディスプレーが視覚障害だけでは寄附さ

れないというのは矛盾があるとは聞いているんですが。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   点字ディスプレーは視覚・聴覚の重複障害ということで、今

の要鋼の中ではなっております。この分では視覚障害者は２級かつ聴覚も２級という、重

度重複障害の方にとなっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   点字ディスプレーで視覚障害者にとっては非常に有効なパソコン触る

うえで道具だと聞いてるんですが、何で視覚障害者は使えないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   現状の要鋼の中では視覚障害者のみというのはないというこ

とです。 

  情報通信支援用具の中で、視覚障害者２級以上の障害者・障害児ということで、点字デ

ィスプレーは品目には入ってはおります。ですが、金額が５万円までのという制約があり

ます。耐用年数がこれは５年で、先ほど先に申しました点字ディスプレーについては金額

が３８万３,５００円という、ちょっと高価なものなんですけども、それは重複障害とい

うことになっているところです。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   金額が高いからということですか。それだけですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   金額が高いからというか、この基準があったのが平成１２年

の自立支援法がまだ法ができる前の重度日用生活用具の給付事業の中で、国が定めたもの

をそのまま自立支援法ができて、平成１８年１０月以降に引き継いで要綱をつくっており

ます。それで、中身が現状にそぐわないものも多々あります。今、３市でも毎月担当者会

を行ってるんですけども、その中でも現状に合ってないというのがほかにもありますので、

それに向けても検討しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   時代も進み器具も進み、いろんなものが進んでるわけですから、１２

年前の基準じゃだめだということで検討してるということですので、他にもいろいろある

と思うんですね。それらは、やはり障害者は実際に障害を持ってる方の声も聞きながら、

また南あわじ市で名誉ある金メダルということで、正木健人さん視力障害を乗り越えてと

いうようなこともあるわけで、いろんなパソコンをもっと使いたいであるとか、健康を維

持したいという方の、そんなにたくさん数としてはないと思うんですけども、一人一人大

事にしていただくということでやっていただいたらなと思っております。 
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  終わります。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   １２３ページの火災警報器設置業務委託料。参考資料５９ページで、

２,６９９世帯出てますが、これ対象何世帯でこの２,６９５万になったんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   対象世帯数は４,３２６世帯でございました。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   こういう補助金というか、こういう事業、ほかの市でもやってなくて、

非常にいいなというような評判もありましたが、残り１,７００ぐらいですか、こういう

方々に対しては法制化されて設置の義務があると思うんですけども、その辺については今

後どう考えてるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   この事業、火災警報器の設置については平成２２年度

は補助金としてやっておりました。それで６７５世帯につけております。２３年度が２,

６９９世帯でございました。それを合計しますと３,３７４世帯になります。さらに市営

住宅や県営住宅、これは公費でつけておりまして、そこに高齢者の方がお住まいの方が１

４４世帯おりましたので、そういう意味で合計しますと３,９３６世帯が公のお金で火災

警報器を設置したということになります。さらに自分で設置したという世帯、このいろい

ろやりとりの中でつけてますという世帯が４１８世帯ございました。合計しますと３,９

３６世帯ついとったということで、設置率にしますと９１％になります。ただ、残りの

９％はどうしたんかとなれば、それは十分な調査はできてませんが、ついてない方もいら

っしゃると思います。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   公共施設はもちろんです。義務化は市営住宅だけじゃなくて、そうい

う厨房があるとことか全部そうなんですよね。その辺の設置率はもう１００％なんですか。 
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○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   家庭における分についての設置ということで、寝室に

設置しなさいということで去年の５月末で既存住宅についての猶予期間がなくなった。そ

れ以前は新築の場合はつけないといかんとなってましたけども、既設住宅について猶予が

なくなったということで、去年６月以降は基本は全世帯についているというのが法律の求

めるところでございます。今、申し上げたのは個人の住宅の話でございます。公の施設に

ついては当然大きな施設も含めてスプリンクラーとかも設置されてるとこもありますし、

火災警報器、火災報知機等もついてると思います。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   全世帯で見るとどうなんですか、設置率は。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○出田裕重委員   それと啓蒙とか、これは広域消防の仕事なんですか、啓蒙。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   啓蒙は広域消防が昨年、一昨年からずっと行っており

ます。一昨年でしたか、淡路の各市の設置率、広域消防が調べたのは大体４割程度でした

から、それ以降去年でしたか私どもの事業の大方終わりごろぐらいやったと思うんですが、

去年の５月か６月ぐらいに広域消防が調べたときは、ほかの市は４０％で余り変わってな

かったですが、南あわじ市は大方６０％ぐらいいっとったような気がしました。ちょっと

正確な数字は覚えてないんですが他市よりも高くなっているというのは間違いないところ

でございます。 

 

○出田裕重委員   詳しい数字については、また教えてください。 

  委員長、もう１点いいですか。ちょうど参考資料、上にありますので敬老会についてで

す。１２３ページ、そのままでありますけども、私も運営については、あまりこうしたほ

うがええん違うかというような意見は持ってないんですけども、去年も一昨年も出席もさ

せていただきながら聞こえてくる声は、この数字を見ても大体参加者が計算してみると１

５％程度ということで、数字だけ見れば自分がまだまだ先ですけど７０歳になったときに

１５％ぐらいの出席率やったらちょっと寂しいなというような気がするんですけども。決

算についての意見ではないですが、今後何か考えられているのか。参加者の増とか。２１
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カ所でも開催するというようなほうがいいのと違うかというような意見も聞こえてきます

けども、どんな検討をされてるんですか。来週ありますが。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   昨年敬老会が終わった後、敬老会に出席された方５０

０名、欠席された方１,０００人に対しましてアンケート調査を行いました。その結果か

ら申し上げますと、出席者については、会場については今までどおり４会場でよいという

のが７５％の方がそう回答していました。欠席者については４会場でいいというのが５

０％でございました。それからすれば、今の４会場を希望していた方が一番多かったとい

うことでございました。今後について、新庁舎ができて以降どうするかということも、以

前何かの席で２１会場とかいうことも答えたこともありますが、現時点では、このアンケ

ート結果をまずは尊重したいと考えております。 

 

○出田裕重委員   ちょっと飛びますけども、市長公室長。そんな話も出てる。市民交流

センターになれば。 

  健康福祉部次長、答えてくれるそうです。譲り合いせんと２人とも答えてください。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   私、先ほど申し上げた市民交流センター２１会場とい

うのが、以前、何かの席で答弁としてそういう考え方もあるということの答弁をさせてい

ただいたことがあるということを申し上げたところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   現在は４カ所で敬老会を実施しているものを、市民交流

センターができた暁には２１カ所というようなお話だと思います。現実に私が役所に入っ

たときには、旧南淡町ではそれぞれの小学校区で敬老会をしておりました。かなりな出席

率があったようにも思います。今後の話ですが、市民交流センター２１のセンター長が集

まって、あるいは健康福祉部も入った中で、そういうことも検討することは必要なのかな

というようなイメージで、地域の同じ小学校、当時でしたら同じ小学校、中学校出た仲間

が一堂に会するというのも非常に参加率の向上にはつながっていくんかなというふうな思

いをしております。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 
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○出田裕重委員   ちょっと世代が違うので意見も違うかもわかりませんけども、今おっ

しゃられるように、今７０歳以上の方は多分、阿万の場合やったら阿万中学校ですよね。

やっぱり、南淡地区くくりにしたって、なかなかそういう気にならないのかなっていう思

いもするし、僕らの世代になると南淡くくりでも全然支障がない世代なので、将来的には

またこんな形になったりするかもわかんないですけど、現状、７０歳以上のこういう方々

が参加されて、運営とかも含めてやっていただけると一番盛り上がるのかなと思いますの

で、そういうふうに行政指導でなくて進めていけばいいかなと思います。 

  ただの意見です。済みません。 

 

○柏木 剛委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   出田委員の関連で、火災警報器についてお伺いしますけども、これ淡

路地域であれば寝るとこだけというようなことになっておりますけども、ところによれば

台所もというような規制があるんです。それで、高齢者の場合、台所あたりの料理の途中

で出火するという可能性もあるんで、将来的に台所に火災警報器云々ということは考えて

おりませんか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   住宅の火災警報器の設置については、広域消防のほう

で決めております。淡路広域で決めてる分については台所については義務の場所にはなっ

ておりません。確かに、自治体によっては義務として、条例として設定しているところも

あるようには聞いております。法律はそこまで求めていないということで、広域消防の判

断に、その義務化という意味ではゆだねたいと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   淡路地域も一応設置義務はないんですわ。それはおっしゃるとおり。

老人の場合、やはり台所で料理をつくっている最中に云々という可能性も高いわけですね。

淡路地域はたまたま台所は必要ないという判断をしておりますけども、全国的な傾向とし

ては台所、それと寝室というような感じがございます。それで、将来的に、先ほど数字を

聞きましたら大方網羅してきたんかなというような考えがあるますので、将来的に台所に

設置というような考えはございませんか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 
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○健康福祉部次長（小坂利夫）   私どもの補助といいますか、市の助成として世帯につ

いて２個を上限としてやってまいりました。寝室義務のところが当然優先ですが、寝室が

１つという方は、やっぱり台所につけられた方もいらっしゃいます。ただ、この助成する

制度としての考え方は世帯について２個を上限としたいと考えてます。 

 

○柏木 剛委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   ある程度網羅できてくれば次の段階といたしまして、やはり設置義務

はないものの、老人に関しては台所での事故が多いし、火災の危険性がやはり出てくると

思いますので、将来的にまた検討していただきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   はい、ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   先ほど出田委員の応援演説じゃないんでしょうけども、地域交流セン

ターということで行政が地方分権の自治会版みたいに地方は地方で、地域は地域で、自治

会は自治会でいう推進をされておる。ですから、これは平成２７年そういう形でスタート

すれば、例えば敬老会なりそういう行事は、阿万は阿万という方針でいくのが当然やと思

うんですよ。そのことを行政的に進めながら、そういう敬老会が南あわじは一本や、体協

組織もそれとよう似てるけれども。やっぱりそういう形でいくのが自然であるし、より以

上そういう老人会のメンバーも集まると思いますので、もう一回御答弁をお願いしたいと

思います。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   敬老会については、市民交流センターの基本構想の中で

は敬老会の業務については一切触れておりませんでした。ただまあ、今、出田委員や阿部

委員のほうからもそういうお話があったので、今後、当然敬老会を担当する部署との協議

にもなってこようかと。あるいは、老人クラブ連合会との協議もあるかと思うんですが、

より参加率を高めようというようなことであれば２１小学校区で実施というようなことも

視野に入れながら検討していきたいというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   出田委員と私だけの意見じゃなくして、地域で一遍にやると遠いし、

送り迎えというようなこともあるんで、やっぱりそういう要望が強いということで、答弁

結構ですのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １３７ページです。住宅資金回収業務委託料ということで、２４万円

ですか。これはどこに委託をされているんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   三原地区と相談員に委託しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは２２年度からやられている事業ですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   こちらの業務委託については合併当初から行っております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２１年、この同じ事業名でやってますか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   はい、やっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、それはずっと三原地区ということだけでやってますか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 
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○市民課長（塔下佳里）   そうでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この事業の効果、どのようになってますか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   地元の方と相談員の方に信頼関係とがあり、確実な償還を進

めることができております。よって、事務のほうの効率化も図れていると思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   入のほうでも出とったんですが、２３年度では住宅資金の回収という

ことで、滞納分で２３６万書いてますね。これは、２２年、２３年と来て、大体どれぐら

いあと残ってるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   済みません。どれだけと申しますのは全貸し付けに対しての

何％という意味でございましょうか。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   滞納分がどれくらいあるかということです。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   ２３年度末で見ますと、３,２２９万８,５３２円となってお

ります。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   まあ、３,３００万円ということですが、これは三原地区だけですか。 
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○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   こちらは三原地区以外の分もございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと三原地区、この内訳どうなってますか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   過年度分について申し上げますと、三原地区についての２３

年度末の滞納額は６６８万７,５５０円、あともう一地区、南淡地区につきまして２,３８

４万４,２６９円でございます。そして、先ほど申し上げましたのは、現年度分も含めて

の滞納額を申し上げました。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   住宅資金回収業務委託料で三原地区では順次順調、ちょっと言葉悪い

ですけども、その効果上がってるということです。南淡地区ではこの回収の委託をされて

ないということなんですけれども、業務委託をして進めていくということで回収が進むと

いう結果が出ているように思うんですが、その点いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   今の御質問ですが、南淡地域においてもそういうようなこと

を検討するんですかというような質問でしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   もちろん、そういうことになるかと思いますが。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   現在のところは、そこまでは南淡地区について至っておりま

せん。２３年度におきましては直接市民課のほうで借り受け人宅を再度訪問いたしまして
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契約の確認、また償還状況等を説明して分納でもいいからということで償還いただくよう

なお話を進めてまいりました。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そういう業務委託というか地域との信頼関係の中でという話であった

わけですから、市の職員が行ってということもありますけれども、地域の信頼関係の中で

進めていくということでいいのではないかと思いますが、そう点いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   この住宅新築・改築の資金貸し付けでございますが、昭

和４４年から平成７年度まで貸し付けが行われました。もうこの制度、貸し付けの制度は

ないんです。償却のみということになっております。２４０件貸し付けて、完済済みが２

２６件、徴収率が９４.２％ということでございます。そのうち残っておるのは三原の５

件、これは納期未到来の分が大部分でございまして、あと南淡が去年の決算の段階におい

ては１０件ございます。それで、三原地域におきましては合併前から地元と協議する中で、

やはり地域に相談員がおるんですから、納付推進をするために地元のほうから、これは地

域で集めさせていただくということに旧町時代からお願いして、ずっと納付推進を図って

きたところでございます。南淡の部分でございますが、前の予算委員会のときにも委員、

御質問いただいたところでございますが、未納の１０件につきましては、実は合併前から

全然入ってない。昭和６０年から一切払ってないというような方もおられて、時効１０年

という中で、この前の大塚先生の研修会でも言われてたとおり私債権という中で、時効の

援用があって初めて時効となるというものでございまして、そういった中で、実は合併し

てからもはっきり申し上げまして一昨年まで回っておりませんでした。去年度、私も一緒

に課長とずっと全部１０件回らせていただいて、その生活状況とかそういったことを確認

させていただいた中で、納付推進を図っていた中で、２００何万円かを本人も亡くなって

おられて息子さんが僕らが払いましょうということで、一括ドンと２００何万入れてくれ

たところもあります。あと４件ほど、ちょっと無理なんで分納しましょうということで、

分納を始めていただいたところもございます。古い方についてはもう自宅を既に失われて、

そこにはいないような方もおられまして、本人が死亡して、相続人が全部相続放棄もされ

てるようなところもございます。これらにつきましては、援用されれば徴収権が消滅する

というような状況の中でございますが、そういった法律的に時効の援用がなされてない世

帯についてはこれから強力的に回らせていただいて納付を推進していきたいと、そのよう

に考えております。先ほど言われました訪問による徴収品をとるというのも一つの手だて
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だと思いますので、そこらにつきましてはまた今後検討させていただきたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員   相当努力されてるという様子がよくわかりましたので、引き続き努力

していただきたいと思います。 

  終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  小島委員。 

 

○小島 一委員   １１９ページの、グループホーム等新規開設サポート事業補助金。こ

のサポート事業というのはどういうふうな事業をされてるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   この事業につきましては、特別対策事業のうちで、県のほう

からの１０分の１０の補助であります。グループホームと新規開設サポート事業で、今、

神代にありますボヌール地頭方、それと円行寺にありますボヌール円行寺、それとフロー

ラなんだんの３カ所のグループホームと、備品の購入であったり、消防設備の改修費、バ

リアフリーの改修に補助を出しております。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   新規開設ということは、このほかにもまだ新規でやりたいというとこ

ろがあればサポートをしていくというふうな。今、聞いたら備品の購入等の補助みたいに

聞こえたんですけども。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   備品の購入であったり、さっき申しましたように消防設備の

改修とバリアフリーの改修にしております。２３年度におきましては、新規開設というこ

とで１件、ボヌール地頭方におきましては、従前からありますけども改修費用もいけると

いうことで入っております。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 
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○小島 一委員   恐らくグループホーム等であれば軽度のというか、障害程度もそんな

に高くない方の施設というふうに思うんですけれど。以前から何回か言ってきたというの

は、やはり絶対的に重度の障害者の施設というのが足りないというか、ないわけで、この

辺、一つの市ではちょっと大変な施設やと思うんですけども、そういうふうな分は広域で

あったり、県であったりというふうな形で進めるような形になっておるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   県とか広域とかで一緒に進めるという話はございません。地

域移行に向けてグループホームでなくもっと重度のケアホームということで開設の方向で

は検討するようにと国のほうからは通知はありました。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   検討はされておるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   市でそういうグループホーム等はなされてはないんですけど

も、やはり社会福祉法人とか事業所のほうで開設ということで検討はされているところも

あるようです。これも市内だけでなしに、淡路圏域で考えていくべきかと思います。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   一概に障害者といっても身体、知的、精神といろいろ障害があるので、

なかなか難しい部分があると思うんですけども、とにかく、できるだけ早いうちにそうい

う重度の方の施設を対応していかないと、面倒を見ている親自体がもたなくなってきてい

るというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   ここで、暫時休憩します。 

  再開は３時２０分とします。 

 

（休憩 午後 ３時０６分） 

 

（再開 午後 ３時２０分） 
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○柏木 剛委員長   再開したいと思います。 

  引き続き民生費について審査をお願いしたいと思います。質問。 

  久米委員。 

 

○久米啓右委員   １５５ページです。ウェブシステムで、これも委員会で運用面のこと

はよく聞くんですが、きのうのホームページの更新のときにウェブシステムの構築も同時

進行でやりましたというふうに聞いたんですけども、それでよろしいですか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   業者選定の部分から同じ業者で進めております。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   年度初めに運用 実運用がまだされてなかったということですけども、

運用ができなかったというような理由はどういうところからでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   システムの準備は３月に終わってたと思うんですけども、主

にメールマガジンの配信を行って、例えばイベントの情報をお流ししたりするという計画

でございまして、その登録作業を行っていたと聞いております。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   これは携帯電話とか、スマートフォンに登録されているお母さん方や

出産予定者の方にメールを送るシステムだと思うんですが、細かいことを聞くんですけど

も、携帯メールシステムはどういうソフトを使ったんですか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   市販的なものではないんで、その業者が独自に持っていたメ

ールサービスのソフトであると思います。 
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○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   きのうのホームページ更新は１,１００万円で、これで４００万円で

１,５００万円をかけてシステムづくりをしておるんですが、非常に高額なシステム構築

費用ではないかなと思います。どういうソフトを使ったかということまではこちらでは関

知しませんけども、一般常識からするとやはりこの４００万円もかなり高額であって、初

期コンテンツのところまで、その委託先の業者で準備してくれたのか、それとも単にシス

テムだけをつくったのか、どちらでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   昨日申し上げましたように、市のホームページについては従

前のホームページの内容を基本的には移行する。その際、レイアウトを従前のものから改

定して新しい形にいたしました。ですから、システムを更新するとかプログラムといいま

すか、そういう部分よりもデータを移行する作業の部分のほうが大部分を占めております。

少子対策課のほうで行った子育て支援サイトについても、内容のコンテンツの部分の作成

まで、初期段階のコンテンツの作成まで行っておりますので、その部分の経費が大半であ

ると。それと、このシステムについては、子育てで使うもののＣＭＳとホームページで使

うＣＭＳは別途でありますので２本分ということで、その分の経費も４００万円の中には

含まれております。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   この少子対策課のほうになるかと思うんですが、お母さん方からアク

セスしてきたこの新しい日々とは言わないんですけども、新しい情報を発信する場合は、

これも少子対策課でホームページを更新していくんですか、それとも業者に委託するんで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   この子育て支援サイトの情報発信につきましては、行政

部門では健康課、福祉課、または少子対策課のほうで担いまして、また保育所の関係につ

きましては、各保育所のほうで担当者をつくっていただいております。あとイベント等の

情報については、子育て学習支援センターのほうで情報を配信するというところでござい
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ます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   ホームページの更新もそれぞれの職員がされとるということですね。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   トータル的には少子対策課のほうで一応管理のほうはさ

せていただいておりますが、それぞれの部署において情報提供については担っていただい

ております。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   別々にＣＭ何とかいうソフトですね、これライセンス数は１つにつき

幾らあるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   ライセンスとしては２本分でございます。ウェブサイトとし

ては２つのものを立てているという状態ですので、それぞれのウェブサイトに対する更新

プログラムが必要ということで、２つの権利を購入しております。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   クライアント数が例えばですよ、少子対策課でいろいろさわる場合も

あるし、保険課でさわる場合もあるしということになると、クライアントごとに入れなあ

かんそのライセンスが１つの購入に対して、幾つライセンスを与えてくれているかという

ことです。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   クライアント側につきましては、当初のプロポーザルの段階

で、当市のホームページの更新のやり方が各課各担当者で行いますと、ですから５００人

余りになるんですか、そういう者が使うという前提で行っておりますので、その部分の別
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途の経費はないと思われます。ですからサーバー側においてあるプログラムが２本という

ことでございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   ２本の購入ということは、別のシステムということになればあれなん

ですけども、１つの購入で例えば５００のクライアントに入るわけですよね、動くんは動

くんですか。１つのソフトで５００入るわけですよね、そのクライアント数の数だけ。 

 

○柏木 剛委員長   情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   従前のサーバクライアント方式とは違いますんで、ウェブ方

式の更新となりますので、ある意味ログインさえできればできる、自由というと言い過ぎ

ですけどもできるということです。余りクライアント数については制限のないシステムで

あると考えております。 

 

○久米啓右委員   直接サーバーにデータを書きかえに行くということでクライアントに

は入ってないわけですね。 

 

○情報課長（富永文博）   公開用のサーバーとは別です、ＣＭＳのサーバーとは。ただ

そのサーバーについては、たとえ実際はできませんけれども、庁舎外からでも条件さえ整

えればログインできれば修正ができると、そういう環境であると思います。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   わかりました。あと少子対策のほうでは運用のほうはどんなふうにな

っていますか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   予算的には配信につきましては一応無料なんですが、一

応管理のほうにおきまして少子対策課で一括して行っております。各情報提供につきまし

ては、それぞれ今申し上げました部署におきましてユーザーＩＤ、それとパスワードを持

って情報を提供していただいております。 
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○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   実際に運用されとるということですね、結局はね。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   そうです。 

 

○久米啓右委員   わかりました、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   関連でちょっと我慢できないんで、午前中も言いましたけども、富永

課長が悪いんじゃなくて、このウェブ構築に４００万、今日本全国の自治体もお金ないか

らフェイスブックで行政の情報発信しようとか、そういう時代の移行期間に入っているの

に、こういう４００万円をあたかもちゃんと使いましたと、業者がいろんなシステムを組

み込んで、これはすばらしいですよということで提案されて４００万円使ってやってます

と言われてますけど、今そんな時代じゃないと思うんです。こどもあんしんネットもやっ

てほしいということで僕も要望しましたが、何か日進月歩のインターネット、情報化の時

代で、何か安全面ばっかりに捉われて、すばらしい事業ということで行政がやるのは構わ

ないですけども、やっぱり時代の流れを無視してやってるなというのは僕もずっと感じて

まして、その辺については各担当課でいろいろといい提案も出されているとは思いますけ

ど、市長も副市長もよく考えてほしいんですわ。やっぱりトップのそういう指導というか

考え方で日本全国、今そういう動きがある中でインターネット、わしようわからんねんと

いうんじゃまずいんですよ、市長も。やっぱりもうちょっと世の空気を読んでいただいて、

ちょっと一方的にしゃべってますけど、どうですか。僕もこんな４００万なんか考えられ

ないですわ、ほんまに予算通ってますけど。 

 

○柏木 剛委員長   どうしましょ、情報課長。 

 

○情報課長（富永文博）   先ほどもちょっと申し上げたんですけども、確かにフェイス

ブックでやられている市があるとは聞いております。先ほども申し上げましたように、本

件の場合はシステムそのものよりも従前のデータを生かしたいということで、データの移

行の部分についてを含めての委託ということでございます。その部分については御理解い

ただきたいと思います。 

 

○出田裕重委員   絶対理解できないですね。データの移行なんか、張りつけたらできる
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だけの話で、これはインターネット業界では１人工２万円とか３万円とかで、どう考えた

ってこんな値段は高いんですよ、行政は食いもんにされているんですよね。そういう意識

で業者と向き合ってもらわんと、ほんまにカモですよ、南あわじ市。市長もうちょっとね、

勉強していただいて指導してほしいですわ。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   出田委員ほど私は堪能ではございませんが、多少は今インターネ

ットも利用しております。ただ、今南あわじ市にそのメーカーとソフト会社と太刀打ちで

きる職員が果たして何人おるかということなんですよ。やっぱりそういう人を専門的に入

れて、その人ら以上の技術なり知識を持った人を入れらんとあかんわけなんです。ほかの

部門でもそうなんです、建築にしても言えばずぶの素人が同じように太刀打ちしようとい

うてもこれは無理なんです。ですから私は当初からやっぱり専門職、そういう形のものを

一つ一つ置いていくべきやという考えを持っております。時代はもう日進月歩よりかもっ

ともっと速いスピードで進んでいるというのはよく知っております。その辺、今後どうい

うふうにするか、ただ職員の数だけ採用したらええということでなしに、もっと専門的な

職員を私は雇うべきやと思います。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   非常に力強い答弁をいただきました。情報課に午前中に２億円かかっ

ていると言いましたけど、８００万円の職員１人置いたって２,０００万、３,０００万節

約できるような技術、絶対できると思うんですよね。ほんまにぼちぼちやってもらわんと

もうインターネットができて１５年もなる時代でね、余りにも業者の言いなりになってい

るというのが目につき過ぎるんで、その辺は市長、先ほども言われたとおりということで

お願いしたいと思います。現状５００名の職員の中にも絶対できる人いると思うんでね、

そういう役割を与えてあげるだけでも僕は前に進むと思いますのでお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私反対に市長、持ち上げよか。１５５ページの新婚世帯の家賃補助金

の対象と通勤の補助金１,３００万というやつの対象ちょっと、私はこの新婚世帯という

のは、南あわじ市で上限１万円で５年間ぐらいを支給しよると思とうねんけど、これの対

象人数とこれ５,０００円という半端出とんのは何かなと思たりしながら、お尋ねしよる
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わけです。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   この新婚世帯家賃補助金につきましては、平成２３年４

月以降にちょっと条件を緩和いたしまして、以前は５万円以上の民間の賃貸住宅を借りて

る場合につきまして１万円補助という形でございましたが、２３年の４月から３万円に金

額をちょっと下げまして、そういう対象者につきましては３万から５万未満の範囲でした

ら、月５,０００円といった形の補助をしております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   市長ね、この新婚世帯の家賃補助、３万円までとハードル下げてくれ

たけど、５,０００円、これ１万円にしたるわけにいかんのですか。少子対策課長、１万

円ということで南あわじのほう、ええなとよく言うてくれるんねんけど、３万円ところ５,

０００円というんじゃなしに、３万円以上のところを１万円というような、今までの方法

は取れないんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   ２３年４月からの制度改正ですので、ないものに加えた

というところもまたそれも評価していただければと思うんですが。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この基本的な原則をお尋ねするねんけど、この新婚というのは年齢の

夫婦で何歳とか、その辺の規定というのはどないなっとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   毎回この年齢につきましては御質問いただいているよう

ですが、合計年齢が８０歳未満ということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   もう１点ちょっとこの上の通勤通学というのはふえてきよるように思

うねんけど、対象者はやっぱり増加の傾向にあるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   年々増加の傾向にあります。ということでこれも人口流

出の歯どめの効果が上がっているのかなという評価いただけたらばと思います。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これは要は高校生の通学以外にも島外へのあれやけど、大体高校生の

利用というのは今どれくらいの対象人数、この２３年度はどれくらいでした。それだけ市

内の淡路三原高校行けらんと、洲本とか淡路高校のほうへ行きよるというような、私は市

内のクラスが少ないんじゃないんかなと思うねんけど、その辺はどうなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   少子対策課長。 

 

○少子対策課長（田村愛子）   通学通勤という大きなくくりの中で、付属資料のほうの

７４ページにもちょっと内訳が載っているわけなんですが、これを少し見ていただきなが

ら島外の通学者、神戸方面、徳島方面合わせて１１３名、島内の通学者１１２名、これは

淡路高校、津名高校の学生さんたちが主なものでございます。これを見ましても島内、島

外、人数的にはそう差はないんですが、やはり年々増加しているというところで効果的に

はいいのかなと思います。 

 

○谷口博文委員   ありがとうございます、もう終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

 蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １３５ページ、地区相談員の報償費ですが、この地区相談員の実績は

どのようになっていますか、相談活動ですね。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   相談件数としては２３年度は数件でした。緊急を要するよう
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な相談がありましたときには、すぐ市民課のほうへ報告いただくということは当然でござ

いますけども、定期的に報告を求めております。また相談員につきましては研修等に参加

いただいて、地域の方に情報等の提供していただいております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これはきのうの質疑でもあったんですが、行政相談あるいは法律相談、

人権相談というようなことで、行政相談と人権相談はゼロであったというようなきのう説

明があったかに記憶をしておるんですが、この人権相談とこの地区相談員の活動とは違う

んですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   人権相談については人権擁護委員さんにお願いしております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、この地区相談員活動として数件あったということです

けれども、その人権相談と地区相談というのは別に置いておく必要があるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   別に置く必要があります。地区相談員については主に同和問

題、そういう面について相談を受け付けていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   おかしいな、同和問題は人権の問題でしょ。人権擁護委員じゃできな

いんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民課長。 

 

○市民課長（塔下佳里）   なかなか市とか人権擁護委員さんが行っております人権相談

に直接は相談しにくいというようなこともございますので、やはり地元にいらっしゃる方

に相談ということで地区相談員は必要だと思っております。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   人権擁護委員には相談しにくいんですか、何か問題があるんですか。

人権擁護委員には相談できない、そんな人権擁護委員の相談会なんてやってどないなるん

ですか。どなたでも相談しやすいものをつくらないといけないんでしょ。相談しにくいよ

うな人権相談会やってどないなるんですか、おかしいん違いますか。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   人権擁護委員さんにつきましては、法務大臣からの委嘱

を受けて国民の基本的人権が侵犯されたような時期に陥ったときにそれを監視し、またそ

の救済のための相談を受けるというようなことが主な業務となるんですが、ここでいう地

区相談員につきましては、いわゆる部落差別とそこらの相談を地元でそういった見識のあ

る方にお願いして相談を受けていただくいうことのものでございますので、人権擁護委員

が当然部落差別に関連するような話は受けれる話だとは思いますけれども、やはり地区の

中でいろいろと相談するというのが相談しやすいというような中で、こういった方を委嘱

してお願いしておるところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   余り隔離したり閉鎖的にやることが僕は問題やと思うんですよね。や

はり垣根を超えて一般行政的に対応していく中で、例えば生活の問題であっても教育の問

題であっても、その中で対応していくというというスタンスでなければ、逆に新しい差別

を持ち込むということをやっぱり言われると思うんですよ。だから国にあっては同和事業

というのは全てなくなってしまいましたし、これを何で新たにそういう垣根起こしのよう

なことを人権擁護を啓発せんなん立場にある方が、そういうものを引きずってやるのか、

国にあってもそういう事業なくなっているのに、何でこれそんなものにこだわってやり続

けるのか、かえって助長していくことになるんじゃないかということを思うんですね。人

権擁護委員というのは法務省から定められて公的な立場にあって、地区相談員、どんな方

がなっているかはわかりませんけども法律にも精通しておるだろうし、さまざまな社会的

機関の活用もスムーズだろうし、むしろ問題起こったときの対応というのは客観的、科学

的、能率的にやられるんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 



 

－ 207 － 

 

○市民生活部長（入谷修司）   委員としてのそういった職務、性格が若干違うわけでご

ざいまして、当然部落差別、これについては昭和４０年に同和対策審議会の答申が出て、

ずっと３３年に及ぶ国の政策が行われてきたところでございますけれども、平成１４年に

はいろいろ法の名前も変わりましたが、そういうハード面の制度につきましては失効して、

現在は平成１２年から始まった人権教育及び人権啓発の推進に関する法律というところに

軸足を移して諸施策が展開されているところでございますが、３３年のこうした同対特別

措置法を皮切りとして行われた政策が終わったとしても、昭和４０年に出された同対審の

答申の精神は生きておるかと思います。部落差別解消は国の責務であり、同時に国民的課

題と明確に位置づけられたところでございます。そういった精神は生きておりますし、や

はり部落差別は現実に残っておる、特に結婚差別それから最近ではインターネット等掲示

板において被差別部落を露骨に批判するような書き込みも出ております。そういった差別

全廃に向けて行政なりそういった団体、または関係機関等連携する中で、それに向けて努

力していかないとならないというようなところでございまして、地区でそういう方々がお

られてそういった問題があったときには気安く相談できて、人格識見ともにある方に委託

することによって、そこらで解決方法を探るというようなメリットもございますので、人

権擁護委員自体、国の委嘱を受けてあらゆるそういった人権問題、基本的人権にかかわる

ことを受ける方でございますが、ここでいう地区につきましては、こういう方は必要であ

ろうと、そのように考えておるところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そういう人権問題というのは部落差別だけではなく、さまざまな問題、

障がい者の問題にしましても、あるいは婦人・女性、外国人、さまざまな多岐にわたる問

題があろうかと思うんですね。むしろそういう全般的なものを強化する中で人権意識を高

めていく中で対応していくことが求められているのではないかと。きのうも法律相談のこ

とで少し言いましたけれども、月２回の中で２０分ほどしか無料なんですけどね、そうい

う時間しかないということで、なかなか核心に迫れない、またもう少し時間をしようと思

えばお金が要るというような、別の弁護士さんのところへ行ってまたその相談の継続をと

いうことになると、逆に着手料なり交通費なりということでお金が要るというようなこと

になってくる。むしろ無料法律相談やそういう人権擁護活動の相談活動、専門家の相談活

動の回数をふやしていくことによって、もっと気安く壁を乗り越えてやっていく場が広が

っていくということにつながると思うんですけどね。ですから一般的な相談活動を強める

ということの中でできるんじゃないかというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。 
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○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   きのう質問に市民課長答えたとおり、それにつきまして

は、弁護士さん等につきましては経費の絡む話ではございますが、検討はさせていただき

たいと考えております。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに民生費。 

  蓮池委員、１８０ですか、１８１、ちょっと待ってくださいよ。それじゃこれで款３民

生費は質疑を終わります。 

 

   ③ 衛生費 

 

  次に今度は衛生費のほう、款４衛生費、ページは１５８から１８９ページまでを対象と

します。質疑をお願いします。 

  蓮池委員。 

 

○蓮池洋美委員   １８１ページ、清掃センターの運営管理費、２５年度でこの事業は終

結するというふうに聞いております。その終結時に起債残高の推移なり職員の推移、どの

ようになるでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   八木寺内にございます清掃センターにつきましては、平

成２６年４月に閉鎖することと決まりました。起債についてはもう償還が既に済んでおり

ます。そして人員につきましては、ただいまのところ所長を入れまして正職員が６名、嘱

託職員、臨時職員が６名、合計１２名で操業しております。 

 

○蓮池洋美委員   終了されるときには、その後の推移、方向づけ。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   閉鎖された後のことにつきましては、地元と協議いたし

まして、まずは跡地利用を考えるということと建物につきましては撤去すると、そのよう

な方向づけを決めております。 
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○蓮池洋美委員   職員の推移がどのようになっていくのかということを聞きよんねん。

要は閉めることによってゼロになるんでしょ。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   正職員６名につきましては、これはまた総務の人事と相

談いたしまして配置できるものと考えております。嘱託、臨時につきましては、この統合

が決まる以前より働いていた方につきましては、何らかの手だてを打たなければならない

と考えております。 

 

○柏木 剛委員長   蓮池委員。 

 

○蓮池洋美委員   今度、やまなみ苑で統一されて事業が続けられるということでありま

すので、例えば正規の職員にしても事務職の方は南あわじ市の中で配置がえができやすい

と思うんです。いわゆる技能労務職の方については、なかなか次の職場の配置が難しいと

思う。２６年４月からやまなみ苑で事業が続けられて合併なっていくということでありま

すので、その職場のほうに例えばそういう職員の方々が職場としてつける可能性は大なの

かどうか。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   まず南あわじ市の正職員が洲本市・南あわじ市衛生事務

組合のほうに身分移管するというのはなかなか難しいことと思います。しかし、先日９月

５日にやまなみ議会が開催されまして、前年度、技能職の職員が９名おりました。前年末

に２名退職しております。その補充につきましては、正職員じゃなしに臨時職員で補って

おります。これは南あわじ市と洲本市と協議して決めなければいけないことなんですけれ

ども、通常でいきましたらその２名の分は統合時にできたら採用試験をするなり、またう

ちのほうから採用お願いするというような方向で協議していきたいと考えております。 

 

○柏木 剛委員長   蓮池委員。 

 

○蓮池洋美委員   心配しとんのは、技能労務職に当たる正規職員の方々の行く末なんで

す。今何名おられます、そういう肩書の人は。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 
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○生活環境課長（高木勝啓）   技能労務職につきましては、清掃センターで５名おりま

す。そしてその５名なんですけれども、私所長も兼務しておりまして、頼りないんですが

実際は相談相手として十分に職員の意見を聞いてまいります。そして希望者におきまして

は職種変更を促すとともに、そういった方向で私も協力したいと考えております。 

 

○柏木 剛委員長   蓮池委員。 

 

○蓮池洋美委員   それはええ考えです。ただできれば現行の職でやまなみ苑のほうへ市

民サービスが増加するような事業も考えられて、そういう現場の職員がスムーズにやまな

み苑に行かれることが理想かなというふうに思ってます。やまなみ苑でも同僚議員が以前

から今の清掃センターの職員の行く末を案じて質問しとるわけ。その後にこのたび２人が

新規採用になったということの中で、それは事務職なのか技能労務職なのかわかりません

が、もし技能労務職であるとしたら、今のうちからやまなみ苑のほうにねじ込んで入れて

いかなんだら、この２５年末でなくなるわけやから、それに努力をしてあげるべきやと思

います。負担割合も大きくなるわけですから、見ておったら現在の洲本市の体制であるよ

うなんです。南あわじ市の体制になれるように事務協議の中ででも頑張って交渉に当たっ

てほしい、そのように思います。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   洲本市とはこれから条例規約の改正もございますし、そ

れはやはり対等の立場で詰めていきたいと考えております。特に人事につきましては、先

ほど頼りないと言ったのは、私人事の権限がないものですからそう言ったまでで、本当に

直属の部下でございますので、真剣に考えてよい結果になるように努力したいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蓮池委員。 

 

○蓮池洋美委員   今のちょっとねじ込むとかいう言葉の表現は何なんですが、体制が南

あわじ市としての負担もかなり大きなるわけですから、それに相応した交渉もしてほしい

と、かように思うんです。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   この問題については高木課長と時々協議、打ち合わせをしており
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ます。ただ今の現状から言えば９対１、すなわち南あわじの権利関係から言うたら１しか

ないわけなんです。洲本は五色も含めましたんで、ですから今うちが委員が言われたよう

に今の段階で２人を強引にというのは、なかなかそう簡単にいかんと思います。ただ今度

統合される時点は対等やと私は思っております。ですからその間に当然条例も深くは見て

ないんですが、やはり洲本主体の条例です。ですからこれも対等な条例に変えるとこは変

えていくと、そして人につけてもそうであるし、私は前にちょっときつく言うたんは、あ

の場所は南あわじの場所やでと、たまたま当時緑町とでなったんで、合併したらもう完全

に南あわじの場所やから、やはり今の体制としてはこれは言い過ぎかもしれませんが洲本

のほうは南あわじを受け入れてやろうという、ややそういう感じを私も受けます。しかし

これも対等やということで思ってますし、担当もそういう意気込みで今事務レベルでいろ

いろ話を出してくれてます。できるだけ委員おっしゃられたような方向に取り組んでいき

たいなと思ってます。 

 

○柏木 剛委員長   蓮池委員。 

 

○蓮池洋美委員   どうも施設については起債がゼロになっとるということであります。

だからせめて人がその終了時に困り果てたことのないようにひとつ頑張って交渉に当たっ

てほしいと思います。終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １６３ページですか、健康づくりということで、町ぐるみ健診のこと

が出ております。この町ぐるみ健診の費用負担の問題もあったわけですけど、現状は受診

者はどのようになっていますか、この２３年度、どんなような健診の受診者がおられたか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応法律で保険者の責務という形で４０歳から７４歳までの

市民につきましては、保険者のほうでするいうことになっておりまして、とは言いながら

市の国保につきましては、市の町ぐるみ健診のほうで実施しておりまして、負担につきま

しては１,３００円で実施しております。 

 

○蛭子智彦委員   人数を言ってもらえますか。 
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○健康課長（小西正文）   ２３年度の人数でございますが、南あわじ市の国保の受診者

数ですが、４,０５２人ということになっております。 

 

○蛭子智彦委員   国保だけかな。 

 

○健康課長（小西正文）   市の国保以外につきましては、それぞれの特定保険健診とい

う形で、その保険者によって負担が違っております。無料の人もあれば１,０００円の方

もおりますし、扶養者のほうが主になりますが、また本人につきましては市のほうで受け

る場合は全額個人負担という形で実施しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと数字がわかりにくいんですけども、町ぐるみ健診を受けてい

る方、国保加入者４,０５２人であったと。保険者ごとの受診として、国保以外にもある

のかないのか、これがまず第１点と、それから特定健診を受けている方についても同様な

ことをお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   人数でよろしいでしょうか、資料の８３ページに記載させて

いただいておりますが、健康診査ということで３９歳までにつきましては、特定健康診査

には入ってこないということでございまして、この方につきましても１,３００円で実施

しております。それから後期高齢者の健康診査につきましては人数のほうで申し上げます

と、２７日間実施いたしまして１,１４５人、８３ページに記載のとおりでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと聞きたいこととはずれとるんですけれども、要は先ほども説

明ありましたように、特定健康診査ということで自己負担金というようなこともあったわ

けですけれども、国保会計に出てくる特定健康診査の受診で負担金は５４０万ということ

に、これは国保の特別会計の中に出てくるんですけども、こちらの町ぐるみ健診での負担

金が１,５００万から１,４００万ぐらいとなっておるわけなんですが、この違いというの

はどこから出てくるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 



 

－ 213 － 

 

○健康課長（小西正文）   ここの８３ページ、付属資料のほうですが、ここに種類を幾

らか挙げておりますけども、この中で市の国保の特定検診につきましては、さっき申しま

したとおり４,０５２人で１,３００円でございまして、市の国保特会で四、五百万組んで

いただいておりますが、そちらの分になってきます。その他市国保以外の分ですが、１,

２７０人で、これはさっき申し上げましたとおり、被用者保険に入っている扶養者が主に

なってきます。保険の種類によりまして負担金が違います。それから健康診査の３９歳に

つきましては９１７人ということで、これにつきましても１人１,３００円ということで

実施しております。後期高齢者の健康診査につきましては１,１４５人で、１人７００円

の徴収ということで、合計１,４００万余りということになります。それと一番大きいの

落としておりました。がん検診のほうでの費用負担の分がありまして、それにつきまして

は種類によってそれぞれ負担額を設けております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと入のほうで聞けばよかったんですけども、健診ということで

衛生費でまとめて聞こうと思いまして後にしたんですが、この町ぐるみ健診の個人負担金

が入で４９ページで１,４３３万となっておるんです、ざっとね。国保特別会計では個人

負担金は５４０万円というふうになっておるわけなんですよね、なっておるでしょ。その

違いというのがなかなかわかりにくいので、その説明いただけたらということで今質問し

たんですけども、もう少しわかるようにしていただけませんか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   国保の個人負担金といいますは、いわゆる国保の被保険

者が受診をする特定健診、それの個人負担金１,３００円ですけども、それに受診人数を

掛けたものが５４０万と、それから一般会計の健康づくり推進事業費でまちぐるみ健診、

それから各種のがん検診、これに係る個人負担金、これが１,４００万円余りということ

でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それで結構です。以前一般質問の中にも少し出したんですけれども、

この国保の特定健康診査の部分というのが無料化している自治体も結構あると聞いておる

んですが、この自治体総数、県下でどれくらいの自治体で無料化しているかということは
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わかりますか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   保険課の川本でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。県下４１市町のうち個人負担金を無料にしておりますのは、約３分の２市町ござい

ます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ３分の２の自治体で無料化しているということだそうです。ジェネリ

ック医薬品とかそんなん使いながら国保会計を安定的なものにという話もありましたし、

この健康診査を重視していく中で医療費を抑えられるという考え方がベースになっている

かというふうに思うんですけど、その点この町ぐるみ健診というのは当然健康を守るとい

うこともあるわけですけども、財政的な面からの効果というのをどのように考えておりま

すか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   委員おっしゃりますとおり、早期発見いたしまして、その

後の医療費の軽減にとても重要な健診だと考えております。 

 

○蛭子智彦委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにありませんか。 

 阿部委員。 

 

○阿部計一委員   １７３ページ、広域水道が２２年４月１日に淡路広域水道企業団とい

うような形で設立されたということで、水道課というのはなくなったいうことで非常にい

ろいろな面で私は心配しとるんですが、まず淡路広域水道企業団の補助金について、２億

１,７８０万１,０００円ですか、この金額についてお尋ねいたします。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   高料金対策でございますが、これにつきましては自然条
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件等により建設改良費が割高のため資本費が著しく高額となり、高水準の料金設定をせざ

るを得ない上水道事業について料金格差の縮小に資するため資本費の一部に繰り出すこと

ができるというようなことで、これについては資本費から基準資本費を引きまして、それ

に有収水量を乗じております。その金額が２億１,７８０万でございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   その料金について実は私は何が聞きたいかということは、まずチェッ

ク機能が今のところ水道が市からなくなったということで、これは平成２２年４月１日現

在、合併による起債残高ですけども、南あわじ市で６７億１,７００万、淡路市で９０億

６,９００万、洲本市で９０億４,７００万、そして水道企業団ですね、合併するまで、そ

れが１５５億６,２００万、合計で約４０４億円の起債残高を抱えておるわけですわね。

その上、これは間違っているかもわかりませんけども、その金利が２.５から５％以内と

いうことで、約年間５億５,０００万ぐらいの金利を払っておると、それだけの大きな会

計を抱えながら、水道いうのは命の水なんですね、それで詳しいことをお聞きしようと思

っても、これ私も議長のときに１年間副議長と総務委員長と行きましたけども、これ本当

に審議するいうて議員協議会持ってもね、本当にわけのわからん間に詳しいことを聞く間

がないわけなんです。ですから全くチェック機能が働いてない。なるほど３市の首長、う

ちの市長なり誰が行っているのかわかりませんけども、三原郡時代でも広域の事務組合に

３名ぐらいの各議員が派遣されて十分審議されておりました。私、その点で市長にお願い

したいんですけど、今のところそういう三役ですか、議長、副議長と総務、本当に何か寄

ってさっと終わるような、それだけの大きな金額扱う中で何のチェック機能、市長がそう

いう形で一生懸命やってくれると思いますけどね、なかなかそこまでいかないと思うんで

す。せめてやはり５名ぐらい、今言った３人以外の５人ぐらいの議員をね、やはり民主主

義の世の中ですから十分チェックできるような体制を整えてほしいなと思うんですけども、

市長いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   当然水道は今委員おっしゃったように非常に大きな起債を持った

ままでございますし、またほかの広域消防もそうでございます。淡路全体の中での１つの

行政体いうことでございますので、そういう面では心配な面もございます。当然私どもの

首長もそうでございますし、議員さんのほうからは議長、副議長、総務委員長、これは３

市から３名出ております。この１年間の予算の関係につきましては、当然各市の財政担当

が事前に事務レベルで寄っていろいろと中身の協議をいたします。そこが１つの数値のそ
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れぞれの市のチェックができるシステムであるわけですが、まだ完全とは言えません。た

だ、今後特にこれから水道事業においては、非常に厳しい状況が生まれてこようと思いま

す。人口は減少しとるし、使用量も減っております。今御指摘のあった起債を返していか

ないかんというようなことでございますので、今後そういうことも１つの議題として提案

はしていきたいなと思いますが、ほかの２市の状況もございますので、一応はそういう提

案はしていきたいと思います。金額のチェックは先ほど申し上げた、かなり財政のほうで

改革すべきは改革していくというように取り組んでいただいております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これはほかの２市の関係もあるし議員をふやすということは、市長だ

けの独断ではいかないと、いろいろ話もしていかなければならないと思います。ただ私も

非常に心配しますのは、この前も首都の直下型地震のテレビ放送見ておりました。そこで

やはり一番心配されるのは水道管、下水管のインフラ整備と申しますか、今下水道は南あ

わじはやっておりますんで、下水の管というのはほとんど整備されておりますけども、水

道管の耐用年数とか、例えばそういうようなことが我々本当に心配することが細かく聞け

ないというか、それは市長がおっしゃったように財政のほうで行ってチェックしていうふ

うな水道管のそういうインフラ整備やいうようなことを正味話し合いしていただいておる

のかね、この前も例えば水道管がパンクしたら例えば透析を受けている患者、これは水が

１人に１２０リットル要るらしいですわ。これはもう即命にかかわるというような問題も

この前テレビでやっておりました。ですからこれは水道管の耐用年数とかそういうような

ことを本当にやってくれてると思うんですが、今も津波とか地震のこと言っているけども、

これは大変なことになると思うんですよね。その点わかっている範囲内で水道課というの

はないんですけども、答弁できましたらひとつお願いしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   決算書の１７３ページでございますが、先ほど委員言わ

れた補助金の下に投資及び出資金というのがございます。淡路広域水道企業団出資金とい

うことで、上水道安全対策事業ということで南あわじ市分につきましては、長見山、それ

から生子、上田浄水場の耐震化工事をしております。こういうのが１つのおっしゃられた

ような対策だと思います。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   今言うた水道管のインフラ整備ということで、そういうパイプが、下

水は今やってますから大丈夫だろうと思いますけど、下水が例えばパンクしても命にかか

わるようなことはないと思うけども、そういうことのチェックはされておるわけですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   今パイプのお話もちらっと出ましたので、長見山につき

ましては、送水管をＤＣＩＰで２８０メートルと３３０メートルですか、６００メートル

ほどやっております。これについてはウィード管というんですか、伸縮ができる耐震用の

ものだそうです。それはＮＳか何かです。もう１つはポリエチレンパイプような材質のも

ので、それにつきましては継ぎ手もほとんどない、一本もんできますのでかなり耐震を考

慮したような管は据えているようでございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そういう材料とかそんなんじゃなしに、要は今言うたそういうもしも

水道管が破裂したら、これはもう津波が来るいうことは地震が来るねんから、これは大変

なことになるという認識を持っていただいてね、ほんまにそういう面の準備というか今か

らかかっとってもええかげんなもんやと思うし、それを十分に水道管のインフラ整備とい

うことをお願いしたいと思います。 

  それともう１点は、広域化されて何か一本化されて、例えば業者が下水とか水道の排水

事業でも、南あわじ市の業者が淡路市へも行ったりしよったんですけども、そういうこと

が締め出されて淡路のほうは淡路でやると、そしてまたサービス面、電気のメーター、水

道のメーターとかやるんも南あわじ市からも１社行って、関電サービスと２社か３社でや

っておったものも、ことしからそれも南あわじ市はアウトということで関電サービスが一

手にやっております。これも年間５億から６億からの大きな事業なんですね。うわさです

けども、そういう関電サービスに入っている主な幹部が淡路市の職員のＯＢであると、そ

ういうふうなことで淡路でやっていた業者が私のとこ来ましてね、そういう証拠のないこ

とは言われへんけども、何か南あわじ市を締め出しにかかっとるいうか、広域化されると

関電サービスが一本なったんかというようなことをお聞きしました。これは市長も出席さ

れていろいろとやっておられるんでね、市長もこの２点について、事業所が南あわじが飛

ばされ、そういう関電サービス業も完全に一本化されたというような、この点について市

長ちょっとお話いただきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 
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○市長（中田勝久）   当然これはちゃんとした公式の入札なりで業者設定されたという

ふうに聞いております。これは広域水道企業団のほうでその事務を執行しておりますんで、

私は結果を聞いとるだけで中身についてはそちらのほうでやっております。ですから業者

自身もどのような捉まえ方をしているか私も詳しくはわかりませんが、いろいろと条件的

なものもあったんではなかろうかなと思います。それといざの場合の送水管の破損の対応

なり、そういうチェックは今まだ完全にそのような取り組みのシステムでは動いていてお

りません。ただそういういざのときの対応するいうことでは、広域の水道の企業団のほう

でいろいろといざのときの対応を考えて、取り組みの態勢は整えているというふうに私自

身も思っております。しかし、それが完全にそんなんできるんかなというふうに問われれ

ば、なかなかそうはいかない部分もあるというふうに心配な面も確かにあります。一度、

今企業長がこの４月から今まで広域のそれぞれの管理者なり企業長の長年、一緒の市がず

っとやってきたということもあって、そういう３人の輪番制ということで、ことしの４月

からは洲本市長が企業長の役職に当たっております。消防のほうは私もずっと長年やって

きたんですが、今度は淡路市長の門さん、私は広域の事務組合の管理者ということでござ

いますので、お互いいろいろ情報交換したりしてますんで、また一度そこらの中身につい

ても確認してきておきます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   もう答弁結構ですんで、要は言いたいことはそういう審議の機会を、

審議する場を市長の一存ではこれはなかなか難しいとは思うんですが、やっぱり言わなあ

かんと思いますんで、我々１年参加させてもらいましたけど、何回も行けへん。そら寄っ

てがちゃがちゃとしたら終わりのような、言いわけのような会であったわけです。歴代の

議長さんもそうやと思います。そういうことでできたら今の３名プラス２名ぐらいの議員

を派遣していただいて、十分細かい点も審議できるような体制を、市長今度会う機会がご

ざいましたら、そういうことをひとつ強く要望いたしまして質問を終わります。 

 

○柏木 剛委員長   砂田委員。 

 

○砂田杲洋委員   私は今回の決算委員会では一言もしゃべらんということは決めとった

んで言うこともないし、だったんですけど、出田君ではないけど今阿部さんの発言聞きよ

ってちょっとかちんと来たいうことがあって、１つだけ言うただけでよろしいけど、淡路

広域が一本化なるときに、ここで私は反対した１人です。なぜと言うたら平成２２年やっ

たかな、そのときに当時の３市の参事が合併前提の話し合いしよった。そのときの本市の
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担当部長が合併直前に私に話があったわけよ。淡路広域水道に３市で話し合いして、５１

名の職員ちょっと多いと思うねんけど、これでいかな仕方なくなったということを言われ

たわけよ。そうか５１じゃ多いんか、だけどほかの２市に押し切られて仕方ないというこ

とで私はもともと合併反対やったから反対してんけども、その後合併してびっくりした。

７６名になっとった。何でやと当時の部長に聞いたら、２５名洲本市が職員の削減が進ん

でおらんと、何とか認めてくれということで本市も少し上乗せして、淡路３市で２５名を

余分に雇ったわけ。そうしたら南淡庁舎に水道の本部がある、事務所がある、そこ予定し

とったとこに机が入り切らん、職員座るとこもないというぐらいあふれとる。余分な２５

名の給料を今払とるわけ、要らん人を。そやから今の淡路広域水道の職員はほとんどの工

事は外部発注するんで仕事がないと暇で仕方ないと、本人に直接聞いとる何人もに。そん

な状態やから市長に頑張ってもろてこれから行って、職員の淡路広域水道の削減もしても

らわないかんと思う。今とりあえず２５名は不要な人間がいて給料もろとる。１人５００

万として何ぼ要るんかな、計算して。そういうことです、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   そういうことでよろしいですか。 

  そしたら本日の予定の時間のつもりでいましたので、お諮りします。審査の途中ですが、

本日の審査はこれまでとし、後まだありますか、またあしたはあしたでありますんで、あ

したはもちろん時間は多少おくれた場合はおくれたということで。まだまだあると思いま

すんで、一旦ここで審査の途中ですが、次の審査はあす９月１４日午前１０時より開催し

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   御異議なしとなります。よって本日の審査はこれで終了します。 

  本日はお疲れさまでした。 

 

（閉会 午後 ４時３４分） 
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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２４年 ９月１４日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ４時５７分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１８名） 

    委 員 長    柏  木     剛 

    副 委 員 長    熊  田     司 

    委 員    久  米  啓  右 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    森  上  祐  治 

    委 員    原  口  育  大 

    委 員    出  田  裕  重 

    委 員    川  上     命 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    小  島     一 

    委 員    砂  田  杲  洋 

    委 員    蓮  池  洋  美 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    廣  内  孝  次 

    議 長    楠     和  廣 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    高  川  欣  士 
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    次 長    阿  閉  裕  美 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    川  添  卓  也 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    市 長 公 室 長    中  田  眞 一 郎 

    総 務 部 長    渕  本  幸  男 

    財 務 部 長    土 井 本     環 

    市 民 生 活 部 長    入  谷  修  司 

    健 康 福 祉 部 長    藤  本  政  春 

    産 業 振 興 部 長    興  津  良  祐 

    農 業 振 興 部 長    松  下     修 

    都 市 整 備 部 長    山  崎  昌  広 

    下 水 道 部 長    道  上  光  明 

    教 育 部 長    岸  上  敏  之 

    市 長 公 室 次 長    橋  本  浩  嗣 

    総務部次長兼選挙管理委員会書記長    林     光  一 

    財 務 部 次 長    細  川  貴  弘 

    市 民 生 活 部 次 長    久  田  三 枝 子 

    健康福祉部次長兼長寿福祉課長    小  坂  利  夫 

    産業振興部次長兼水産振興課長    早  川  益  弘 

    農 業 振 興 部 次 長    神  田  拓  治 

    都 市 整 備 部 次 長    垣  本  義  博 

    下水道部次長兼下水道課長    岩  倉  正  典 

    教 育 部 次 長    太  田  孝  次 

    会 計 管 理 者    馬  部  総 一 郎 

    次長兼監査委員事務局長    大  瀬     久 

    次長兼農業委員会事務局長    原  口  幸  夫 

    市 長 公 室 課 長    喜  田  憲  和 

    総 務 部 総 務 課 長    佃     信  夫 

    総 務 部 防 災 課 長    松  下  良  卓 

    総 務 部 情 報 課 長    富  永  文  博 
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    ケーブルネットワーク淡路所長    土  肥  一  二 

    緑総合窓口センター所長    片  山  雅  弘 

    西淡総合窓口センター所長    岡  本  千  明 

    三原総合窓口センター所長    柏  木  浩  一 

    南淡総合窓口センター所長    榎  本  輝  夫 

    財 務 部 財 政 課 長    神  代  充  広 

    財 務 部 管 財 課 長    堤     省  司 

    市民生活部市民課長    塔  下  佳  里 

    市民生活部税務課長    藤  岡  崇  文 

    市民生活部収税課長    福  原  敬  二 

    市民生活部生活環境課長    高  木  勝  啓 

    健康福祉部福祉課長    鍵  山  淳  子 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    健康福祉部健康課長    小  西  正  文 

    健康福祉部少子対策課長    田  村  愛  子 

    産業振興部商工観光課長    阿  部  員  久 

    産業振興部企業誘致課長    北  川  真 由 美 

    国 民 宿 舎 支 配 人    北  川  満  夫 

    農業振興部農林振興課長    松  本  安  民 

    農業振興部農地整備課長    喜  田  展  弘 

    農業振興部地籍調査課長    和  田  昌  治 

    農業振興部農業共済課長    宮  崎  須  次 

    都市整備部管理課長    和  田  幸  三 

    都市整備部建設課長    赤  松  啓  二 

    都市整備部都市計画課長    森  本  秀  利 

    下水道部企業経営課長    江  本  晴  己 

    下水道部下水道加入促進課長    松  本  典  浩 

    教育部教育総務課長    片  山  勝  義 

    教育部学校教育課長    安  田  保  富 

    教育部人権教育課長    大  谷  武  司 

    教育部生涯学習文化振興課長    山  見  嘉  啓 

    教育部青少年育成センター所長    高  辻  隆  雄 

    農業委員会事務局課長    小  谷  雅  信 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認定について･･････････２２５ 

 （２）歳出について 

   ③ 衛生費････････････････････････････････････････････････････････････２２５ 

   ④ 労働費、農林水産業費･･････････････････････････････････････････････２４５ 

   ⑤ 商工費････････････････････････････････････････････････････････････２７３ 

   ⑥ 土木費････････････････････････････････････････････････････････････２９２ 

   ⑦ 消防費････････････････････････････････････････････････････････････２９６ 

   ⑧ 教育費････････････････････････････････････････････････････････････３０２ 

 

Ⅲ.会議録 
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決算審査特別委員会        平成２４年９月１４日（金） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ４時５７分） 

 

 １．認定第１号 平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

   ③ 衛生費 

 

○柏木 剛委員長   おはようございます。 

  それでは、きのうに引き続きまして決算審査特別委員会を開催します。 

  認定第１号、平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認定について。衛生費１５８ペー

ジから１８９ページまでの質疑を行います。 

  それに先立ちまして、執行部から付属資料の訂正についての申し出がありますので。 

  財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   おはようございます。 

  大変恐れ入りますが、決算付属資料、こちらのほうでございますけども、２カ所御訂正

をいただきたいと思います。 

  まず１８ページ、歳入のところなんですけども、１８ページの左側の諸収入でございま

す。下から５行目、６行目のところで、滝川奨学資金貸付金元利収入１９１万１,０００

円となっておりますが誤りでございまして、２２６万２,０００円。２２６２に御訂正を

お願いをいたします。 

  それともう１点、大きくページが飛びまして、１７８ページをお開きいただきたいと思

います。公債費でございます。ここの、主な事業内容等のところに、表が上下２つござい

ます。その下の、事業別償還額のところの表なんですけども、区分のところで県貸付金、

下から３段目のところで県貸付金という欄がございます。ここの、その２つ隣の利子の欄

なんですけども、９６１万７,０００円と入ってございますが、これがゼロでございます。

利子はございません、ゼロでございまして、その右隣の合計が２４９万６,０００円、元

金だけで２４９６に変わります。 

  それに伴いまして、その下のその他の欄でございますが、その他の欄の利子のところが

２５９０１７となっておりますのが、２６８６３４でございます。その右隣の合計が１３

０７１４２となっておりますが、ここが１３１６７５９になります。恐れ入りますが、御

訂正のほうよろしくお願いいたします。大変申しわけございませんでした。 

 

○柏木 剛委員長   それでは、よろしいでしょうか。 

  質疑を再開します。 
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  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １７３ページの水道事業の関係、昨日の質問の関連なんですが、耐震

補強工事をするということで、２カ所の浄水場が挙げられておりましたが、この管路につ

いては耐震補強工事の計画はこれからということであったかに思うんですけども、事業と

して今回挙げられてなかったわけですが、その点ちょっと確認をしたいんですけども、こ

れはあくまでも２つの浄水場の改修ということになっておるわけですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   ２つじゃなくて３つです。長見山、生子、上田浄水場。

それで、長見山のほうは、もう浄水場のほうは終わってまして管路の整備です。あと、生

子と上田浄水場につきましては、浄水池の補強ですね、耐震に対する補強でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、この広域水道の持っておる管路についての耐震性とい

うのはどうなっておりますか。全般的にですが。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   つぶさに、全てを知ってるわけじゃございませんが、合

併以前から管路については、石綿管から老朽管更新事業を利用して、ＶＰであるとかダク

タイル鋳鉄管に更新をしてきておりました。今聞きますと、そこらの老朽管の工事はやっ

てないように聞いております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   南あわじ市の場合は、老朽管、石綿管というのが既にほぼ終わってる

というふうに聞いとったように思うんですが、それと下水の事業と関連をして進んでいっ

てるという話が以前あったかと思うんですけども、広域水道全体としてどうなのかという

ことで、これも終わってるということですか。その、耐震補強工事も全て終わってるとい

うことですか。 
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○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   私も、ここに来る前に企業団ともいろいろ話はしたんで

すが、南あわじ市の決算に出てる分が中心でしたので、余り詳しくは存じ上げておりませ

んが、洲本市なんかは余りされてないように、そんな話があったように思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   事業そのものは、広域化したの一本化なってるので、他市の分も市と

してやっていくというようなことになるのかどうなのか。ですから、他市がおくれてると、

できてないというようになると、そこの部分も均等割といいますか、新たな出資ですよね。

負担というのか、平均的にくるということになるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   今は決算といいますか、そういうのも自分の市のエリア

の部分について出資をしてるというようなことです。将来的にはどうなっていくのか、ち

ょっと私もまだそこまでは存じ上げておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、全般的な話になっていきますので、なかなかこの補助金の関

係でしか見えないわけですけれども、あと出資金ですか。これは、やはり新たな負担増に

なる可能性を持ってることも考えられると思いますので、正式なコメントがほしいという

ことなんですよ。企業団からね。どんな考え方で耐震補強工事やっていくのか、現状はど

うなってるのか。このたびの東北大震災でも、インフラということで大変大きな被害があ

って、そして特別の措置として、今この耐震補強工事に関する費用負担の中で国が２分の

１、３分の１、４分の１というような措置をとってる、そういうふうに聞いとるんですけ

ども、これやはりどんな見通しでやるのかということを、やっぱり市民に対してしっかり

コメントしていただかないと、我々知る由もありませんので、これはぜひお願いしたいと

思うんですけども、その点いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   昨日の、市長のほうからも話がございましたが、企業団
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のほうには財政課のほうも３市行っております。それからまた、企画のほうも説明を受け

たりもしております。そこらでも聞いたり、また組合議会のほうでも確認はお願いをした

いと思います。我々事務方としましても、その辺はそういうお話があったので、今後確認

はしていきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子議員。水道企業団への補助金をしてるという、その観点からの

質疑でお願いしたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員   ですから出資金でしょ。上水道安全対策という出資金ありますよね。

これにかかわる話として、今聞かせてもろとんですけど。そうでしょ、違うんですか。こ

れは、耐震補強工事とかで南あわじ市担当分は今やってるのでこれだけ出しましたよと、

今後どうなるかわからんというような話もあったんで、その見通しを示していかないと市

の負担がどんどんふえていったら困るんじゃないかと。 

 

○柏木 剛委員長   どうぞ、それじゃ。 

 

○蛭子智彦委員   それは、答え聞いたんで結構なんです。 

  あと、この高料金対策ということなんですが、補助金の関係でね、高料金対策というこ

とが出てますね。今、これについての見通しも、きのうも市長も大変懸念してるというこ

とであったと思うんです。淡路全体の、当初の広域水道、阪神水道企業団からの上水を買

うと、その責任水量というのがあると。ところが、どんどんその責任水量ということ想定

しとった、人口が減る、あるいは流入人口が減ってくる、とすると負担がふえると、こう

いう話を市長は大変きのう心配しとったような発言があったかと思うんですね。この、今

の阪神水道企業団から購入している購入単価、これはどうなってますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   すいません、資料をちょっと持ち合わせておりませんの

で、正確な数字はちょっと今はわかりません。 

 

○柏木 剛委員長   どうですか、答えられる範囲ということで考えてもらったらいいと

思うんですが、資料わかりますか。単価。 

 市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   １５０円代だそうでございます。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １５０円代というの、１５１円と１５９円とでは大分違うと思うんで

すよ。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっと調べる時間をとってもらって、ちょっとこの質問一旦区切

ってよろしいですか。次の質問いって、その間にちょっと調べてもらって、次回休憩後と

いうことで回答してもらうということにしたいと思います。 

  ほかに、衛生費で質問ございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １６９ページの１９節、保健衛生組織連合会補助金について聞きたい

と思います。これの、３０万円の補助金なんですが、この組織２年前に質問したところ、

この組織が総会を行っていなかって、決算書が出ていなかったということであったんです

が、まず聞きたいのは、その後この連合会は総会は毎年行われておりますか。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   はい、毎年５月末から６月にかけて、毎年開催しており

ます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そのときにですね、支出金の中で上部団体への負担金等はそれはそれ

でええんですが、どうも一つ支出の不明な公告費というような欄の支出があったと思うん

ですが、その後どうなってますか。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   委員指摘の内容は、広告費を払って、またこちらに還付

金がきたということに非常に問題があったと存じ上げます。昨年度は、広告は確かに行い

ましたけれども、そのバックを差し引いた形で広告をさせていただきました。それと、今

後広告は取りやめるというようなことで、今年度から広告は差し控えさせていただきたい

と考えております。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、課長言われたように、補助金を出している組織が、上部団体に負

担金出すのはええんですが、あの広告料というのはいかにも意味不明な支出であったと思

うんですね。今も、課長のほうから団体に指導されたと思うんですが、そういう形になっ

ていくのはそれで結構だと思うんですが、直近の総会資料見て課長はどんなふうに思われ

ましたか。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   まず、その団体の目標なんですけれども、やはり大きな

目標と、その年度ごとに成果を上げらないかんという目標をはっきりしようではないかと

いうような協議を行いまして、まず総会の資料におきまして、保健衛生組織連合のまずの

成果が上がるような目標といたしまして、不法投棄の解消と犬のふんの苦情をなくするこ

とやと、この２点に絞って成果を上げていこうということになっておりますので、私はい

い方向に向かっておると感じております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   水道のほうはもうちょっとしてからということですので、予防接種の

ことでちょっとお伺いしたいと思います。ページ数は、１６１から１６３にかけてですが、

これは付属資料でいきますと８２ページということになっております。それぞれ、接種回

数、接種者というのが出とるわけですが、これは対象人数に対してどれぐらいの比率で接

種されているかということはわかりますか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   付属資料の８１ページの下に、子宮頸ガン予防ワクチンとい

うのがございます。これにつきましては、接種対象者が中１から高校２年生で、３回接種
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ということになっておりまして、接種回数につきましては延べ２,８０５人ですが、接種

対象者につきましては３,３５５人ということで、摂取率が８３.６％になっております。 

  それから、その次の８２ページのヒブワクチン、小児細菌性髄膜炎予防接種のほうでご

ざいますが、延べ接種回数１,５５９人と記載しておりまして、これの接種対象者のほう

でございますが１,５５９人で、摂取率が９２.１％となっております。接種対象者数は１,

６９２人で、摂取率が９２.１％でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ７６０人しか接種してないで。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   これは接種対象者でございまして、接種回数につきましては、

ヒブワクチンにつきましては、生後２カ月から５歳未満ということで、最高４回の接種と

いうことになっております。 

  それで、接種回数につきましては、何カ月生まれから何歳までということで、それぞれ

４回が３回、１回と減ってくるわけでございまして、それの延べ接種対象者ということで、

ヒブワクチンにつきましては、接種対象者につきましては１,６９２人で、接種者が１,５

５９人、摂取率が９２.１％となっております。 

  続きまして、その下の小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、生後２カ月から５歳未

満ということで、最高４回の接種になっております。資料ですと、延べの接種回数が１,

９３６人ということで、これの接種対象者につきましては２,１６４人で、摂取率が８９.

５％となってます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今、子宮頸ガンのほうはわかったんですが、このヒブワクチンは、対

象人数１,６９２人で接種者７６０人というふうになってると思うんですが。それから、

小児用肺炎球菌のほうも、２,１６０人に対して接種者数８３７人というふうにこの付属

資料ではなっとるんですが、今おっしゃられたのは延べの接種回数であって、対象人数の

比率で割ると９０％じゃなくて、ヒブワクチンは４４.９％で、それからこの小児用肺炎

球菌ワクチンは３８.６％ということになるんじゃないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   被接種者数でいきますと、子宮頸ガンワクチン、付属資料の

８２ページになってますが８９２人で、対象者の数が１,０３６人で８６.１％になります。

実人数でいきますと、１,０３６人のうち８９２人が接種で、８６.１％です。 

  それから、ヒブワクチンにつきましては、実人数で接種者数が７６０人。これにつきま

しては、対象者の数は１,６６０人で４５.８％の接種率になります。 

  それから、小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、資料で接種者数８３７人ですが、

実対象者は１,８６４人で４４.９％ということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、子宮頸ガンは９割近いと。それから、ヒブワクチン、

小児用肺炎球菌ワクチンは大体５割前後と、５割を切るということですが、その理由は何

でしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   先ほど言いましたとおり、最高４回までということで、生後

２カ月から満５歳未満ということになっておりまして、それの打つ時期によってずれが生

じてくるということでございます。延べ接種回数のほうで見ていただければ、実際の接種

した率が挙がってくるといいますか、一人ずつ実人数でいきますと下がってきますけども、

同じ人が最高４回打つわけですけども、それのほうでひらっていた数字でいきますと、９

０％前後は接種してるということになります。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっとわかりにくいんですが、単純に見ての話を今しとるんですけ

ども、単純に対象者が１,０００人おって、受けたのが８９０人やったら９０％接種して

ますよね。それが１,６００人、１,８００人、１,６００人で、実際に受けた方が７６０

人、８３７人ということになれば、その比率は低いというような見方をするわけなんです

か、そうじゃないんですか。全部受けてるけども、回数としてカウントしてないというこ

とですか。そのあたりちょっとよくわからないんですけども、対象者は全部受けとる、し

かし数字的な集約にはずれがあるということなのか、受けてない人が半分ぐらいおるのか、

そのあたりを聞きたいんですけども。 
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○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   今の質問ですが、生後２カ月とかでありますと、対象者が１

６０人で接種者が３７０人ということで接種率が２３１.３％と、小さいころはかなり接

種されるということで、そこの接種対象者につきましては、人数の把握の仕方によりまし

て大分違ってきますので、延べ接種回数という形での接種でお願いいたしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたらですね、今後はこういう集計をするときに、対象となるべき

人が受けてるか受けてないかということがわかるようにしていただきたいんですね。本人

の希望とか、本人の様子とかいろいろあって、そういうような統計で出てこないとせっか

くの事業がうまく役割を果たしてないと。せっかく、そういう子供たちの健康を守るため

のワクチンを接種するという事業をやっておきながら、受けない方がおったり受けられて

ない方がおるというところがあるんだったら、そこがわかるようにしてほしいんですよね。

でないと、決算やっとってもちょっと雲をつかむような話で、中身がわからないので、そ

のあたりちょっと改善をしてほしいと思うんですけど、健康福祉部長いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   実は、私もこれを見てあんまりよくわからんのですけど

も、やはり誰が見てもそういう対象者また実施人数、その関係がわかるような付属資料に

したいと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   そしたら、先ほどの話よろしいですか。水道企業団の関係での質問

に対する答え。 

  市長公室次長。 

 

○市長公室次長（橋本浩嗣）   ちょっと抜けてサービスセンターのほうに電話をしまし

たが、すぐに回答が返ってきておりません。それで、本庁のほうにも電話をして、今調べ

ますというようなことでございます。企業団のほうでもそういうふうな状況でございます。

それで、今、去年の新聞記事でございますが、それによりますと、１５２円から１３２円

に引き下げる方針を固めたというような神戸新聞の記事がございます。恐らく、その１３

２円になっているのではないかと思います。 
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○柏木 剛委員長   蛭子議員、まだまだ続きますか。というのは、きのう阿部委員が水

道企業団に対してはチェック機能が弱い、あるいは非常に合併特例債がたまっている、従

ってもっともっとチェック機能を強めるために、もっともっと委員をふやすべきじゃない

かということで、それに対して市長がきちんと答弁されてますので、この補助金に関連し

て、またそのきのうにつけ足すようなことがあれば質問してもらってもいいんですけども、

総括的にはきのうの話があったと思ってます。 

  はい、どうぞ。 

 

○蛭子智彦委員   これ、補助金出していく、また経営も守っていかなあかんということ

はわかるんですよ。それで、今、水道料金下げると、阪神水道企業団から買うお金をね。

購入の単価を下げると。それは、結局は現場で水道料金抑えるためにやるわけでしょ。こ

れはね、水道企業団の経営の内容を安定させるためにと。そのあたりの事情がちょっとよ

くわからないので聞かしてもらいよんです。それは、将来にわたってそういうことをやろ

うということはいいんですが、現状の状態がわからない限り、それは言ってる方はわかる

んですけど私はわからないので、せっかく補助金出してるんですから、このことをかみ砕

いて理解をして市民にも説明、我々聞かれれば答えないとあかんわけですよね。そういう

意味で聞かしてもらっとるんです。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（岩倉正典）   下水道課の岩倉です。 

  今回、こういった質問に対して、回答することについてはちょっと若干いろいろ気にな

るとこがあるんですけども、今のちょっと答弁等の関係で、私実は２３年度まで淡路広域

水道事業団南あわじサービスセンター長をしておった関係で、まことに申しわけないんで

すけど、今の立場で答えさせていただきます。 

  先ほど、取り合えず全ての資料持ってきてございません。ただ、ただいま議員からの質

問であります県の水道単価でございますけども、先ほど議員もおっしゃっておられました

ように、平成２２年ですか、県のほうの水道用水の供給単価につきましては値下げをいた

してございます。そういった関係で、私ども、２２年の段階になるんですけども、淡路広

域水道企業団のほうで支払いをさせていただいておる供給単価ですけども、改正前につき

ましては１トン１４８円だったと思います。それが、実際に２１年度末に見直しをしまし

て、県のほうは平均といたしまして当初１５２円だった単価を１３２円にということで、

２０円下げますよというふうな報道があったと思います。ただ、この段階につきましては、

それぞれ各自治体の申し込み水量等々によりまして単価が若干変わってございます。そう

いった関係で、私ども淡路水道企業団といたしましては、１４８円だった単価を今回の改
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正によりまして１４０円というふうに記憶をいたしてございます。 

  それと、先ほどもう１点、管路の耐震化というふうなお話があったとございます。先ほ

ど、市長公室次長のほうからも説明があったと思うんですけども、現在水道事業につきま

しては、皆様方も御存じのとおり、昭和３０年代から取り組んできた事業でございます。

市民ほぼ１００％、９９.９８％程度の方々が利用されておる事業でございます。そうい

った関係で、極力水道料金を安くするためということの中で、企業会計ではありますが、

料金を安くするということの中で動いてきた関係上、なかなか更新事業は進んでいってご

ざいません。ただ、私ども南あわじ市につきましては、平成３年度から下水道事業が始ま

ってございます。今、まるっきし逆の立場でございますけども、下水道事業を利用させて

いただいた中で、補償費ということで、市の一般財源をいただいた中で水道管の更新工事

を行ってまいりました。耐震管といたしましては、基幹管路につきましては約４分の１程

度の２４％ぐらいだったと思うんですけども、耐震管は敷設されております。ただ、先ほ

ど言いましたように、全ての上水場関係が非常に古うございます。管路の整備を行っても、

もとの上水場、配水池等の耐震化ができてなければ何の役にも立たないだろうということ

の中で、今、各施設の耐震事業に入っておる段階でございます。 

  それともう１点、出資金の関係なんですけども、水道企業団におきましては、今回補助

金として出していただいております約２億６,０００万円程度のお金なんですけども、こ

れ全て企業会計法に基づきます繰り出し基準内の繰り出しでございます。先ほどから委員

がおっしゃっておられます２億１,０００万円程度の高料金対策、これにつきましても、

市がこの繰り出しをすることによりまして、国のほうから約８割の交付税算入がされると

いうことでございます。 

  少し長くなってもよろしいですか。実際に、議員さんもよく知っておると思うんですけ

ども、現実私どもの南あわじ市といいますか、今の水道企業団ですけども、約１トン当た

り３００円程度の単価で水道のほう供給させていただいてございます。それが、大体年間

５００万トンで１５億円の収入があるわけでございます。高料金対策２億１,０００万円

を繰り入れていただきますことによりまして、約１５％大体５０円程度の単価が安く供給

されておるというふうにお考えいただければなと思います。その５０円を安くするために、

高料金対策という制度を利用いたしまして、市の一般財源のほうから繰り入れさせていた

だいて、その繰り入れした金額についての８割が交付税算入されるということの中で、い

ろいろ財政部局とも協議しながら、できるだけ安く単価設定の中での努力をしておるとい

うことで御理解いただければなというふうに思っております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   今の説明、微に入り細に入りということで、少し思い出しながら聞か

せていただきました。なかなかわかりにくくなっておりますので、今後のことで先日も質

問がありまして、市長もそういう立場でということで臨んでいっていただけると。やはり、

これ何とか市民にも常にわかるような形で、今もう水道単価を事務局に聞いても答えが返

ってこないというような、原水単価ですか、ちょっと緩みっぱなしでどないなっとるんか

なという印象を持ちますのでね。これは、ちょっと出ておられる議員の責任もあるかと思

うんですよね、派遣してる議員のね。やっぱり、ここはちょっと気を引き締めてやってい

ただきたいということを申し上げたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   ということで、かなり説明していただいたんで、一旦この件につい

てはもう区切りたいと思います。 

  ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ページ、１７５ページのゆーぷる、さんゆ～館について聞きたいと思

います。これは、先日の一般質問でもお聞きしたんですが、特にさんゆ～館が指定管理を

してるわけですが、単年度で赤字が出ているということであって、来年度に基本協定の契

約が切れて新たに再契約ということなんですが、これも途中水道料金が値上がりして、年

次協定で指定管理料を余分に払うようにしたにもかかわらず、なおかつ赤字であるという

ことなんですが、これその前に５００万円余りの施設の改修工事費を使っておるわけです

が、これ担当部、どういうものについての改修をされたんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   その内訳につきましては、ゆーぷるのほうのＡ浴槽の天井が

劣化しておりまして、支えの部分が腐食しておりまして、それの保管工事をやりました。

それから、同じくゆーぷるで、汚水の制御盤が故障しまして、それを入れかえさせていた

だいております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは、さんゆ～館でなしにゆーぷるだったわけですね。それはそれ

でええんです。このゆーぷるの場合は、単年度で黒字だということなんですが、この間の

一般質問では、市が直営しとったときには単年度で４,８００万円ぐらいの赤字が出とっ

たと、それで指定管理をしたということなんですが、いずれにしましても、この施設とい
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うのは市にとっても大事な施設であり、市民にとっても大事な施設であると思うんですね。

それかといって、指定管理をしてる業者に、毎年赤字を出しながら指定管理をしてもらう

というのは、これはもう民間会社とても続くもんではないわけですね。ならば、もうそれ

を補てんするためには指定管理料を上げないといかんというようにもなってくると思うん

ですが、この市のこのさんゆ～館の施設の将来ですね、これは必ずしばらくの間は維持し

ていかんといかんと思とんのか、市の負担が余りにも大きくなってきた場合は、もうこれ

万やむを得ず閉鎖をせんといかんと思とんのか、担当部局というか、市はこの施設に対し

てどんな思いをまず持ってますか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   今、現時点では、そのさんゆ～館につきましては、市民の地

域住民の健康増進施設として必要であるということで、そのまま営業を続けさせていただ

きたいと考えております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   年間どれぐらいの方が利用されてますか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   さんゆ～館でよろしいですね。２３年度ですが、２２万５,

１１４人の方が１年間利用しました。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これだけ多くの方が利用してる施設ですね。やっぱり、これはもう、

今、担当課長も言われたように、市は当面はこの施設を維持管理していくということなん

ですが、指定管理、これは前回はこれ公募でやっとったんですか随意契約ですか、どちら

ですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   指定管理が平成２４年度で終わるということで、次回につき

ましても公募でございます。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうなりますと、公募で指定管理料という金額を上げていかんといか

んと思うんですが、これは公募をする場合には、市の条件として指定管理料は今１,５５

０万円ですが、例えばこの赤字の額を見ながら、市も十分精査しながら、この指定管理料

というのは２,０００万円にするのか２,５００万円にするのか知りませんけれども、当然

そういうような形で公募されるわけでしょ。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   市内には３つの温浴施設がありまして、その利用度でござい

ますが、さんゆ～館が一番低いわけでございます。そのバランスも考えながらでございま

すが、若干入浴料のほうを上げさせて。 

 

○印部久信委員   ちょっと違うな、かみ合ってない。ちょっとだけ。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   先の一般質問では、今、協議中というようなことでお話

をさせていただきましたけども、実は、今、公募をしておりまして、今、議員おっしゃい

ましたように、今現在１,５５０万円の指定管理料を、やはり今の経営状況から見てそれ

では立ちゆかんというようなこともありまして、今、公募をしておりますのは、上限を２,

０００万円ということで募集をしておるところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、部長言われたように、これだけ多くの方が利用されておる施設で

あるという、初期の設立した目的も先ほど課長が言われとったようなことを目的としてや

っとるんですね。それで、もう何回も言うたらあれなんですが、とにかく市はその施設を

維持管理してもらいたい。業者もそれなりの、適正利潤というのはこれはもう絶対必要や

と私は思とるんで、そこらは十分精査しながらやっていただいたらいいと思います。 

  これで終わります。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   私も、健康増進でこの施設は十分必要やというような理解しとんので

すわ。それで、先ほど部長の答弁聞いとったら、さんゆ～館を２,０００万円に引き上げ

ると。これ、私もずっと３施設の料金の自己負担率というのは若干、部長違うと思うんで

すわ。例えば、あのシーパやったら年間６万円とちょっと払いよるわけよの、我々は。ほ

なさんゆ～館は３万円ほどや。片一方は回数券か何かで、ほなこの辺のこの同じ指定管理

するんやったら料金体制を私は見直すべきやと。ある程度市民の、私はこの施設は大賛成

なんやで。やっぱり、健康増進というか、そこを利用することによって健全で医療にもか

からんような、お年寄りが本当に入浴施設を利用する施設で、ほとんどの利用者が喜んど

るわけや。そやからその辺よ。ただ単に２,０００万円に上げる、ほな片一方は１,６００

万円違うんけ。いや、この辺も見直しされるんですか。ほかの３施設。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   うちの所管につきましては、さんゆ～館とゆーぷるとい

うことでございまして、今、議員言われましたように入浴料、いわゆるそれぞれ３つの単

価といいますか違いまして、さんゆ～館につきましては現在は会員が３万円と。それと、

老人、障害者の方については２万５,０００円というようなことで、これは回数には制限

がございませんで、やはり１回あたりの入浴料としましたら１００円余りで入っていただ

いとるという状況でございます。ですから、やはりさんゆ～館については経営状況が悪い

と、それが大きな原因となっとるんですけども、これは当初設置時からやはり福祉目的と

いうようなことできておったところでございますので、今まではそういうことでやってお

りました。今、募集をして、２５年度から５カ年を改めて指定管理で経営をしていただく

わけでございますけれども、その指定管理料について、今言うたように上限は２,０００

万円ということでさせていただきますけれども、その会員券についても、やはり今の状況

ではちょっとほかの２つと比べて均衡がとれないということで、幾分改正をさせていただ

いとると。それで、これまで会員券３万円で無制限ということでしたけれども、やはり会

員さんについては、１回あたり１００円というようなことで入っていただくと。それで、

会員券については、大人で２万５,０００円と。それと、老人、障害者の方については１

万７,０００円だったかと思います。そういう会員券を買っていただいて、１回あたり１

００円というようなことで今考えております。今ちょっと１万７,０００円と申しました

けれども、１万８,０００円という会員券を買っていただいて、１回入るのに１００円と

いうようなことを負担いただくと、そういう会員券の見直しをさせていただいて、今、公

募をさせていただいておるというところでございます。 
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○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   あのね、会員になっとったってそれだけ利用してない方もいてますわ。

実際の話が。かというて、会員さんで１日２度３度と利用される方もいてます。その辺は、

部長私はとやかく言うつもりはないねんけど、ただ単に赤字やさかいいうて指定管理料ば

んと上げるんでなしに、やはり料金の徴収体制等々をある程度公平性というか、類似施設

なんで、それが健康増進か福祉目的か私はどういうふうな施設の、片一方は商工観光で、

片一方はこっちで見よんねんけんど、同じ市内にあるそういうような施設で、ある程度利

用者の不公平感のないような料金体制をやっていただいて、ただ単に片一方は３万円でず

っとするさかいに指定管理料上げたるねやと、西淡のは６万円でいきよるさかい料金はこ

のままで現状やというていいよるんでなしに、利用者もある程度応分の費用負担というの

は私はやむを得んと思うし、下げるんやったら全施設下げたったらええし、その辺の不公

平感のないようにだけ、今後お願いしときますわ。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   関連で質問します。先ほど、印部委員、谷口委員の話を聞いておりま

してですね、やはり企業努力ということも、そういうようないろいろなことを加味してや

らんことには、赤字がいきよるよって補てんして今度指定管理料を上げていく、まさに親

方日の丸みたいな、そんな指定管理というんやったら誰でもやれることであって、それは

赤字やよって何でもそれを上げて指定管理するやいう、どういう企業努力しよるかという

ようなこと十分に把握しとるのですか。これは、私らもさんゆ～館はめちゃめちゃ安いと

かいろいろ聞いてますけども、指定管理するのにもう全然赤字がいきよるよってこんだけ

上げて今度はこうこうするやて、そんなやり方十分チェックしとるんですか、それ。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、毎月でございますが、事業報告等していただきまして、

その内容を精査して、それで指導等行っているところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ただでさえ財政の厳しいときに、ただ極端に言うたら、そういうもう

赤字がいったからだんだんだんだん、ほなまた赤字がいったら何かまた上乗せして指定管

理料あげてやるて、そんな企業なんて通用しませんよ。ですから、努力するいうたらどん
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な形でそれだけの上乗せをするんか、もう一回説明してください。 

 

○柏木 剛委員長   質問のあれは、要するに把握しとるかという質問と、この次はどん

な努力をしとるかということですね。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、一旦それでやるいうてやりよったやないか。それがやな、赤字

がいきよるよって、ただ単に指定管理料どんどん上げていくやいうのは矛盾してませんか

と言いよんのよ。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   この施設につきましては、平成２０年度から２４年度ま

で、５年間を指定管理としてアクアプロという会社に経営を委託しております。この施設

につきましては、当初からかなりな赤字ということで、いろいろ会員券の見直し等も含め

て市とも協議をしとったんですけども、やはり会社側は、受けた以上はそういう会員権も

なかなか上げづらいというようなところもございまして、やはり経営に関して精いっぱい

努力をすると、そういうふうな御意見も伺っておりまして、やはり月々のイベントである

とか、いろんな範囲で、ゆーぷると２つの経営体が一緒でございますので、その相互関係

とかも含めて、いろんな経費の節約もされとったようでございます。それで、毎月毎月い

ろいろそういう入り込み客とか、市に対して報告もございまして、その都度市とも協議を

しておりました。やはり、一番ネックとなっとるんは、先ほど２２万人の年間の利用者数

と言いましたけども、このうちその会員さんの利用がおおむね６割、１４万人ぐらいやっ

たと思います。やはり、そういう入浴の利用料が伸びんということが一番の大きな原因で

ございましたので、やはり今回についてはその会員権の改正と合わせて、先ほど２,００

０万円と言いましたけれども、これは上限を２,０００万円ということで、やはり公募で

募集して来ていただける業者については、その業者の見込みということで２,０００万円

の範囲内で提案をして来ていただくと、そういうふうなことになっておるところでござい

ます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私言いたいのはね、それはゆーぷると経営者同じなんや。片方のほう

はそれは黒字がいってると、それは企業努力されてそういう経営状況であるわけやな。そ

れと同じ方がそれを２つやって、今度は赤字がいってると。ですから、安易にそういう、
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一旦そういう前に業者が、これはこの商売は企業としてやっていけるということで、これ

は落札してやってると思うんやな。それは、何年赤字が続いとんのか私もはっきりわかり

ませんけども、その安易にもう赤字がいきよるから、そういう指定管理料を上限２,００

０万円ぐらいまで上げていくというようなやり方が、私はこれはこんなん民間では全く通

用せんということで質問しよるわけよ。そやから、その辺の、今、部長説明されましたけ

どね、やっぱりそういう大切な税金を使う中で、もうちょっと考えてやってもらわなんだ

ら、何か赤字がいったら管理料上げてやるやいう、そういう手法というのは、これはこれ

でも安うてもやるという業者おるかもわからへんで。そんなことも考えたことはないんで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   いろいろ、温浴施設の経営については、淡路島内でもい

ろいろあるわけでございまして、淡路市なんかでは結構安い業者も、昨年でしたか、２、

３年前には受けたようにも思っております。ですから、受けるほうのサイドは十分な経験

とか、いろんなノウハウを持ってしたら経営も改善されることもあるんかなと思いますけ

れども、やはり今の状況を見ますと、どうしてもその利用料とそういう大きな施設の維持

をする、そこら辺から見て大きな改善はなかなか難しいんかなと思っておりまして、何回

も言いますように、利用料のことを見直すことと、それとやはり市が施設の経営を見込む

中で、やはり指定管理料も若干の今回は引き上げをさせていただいたと。ほかの、ゆーぷ

る、ゆとりっくさんとかの指定管理料ともにらみ合いながら、今回そういう上限を決めさ

せていただいて公募にかけとるというところでございますので、御理解をお願いしたいと

思います。 

 

○阿部計一委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   暫時休憩します。 

  再開は１１時１０分とします。 

 

（休憩 午前１０時５７分） 

 

（再開 午前１１時１０分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 
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  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   特定不妊治療のことについて質問をいたします。決算書のページ数は

１６７ページ。それから、付属資料でいきますと８５ページです。 

  この制度としては、概要ですけれども、特定不妊治療につきましては、初年度で１回１

０万円。そして、年３回を限度にしてということで実施をされております。厚生労働省の

情報を見ておりますと、厚生労働省では年２回で１回１５万円限度としてるということで、

若干制度設計に違いがあるかに思うんですけども、その点はどのように考えられておられ

ますか。この点について、まず中身を聞く前にお伺いしたいんですけども。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   今現在行われています特定不妊治療費の補助事業でございま

すが、県の補助金が１回１５万円上限であります。その上乗せということで、市単独事業

といたしまして、１０万円を上限に１年目は３回までという形で実施しておりまして、平

成２３年度の実績でございますが、２７件の申請がありまして。 

 

○柏木 剛委員長   済みません、ちょっと質問にはちょっと違うと思いますので、質問

に対する答えだけでお願いします。 

 

○健康課長（小西正文）   上乗せという形で、効果も上がっているということでござい

ます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、効果のほどもう少し具体的に説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   失礼しました。平成２３年度の実績ということで、申請が２

７件ありまして、１３組の申請でございます。それで、妊娠された方が４組あるというこ

とで、それだけの効果を上げております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   ということは、９組の方が効果が上がらなかったということになるか

と思うんです。ここら辺、ちょっと私も詳しく知らないんですけども、大体そういう割合

で、不妊治療というのは実績が上がっているようなものなのかどうなのかということなん

ですけれども、いかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   大体、平成２０年で４組の妊娠となっております。２１年度

が６組の妊娠、２２年度も４組の妊娠でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   最近テレビなどで報道されて、５３歳になる女性の方が特定不妊治療

成功して出産をするというような、こういうようなこともテレビでは報道されておりまし

たけれども、いろいろ技術も進んでおると。そういう技術が進むということは、一方で治

療にかかる費用も上がってくるというのが世の常かなというふうに思うんですね。トータ

ルで見ると、南あわじ市が１回１０万円を限度で３回ですから年３０万円ということにな

るかと思います。厚生労働省のほうも、同じように年２回で１回限度１５万円と、トータ

ル３０万円ということになって、トータルで見ると大きな違いはないように思うんですけ

れども、その高い技術で成功率を高めようとしたときに、成功率ですね、妊娠率といいま

すか、これを高めようとしたときにやはり１回あたりの単価が上がってくるのかなと、そ

のあたりちょっと詳しいことがわかりませんので、担当のほうでどのようにつかんでおら

れるかということを聞きたかったわけなんですけれども、詳しい数字がありませんか。 

 

○柏木 剛委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   平成２２年度ですが、１８件ありまして１２９万８,０００

円をお支払いしております。１２９万８,０００円を１８件で割りますと、７万２,０００

円市単独で１回あたり助成してるということになります。２３年度につきましては、２７

件で２３５万８,０００円を助成しておりますので、１回あたり２７件で割りますと８万

７,０００円ということで、治療費が上がっているということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今のことでも示されていますように、年々技術が上がると同時に費用



 

－ 245 － 

が上がっていくということかなというふうに理解をしますので、現状の制度設計について

も、より効果の上がるようなものが受けられる環境づくりというのか、これも大事ではな

いかということを思いましたので、今後また検討していただければと思います。 

  終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   それでは、質疑がございませんので質疑を終了します。 

 

   ④ 労働費、農林水産業費 

 

○柏木 剛委員長   次に、款５労働費、款６農林水産業費、ページは１８８ページから

２２５ページまでの質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   働く婦人の家の管理費の関係ですので、資料は労働費の１９１ページ

になるかと思うんですけども、参考資料を見てますと、利用者数が２万２,７７２人で１

１講座というふうになってるんですけど、これはどういうふうな内容で、定員とか応募状

況というのを教えていただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   ページ数もう一回。 

 

○原口育大委員   １９１ページ。 

 

○柏木 剛委員長   わかりました。 

  はい、どうぞ。 

 

○原口育大委員   １９１ページの働く婦人の家の関係なんですけども、参考資料の利用

者数で、１１講座で２万２,７７２人の実績になっとるんですけど、この１１講座という

のはどういう内容で、それぞれ定員とか応募状況はどうだったかをお聞きしてます。 

 

○柏木 剛委員長   付属資料は何ページですか。 
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○原口育大委員   １０２ページです。 

 

○柏木 剛委員長   人権教育課長。 

 

○人権教育課長（大谷武司）   人権教育課長の大谷です、よろしくお願いいたします。 

  講座の内容でございますが、講座につきましては、料理教室、それから手芸教室、それ

から健康教室というような、家庭生活、日常生活を応援させていただく講座ということで、

女性のニーズを加味した講座を実施しております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   先日の神戸新聞で、料理の講習、中華料理やったですけど、出てまし

て大変好評やったようなんですけど、それぞれ人気のある講座もない講座あるかもわかり

ませんけど、定員に対して応募状況とかいうのはつかんでないですか。 

 

○柏木 剛委員長   人権教育課長。 

 

○人権教育課長（大谷武司）   それぞれの講座の募集人員でしょうか。 

 

○原口育大委員   それと応募状況。 

 

○人権教育課長（大谷武司）   それぞれ、募集人員につきましては、２０名から４０名

程度の講座ごとのキャパといいますか、容量に応じてさせていただいておりまして、それ

ぞれの講座につきましては、募集人員ほぼ満員ということで受けております。それから、

なおオーバーした部分につきましては、出前講座というようなところで対応させていただ

いております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   それでは、１１講座はその日数にしたら、回数でもいいんですけど、

延べで何回開催されてるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   人権教育課長。 
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○人権教育課長（大谷武司）   ちょっと、しばらく時間いただきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   時々、このごろ新聞によう出るようになりまして、大変人気があるよ

うに思うので、その希望者のニーズが十分受け入れできてるかどうかというところが最終

的に聞きたかったとこなんで、そこら辺の今の現状と、もし拡充というか、ような必要が

あればするべきでないかなというのも、何年もこれ同じような講座数できてまして、利用

者数は若干ずっとふえてきてますんで、いうたら利用制限みたいなことになってるんだっ

たら、もっと拡充してやってほしいなということであります。 

 

○柏木 剛委員長   人権教育課長。 

 

○人権教育課長（大谷武司）   申しわけありません。先ほどの回数でございますが、大

体１８７回にわたっております。それと、出前講座のほうが２５回ということで、それか

らなお自習といいますか、自立していただいてる講座につきましては、それぞれ自立で数

グループですが、働く婦人の家を利用しながら講座を進めていっていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   まず状況表見ていただいて、その講師の報酬とかですね、そういうの

がずっと毎回同じ金額しか何年間か出てないので、そこら辺が必要だったら拡充したって

ほしいし、何か参加者が十分利用できるような方向で支援をしてやってほしいなというこ

とであります。 

  終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   入のとこでもちょっとお尋ねしとったわけですが、この２１７ページ

のほうの鳥獣被害よ、もうこれの結論から簡単に言わしてもうたら、きょうの新聞にも出

とってんけど、淡路市さんのほうで個体の最終処分よ、その辺が埋設と自己消費というか

そういうことでやっとんねんけんど、結局私は埋設でもしっかりとした確認をしとんのか。

それと、自己消費いうて言うても、そういうふうなやつを持ってきて自分で食して、どこ
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へ埋設最終処分しよんので、今の現状よ。これ、田んぼへばんばんばんばん埋めも構わん

のですか、ああいうやつは。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   きょうも、私も神戸新聞見ましてびっくりしました。

淡路市が埋設を禁止しておったということは、いろいろ悩んでおったことは知っておった

んですけど、切り裂いておったいうことはきょう朝初めて知りました。 

  基本的に、有害の許可基準につきましては、自家消費もしくは埋設ということで許可基

準を市のほうが出しております。その埋設については、有害にとった許可証の中に報告し

なさいいう義務がございます。義務の中に、報告書の中に、処理した方法を明記する場所

がございます。そのそこに、自家消費か埋設かいうのを記入されて報告されております。

ということは、基本的に有害の許可基準の中に、法的に鳥獣保護及び狩猟の適正化に関す

る法律１８条で、捕獲鳥獣の放置の禁止と、野生動物を掘り起こさない程度に埋設するこ

とということで義務づけられております。これをもとに、許可基準を埋設という項目を入

れております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこで、その鳥獣被害の個体処分したときに、その個体の最終処分と

して埋設を、市のほうは捕獲隊に対してある程度助成出してますわな。その辺、埋設した

というような何か確認よ、最終処分のその辺の確認はされとるんですか、現状。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   確認はしておりません。許可基準があくまでもこうい

うことになって、法的にも縛りもありますので、あとは本人のモラルに任しております。

ただ、一部で埋設せんと放置しておる苦情の情報は一部聞いております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   環境というか、その辺を踏まえた上で、しっかりとした個体の処分や

っていただいてないというようなことが私の耳によう聞こえてくるわけやね。 

  それと、次長、もう一度確認したいんやけど、自己消費というのは、例えばイノシシを

捕獲したと、持ってきて自分でさばいて肉なりに仕分けするわな。当然、頭部であるとか
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内蔵部分というのは出てきますわな、自宅で。その辺は自己消費やけど、そんなもん何も

かも頭からそんなとこまで、それはどこか処分するねんけど、その辺の埋設というのはど

ういうふうに今はやられとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   基本的には、捕獲されたところで、現実ですよ、自家

消費の場合ですね、足１本切って持って帰るとか、そういうやり方やと思います。丸ごと

家へ持って帰って、分解はしてないと思います。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、埋設というのは山中で、山中というか山で何ぼか掘っ

たとこへ埋設しよんのだけど、その辺が適正にやられてないという人が多いんよの。そや

からこの辺しっかりと、私は写真なり、個体の最終処分の何か写真の添付でもさすとか、

その辺は私はすべきやと思うねんけど、次長どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   捕獲した場合には、写真つきが原則でございます。そ

れも、二重にならんように二重チェックということで、ペンキで番号を書いてもうて、イ

ノシシの場合は鼻をつけて報告してくださいと、写真と鼻が報告の義務です。埋めたあと

の写真は義務づけておりません、現実は。言われる趣旨はよくわかるんです。最終的には、

淡路市も問題になったのは捕る場所、場所によって、例えば山すその車つきのよいところ

だったらある程度処理もしやすいんでしょうけれども、山奥で例えば銃で屠殺した場合に、

それを対応するいう仕方がないので、埋設という許可を入れてほしいという思いがあった

から、こういう問題が出てきたというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   かなり、猟友会の方も高齢化してきて、本当に山中で埋設やいうのは

適切にやられてないというような市民の声が多いんやね。それで、その辺がいうたら鼻だ

け持っていったら市のほうで何ぼかの補助金もらえるさかい、それだけ写真撮ってぼんと

やっといて、その辺はその辺でばっと放置したような状況が余りにも目に余って、やはり

自然環境の破壊につながってきとんでないかという声がありますんで、その辺の最終処分
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の、今後何かええ方法を十分また考えていただきたいと思うんですが、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   今週の月曜日、３市と県と踏まえて対策協議会を開き

ました。その中に出てきた話は、先ほど言いましたように、有効利用しようではないかと

いうことで、処理場を３市で取り組んではどないかなということで、その関係業者の人の

話も一応講演として聞きましたけれども、さっき言ったように、季節柄、捕る場所、それ

とその殺し方、これによっていろんな条件が変わってくると。淡路一本で、シカについて

は千五、六百頭捕っております。実際それを有効利用できるのは何割やと、季節によって

も違ってきます。それを、１年かけて一遍県も含めて一遍研究してみたらどうかというこ

とで、２５年度その調査に入ります。３市と県とで。それを踏まえて、これが営業的に軌

道に乗るんかということを、一遍ちょっと調査しましょうということで申し合わせしてお

ります。それを、そっちの方向へ力を入れていきたいなというふうに思ってます。 

 

○谷口博文委員   わかりました。終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   失業対策についてお尋ねいたします。ページ数は、１８９ページです。

付属資料にも、たくさんの対策ということで、雇用を創出したということでありますけれ

ども、効果としてこの失業対策ですから、これを継続をして、この事業についてる間に新

しい雇用が見つかるという、一時しのぎという位置づけであるかと思うんですけども、そ

の点どのような効果が上がったか説明いただけますでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   緊急雇用によります雇用対策の効果でございますが、平

成２３年度におきましては、雇用者数が４６名雇用しております。途中、交代等もありま

したので、延べで５３名となっております。そのうち、有期採用ということで採用された

方が１７名おります。それから、正規で採用された方が９人ということで、２６人の方が

新しく職につかれております。パーセントにしまして４９％の方が就職についております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   約５０％近い方が、これを足場にして安定雇用につながったというこ

とで成果が上がってると。残りの５０％の方ですけれども、この方々は今どのような状況

でしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   詳しくは把握してないんですけども、またそのうちアル

バイトとかパートとかで行かれた方があるということで、その中で市の臨時職員として入

られた方もおるということをお聞きしておりますが、詳しい内容についてはちょっと、そ

の残りの方については把握しておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   失業対策ということで、一定の枠の中ですから、全ての雇用をここで

市が賄うということはできないのは当然のことなんですけれども、この事業の今後の継続

性というのか、２４年度、２５年度に向けてどのような考え方に立っておられるのかお尋

ねします。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   一応、この緊急雇用対策創出事業につきましては、２１

年度から始まりまして２３年度までということでございましたが、延長されまして２４年

度も実施されております。今後の方向につきましては、まだ今のところ未確定ということ

で確認しておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   国の財源というか、こういうことをやっとるんだろうと思うんですけ

ども、市としてもやはり一定の職づくり、ワーキングシェアーというのもきのうもあった

かに思うんですけれども、必要なものというのは結構あるのでないかなというふうに思う

んですが、その点今後どのように考えていくかということについて、市長、お尋ねします。 

 

○柏木 剛委員長   市長、御指名ですが。 
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○蛭子智彦委員   委員長、担当では無理と思うんですよね。雇用失業対策というのはね。

ですから、市長にお尋ねするんですけども。担当で答えられるんだったら。担当で答えて

ください。 

 

○柏木 剛委員長   答弁、今後。 

  市長。 

 

○市長（中田勝久）   国の緊急雇用やいう情報は、私のところへはすぐ流れてきません。

予算の関係があるので。それを今、国の施策をここで私に言えというのはちょっと無理で

すわ。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   国のことはさておいてということで、市として、あとでもいろいろ出

てくるかと思うんですけれども、大きいのは臨時的に採用している者、非常勤で採用して

る者、継続的に採用してるも方々もおるわけですけども、例えば海岸清掃、ごみの問題な

んですけどもね、こういったものも恐らくは継続的にいるだろう。それから、このメニュ

ーの中で出てきております、付属資料にもその雇用の形態いろいろあるんですけれども、

それぞれが国が財源をつくっているから雇っているということなのか、それともこういう

事業として必要だから雇用してるのかということの政策的な判断があるかと思うんです。

ここで、これは付属資料の９８ページから１０１ページ、１０２ページまで、どういう仕

事についているかということが書かれとるわけですね。書かれてるでしょ。それぞれが、

予算があるからおいてるのか、必要があるからおいてるのかということにもかかわってく

ると思うんですね。例えばリサイクルセンターの臨時職員３名とか、さまざまたくさんあ

るんですけども、戦没者学徒記念施設の管理事業で臨時職員１名おいてるとか、フェニッ

クス共済加入促進防災ネット加入促進事業で臨時職員２名おいてるとか、こういう大事な

事業にもその国の財源を使って雇用してると。国がなくなったら市はもうこれやらないと、

それならどうするんかという課題が出てくるんじゃないかということもあって市長にお尋

ねしたんですけれども、どうなんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   ２年間については、非常に国のありがたい予算措置がありまして、

内部で可能な限り予算をいただけるものは雇用にもつながるし、市のいろいろな今お話し

あったようなとこに必要な人材を、とりあえずは国の予算措置してくれる間は取り組んで
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いこうということで、最大限の予算の申請をしてそして取り組んだ事業でございます。現

実は、引き続いて国もそういう予算の措置をしていただけるとありがたいんですが、なか

なか市単独で、今、緊急雇用、この制度を守り続けていくということは非常に難しい状況

でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そこは議論の余地があるんですが、それぞれ失業対策としておいてい

る事業というのは、ただ単にお金があるからというような性格のものでもないように、こ

の事業の中身を見ますと思いますので、これは今後国が打ち切ってもやらなければいけな

い事業というのも精査すれば出てくるんじゃないかというふうに思います。ここは議論の

分かれるところですけれども、そんなこと指摘しておきます。 

  終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １９５ページの、１３委託料について聞きます。まず、これ決算書の

支出済額１００万円、不用額がゼロになっとるんですね。それで、この付属資料の１０５

ページの農業振興費の２、産地直売支援事業委託料でこれあると思うんですが、これまた

後から言いますけどね、これの内訳で７０万円になっとるんですね。付属資料、これ７０

万円で、決算資料が１００万円で不用額ゼロということになってるんです。これ３０万円、

まずどこにおいてあるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   質問の件なんですが、業務委託料の１００万円につきま

しては、大規模直販所調査委託料ということで１００万円を使わせていただきました。そ

れで、付属資料の７０万円につきましては、直販所協議会というのがございまして、その

ところに産地直販の支援ということで業務を委託して、直販所の協議会で各イベント等に

参加するときの経費として行っております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、この決算書に書いてあるこの大規模直産所の調査委託料と、
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産地直販支援事業委託料はこれは別事業ということやね。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   別事業でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、この参考資料の中に、この１００万円のやつはここにはも

う書いてないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   参考資料の説明でいきますと、今、御指摘をいただきま

した農業振興費７０万円の６つ上の農業総務費の中に、大規模直販所調査委託料１００万

円を参考資料では計上させていただいてます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   わかりました。それで本題に入りたいんですがね、この大規模直販所

調査委託料よ、我々産建におるんですが、このことについては報告がなかったように思う

んですが、まずこれどこへ調査委託をされて、どのような調査結果が来てますか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   産業建設常任委員会におきましては、一応報告はさせて

いただいておると思うんですが、委託先につきましては、食の拠点施設整備推進協議会と

いうところで、その下部組織にワーキンググループというのがございまして、そのワーキ

ンググループで、淡路島における大規模直販施設につきましてはどのような形態がいいか

ということで、委託をもともと受けているところは食のブランド推進協議会といいまして、

県のほうの事業から１００万円を市を通じていただきまして、それを今言う食の拠点施設

整備推進協議会のほうに委託をしたというような形で、その中で、産建の中ではワーキン

ググループのこういうような形で、淡路島において大規模な施設については南あわじ市で

つくるのがいいんじゃないかというような調査結果を報告させていただいたと思っており

ます。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、課長あれか、１００万円の調査委託料の調査結果は、大規模施

設は南あわじ市がいいんでないかというのが１００万円出した答え。そんな簡単な調査結

果が１００万円の領収書になるの。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   簡単に説明してえらいすいませんでした。基本的には、

調査の内容というのは、例えば１時間半以内の人口の分布とか、淡路島における入り込み

客数の調査並びに、今、成功している各直売所施設の調査等いろいろを含めて、その中で

県のほうの事業でございますので、県としましては淡路島に大規模直販施設がないと。そ

ういう中で、淡路島にそういう大規模直販施設を県も推進していきたいと、そういうお話

の中で、それでは淡路島の大規模直販施設をどういう位置づけですればいいかという中で、

南あわじ市のこういうインターチェンジが２つある交通の要所、並びに年間を通じて野菜

の生産等が非常によく、皆さん御存じのとおり、入り込み客数でいきますと、阪神間の方

が淡路島に一千万人ぐらい来ていただいとると。そういうところで、淡路島を南北６０キ

ロぐらいのところで南あわじにおりていただいて、そういうところから北の方に上ってい

って帰っていただくと、そういう観光ルートの絵を根拠に、南あわじで大規模直販所が非

常に建設に値するというような結果を報告したということです。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   所管におって、こんなこと聞いたらそのときおまえどないしとったん

なと言われてもちょっと恥ずかしいねんけど、この直販所というのは県の事業ですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   一応、簡単に説明しますと、直売所施設を建設したいと

いうのは南あわじ市の強い意欲でございます。県のほうにつきましても、先ほど説明した

とおり、淡路島で大規模直販所がないということで、そういう調査をやりたいと。そうい

う中で、南あわじ市もそういう大規模直売所の調査もやりたいと、そういうところで県の

事業を利用させていただいたというのが結論でございます。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   結局、この調査委託料というのは、県の要望によって南あわじ市が調

査委託したということですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   取り方かと思うんですが、南あわじ市は大規模直販所を

やりたい、これはもう御理解いただいてると思います。それで、県の知事も淡路島に行っ

ても、そういう兵庫県下の４割以上の農林水産物の生産のところでありながら、地元の特

産品を気軽に食べられる場所がなかなかわかりにくい、当然農林の課長でございますので、

生鮮野菜をすっと食べられるとか帰るようなとこがないという。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうなると、南あわじ市も大規模直販所をやりたいということで調査

委託をしたら、南あわじ市で大規模の直販所をやることは調査委託の結果、南あわじ市で

やるのが妥当であるという調査結果が出たわけですか。やれるという、南あわじ市なら大

規模直販所がやれますよという調査結果ですか、これは。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（松下 修）   県が実施しております食のブランド淡路島というのは、

淡路島の食材を広く県下もしくは東京とか大阪とか、そういうとこまでアピールしようと

いうふうな事業でございまして、南あわじ市がちょうど食の拠点を計画しておるというこ

とで、その事業と同じ共通点がございます。食の拠点として食材をみんな観光客にアピー

ルしたり、そういうふうなこともありまして、この事業をワーキングチームのほうの委託

料として利用しておるようなところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この１００万円の金の出どころは。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 
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○農林振興課長（松本安民）   食のブランド淡路島推進協議会のほうから、１００万円

をいただいております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   結局、調査をした結果、南あわじ市ではそういう大規模直販施設をや

ることも妥当であるという結果をもうたわけですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   この調査につきましては、先ほども申しましたとおり、

県が淡路島における直売所の位置をどういうふうに、簡単にいうと北淡路でいくのか南淡

路でいくのかというのを検討課題としてました。その中で、南あわじ市は直売所に強い意

志を持って建設の方向を持っています。その中で、淡路島で直売所が２つも３つもできる

となかなか競争ができないというような観点で、県も淡路島の直売所については今後も応

援していきたいと。そういう中で、調査結果を県に報告することによって、南あわじ市の

今後の直売所の応援をしていただきたいというようなことで政策をしております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   わかりにくいな。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   今、課長なり部長から説明したとおりでございますが、要は南あ

わじ市は県のそういう思いと両立してあったわけです。ぜひ、南あわじ市としては食の拠

点づくりをしたい。私自身もそう思ってましたし、担当部もそう思ってました。そのとき

に、県民局のほうで、今言ったように淡路島の食のブランド推進協議会がいろいろ調査を

したい。ですから、はっきり言うて人のふんどしで相撲をとっとるのです、これ。そして、

結果も南あわじ市は一番、これは内容的にもそうですが、そういう現場も来てもうて、よ

うわかる人に調査結果、南あわじ市がもう最適やと、北淡路と比べても、そういう結果を

来てもうたらわかるんですから、そういうとこに手を挙げてつくって、一応、今、県もや

はり南あわじ市で食の拠点づくりに適してるんではないかという方向性は県の局長あたり

は考えてくれてます。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   課長、そういうことやの。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   市長の熱い思いのとおりでございます。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいですか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   大体、私も大筋でわかりました。これは、もうこれで終わっときます。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   バイオマスのことを少しお尋ねいたします。バイオマス利活用施設指

定管理料ということで１,２７０万円出ておりますけれども、この内訳を。ページ数、す

いません、１９７ページですね。この内訳を言っていただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   １,２７０万円の内訳でございますが、施設の年次点検

経費、それから修繕経費、それから法令に基づきますダイオキシン類の分析調査経費、ま

た脱水施設といいますか、神代・八木グループと北阿万・賀集グループ、農協が運用して

おります倭文施設はのけまして、神代、八木、北阿万、賀集の４施設を２つのグループに

分けての稼働に伴う経費、それから年間１,５００トン以上の処理をした場合への奨励金

等でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、この１,２７０万円を２で割ってそれぞれ出してると

いうことですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 



 

－ 259 － 

 

○農林振興課長（松本安民）   １５０万円の達成奨励金的なものは除きまして、残りの

分につきましては一括で出しております。ただ、歳出につきましては、年４回に分けて出

しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   神代・八木グループに幾ら、北阿万・賀集グループに幾らというよう

な説明にはならないんですか。分けて言うとどうなりますか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   指定管理費として一括に出しておりますので、そのグル

ープごとには、今のところ歳出はしておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その経費は、それぞれの方々がやってるんではなくて、商協ですか、

ここがまとめてやってるということですね。そこに一括して渡してるということですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   委員御指摘のとおり、バイオマス利活用施設管理組合の

下に、事務局として淡路玉葱商業協同組合がございますので、商協のほうに出しておりま

す。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、それぞれの施設の稼働状況とかは十分つかんでおられ

るということかと思うんですけども、それぞれの施設の能力といいますか目標値ですね、

これは皆同じなんでしょうか。どうなってますか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   倭文施設につきましては、計画が３３トン、実績も続け
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て言ったほうが。倭文施設が計画３３トン、実績４９.８トン。八木、計画が２３７トン、

実績１１０.２トン。賀集、計画２３７トン、実績１２９.５トン。神代、計画８４６.５

トン、実績１,０９０トン。北阿万、計画８４６.５トン、実績１,１０２トン。小数点以

下については省略をさせていただいてます。合計、バイオマス施設の年間計画は２,２０

０トンで、２３年度実績につきましては２,４８３.１７トンで、稼働率でいきますと１１

３％でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、これですけれども、実際に精製物というのか、炭ですね、

これはどれぐらい出てるんでしょうか。できてるのか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   委員御指摘のとおり炭でございますが、生産量は袋数で

いきますと１万７７袋でございます。 

 

○柏木 剛委員長   暫時休憩します。 

  再開は１時とします。 

 

（休憩 午後 ０時００分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   午前中の続きなんですが、それぞれの処理施設の目標値といいますか、

能力と比べた場合八木と賀集がかなり少ないわけですが、この理由は何でしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   神代、北阿万、八木、賀集の施設におきまして、神代・

北阿万には廃液処理設備が整っており、八木・賀集についてはそれがないということで、

先ほども御説明をしましたとおり、神代・八木を１つのグループ、北阿万・賀集を１つの
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グループということで運営をしております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、それで結構なんですが、あとこの１９７ページのバイオマ

スの利用助成金というのが出ております。この中身について説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   バイオマス利用助成金２８万６,７２５円につきまして

は、バイオマスを御利用される農家の方に対して２分の１を市のほうから助成するという

ことで、御存じのとおり１トンあたり１万５,０００円の利用料金なんですが、２３年度

につきましては、農家の方の持ち込み数量が４６件で３８.２３キログラム。それの料金

を計算しますと、２８万６,７２５円の２倍になっております。その２分の１を市のほう

から助成するということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   当初この施設は、タマネギなどの廃棄物を適切に処理するという目的

もあったかに思うんですが、これを見ますと非常に少ないと。全体処理量が２,５００ト

ン近くあるのに、そのうち農家の持ち込みが３８トンと非常に少ないわけですが、これは

どうしてですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   農家の処理量が少ないというお話と思うんですが、御存

じのとおり淡路島たまねぎは非常に貴重と、ブランド化もされております。そんな中で、

農家の実情を聞きますと、最近はやや悪い２級品といいますか、少ししか腐ってないけれ

ど腐りを取ると利用できるとか、小さいＳＳですか、ＳＳＳなんかも業者の方が買い取っ

ていただくというような形、それから消毒技術が進んだといいますか、非常に圃場で腐り

が出る量も結構少なくなってるように感じております。私の家も農家なんですが、１０年

ぐらい前から見ますと、要するに圃場で処理をするようなタマネギについて非常に減って

いるように実情は感じております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   すると、農家の直接の持ち込みが少ないということになりますと、こ

の２,４００トン、これはいわゆる青果業者から持ち込まれているものというふうに理解

していいんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   ほとんどにつきましては、青果業者の方でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   青果業者の取り扱いは、必ずしも淡路産のタマネギばっかりじゃない

かに思うんですけども、その点いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   これは推測ではございますが、当然青果業者の方が淡路

島たまねぎばっかりを扱っているわけではないと思いますので、委員御指摘のとおりかと

思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   輸入タマネギがここに持ち込まれて、それがいろいろタマネギの病気

に広がるというようなことは考えられないですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   粉砕をして適切に廃液を処理しておりますので、そうい

う病気等の拡散はないと考えております。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   今のタマネギの残渣ですか、県の補助事業でも伊加利１カ所あるわね。

これは物すごい残渣が入って来よるわけよ。しかしその製品よな、できた製品が一つも売
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れへんのよな、今のとこはな。商品化されとらへん。ずっとたまってきて、伊加利のほう

の谷に蓄積していきよんねんな。これは、どういうようなあんたら指導しとるんかな、こ

れ。残渣の仕上がった製品化されない、売れんとずっと。ふえるばっかりよの。これ、や

がて、こんなん仮に倒産してあんなもんほっとかれたら大変なことになるわな。どないし

よるんですか、これ。指導。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（松下 修）   今の処理施設につきましては、民間のバイオ施設だと思

いますけれども、そっちのほうも聞いたところによりますと、無償で取りに来る人には分

けておるというふうにも聞いておりまして、それを持って帰って堆肥として処理をしてお

る人もおると聞いております。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   聞いておりますいうて、これは何ぼでも持って帰ってくれ、ばらけふ

る機械な、あれ買うてでもやってくれいうけど、そんなもん専門のそういった筋から商品

化ができるんかでけへんのか、病原菌が発生するんか発生せえへんのかわからんさかい皆

不安で。ということは、もう品物はずっと製品はたまっていくわな。たまっていくでしょ、

あんだけのもん入りよるねんさかい。それはもう、伊加利の谷が大分そういう製品でいっ

ぱいになりよんねんの。それ、どない指導するのかというねん。これも県の補助金でしよ

るわけ。それでどこもするとこがないいうて、伊加利の山もごみ捨て山と思とんのか知ら

んけど、どないぞさしてくれいう、それは伊加利の人は賛成で許可しとんのね。しかし、

製品は一つも売れんとたまっていきよるさかい皆心配しよる、これどないしてくれるの。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   伊加利のほうの民間のバイオマス施設の報告によります

と、去年２３年度は、１６２トンの堆肥について圃場に投入したというのは聞いておりま

す。それから、堆肥につきましては、伊加利の民間企業につきましても、そういう菌床と

いうて、菌の床の管理等によってタマネギを発酵させて堆肥化をしております。その中で

非常に温度が上がると、菌については消滅すると聞いておりますが、そこら辺の利用者に

対してのＰＲを、もう少し民間の方も進めていく必要があるかなとは感じております。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 
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○川上 命委員   いやいや、それは民間の方がって、それは南あわじ市のタマネギの処

理で物すごい助けとんねんな。そしたらそのあとよ、製品化したやつを民間が何ぼＰＲし

たって、そんなもん皆疑心暗鬼の方もあるさかい言いよんねん。伊加利地区にも、おまは

んらマニア買うてふってくれや、そしたら品物だけはただやるわいうて、そういったこと

をいうてもまだ疑心暗鬼で。そやから、やっぱりその専門家の筋が商品価値のなにを押さ

んことにはそれは皆心配で。そしたら補償をしてくれへんねんからな。ただで持ったらそ

れは仕方ないねんからな。そんなんを何で行政指導せんのよ。補償をよ。そやさかいたま

っていきよんのよ。やがて谷いっぱいになってしまうわ。伊加利がタマネギの皮でいっぱ

いになってしまうで。どないしてくれるね。またあとで考えといてくれ。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（神田拓治）   当初、このバイオマスの計画については、タマネギ南

あわじ市で１０万トン。１万トンが腐敗するであろうということで、行政が２,２００ト

ンの計画でバイオマス５基を導入しました。この民間の方が、年間６,０００トン処理す

るということで、両方足して８,２００トン処理するということで、計画自体はそういう

ことで実施を試みておるんですけども、まずうち最初取り組んだときに堆肥化という話が

出ました。堆肥化いうたら、農家の人タマネギの腐りを堆肥化して病原菌を田にまくん違

うかというような希望もありまして、それやったらもう堆肥化やなしに炭化にしようかと

いうことで業者が炭化のほうに走って、民間のほうが発酵施設ができておるよってに、こ

れ課長も説明したように、うまいこと発酵すれば菌が死ぬであろうということで堆肥化に

取り組んでおります。 

  それで、今、全淡が大体６,０００トン計画のうち４３％の稼働でございます。当初は

全淡もできた堆肥については島外へ持ち込んでおりました。民間の人がなかなか受けとっ

てくれないので島外へ持ち込んでおりました。このごろ聞きますと、処理するのに困って

おるというような状況を聞いております。だから、そこで民間の人が、農家の人が特にそ

れを利用するについて菌が堆肥に残ってないというまず証明をして安全ですよということ

を証明すれば、ある程度、今、堆肥不足の状況でございますので、利用もしてくれる方が

ふえていくんではないかと、そのような行政的な指導をこれからしていきたいなというふ

うに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   そんなら、今の答弁はよかったさかい、あと責任持ってちゃんとして
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くださいよ。一つよろしくお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   １９７ページのそしたら関連で、バイオマスの関係で、指定管理料１,

２７０万円ですけど、まずこれ先ほど説明があったんですけど、内訳はどういうふうな項

目に幾らというふうに説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   １,２７０万円の内訳でございますが、点検経費とか修

繕経費、そしてダイオキシン等の調査等を含めての１,２７０万円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   内訳は、内訳ごとに教えていただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   年次点検経費としまして３４４万円。それから修繕経費

等につきまして３６０万円。ダイオキシン等の分析調査につきまして１１６万円。グルー

プごとの経費としまして３００万円で１,１２０万円。そして、年間１,５００トン以上の

処理に対しての奨励ということで１５０万円。合計１,２７０万円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   今、項目ごとにお聞きしましたけど、そしたらそのグループごととい

うのは、それぞれのグループに幾らずつ払うわけですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   先ほどの説明の中で、神代・北阿万については廃液処理

施設があるということで、神代と八木、北阿万と賀集というようなグループを２つに分け

ておりますが、指定管理料ということでまとめてお金を渡しておりますので、そのグルー
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プごとでの配分についてはこちらのほうに報告を受けておりません。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、収支全体の収支なんですけど、収入と支出の内訳というか、

総額と内訳をお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   ２３年度のバイオマスの施設の全体の収支につきまして

は、それぞれの残渣処理量のトン１万５,０００円の経費が入ってきますので、金額的に

非常に大きくなっておりますが、収入の部が５,０９２万７,９６９円。歳出の部が、５,

４３０万８,２１５円。差し引きマイナス３３８万２４６円となっております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、この赤字の部分というのはどういうふうに、商協さんがか

ぶっておるわけですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   赤字の部分につきましては、商協の中で処理をしていた

だいていると報告を受けております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   支出の中で私心配するのは、今、燃料代がどんどん上がっとるからや

と思うんですけども、油代というか、燃料費の比率は幾らですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   燃料につきましては、御存じのとおり炭化に伴いますガ

ス代がほとんどでございます。１,６０５万３,２３２円。それから、車で運搬をグループ

ごとにしておりますガソリン代が７２万２,９８０円となっております。 
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○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   さっきの指定管理料からいくと、その赤字の部分に対しては、補てん

されるような燃料費に対する補てんとか、そういうことは入ってないわけですかね。その、

グループごとというのには入るわけですか。そういう意味での、燃料費を補うような支出

ということですか。グループごとの何か補助金というのは、燃料費高騰で赤字が出とる部

分の補てんとか、そういう意味なんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   その前に、修繕費でいきますと、修繕費が１,１０６万

９,０００円ぐらいいっております。そういう関係で、指定管理料の１,２７０万円の、先

ほど計画的な内訳を申したんですが、グループ運用の３００万円については、そういう修

繕費等にも充当を今回しているというふうに聞いております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ということは、指定管理料というのはこれに使えということでなしに、

その積算の根拠とかいうのはなしに、いうたら渡しきりで１,２７０万円で全体の運営に

あててくださいというお金ですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   基本的には委員御指摘のとおりでございますが、施設が

今のところ結構修繕費が非常にかかっております。そういう中で、指定管理料の中で商協

が運用するについては、特にこちらのほうで枠をかけてはおりません。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら収入のほうで、利用料がほとんどやと思うんですけど、当初

の計画だと炭化物の販売額というのも収入に入ってくると思うんですけども、それは幾ら

あったんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 
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○農林振興課長（松本安民）   炭の販売代金につきましては、６８万６,２２６円でご

ざいます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   １袋幾らで売ってるんですか、在庫がかなりあるんですけど、その在

庫の状況とか含めて、１袋幾らぐらいで売って、６８万円ということは何袋売れてるんで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   １袋３００円でございますが、民間で販売を御協力して

いただいてるところにつきましては、販売経費を３割そちらの販売店におろしますので、

０.７掛け２１０円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そうすると在庫は幾らあって、それはどれぐらいの金額分が在庫にな

ってるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   在庫数と、在庫の金額。 

  農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   在庫につきましては、金額で２００万円程度、３００円

で割りますと６,０００袋から７,０００袋ぐらいでございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   わかりました。あと心配するんが、まず脱水処理をすると、これはし

ないとうまくいかないんでまずすると、その脱水処理の神代と北阿万でされるわけですけ

ども、脱水した廃液というのは薄めて下水にいってると思うんですけど、その薄めるのに

は水がいると思うんですけども、その水は何を使ってるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 
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○農林振興課長（松本安民）   水道水が主でございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そうすると、水道料金と下水道料金と両方発生すると思うんですけど

も、それは幾らぐらいになるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   上下水道料金が２４万９,２２６円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   次に、ＪＡさんのほうで薄皮を中心に処理されとると思うんですけど

も、今のところは目いっぱい稼働して、処理できてない分は清掃センターにいっとると聞

いとるんですけども、寺内が廃止になると思いますけども、寺内が受け入れてくれなくな

ったあとの処理というのは、次のほうで受け入れていただけるめどがたっとるんでしょう

か。どういう処理を考えてますか。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   ＪＡの倭文につきましては、委員御指摘のとおり鬼皮が

中心でございます。それの処理につきましては、現在生活環境課と協議をしているところ

でございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   事務事業評価シート、平成２２年にありまして、その中で必要性のと

ころで、環境問題や産地としてニーズがあり、バイオマス施設としては市事業が妥当と。

私もこれはそうだというふうに思います。ただ、変換後の炭化物でも、一部の農業者にお

いては病原菌を心配するので、堆肥化は農業者の理解が得られないというふうに書いてあ

ります。堆肥化は無理だということであれば、さっきの全淡さんなんか堆肥化なんですけ

ども、そこら辺はどういうふうに理解したらいいんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部次長。 
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○農業振興部次長（神田拓治）   ある機会がありまして、北海道へちょっとタマネギの

大産地で北海道見てきました。北海道は日本全国の７割ぐらい生産しておるんですけども、

その残渣についてどのように処理しておるんですかというたら、大体がほとんど堆肥化で

処理しておる状況でございます。だから堆肥化でも、先ほども申しましたとおり雑菌の問

題、これをいかにクリアするかによって、それと普通の農畜産物の堆肥とうまいこと組み

合わせて、良質堆肥化をできればある程度消化できるんではないかというふうに思ってお

ります。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   私もそない思うんです。きちっとした堆肥さえつくれば、心配ないと

いうデータはかなり以前の農業技術センターでも出てます。それがありながらやけども、

堆肥化でいろいろ失敗もあったんで、やっぱり炭化せんとということで炭化へ走ったと思

うんですけども、やっぱり今現状の運営とかを見てると、やっぱりきちっとした堆肥化の

ほうに方向転換するということをしないと、とても修繕費とかいろいろ聞いてましたら将

来的にも余り展望は開けてこないというふうに思います。処理は大切なんで、この際余り

炭化にこだわらずに、堆肥化のほうをもっとしっかりと検証されて、北海道でやってるし

データもあると思いますから、受け入れたものを堆肥にでもきちっとして、また農地へ還

元するというサイクルをつくらないと、今の形を、補助金返さないかんとか何か心配なん

か知りませんけど、続けておるとこれはやっぱり極めて運営が難しい、それを先送りする

だけになるというふうに指摘しておきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（松本安民）   委員御指摘のとおりかと思います。商協の役員さんに聞

きましても、炭化につきましては、要するにガス料金が国際事情によって非常に乱高下す

ると。下がるんじゃなくて上がるばっかりというようなイメージで、今後ちょうど今折り

返しの４年目を迎えておりますが、将来を見越しては、そういう経済事情によって処理費

が不安定なものよりも、北海道のああいうたくさんの産地でもできている堆肥化も一つの

方法かなというのは役員さんもお話をしておりましたので、今後そういうことも含めて検

討していきたいと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいですか。 

  ほかに、ございませんか。 
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  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   海岸ごみ、２０３ページです。農地海岸漂着物清掃委託料となってお

りますが、農地海岸というのはどういう海岸なんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（喜田展弘）   農地整備課長の喜田と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

  ここの農地海岸ですけども、この海岸につきましては農林水産省所管と。普通は国土交

通省所管の海岸ございますけども、この農地海岸は農林水産省所管の海岸でございまして、

うちの南あわじ市におきましては、慶野海岸２００メーターと古津路海岸約４００メータ

ー、それと空海岸といいまして、西淡地区の阿那賀の港湾ちょっと回ったところに空海岸

存在しております。それと吹上浜、これが１,３００メートル、この海岸を称して農地海

岸と呼んでおります。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   よく聞くのは、農林海岸というふうに聞いとったんですけど、これは

農地海岸でおうとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（喜田展弘）   一応この聞いておるのは、農地海岸ということで聞いて

おります。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それで結構です。延長といいますか、吹上が１,３００メートル、慶

野２００メートル、古津路４００メートルと、空海岸はもっとちょっと短いのかと思うん

ですが、それぞれどんな事業をされたんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（喜田展弘）   この、漂着物の清掃につきましては、県の委託事業でご
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ざいまして、漂着したごみ等の清掃でございます。シルバーに委託してございます。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは、収入を見ると委託金ということで、トンネルということであ

るようです。これは、県の責任ということでこういうことになっとるわけですが、これで

十分にごみは片づいてますか。 

 

○柏木 剛委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（喜田展弘）   そこら辺の、ちょっと結果報告なりを見るんですけども、

されていると思うんですけども、何か台風とかいろいろそこら辺の気象によりまして、ま

たそこら辺の回数もふえてくるというふうなことで、県のほうにも報告は逐次させてもら

っております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、ちなみにどれぐらいの回数を清掃されているのか。 

 

○柏木 剛委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（喜田展弘）   ちょうど、この平成２３年度におきましては、台風等の

影響もございまして、年間２回シルバーの出役に関しては、１１０人延べということで聞

いております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   というのも、海岸のごみ清掃というのは、県の事業だけじゃなくて、

ボランティア的なことや職員の皆さんも掃除をされたりとか多方面で掃除をすると。しか

しながら、それでもごみというのはなくなるもんでないわけですね。年２回ぐらいが県が

やってるということでいいんですけど、市は何回ぐらいやっとるんですか。市の事業とし

てやってないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   農地整備課長。 
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○農地整備課長（喜田展弘）   この農地海岸におきましては、県の事業だけでございま

す。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（松下 修）   農業振興部のほうでは、市の事業としてはやってござい

ませんけれども、慶野地区、古津路地区もやっておるとは思うんですけれども、全島一斉

清掃につきましては、慶野地区住民の方が、もうほとんどの方が慶野松原の清掃というこ

とで、年２回全島一斉清掃のときには出役をしております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   全島一斉清掃というのは各自でやっとるんですけれども、それでは足

らんのではないかということを言っとるわけなんですけどね。現状として、海岸漂着物と

いうのは、西風が吹いたり台風が来たり、あるいは大雨でも来るんですね。年２回ぐらい

じゃないんですね。３回でもない、本当に数多いと。そのたびに、週末とかになって海に

訪れた、海岸訪れた方がやはり「ああ、ごみの多い海岸だな」ということになりますんで、

やはり市としてももうちょっと力を入れてもらったらどうかなと、こういうことだろうと

思うんですけど。ほかにも海岸漂着ごみの関係もあるんですけれども、ちょっとやっぱり

回数、県にお任せというような姿勢になってないかなということなんですが。 

 いかがですか。あとのほうでまたもう一回聞きましょうか、そしたら。土木のほうにも出

てくるんで、土木費にも出てくるんです。そのときまたもう一回聞かしてもらいます。 

 

○柏木 剛委員長   わかりました。 

  ほかにはございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 

   ⑤ 商工費 

 

○柏木 剛委員長   次に、款７商工費、ページは、２２６ページから２３９ページまで

の質疑を行います。 
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  質疑ございませんか。 

  出田委員。 

 

○出田裕重委員   ２２９ページ、淡路瓦屋根工事補助金。まずこの、毎年決算のときに

聞かせていただいてるんですけども、改めてこの事業のねらいを御説明ください。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   淡路瓦屋根工事補助金でございますが、これは瓦の普及

と、それから甍のまちなみ形成の形成と普及というふうな目的で、淡路瓦を使用した個人

の住宅について、屋根瓦の一部を補助するというふうな制度でございます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   毎年、予算が１,７００万円、決算が１,６００万円代ということで、

執行率にしたら９０％超えてますからそれでいいのかなという目で見たりしますけど、新

築の工事件数とか、ふきかえの工事件数とかの推移というのはそれぞれわかりますか。で

きたら２１、２２、２３と。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   新築の推移ですけども、平成２０年度が９０件、２１年

度は８３件、２２年度は７２件、２３年度におきましては９０件という推移になってます。 

 

○出田裕重委員   ふきかえの件数。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   改築のほうにつきましては、平成２０年が４８件、２１

年が３５件、２２年が５０件、２３年度が４５件となっております。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   予算を使い切ってないのでこういう質問をするんではないんですけど

も、先ほど甍のまちなみですよね、いろいろ私らも常任委員会でも視察に行ったりしなが
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ら、景観条例とかつくりたいなとかいう話をしながら結局なかなか難しいところもあって、

いぶし瓦の集合集落とかというのを残したいというような声も聞こえながら、なかなかそ

ういう条例制定も難しいということでされてる、そんな中でされてる事業やと思うんです

けども、この予算が残っているんであれば、毎年言ってますけども、そういう要件をもう

少し緩和するとか、補助率を上げるとか、そういうことを前水田部長もかなり前向きな表

情で「ああ、検討します」みたいなことで言いながら、なかなか毎年同じ状況が続いてる

なというふうに見てるんです。 

  きょうここで言いたいのは、新しい家を建てるときに、もう僕らの世代でもやっぱり瓦

離れが進んできてて、これちょっと余談ですけども、私の知り合いカラーベストを１５年

ぐらい前で新築をして、もうかなり早い段階でやっぱりふきかえしてます。やっぱり瓦に

したほうがよかったなというのが、今ごろ言ってる人もぽつぽつふえてきてる中で、どっ

ちかいえばやっぱり新築のほうにももう少し拡充をして、１回目瓦ふけへん人は最期まで

瓦ふけへんですから、もちろんふきかえもありがたいですけども、どっちかいうたら新築

のほうにも拡充していただきたいなという感想を持ってるんですけども、そういう検討さ

れてますか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   この制度については、今のところ新たな検討はしており

ません。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   検討するって言ってたのに。毎年僕ここで聞いてるんで、検討してる

というようなことも聞いてるので、１,６００万円すごい金額やと思います。これはもう、

市民に対しても、瓦組合の方々もそれは異論はないと思うんですが、やっぱりこういう事

業かなり長年やってきて、いろいろ気づきとか変更点とかできると思うんですよね。いろ

んな方向転換しながら、やっぱり続けていってほしいなと思ってるんですけど、どうです

か。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   この屋根瓦奨励金の関係ですけど、旧の西淡また南淡の

ほうで事業が始まっております。それで合併当時、平成１７年は１,７９７万円、平成１

８年には１,８８８万９,０００円という大台での奨励金を交付しております。それで、だ
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んだんやっぱり建築の、さっき洋風化といいますか、淡路瓦の設置する件数が減ってきた

わけなんですけども、新築最高２０万円、今、交付してるわけで、今の現状では進んでき

たかなという感想を持っております。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   先ほど、新築が２３年度９０件とお聞きしましたけど、これは淡路瓦

をふいた新築が９０件ということですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   この制度を利用して新築された方の件数でございます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   そしたら、ほかにまだ瓦以外の新築とか、そういうのがあると思うん

ですよね。そういうのもやっぱり把握されて、ちゃんと調査されてるんですか。何割ぐら

いの新築の中で瓦をふいてるのか、この９０件が。そこまで把握されてないですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   申しわけございません、そこまでは把握しておりません。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   ということは、やっぱり調査をしていただいて、これもう新築のとき

に淡路瓦ふいたほうが得やなと市民の人がそういうふうに思って、淡路瓦に変えてもらう

という制度やと思いますんで、やっぱり年間どんだけ新築があって、もちろんそういうと

ころにも建築士さん設計士さん通じてこの制度のＰＲとかしていくのがこの目的やと思い

ますんで、そういう動きをしていただいて、それでもいかんのやったら予算減額とか制度

の変更とかがあると思うんで、まだそういう調査をしないんであれば、もっともっと前向

きにやってほしいなとお願いをしておきます。 

 

○柏木 剛委員長   わかりました、今の件、新築件数。 

  税務課長。 
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○税務課長（藤岡崇文）   関連する数字になるかもわかりませんが、固定資産税のほう

で把握してます新増築家屋の件数の推移でございますが、木造で報告させていただきたい

と思います。それぞれ、前年度築ということで、平成１８年度築が１８５件、平成１９年

が１９９件、２０年が１６２件、２１年が１４２件、２２年が１６２件、２３年、これは

まだ決定ではございませんが１７３件の見込みという数字になっております。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   こういう場でこういう数字がお互いに聞けてよかったと思いますので、

市長、これ感想というか、大体半分ぐらいの新築の方が淡路瓦をふいているという現状、

これでいいのかもっとふいてほしいのか、その辺含めてまとめの答弁をお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   まず、それはもっともっとふいていただきたいという気持ちです

が、先ほどちょっと委員が言っておられたことに私は少し反論ではないですけど、業界が

やはり主になって瓦をもっと僕は宣伝すべきやと思います。市は予算つけないというとん

のでないんで、もしそれが２,０００万円だろうが２,５００万円だろうが、そういう実績

が出てくれば僕はつけるべきで、やはり行政が全てをそれをしていく、この瓦業界だけで

なくして、先ほどタマネギの話も出ましたが、それぞれの業界は自分の仕事ですから、自

分が命をかけてやるという根底があってそこに公、今のよく言う自立なりまた最後には公

助なりがあるわけで、やはりこれは手は抜きません。一生懸命ＰＲはしたいけど、やはり

その始めのスタート地点にもう少し業界も返っていただいて、そこをよく認識をしていた

だきたいなと思います。ふえることは大いに結構です。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   ということで、別に瓦組合がどうとか私も言ってるんじゃなくて、や

っぱり地場産業ということは外せないと思うんですよ。一般質問のときも言いましたけど、

やっぱり南あわじ市内で大きな産業、件数も多いということは、やっぱり御近所さんも多

いということで、やっぱりお互いさまのそういう経済を僕は回していったほうが、これか

らはそういう時代になっていくと思ってますので押してるということなので理解いただい

てると思いますので、お願いしたいなと思います。 
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○柏木 剛委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２３１ページ、まちのにぎわいづくり事業補助金ですが、この内容の

説明をいただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   これにつきましては、西淡まちのにぎわいづくりプロジ

ェクトという事業で、西淡まちづくり協議会のほうで実施していただいたものでございま

す。これは、２４年の３月２５日にショッピングセンター「シーパ」におきまして実施さ

れております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この事業は国の助成事業で、県のほうだったかな、助成事業になっと

るかと思うんですけども、事業規模は５０万円でなかったかと思うんですけども、この商

工から出てるのは５０万円ですけども、これをやるのに西淡まちづくり協議会とかを結成

しとるようですね。という事業ですね。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   西淡まちづくり協議会のほうから来ております収支決算

につきましては、トータルで７７０万円の収入。これに対しまして、決算が謝金それから

旅費、事務費、委託費、広告宣伝費等々、それから出店の費用ということで、４１０万５,

２６７円という決算がまいっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これ、聞くところによりますと、今年度はちょっとなかなかほかにも

いろいろ事業があって、２４年度につながりにくいというような話もちょっと聞こえとる

んですが、これの事業効果と今後の考え方ですね、これはどういうふうにお考えですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   これの成果につきましては、地元の農水産物を売る軽ト

ラ市というのがありまして、これに２６台が参加しております。それから、南あわじ市の

食材を使ってつくった焼きそばや鉄板焼きの出店が１０店舗、市内のスイーツ販売が４店

舗ということで、それに加えて伝統文化の発表会、それから各調理学校等の学生によるウ

イークエンドレストラン等々の事業がありまして、ショッピングセンターのにぎわいも含

めまして、非常に成果があったんじゃないかというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２３年度は活発にやられたというのはわかりますし、それの効果も上

がってると思うんですね。今の話で。ところが、この事業が今年度にどう継続され、どん

な広がりを見せてるのかということなんですけれども、今のところまちづくり協議会の活

動というのがなかなか動きがとれてないというふうに思うんですけども、やっぱり単年度

で終わってそれでいい場合もあるんですけど、やっぱり継続していかないといかないとい

うこともあると思うんですね。その点、どんなふうな見方をされてるかということをお聞

きしたいんですが。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   これは、震災復興に関連した事業でもありまして、地域

に新たな食産業の創出ということで、第１期、２期ということで現在事業を推進しておる

ところでございます。 

  第３期につきましては、地域の盛り上がり、総意形成のため地域の一般住民の参画も可

能とするというふうな事業で、現在申請を行っておるところでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   県の助成事業ということで、なかなか再度押さないととまってしまう

というのじゃなくて、やはりその趣旨を生かして継続をさせると。今、申請をしとるよう

なんですけれども、再度されればもちろん結構なんですけれども、そういう継続性を持た

ないとやはり単年度の効果というのが単発で終わると、これはやはり効果としてはあって

も効果そのものが小さくなるんじゃないかと。継続性というのは、こういう事業というの

は大事じゃないかと。にぎわいづくりということですから、やはりにぎわいが活発になる

と、にぎわうというところまでの見切りなり、見切りができないならばそこまでいくまで

の事業化、市の単独としてもやるべきじゃないかというようなことも思うわけなんですけ
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どね。そのあたり、どんなふうなお考えなのかということをお伺いしたかったわけなんで

すけれども、これはいかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   当然、委員のおっしゃるように、せっかく盛り上がりで

第１回目やったことでございますので、予算等が可能な限りで継続していきたいという思

いでございます。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   地場産業についてお尋ねをいたします。２２９ページですけども、市

として南あわじ市内で地場産業と認める産業は幾つありますか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   地場産業ということで、非常にいろいろなものが挙げら

れるんですけども、商工観光課の所管しておる範囲で瓦産業、それからそうめん等が挙げ

られると思います。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   地場産業と認める、南あわじ市で所管外も入れて、ほかに地場産業と

市が認めて補助金を出している団体名、２つだけですか。瓦とそうめんだけですか。 

 

○柏木 剛委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（松下 修）   農業もそれに当てはまるんじゃないかと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そうめんは、これ福良のほうで５０社ぐらい、５０社というか個人で

すわね。瓦もほとんどが個人経営というようなことで、これは非常に瓦のほうは手厚い補

助金がいってるわけですが、そうめんは幾らいってますか。 
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○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   淡路手延素麺協同組合への補助金としては、現在１７万

円補助金を出しております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   １７万円と違うな、もうちょっといっとらへんかな。そしたらね、福

良もそうめん祭りや何かやいうて盛大にやってるし、若手の人で非常に力を入れてやって

ると。余りにもね、地場産業として差がつきすぎやと思うんですよ。何か言いわけみたい

な補助金出してると思うねんけども、その点どうですか、もっと地場産業、地場産業とい

うそういうブランドを強調するんであれば、そういう市が認めたそうめんにももうちょっ

と手厚いフォローが必要じゃないんですか、どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   そうめんのほうに関しましては、平成２４年度におきま

して商工会へ出している事業で、以前に福良にそうめんがありました。それを復活しよう

ということで、目指そうブランド化というふうな名前で、新たなそうめんの復刻という事

業に補助をしております。 

 

○阿部計一委員   金額幾らか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   復刻のそうめんの中身ですけど、県の補助を入れて４０

０万円、市のほうで５０万円補助をしてます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ５０万円も、それはもうわかってますけども、それをわかって聞いと

るんですよね。それで、やはりそういう地場産業ということで市も応援していくんであれ

ば、やはり福良なんかもこれは一生懸命やってると思うんですよ。それと、福良のそうめ

んもおいしいし、非常に評判もええわな。そういう中で、商工会からはいってるというの
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は、これは瓦の関係やったって商工会から当然二重でいってるわけですからね。やっぱり、

その点もう少し、ことしはもう２４年度は間もなく３月３１日で来年で終わるんですけど

も、その点やはりもう少し余りにも差があると思うんですね。件数の数もそうやと思いま

すけども、その点どうですか。もう少し、その補助金に対して、補助金を引き上げるとい

うような気持ちはありませんか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良裕）   これは、阿部委員からも３月の予算のときもお話がござ

いました。そうめんのほうに割合が少ないということで、検討できないかというお話もご

ざいました。素麺組合、今回イベント等に補助をつけておりますけども、そういう事業に

ついて、単独でもやるんでしたら一応検討はしてみたいと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そういう地場産業に対して、市がやっぱり手厚い補助をしていくと、

やっぱり南あわじには、いつもよう言うてますけどもね、千数社の法人組織もあり会社も

あるわけですよ。ただ、それは地場産業を守るということは大事やと思います。伝統芸能

とか文化面でもね。ただ、そういうことが地場産業というてやはり市として手厚い保護を

加えていくんであれば、認めた地場産業、例えばそうめんにしたって、やはりそれだけの

補助をしてあげるというんが当然やと思うんですよ。そういうことで、２５年度は少しで

も上乗せをして、そうめんをもっと売り出すように頑張ってほしいと思うねんけども、部

長、もう一回答弁お願いします。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   今の意見を参考にいたしまして、先ほど言いましたよう

に、いろいろ売り出すほうのイベント等、どういう事業が考えられるかわかりませんけど

も、そういうふうに力を入れていきたいと思ってます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   市長、改めて御答弁一つよろしくお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 
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○市長（中田勝久）   私も、業界の若い人たち何人かと話をしました。非常に若い人た

ちはやる気を持っておりまして、先般会長の森崎さんともそんな話はしまして、一つ以前

のような福良のそうめん、それをこれからもっともっとブランド化にして売り出していこ

うというお話を私からも提案しております。今、部長が言ったように、その拡大またそれ

に合わしてのどういう事業をしていくかということの中身を詰める中で、予算の取り組み

も考えていくべきやと思っております。 

 

○阿部計一委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   暫時休憩します。 

  再開は２時１０分とします。 

 

（休憩 午後 ２時０２分） 

 

（再開 午後 ２時１０分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。商工費。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ページ、２２９ページの企業誘致奨励金について聞きたいと思います。

この企業誘致奨励金２,７００万円余りのお金を、これは国からの財政措置というのはど

れぐらいの割合でしたか。 

 

○柏木 剛委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（北川真由美）   企業誘致課の北川でございます。よろしくお願いいた

します。 

  国からの交付税措置には業種が決まっておりまして、２３年度におきましては課税免除

の対象業者が６社ございます。そのうち、交付税対象になる業者は２業者でございます。

固定資産税の７５％が地方交付税の中に含まれてまいります。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   企業誘致なんですが、団地のほうもおおむね売却がすみつつあると思

うんですが、あと面積どれぐらい残ってるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（北川真由美）   企業団地におきましては、２区画１.７ヘクタールで

ございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この土地に対する企業誘致も行っていると思うんですが、状況的にど

んな状況ですか。 

 

○柏木 剛委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（北川真由美）   この委員会の初日にも、税務課長のほうから申し上げ

ましたとおり、法人税も１.８％減ということで、極めて厳しい状況が続いておりますけ

れども、中にはやはり元気な業種もあるかと思いますので、現在交渉しているところもご

ざいますので、それが成立に至るまで努力していこうと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、今どこかの企業と交渉もしておるということですか。 

 

○柏木 剛委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（北川真由美）   委員さんおっしゃるとおりでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   企業誘致担当課長は、企業誘致団地だけでなしに、地域の市内の市有

地に対してもいろいろ誘致をしておると思うんですが、今パルティーの近くにも何か医者

も誘致したように思うんですが、企業団地以外に企業誘致課で市内に誘致をしたようなと

ころはほかにありますか。 
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○柏木 剛委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（北川真由美）   市有地では、パルティーの前の眼科さん、それから皮

膚科のあきた皮膚科さん、民有地では家畜保健所、それから市有地でリサイクルセンター

の隣で農業共済の事務所等がございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   家畜保健所の誘致なんですが、来春ぐらいに大方竣工するというふう

に聞いとるんですが、今現在の進行状況はどうなってますか。 

 

○柏木 剛委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（北川真由美）   当初は、来春４月に開始を予定しておりましたが、実

施設計の段階で少し手間取っておるようでございます。今、実施設計をしておるんですが、

県の予定では１０月ごろ入札、半年おくれと聞いております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この淡路島の中で家畜保健所かどこにするかということでちょっと綱

引きがあったようなんですが、市長も大分力を入れたらしいんですが、その辺の経過をち

ょっと教えてくれますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   主は、企業誘致課の北川課長が非常に熱心に動かれました。私は、

逆に言えばその側面を担ったということで、お蔭で当然淡路市にある県の所有地、また洲

本に今までございましたので、洲本のほうでという話も結構県のほうでは挙がっていたん

ですが、今申し上げたとおり、課長が非常に熱心に動いてくれたんで、私も側面から話す

るのに非常にしやすかって、お蔭で南あわじ市に来てくれるようになって今進んでおりま

す。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私いつも思うんですが、県とか国の施設が、ややもすると洲本市とか
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その辺にどうも集中しているように思って仕方ないんですね。やっぱり、洲本市は地の利

とかいろんな面があるのかもしれませんが、何かしら洲本に集中しとるように思うんです

ね。このたび、この家畜保健所も県の施設というのは、南あわじ市も見渡したところ非常

に少ないんですね。やっぱりこういう施設も来て私はよかったと思うんです。それで、今

後ともこの県とか国の出先機関もですね、できたら南あわじ市に情報を早くつかんだ場合、

やはり南あわじ市に誘致するよう努力をしてもらいたいと思うんですが、市長いかがです

か。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   委員おっしゃるとおり、当然今までは何かもう県の施設は洲本に

というような定番だったように思いますが、やはり南あわじ市も市という名前になりまし

たし、そして島内の中でも一番面積も大きい、人口も大きい、人材も負けないというふう

に思っておりますので、今後努力をしたいと思います。 

 

○印部久信委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この２３５ページのビーチバレー、私はこの地域活性化というか、地

域おこしのイベントとして、慶野海岸でビーチバレーを継続してやっていただいとるのと、

それとジェットスキー等々やっていただいとるので、まずビーチバレーの大会というか、

入り込み人数わかれば。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ２３年度の、この南あわじ市ビーチバレー大会でござい

ますが、これは商工会の青年部のほうへ補助を出してやっていただいた事業でございます。

ちょっと、今、人数見てるんですけども。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   かなりの経済効果がね、このビーチバレーの大会とかジェットスキー

の大会にあるのよな。そこでよ、あれだけのそういう慶野の地域活性化するのに、やはり
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休憩施設であったりとか、トイレであったりとか、その辺の施設整備が私は少ないんじゃ

ないかなと。あれだけ全国から来られたお客さんが、休憩する施設であったりとか、あん

ねんけど汚いねん。トイレにしたって、シャワーにしたって。その辺の施設整備を今後考

えていただいて、今からずっと継続して、慶野海岸でビーチバレーであったりジェットス

キーの全国大会をずっと継続してやっていきよる事業を、来ることによって８００人、１,

０００人の方が地元島内のどこかで宿泊していただいて、それなりのお金を落としていた

だいとんでね、だからその辺の慶野海岸のやはりその辺の休憩施設、例えば瓦を宣伝する

ようなあずまや、そういうふうなやつを施設整備をするとか、トイレもかなり老朽化しと

んねん。だから、あの辺のトイレもまた増設するとか、シャワーのそういう施設整備もや

って、どんどんどんどん慶野海岸に全国から人が来てくれるような、私はそういうふうな

ことで地域の経済の活性化対策を取り組むべきやと私は思うんですけど、その辺、市長い

かがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   確かに、ビーチバレーの場所としては、来た人に聞きますと非常

にいい場所やなというふうに言われております。去年だったんかな、おととしか、出田委

員も大変骨を折られて、商工青年部のほうで努力すると。それで継続してやりたいという、

僕、商工青年部の人にお話聞いてたんで、企画立案はやっぱりそっちである程度してほし

いと。それで、僕らはこれだけ汗をかくから、市はそのうちの何ぼか予算をおいてほしい

という形をとってもうたら、私も予算はつけやすいという話をこの前出田委員が連れてき

たあとで商工青年部の方にもお話したんで、来た選手たちに聞いてみると、すばらしい場

所やと、ほかに劣らんということを言ってくれてますんで、今後いろいろとそういうルー

トづくりをして、当然施設も先にする必要もあるんですが、その辺いろいろとそういう関

係のとことも打ち合わせして、あそこも広い場所とれるしね、ことしも県の高校の大会が

されました。これも、ずっと継続的になってくると、非常にいいイベントであるというふ

うに思ってます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いいイベントはようわかっとうねん。そこで、やはり来られた方が利

用するような休憩施設であったり、シャワーの施設等、今後十分また、これはこれで終わ

りますんで、お願いいたします。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 
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  川上委員。 

 

○川上 命委員   ちょっと確認させていただきますが、２２９ページのこの産業文化セ

ンター指定管理料２６０万円、これは産業文化センターの目的は、旧西淡町時代に建った

んですけども、今現在どういう目的かわかってますか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   産業文化センターにつきましては、現在瓦組合のほうへ

指定管理ということで管理してもらっているところでございますが、この中の事業につき

ましては、瓦の製造等を体験できるところ、それから瓦についての歴史とかそういったも

のを学べるところであるというふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   その意味は、瓦のいろんな実習とか、瓦の昔からのいろんな伝統を勉

強してもらうということであそこを建てたんですけど、これあくまでも瓦組合の組合の事

務所が無いということもあってあそこに建てて、そういう作業するとこをこしらえたとい

うことで、当初から事務所があそこに入るということで管理料として払いよったんですが、

指定管理ってあそこ瓦組合に渡しとるんです初めから。指定管理とはどういう、何を指定

管理さすんですか。全部渡しとるんでしょ。管理料というのはまだわかるけんど、指定管

理やいう名前つけたらちょっとおかしいなと思うんやけどな。こんなこと今ごろいうのは

おかしいけんど。どうですか、全て瓦のほうに任してあるんでしょ。事務所も全部。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   産業文化センターにつきましては、瓦組合の事務所が入

っております。ただ、建物自体は市の建物でございます。ただ、その当時津井の瓦組合か

ら一千何がしの寄附金が、そこで事務所を使うということで寄附行為があったということ

を聞いてます。ただ施設については、展示場また瓦のものをつくれる建物３棟ございます。

その建物を、市の建物の管理運営について、淡路瓦工業組合に指定管理をしているところ

でございます。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 
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○川上 命委員   いやいや、それはわかっとんねん。わかっとんねんけど、初めから当

初目的は瓦の組合がないということで、建ててくださいということで建てて、そして附属

のそういった研修用とか建てたわけやな。事務所に建てたということは、事務所がそこに

入るということ、初めから。事務所建てるけど、せっかく建てるんやから上の瓦組合も集

会するのに広場もいるというので２階に広場をこしらえた。という中で、管理料ぐらいや

ったらまだ市の建物やからええねんけど、指定管理やいうのがつくというのはちょっとお

かしないかって言うねん。何を指定管理する、何を管理してもらいよん。これは、瓦組合

にもう全て渡してもうとんのと一緒やないか。そやけど、その建物を管理する、掃除した

りいろいろとかそういった名目はええけど、指定管理という名前がちょっとおかしいなっ

て言いよんのや。そうでしょ、あれ全然ノータッチでしょ、うちは。市は、建物でも。も

う瓦組合に渡してもうとんでしょ。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   あの建物自体は、市のほうの建物の、それはもう委員も

よくわかってもらってると思います。その中で、そこに発生する電気代、水道代は指定管

理料の中に含まれております。その中で、瓦組合に管理をしてもらってるとこでございま

す。 

 

○柏木 剛委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   いやいや、それは電気代から何から全部払うといって２６０万円、設

備も全部直して、それはもうええとしてもね、名目的に指定管理という名がつく自体がお

かしいと言いよんねん。よう考えてくださいよ、指摘しときます。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいですか。 

  ほかにございませんか、商工費。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   海水浴場の管理費ということで、２３６ページに出ておるわけですが、

これは主に阿万海岸の海水浴場の管理ということかとは思うんですけども、清掃委託料と

いうことで、２３９ページに２８１万２,９２６円と出ておりますが。これの内容につい

て説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   ここの、阿万海水浴場管理費につきましては、阿万海岸

海水浴場と慶野松原海水浴場の２カ所の海水浴場の部分でございますが、そのうち清掃委

託料で、慶野松原海水浴場のほうへは、この付属資料にも分けてありますように１９５万

２,０００円あてております。それから、残りが阿万海岸のほうの清掃委託料ということ

でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、主にビーチクリーナーによる清掃かと思うんですけども、違

うんですか。内容的には。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   これは、シルバー人材センターのほうへ、年間通じての

清掃ということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   主には、シルバー人材センターがやってるのは、ビーチクリーナーで

清掃してるというふうに思っとるんですが、違いますか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   シルバーセンターのほうへ、ビーチクリーナーも含めて

ということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これがメーンの清掃活動というふうに思っとるわけですが、大体の運

行時間、どのような形態でのシルバーへの委託をされておるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ちょっと今、その辺の資料を持ち合わせてございません
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ので、ちょっとまた調べてみます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   努力いただいておると思うんですけれども、特に慶野松原は、年中を

通じてサンセットビューということで、これは春といわず、夏といわず、秋といわず、冬

といわず、非常に夕日の沈む海ということで、これは非常に力を入れておると。 

  それから、きょうの新聞にも出ておりましたが、新しい資源としてウミホタル、これが

効果があるというようなことが出ておりました。始まりは青年の家から始まって、そして

淡路全体に広がっておるというようなことがあって、これもシーズン割と長いですね。４

月から１０月、５月から１０月、あるいは１１月ぐらいまでいけるんじゃないかというよ

うなことで、こういう海水浴場とはいいながらも海水浴だけにとどまらず、さっきもビー

チバレーというのもあったわけですけれども、こういうものが新しい観光資源になって、

海水浴客だけでない観光客の入り込みにも貢献しておると。ウミホタルによって、２割か

ら３割の入り込みのプラスがあったというようなことが出とったように思います。 

  ということで、海岸清掃というのももっと数をふやしていくことで、さらに一層こうい

うウミホタルであったり、夕日の風景であったりということの効果が上がるんでないかと

いうふうに思っとるわけですけれども、現状の時間数どんなふうなシルバーへの委託にな

ってるかというのはわからないので、このことについての効果なり評価なりというのはま

だちょっと難しいんですけども、現場で聞く声は、夕日を見て、海を見て、感動して振り

かえると海岸がごみだらけだったと。こういうようなことで、せっかくの観光に来られた

方、夕日を見て感動して、宿舎に戻るときにごみがいっぱいであってがっかりしたと、こ

れはやっぱり効果としては悪いと思うんですよね。ですから、海岸をきれいにするという

のは、その価値を高めていくことにつながると思うんですよ。ですから、このあたりの評

価なり時間数なりというのをもう少し具体にわかったら話ができたかと思うんですけども、

その点ちょっとまた調べていただいて。 

 

○柏木 剛委員長   わかりました。じゃあその件、回数なり時間なりの件については、

あとでまた報告してください。 

  ほかにございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   それでは、質疑ございませんので質疑を終結します。 
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   ⑥ 土木費 

 

○柏木 剛委員長   次に、款８土木費、ページは、２３８ページから２５５ページまで

の質疑を行います。 

  質疑はございませんか。土木費、２３８ページから２５５ページです。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２４３ページ、これは水道ともよく関係するというのか、道路橋梁の

維持工事で、これも委員会でもいろいろ質問させていただいたんですが、もう一つ調べが

資料としてなかったということなので、再度お伺いしたいんですが、現在市の管理しとる

橋は幾らありましたか。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   資料は無かったというわけではございません。数は７１７で

す。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そのうち、耐震的な工事ができているかいないかということの中で、

これは防災とも関係はしてくるんですが、避難路ですね、主要な幹線と避難路の関係でど

のような橋があって、その耐震性はどうかということの評価ができてるかできていないか、

こういうことの資料は持っていなかったというふうに思っとるんですが、主要な避難路あ

るいは幹線道路、これは震災に耐えられるようなことになってるのか、この道路橋梁の維

持工事費というのは、そういう観点があるのか無いのかということについてお伺いしたい

と思います。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   地域防災計画に規定されております、避難経路の市道にかか

ってる橋は３０あります。その中で、いわゆる耐用年数を過ぎている橋はございません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   耐用年数が過ぎてるかどうかというのを聞いてるんではないんです。
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耐震性があるかどうかということを聞いてるんです。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   耐震性については、委員会のときにも質問があったかと思い

ますけども、その基準になります道路橋示方書というのはその都度改定されておるわけで

すけども、委員会でも言いましたように、最新の基準に基づいて架設した橋はございませ

んので、今言った経路にかかってる３０の橋については、その当時の基準には合致してお

りますけども、現在の道路橋の示方書の耐震基準には達してないと、そういうことでござ

います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この道路橋梁の維持工事費というのは、長寿命化ということのかかわ

りもあるかと思うんですけれども、その維持工事なり、あるいはこの橋梁の修繕計画策定

というようなことが業務委託料の中で出てきとるわけですけれども、そうした耐震性につ

いての調査であったり計画であったりということは、この計画策定の中には入っていない

のでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   当然、７１７の橋の全てを調査をしております。その調査に

基づきまして、２５年度からいよいよ改修に入っていくということで、２４年度は既にそ

の実施に向けて設計の委託をしております。その修繕、点検といいますのは、現在の橋の、

専門用語で言いますと健全度と言うんですけども、その交通の走行に支障があるかどうか

という、橋としての機能を維持できるかというようなことを点検しておりまして、その健

全度の低い橋梁について、今後２０年の計画を持って、今、計画を立てております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   避難経路にある橋が３０ということでありました。これを、２０年間

で直すというようなことになるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 
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○建設課長（赤松啓二）   避難経路にある橋については、優先は必要かなというふうに

考えておりますけども、この中で３０のうちですね、非常に健全度の低い橋は今４橋あり

ます。それは、かなり年数もたっておる関係で健全度が低いわけですけども、そういった

橋を優先的に、先ほど言いました修繕計画の上位に持っていく必要があるかなというふう

に考えておりますけども、今のところ一番健全度が低い橋で、今の計画で２０２０年度の

予定になっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   避難経路にある橋が２０年度まで、一番弱い橋で２０年ということは

あと８年ですね。までさわらないということの理由は何なんでしょう。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   ほかにですね、まだまだ健全度の低い橋があるということで

す。先ほども言いましたように、全体の修繕計画、今７１７の橋を調査した結果、修繕の

必要がある橋というのは４９５あります。それの計画をたてておるわけですけども、これ

については、今後５年ごとに再度点検なり修繕計画を見直していきますので、その都度健

全度の低くなったやつについては修繕順位を上げていくというようなことになろうかと思

います。ですから、この避難経路にある橋梁についても、今後の状況を見ながら優先順位

を上げていくということが可能になってきます。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、この今の優先度のあるものが、一応今で８年だけれど

も、次の見直しによって前倒しがあるというような説明であったかに思うんですけれども、

この５年間の計画の中でそれをもう一段前倒しということはできないのですか。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   それは、できませんとは言いませんけども、全体の計画、４

９５の修繕計画の中でのこの経路に入ってる橋３０。そのうち健全度の低いのが４橋ある

ということで、これはいろいろ点検をしながら考えていきたいというふうに思います。 

 



 

－ 295 － 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちなみに、その健全度の低い避難経路にある重要な橋というのはどこ

になりますか。 

 

○柏木 剛委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   個々の橋、橋梁名についてはここで公表していいのかどうか

はちょっとわかりませんけども、場所でいいますと阿万、國衙、福良、松帆というような

地区の橋になっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   言えないから仕方ないというような問題じゃないと思うんですけどね。

それは言うてもろて、早く直してもらわなあかんですよ、これはね。不安を与えることは

ない、直してもろたらいいんですよ。そんなもん、知っとってですよ、そんなん直してな

かって、あとで怒られますよ。知っとったんかという話ですよね。これ、やっぱりちゃん

と公表して、それは市民に知らせるべきなんやと思いますね。私はそう思います。いかが

ですか。 

 

○柏木 剛委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（山崎昌広）   都市整備部、山崎でございます。初めてでございます、

よろしくお願いいたします。 

  先ほど、建設課長のほうから４地区にそういう橋があるということを申し上げました。

この橋そのものは、やはり市道であっても、県道であっても、国道であっても同じような

状況にございます。そういった面で、やはりうちは、今、長寿命化というようなそんな形

の橋の修繕を考えておりますので、先ほども申し上げたように、何橋かはやはり重要なと

いうような箇所がある場合は、やはり前倒しっていうようなことも考えていかなければな

らないのかなと、そういう思いでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   住民にいたずらに不安を与えるということじゃなくて、安全確保のた

めに必要な手立てを打ってもらうということが基本になると思いますので、その点この４
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地区にある橋、どの橋かと今ここで名前出せないということですけれども、やはりこれは

住民に知らせながら、やはり前倒しで急ぎ直すと。そうでなければ、そこに逃げていくこ

と自身が危ないということもひょっとしたらあるかもわからない。ということを指摘して

おきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので質疑を終結します。 

 

   ⑦ 消防費 

 

○柏木 剛委員長   次に、款９消防費、ページは２５６ページから２６５ページまでの

質疑を行います。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この２６３ページ、全国瞬時警報システム整備工１,８９０万円け。

これの大体システムの、もう概要だけちょっと説明してください。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   全国瞬時警報システムといいますと、消防庁が気象情報の警

報、または武力攻撃、また津波警報、地震の震度５弱とかいう情報を、人工衛星を介して

南あわじ市のさんさんネットの局舎にある衛星のアンテナで受信をして、それを即座にそ

の信号を音声に変えて、南あわじ市では市民の皆さん方に知らせるというシステムです。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先般、これの試験テスト的なやつがあって、各自治体によって若干そ

ういうような音声での告知ができなかったというよう報道があってんけど、当市の場合は

大丈夫でしたか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 
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○防災課長（松下良卓）   ９月１２日に、１０時ごろと１０時３０分ごろに、気象庁と

消防庁が合同の試験訓練をしました。南あわじ市は、全て正常に起動して放送されました。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   わかりました、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに、消防費ございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   報道によりますと、南あわじ市はきちっとして淡路市はだめだったと、

違いだけお聞きします。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   この、Ｊ―ＡＬＥＲＴの試験放送で若干不具合が生じた市町

村につきましては、まず一番根本的に受信する装置のコンピューターのところで設定のミ

ス、それから訓練モード、試験放送モードというスイッチがあるんですけども、それを全

然操作をしてなかったというようなパターンが大半かというふうに思います。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいですか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２５７ページの、この報酬なんですが、これは非常勤職員ということ

で、非常備消防団の団員報酬ということだと思うんです。以前もお伺いしたんですが、こ

の消防団員に対する報酬は自治体によっていろんな差があると。南あわじ市の場合比較的

低いというふうに聞いとったわけですけれども、それはどうでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   私の、今、記憶にありますのは、淡路３市の比較をしまして、

淡路３市では低くなっております。 

  以上です。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   どんな差になっておりますか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   いろいろな階級によって差はあるんですけれども、まず南あ

わじ市は団長で年間１１万６,０００円。洲本市でしたら年間１５万円。淡路市でしたら

年間１２万円というようになっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   あとは同じですか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   あとは、副団長の方々にしても差はございます。全体的に南

あわじ市は若干低いというふうに、３市に比べてですけども。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   非常に、それぞれ事情もあろうかと思うんですけれども、報酬が全て

でないとは思うんですけれども、やはり低いということについては若干納得できないとこ

ろがあるんですが、その理由は何なんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   これは、合併当時いろいろ合併協議の中で調整をされた報酬

金額ということになっております。ただ、消防団員の方々も、「私たちは報酬をいただい

て活動してるんじゃないんや」というような意識がやはり強いんかなという部分があろう

かと思います。 

  以上です。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そういう考え方もあろうかとは思うんですけれども、やはり３市に比

べて低いというような考え方も現実にはあることは間違いないので、その点は今後の課題

ということになろうかと思うんですが、もう１点お伺いしたいところがあるんですが、こ

れは２６１ページ、消防設備の整備補助金として６３５万１,０００円というのが出とる

わけですが、この具体的な整備状況といいますか、どのようなものに使われてるか説明い

ただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   この６３５万１,０００円につきましては、各団または自治

会になるんですけども、１９団体、自治会、また消防団に支出をした合計でございます。

主には、屯所の修理という部分が多いです。それから、消防可搬のポンプの修理という部

分が大半かと思います。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろあるんですけれども、この整備費に対しての補助ということ

になっとるわけですが、どのような基準で補助はされてるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   この補助金につきましては、南あわじ市消防施設、また設備

等の補助金交付要綱にのっとりまして補助をさせていただいております。その中で、例え

ば器具庫の修繕、器具庫といいますと屯所になるんですけども、修繕でしたら上限２分の

１以内の上限を２００万円とか、基本的には単品あたり１５万円以上の修繕費等かかるも

のについて２分の１の補助をするようにしています。それから、ポンプ自動車の軽自動車

につきましては、１０分の１０になっておりますけれども上限を２００万円。また、普通

自動車につきましても１０分の１０で、補助限度額２４０万円。小型ポンプ、Ｂ－２級な

んですけども、これも１０分の１０以内で上限が１２０万円というような補助基準を設け

ております。 

  以上です。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この地元に住んでおれば、これが普通なのかなという感じもあるんで

すが、本来消防というのは、消防署、消防隊がおって、火を消しに来てくれるということ

が普通であろうと思うんですね。都会であればね。ただこういう地方、特に過疎のところ

であれば、いろんな設備を直そうとするときに、古くなったものを直すときに地元負担と

いうものがついてくるということは、やはりこの消防ということの役割から見たときに、

地元の負担というのは本当にいるのかなというようにも思うんですけれども、この考え方

について説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   防災課長。 

 

○防災課長（松下良卓）   まず市民の安心・安全を守るために、こういう消防施設の部

分について、今、蛭子委員は市が全額で補助をしてあげたらどうや、それから地域の特性

もあるからというような御質問なんですけれども、今の南あわじ市の状況を見まして、こ

れも３市、旧４町で合併する以前にかなり議論をされました。合併する以前も、旧町では

それなりのそういう修繕についても地元負担を幾らかいただいて、市または町でそういう

修繕については補助をしますけれども、地域みんなの施設ですからというような意味も込

めて、そういう地元の方々に御負担をいただいているというように私は認識をしておりま

す。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   消防いうのは、南あわじ市の場合は他市に比べてというか、淡路全体

そうだと思うんですけれども、非常に団員数、加入率というのは非常に高いと、防災意識

が非常に強いということは聞いております。ただ、本来であればこれはやはり団員として、

やっぱり人的なものを消防団員は提供するというか、非常に私たちの安全を守るために消

防団の方は奮闘してくれているということは非常によくわかるわけです。それに伴い、い

ろんな地域の活動であったり、あるいは犠牲というのか、そういう精神でやっていただい

てる中にあって、こうした施設の整備、これはやはり行政として最低限整えるべきもので

ないかというふうに思います。こうした、例えば政令指定都市、あるいはその近郊都市な

どで消防団活動が弱まり、弱まりというのか、それよりも行政が担っていく部分というの

がふえてるところが非常に多いのでないかというふうに思うんですけども、そういった全

国的な状況というのはどんなふうになっておるんでしょうか。 
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○柏木 剛委員長   総務部長。 

 

○総務部長（渕本幸男）   ただいまの質問で、全国的な傾向という部分については十分

には把握はしておりません。ただ、南あわじ市の場合、団員が２,１９０名という中で、

近隣の市ですとこの半分という状況でございます。それだけ消防団員がおっていただいて、

市民の財産、生命を安全に保てるんかなという強い思いの中で、それだけの活動をしてい

ただいてます。その中で、それら消防団員の方々のいろんな施設の管理であったり、それ

ぞれの運営であったりという部分については、当然委託費やそういった中でさせていただ

いとると。ただ、施設の関係については、合併以前からその施設がどれだけあれば充足し

とるのかという部分も当然あるわけなんですけど、やはり団員の部分については統合なり

ちゃんとできとるわけなんですけど、施設という部分については、なかなかこれが以前か

ら変わっていないという状況があります。ちなみに、集落単位に設備を設けとるというと

ころもございますし、また逆に２集落、３集落の中で一つ設けとるというようなそういっ

た部分もあります。そういった歴史があって、応分の地元の負担をいただいて、それによ

って地元の施設があるという中で、長い間使用できるように管理をしていただくというよ

うな部分も当然含めながら、応分の負担をいただいてるという状況です。ただ、その施設

の中で消防自動車あるいは小型ポンプ、動力ポンプ、積載車、そういった部分については、

基準的には一応標準装備の範囲で全額負担と。あと、そうでない、いろんな設備を追加し

たいという部分については、その分の負担をいただいとるというような状況でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   こちらでいただいてる資料を見ると、例えば器具庫あるいはサイレン、

ホース乾燥台、これは消防設備不可欠のものですよね。ぜいたくなものじゃないと思うん

ですよ、最低限必要なもんやと思うんですよ。せめて最低限必要なものは、やっぱり市が

整えるべきものと、その消防団員さんはもう日夜をわかたず本当に走り回ってくれるわけ

ですから、それに対して地域からのいろんな感謝のようなものというのはあっても当然だ

と思うんですけれども、こういう装備に必要な最低限の装備は、これはあくまでも市が持

つべきもんだというふうに思います。 

  これで終わります。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいですか。 

 

○蛭子智彦委員   そういうことをね、これは法律的にも何かあるようですので、研究し
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ときます。 

 

○柏木 剛委員長   消防についてほかに質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   特になければ、これで暫時休憩しまして、３時１０分から教育費の

ほうに入ります。 

 

（休憩 午後 ３時０１分） 

 

（再開 午後 ３時１０分） 

 

   ⑧ 教育費 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  それでは、款１０教育費。ページは、２６６ページから３３７ページまでの質疑を行い

ます。 

  質疑ございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   委員長、実はこれ教育のところで３点ぐらい聞きたいことがあります

んで、１つ言うてほかの人があったらどうぞ間へ挟んでください。 

  まず、ページ２６７ページ、交際費という欄があると思うんですが、教育委員長の交際

費という欄があります。この交際費なんですが、市長交際費、議長交際費等があるわけで

すが、市長交際費なんかは２５０万円で１３８万円、議長交際費は９０万円で４１万５,

０００円ということで、私は何でこれ交際費がこの予算あるのにこんだけ少ないんかなと

いうぐらいの気持ちを持っております。恐らくこれ、このごろ交際費も非常に使いにくく

て、これ恐らく市長も議長も結構身銭を切りながら交際費を使っているんではないかなと

いうことさえ思っております。この２６７ページの、教育委員長交際費というのがあるん

ですが、これ教育委員長というのは恐らくこの方は非常勤の方であると思うんです。教育

長の交際費というならわからんでもないんですが、この教育委員長さんの交際費というの

は一体どんなものが交際費になっとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 
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○教育総務課長（片山勝義）   委員長交際費でございますが、慶弔費とか各種会合で出

席したときの寸志ということで、支払いをさせていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いや、そしたら、これ教育長交際費というのはないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   教育長が委員長の代理で出席しておりますので、代理と

いうことで行っております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いや、待ってよ、教育委員長交際費を教育長がその代理で使うという

ことになってきますと、市長交際費を副市長が代行して使う、そしたら議長交際費をほか

の議員さんが使うということになってくると思うんですが、これ代理出席でもこの教育委

員長の交際費という名目で出すのが正しいんですか。教育委員長交際費という形で挙げる

んが。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   教育委員会の代表であります教育委員長の交際費として、

支出をさせていただいております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そういう形で、教育長が教育委員長の交際費を使っておるという理解

でよろしいんですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   あくまで、委員長の交際費でございます。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   わかりました。それはそれでええ。 

  そしたら、３１７ページお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   じゃあ、一つ間挟んでいいですか。 

  久米委員。 

 

○久米啓右委員   ２７３ページの、一番上の教育用コンピューター保守管理委託料１,

２４３万円、これ保守してる台数は何台、２３年度しましたか。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   １,３０１台でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   保守内容としては、どんな内容がありますか。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   保守対象のシステムなどを良好な関係に保つための業務

でございます。障害があったときの原因解明の対応など、あとはそれと操作や管理の講習

会等も開いております。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   この、委託の委託先は１社ですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   ３社でございます。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 
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○久米啓右委員   単純に割り算しますと、１台あたり年間９,５６０円、約１万円弱で

すね。今年度も約１,２００万円ほど計上されておりますんで、毎年保守委託料というの

をなんですけども、このごろ精度もよくなってきとるし、壊れたら新しいのを買うという

ほうが安いんで、これ保守していくことが、学校でも先生方にはすばらしい方がおられて、

多少の保守はできると思うんですよね。この辺、ここに１,２００万円つぎ込む価値ある

んですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   日に日に、私どもの担当職員のところには何台かの課題

が挙がってきておりまして、そういうのに対応するのに時間がかかっておりますととても

現場が進んでいきませんので、年間何回というちょっと、今、故障とかの回数手元に無い

んですけども、かなりな課題を抱えておりますので、やはり保守は必要であると思います。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   その、保守は必要かわかりませんけども、その金額ですね、５年続け

たら５万円ほどかかるんで、このごろですとメーカー品なんかでもＯＳと本体だけだった

ら５万円ぐらいで立派なものがもう新しいのが導入できますからね。その辺、コストとの

比較して、その委託料がここまでかける必要が本当にあるのかどうか真剣に、２５年度予

算また要求されると思うんで、もっと検討していただかないと、全くどぶにと言うたらち

ょっと変な言い方やけども、無駄な金を委託料として支払いしすぎてるんじゃないかとい

うふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   この、大部分のコンピューターの導入は、平成２１年に

経済対策等で入れたものでございますが、それの耐用年数５、６年と考えてございます。

次の機会には、また購入するのかリースにするのか等も含めて、検討が必要であると考え

ております。その保守につきましても。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   こういうところ、リースとしてであっても、１,１００台、何台です

かね。千数百台のコンピューターを、故障の頻度が全体とすればしょっちゅうあるという
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ことになればね、それに対応する人間を、例えば半日でも雇うほうが安いんじゃないかと

いうふうに思うんですね。素人じゃなくてね。何かその辺、もっと工夫して、その辺の委

託料あるいは保守のメンテする人を雇うことで、この辺の経費も削減できるんじゃないか

と思います。また、年度予算のときにその辺まで検討していただいて、業者からいわれた

金額だけで保守料払うということのないようにしていただきたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   また、引き続きこの保守管理については継続を考えてお

りますが、もう少しその内容をきっちりと説明できるように、資料を整えて説明させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ３１７ページの、文化芸術保存伝承補助金１０５万円についてお聞き

します。この内訳はともかくとしまして、この１０５万円の中に、淡路人形浄瑠璃青年研

究会への補助金１５万円はここから出てますか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   ここから出ております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   実は、この７月２２日に、市の中央公民館、三原公民館で人形の後継

者団体の発表会があったわけですね。たまたま私見に行っておりますと、この人形浄瑠璃

青年研究会が、市長に対して私どもの活動を理解してくれてありがとうということで、市

長に感謝の記念品を贈呈しておったのを見たわけですね。市長も、私自身ちょっと真ん中

のところから見とったんですが、補助金を出している団体からそういうものをいただくこ

とに関して、ちょっと戸惑いがちにもらっていたような印象を私が受けたわけですけどね、

これ私自身思うのは、市は補助金を出しておる団体というのは市のために活動してもらっ

ておると。その活動費の一部を補助するために補助金というものを出しておるんであって、

市長があらゆる団体に補助金を出しておる場合は、その団体の活動を市長が認めて市から

補助金を出しておると思うんですね、活動費を。そこで、何でそういうことをするんかな

ということで私もちょっと聞いてみたんですが、この団体はその西宮市長とか、京都府知
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事とか、兵庫県の知事とかね、６人の方々にそういうことをしとるというんですね。いか

にもおかしいことだなと思うんですね。費用はどれぐらいかかっとるんかと思ってちょっ

と聞いてみますと、何か有名な方の書を立派な額縁に入れて贈っておるということなんで

すね。その額縁をちょっと決算書を見せてもらいますと、１つ２万円で６個買って１２万

円の２３年度の決算でそういうことなんですが、これどうなんですかね、市が補助金を出

している団体に対して、市長はまたそういう団体に対して、事あるごとに市のほうから感

謝状を贈ったりするということはよく見るんですが、補助金をもらっている団体が、その

補助金をもらっているお金の中から捻出してそんな高価な額に入れて、市に対して私たち

の活動を理解してくれてありがとうございますやいうことは、いかにも不思議なことをし

とると思うんですがね。まずどうですか、そんなばかなことがあってええんですか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   確かに、青年研究会のほうに市のほうから、議

員さんもごらんいただいたとおり１５万円の補助金が出ております。ただ、青年研究会の

活動自体が、今ちょうど実績報告を手元に持ってなくてあれなんですけども、８０何万円

かの事業費だったと思います。当然、市からいってる補助金はその一部であって、市長の

ほうへ感謝状贈呈あったという部分については、ほかの自分たちで捻出してきた事業費、

これであてられたと。当然、お金に色分けはできないわけなんですけども、そういう解釈

をしております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ市から、今言うたようにこの会の年間の事業の決算書見ますと８

０数万円ですが、市から１５万円、淡路人形協会から１０万円、サポートクラブから１０

万円、３５万円の補助金がいっとるわけですね。それで、会費も集めとる、市からの１０

万円はその額縁の購入にせんと違う金を使たやいうてね、補助金がその会の中へ入った場

合に、このお金はこっちからのお金、このお金はこっちからのてそんなもん違うですよ。

入ったお金は全て一緒であって、色はついてないねん。これ、婦人会でも自治会でも補助

金もらってる団体が、市長に対して、それは個人的に会ったときに私たちの活動を理解し

てくれてありがとうございますとか何とか言うの、これは常識的にそういうことは結構あ

り得ることだと思うんですが、大勢の前で、その補助金をもらった中からのお金を使って、

市長にそういうものをせんなん必要があるんですか。そんなことは、常識で考えていかに

も不自然なと思うんですが、どうですか。 
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○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   その観点ですね、考え方については、我々の立

場からは想像しかできません。我々の立場から言いますと、想像しかできないわけなんで

すけども、青年研究会の方々にしては、市長のほうにそれなりの感謝の気持ちを常に持っ

ておられて、そういうふうな行為をなされたと思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   気持ちを持つのは、それは皆持ってもうたら結構やけれども、そんな

高価なものを補助金もろた中から買って、大勢の前で渡す必要があるんですか。そんなこ

としよったら、補助金もらってる団体は総会でみんな市に対して感謝状やものを贈らんな

んようになってくるの違うんですか。この決算書見よっても、自治会に対して補助金何ぼ

か出てますけれども、これも自治会の年の総会のときに、こんな自治会に対して、市がそ

の自治会長さんか何かに対して、長年の苦労に対して感謝状を贈っとんねん。これは当た

り前や、こういうことは。折に触れてやんの。反対や。補助金もらいよるとこが、２万円

も３万円も使った額縁に入れて、大勢の前で市長に感謝状贈るやいうのおかしない。そん

なばかなことはないと思う。貴重な財源は、そんなために使ってくれるために補助金を出

しとるんですか。活動費の一部を市が補助して、これで頑張ってくださいといいよんので

しょ。１００万円の事業費のうち、市が１５０万円も出しとって余った中からするのなら

ともかく、８０万円の中にあちらからこちらから補助金で、皆さんこれで活動費足りませ

んがこれも補助しますんで頑張ってやってくださいってやっとるんでしょ。その中から何

でこんな高価なもんを買うて、キックバックでもないねんけど、そんなことをする考え方

がまずおかしいと思うんや。そんな大事な金は、自分の大事な活動費に使ったらええねん。

そんなことがおかしいと思うんや。それでね、私が聞きたいのは、７月２２日に、これは

どこが主催したんですか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   委員おっしゃってるのは、淡路人形浄瑠璃後継

者団体発表会のことでございますね。これについては、主催のほうが財団法人淡路人形協

会、それから兵庫県、淡路人形浄瑠璃振興事業実行委員会、兵庫県生きがい創造協会淡路

文化会館、この３者の主催になっております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   その主催はわかりますけど、実際そのときにこのことを実行するため

には実行委員会か何かがあって、プログラムの作成に携わっとった方がおると思うんです

ね。誰が、これプログラムの作成に携わっとったんですか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   事務局的には、淡路文化会館のほうで実行委員

会の事務局を持たれて、当然３市の文化団体の連絡協議会の代表。また、私たち事務局の

ほうですね、教育委員会の事務局のほうも参加して事業を進めてきております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私はね、そのプログラムを作成する段階で、そのときにとめらんとい

かんねん、こういうことは。そうでしょ。淡路人形浄瑠璃青年研究会がこういうことをし

たいという申し出があったからこそ、プログラムの中に組み込んどんのでしょ。だから、

本来そのプログラムの作成に中心になっとる人が、こういうことはおかしいと言うてとめ

ないといかんねや、こんなものは。そんだけの判断力が無かったんかなと思て。そんなば

かなことされたら、ほかの淡路人形協会サポートクラブからもこれ補助金出しとん。そん

なために補助金出しとるんですか、一遍聞いてみたいわ、その協会に。活動のための補助

金出しとるのに、そんなための額買うて市長に渡したり、どっかの知事に渡したり、そん

なためにこんな補助金出しとんの違うと思いますよ。こういうような使われ方をする補助

金は、こんなことをする団体の補助金は、その補助金を出しとる担当部局は決算書見たと

きに、もっと精査してやらんとあかん言いよんねん。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   委員さんおっしゃるとおり、部分も理解はでき

るんですけども、ただ青年研究会のほう８５万円あたりの年間事業費でやられてます。補

助金足して３５万円ですか、というふうな中で、要は残りの５０万円、これは自主財源と

いうような中で、当然市のほうからの補助金については、青年研究会のいわゆる保存伝承

にかかる自主事業であったり、道具類の購入であったり、そういったものに使っていただ

いてると、こういうふうな判断をしております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   そしたらあれですか、南あわじ市の全ての団体に対する補助金は、例

えばその団体の年間の事業費１００万円とせえ、で会費が５０万円、市からの補助金５０

万円、市の補助金の５０万円は市の補助金の趣旨に添って使う、あとの５０万円はどんな

ような使い方をしてもええという決算でええんですね、そしたら。そしたらね、国や県か

らの補助金、市の自主財源半分、県、国からの補助金が半分、その場合国からの補助金は

国の補助金どおり使いなさい、そこへ合わした自主財源は補助金の趣旨に反したような使

い方をしてもええんですか市は、そしたら。それと一緒ですよ。そんな予算の使い方通る

んですか。自主財源と補助金と合わして事業するときに、自主財源は初期の目的以外のほ

うにお金使って、補助金もらったやつだけは監査に通るような使い方して、あとの事業で

半分出しとるやつはどんな使い方してもええんですか、そんなことないでしょ。それはお

かしい。とにかく、ここで言うても答えは出えへんねんから、そういう南あわじ市の市の

補助金のあり方というものをもうちょっとよう考えて、決算資料もよう見てもうて、おか

しいというときには指導してくださいということです。 

  このことは終わります。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   たびたびと私の名前が出てきたし、嫌々かどうかは別にして、あ

の場でいただきました。今、市長室に大事にちゃんと飾ってあります。ただ、私も当日そ

ういう計画があるということで聞きまして、「いや、どんな意味ですか」と聞きました。

今、人形浄瑠璃の人形浄瑠璃街道というのが、非常に前向きに取り組まれておりますと。

今までは、西宮そして淡路、阿波すなわち徳島ということであったのが、そこに県も非常

に伝統文化、人形には力を入れていくということもあったし、特に京都が、皆さん御案内

のとおり、鱧の鱧道中が京都も非常に積極的に今までも取り組んでくれてると。京都も、

その人形浄瑠璃街道に合わせて参画をしてやろうということになったんやと。たまたま、

これは山田知事も淡路の出身の方であるし、人形のそういう前向きな理解者であるという

ことから、これからやはりもっともっと広い範囲で人形浄瑠璃、人形芝居を安定した形で

進めていきたいというのが、具体的に言えば木田会長らの思いであったというふうにその

とき聞きました。当然京都へも行ってきたと、それから西宮へも行ってきた、兵庫県の知

事にも渡した、徳島にも渡した、地元の行政のトップである市長ほかのそういう首長に渡

して、地元の市長、すなわちこれからも今までも人形をともに守っていこうという同じ気

持ちの一人としてこれからも私たちも頑張ると、それでほかの首長のように市長もこれか

らも頑張ってほしいという、そういう気持ちでお渡ししたいということであったので、私

も急な話だったんですが、純粋にその気持ちをお受けしたらということで受けとりました。
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その財源の中身については聞きませんでした。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、市長も言われたように、そういうものが市長にくれるというとき

に、どんな理由でと思ったんそれは当たり前だと思いますわ。補助金もらえる団体からそ

んなことしてもうたん初めてだと思います。そうでしょ。おやじが息子に小遣いやって、

５０万円やって、息子が他所のおじさんからもうた５０万円あって、おやじからもうた５

０万円おいといて他所のおじさんからもうた５０万円のうちから親に５万円返しとんのと、

ありがとうございます言うて５万円返しとるのと同じなんや。そうでしょ。そういうこと

なんや、課長、そういうことやで。補助金と自主財源があるやったって、そういうことに

なるんですよ。そやから、やっぱりもうちょっと補助金ということのあり方というものを

考えといてもらわんと、やったことを正当化するようなそういう言い方はやめてもらって、

正しく補助金というものは使わんといかんねん。それは、いるやつは何ぼ使っても構わん

と思うねん、認めたら。しかし、その使い方は私はおかしいと思います。 

  このことはこれで終わります。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   印部委員休んでいただくために質問いたします。２７３ページです。

これは、南あわじ市教育資金利子補給事業補助金ですが、これも事あるたびごとに聞かせ

ていただいておりますが、これ当初予算幾らおいてましたか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   学校教育課長の安田でございます、よろしくお願いしま

す。 

  当初、２００万円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それで、これ３９万６,０００円ということになりますと、約１６０

万円ほど不用というか使わなかったわけですね。これ何年目ですかね。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 
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○学校教育課長（安田保富）   当初が平成２１年からでございますので、昨年度までで

３年でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   毎年２００万円ずつぐらいおいてましたか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   当初から２００万円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それぞれの執行率といいますか、不用額でもいいんですけど、どうな

ってますか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   ちょっと、不用額についてはあれなんですが、交付の人

数でございますが、平成２１年が１２名、平成２２年が１９名、平成２３年が２８名で、

平均的に１万５,０００円程度というふうにお考えいただけたらと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   不用はわからないというのはどういうことなんですか。使ったお金わ

かったら、不用わかるはずですけど、 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   ちょっと、資料調べさせていただきます。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   平成２１年度が１０万２,７２５円、平成２２年度が１
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６万１,３２５円、平成２３年がここにあるように３９万６,４１５円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この事業の目的は何だったんですかね。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   当然、教育資金、大学等に進学する教育費の保護者の負

担を軽減して、南あわじ市から多くの人材が大学等に進学していただいて、人材育成をす

るということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これで、その目的達しているような執行ですか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   当初２００万円ということでございますので、その目標

には達してないと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   毎年言っとるわけですけども、毎年同じように改善改善と言っており

ますけども、２００万円おいて３年間やって２割しか使われていないと。合計６００万円

おいて、３年間ですよ、６００万円の予算おいて６５万円、１割しか使ってない事業です

よ。これ、もっと抜本的に変える必要あるん違いますか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   当初、新１年生だけということでございまして、４年間

で４学年ということだと思います。当初から、２００万円というのはなかなかそこまでい

かないのかなと思います。４年計画ということだと思います。 

  また、今年度から在学中ということで、途中の申請も受け付けております。そういうふ

うにしましたところ、昨年度に比べまして今年度は２倍ほどの申請数がございまして、現
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在全部の申請数が８１件まできております。そういうことで、その方々が皆請求していた

だきますと、今年度の場合３倍ぐらいにはなるのかなと思っております。これはもう期待

でございますが、そういう数字で、４年間で一応その２００万円という目標に近づいてい

けたらと思いますが、今の予定ではそこまではいかないんですが、かなりのところまでは

上昇するというふうに考えております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ積極的にやってただいて、これもやめろということやないん

ですよね。これもやってもらったら結構やと思うんです。ただ、このたび吉備国際大学で

入学奨励金ということで、３０万円の６０ですから最大１,８００万円ぐらいの予算をお

くというようなことになろうかと思うんですけども、来年度になりますか。しかし、この

市内から交通費の助成というふうなこともやっとるということなんですけれども、この市

内から旅立っていくというか、勉強しに行く方々に対しての支援というのはまことに弱い

と言うか、なってないと言うとちょっと言い過ぎかもわかりませんけども、ほとんど実際

やられてないという実情があって、３年も４年も同じようなこと繰り返しとると。決算委

員会やったり、予算委員会やったりする意味が本当に無いと言ってもいいぐらいほとんど

動いてない。これ、やっぱりもっとちゃんと変えていかんとあかんのでないかと。滝川奨

学金というのが廃止されてもう４年ぐらいになるんですかね、その間やはりそういう勉学

の中で奨学金ほしいというようなこともよく聞くわけですけれども、それへの対応は無い

と。ちょっと、これ偏りすぎじゃないかと思うんですけども、これは学校教育課としてど

んなふうに見ますか。担当として率直に聞きたいんですけれども、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   当然、学校教育課ということでございますので、小中学

校が中心でございます。ただ、その子供たちが将来高校、大学というふうに進学をすると

きに、資金的に大変だというようなことがあって、進学できないということがないように

したいというところでこういう制度もできたと思っております。ただ、今は高校のほうは

無償になっておりますので、そういうところは無いかと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうでしょ、そういう思いあるんでしょ。これ、１件あたり１万５,

０００円なんですよね。１万５,０００円、平均今おっしゃいましたよね。吉備国際大学
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の方来て住民票おいたら３０万円おくんですよね。ちょっと差がきつすぎるん違うかと思

うんですよ。市長、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   当然、滝川奨学金のような奨学金というようなことでで

きれば一番いいのかなと思いますが、当課だけではなかなか判断しにくいところでござい

ますので、また市全体としていろんな奨学制度等検討していかなければならないというふ

うに思います。私は、もう先ほど申し上げたとおりの考え方でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、これ市長、ちょっと偏ってないかと思うんですけど、いか

がですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   たびたびと、この件について委員から質問がございます。当然、

いろいろなそういう事業、皆さんに満足してもらえる事業として充実させるのが私たちの

役目かと思いますが、しかしその都度都度何に重点をおいていくかということをやはり私

たちは考えます。全てに最高のレベルで喜んでもらえる、そういう施策は非常に不可能と

申し上げていいと思います。ですから、とりあえずは吉備国際大学のときにも申し上げま

した、地域のまずは活性化、若い人たちがそこに集まってきていただけるという一つの大

きな地域づくり、すなわちまちづくりの一つの根幹であると。まして、きょうもいろいろ

と地場産業は何があるのかとか、農業はどうなるのかとかいろいろ御質問があったとおり、

南あわじ市には一番肝心な基幹産業、これはもう農業なんです。誰に言わしても、私は農

業と違うと言う人あったら対決していろいろ議論しましょう。そういうふうに聞こえるん

ですよ、こっちにおったら。指摘でなしに、ほんならこういう制度をもう少しこういうふ

うに上乗せさせるとか、この部分を変えていったらどうですか、執行部よと、こう言うて

くれると私たちは非常にやりやすい。ところが、おかしいではないか、おかしいではない

か、全てがおかしいではないか。言うとおり１００％聞かんとおかしいではないかという

ように聞こえるんですよ。意見として述べさせてもらうのは反論と違いますよ、意見です

よ、私は。だからね、もっとそういうとこに焦点をおいて、お互い議論をしていきましょ

う。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   市長にお言葉を返すようなんですけどね、常に言うてますよ、対案は。

常に対案言うとるんです。この滝川文化振興基金、これ、今、基金幾らあるんですか、こ

れ。平成２３年末で９,７６６万円あるんですよ、大方１億円あるんですよ。これ、２４

年度で償還金２００万円ぐらいあったら１億円ですわね。これを活用しての奨学金制度な

んてのはできると思うんですよ。その枠は、何枠はとれるかというのはそれはよう設計し

てみないとわからないですけどね、やれるはずなんですよ。この基金が、財源があるんだ

から。これを活用してやったらどうですかということは、もうずっと言い続けてますよ。

市長、私の言うことを聞いた覚えないですか。ずっと言い続けてますよ。何かあったら言

うてください言うけどね、僕はずっと言うてますよ。だめだだめだっていうようなことで、

それだけを言ってきた覚えは一つもありません。対案を示して、財源があってこれ有効活

用したらいけるでしょということを何回も言ってます。そして、これは返還をしてもらう

部分と、返還免除するオプションと二手でやったらどうですかっていうことまで私は提案

してますよ。でも、そんなものはできませんって、財源どこにあるんですか、どこにある

んですかって、ここに滝川文化振興基金１億円財源ありますやん。これを有効に使ってや

れないはずはないということを言っとるんです。そんなことをね、もう当然やってやれな

いはずはない。その枠はね、枠は別ですよ。それから、提案してますよ、やるかやらんか

は市長ですよ。でもね、十分提案してますよ、財源も示してやってる。だから、その一方

的に批判ばっかりしてるというような言い方はやめていただきたい。訂正していただきた

いと思います。 

 

○柏木 剛委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   この滝川奨学資金の奨学金制度につきましては、南あわじ市が

合併するときに、いわゆる今後の新市になったときの取り扱いというところを協議いたし

ました。やっぱり、当時の資金というのは確かに今ほぼ１億円近い額になってきておりま

すけども、やっぱり西淡町時代であれば、ある程度年間に４名から５名程度の方が新たに

１つの枠として適応できるんかなと。これが、いわゆる南あわじ市になったときにどれぐ

らいになるかという話の中で、とてもじゃないけどもこの原資ではこれから先なかなか運

営が厳しいというようなことで、結論的にはやはり西淡町の時代で終わらざるを得んと、

こういう経過がありました。ですから、確かに旧町の時代の思いからすれば、今のこの内

容ではやっぱりさみしいという意見はあるのは当然かなと思います。これについては、議

員の思いというのはもう重々わかっておりますので、この辺についてはまたそれぞれ智恵

を絞っていきたいと、このように思います。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   常々、私も言い続けてますから、なかなか毎年毎年同じようなことば

っかり言うとるので、聞くほうも大変やと思うんですけども、やっぱり思いとしては強い

思いがあると、そしてその西淡町の時代４人、南あわじ市になったらこれを４倍せんなん

か、そうじゃないということも言いたいんですね。やっぱり、その枠の中で１人でも２人

でも送り出して、正木君じゃないですけれども、やっぱり優秀な人がまた戻ってきてくれ

ると、そういうことでしていけばいいんじゃないかということを言っとるんです。１年に

１人でもいいじゃないですかということを言っとるんです。 

  終わります。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   穏やかに質問したいと思いますんで、市長、よろしくお願いします。 

  図書館費です。３０３ページ、付属資料は１５９ページ。まず、決算ですので、毎年こ

の１億１,７００万円、図書館費使われてるので、高い安いという議論はおいといて、き

ょうは２館２室、図書館南あわじ市にありますけども、その４カ所にどういう経費がかか

ってるかというのをまずお聞きしたいなと思います。それぞれ、そういう数字があれば。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   ２館２室に分けた実際の経費というふうなこと

なんですけども、この予算書ではちょっと本当にわかりにくいなと思うんですけども、そ

れぞれ目ごとに事業区分による費用額が当然ながら出されておりますけども、図書館費の

ほうにおきましては、大体５つの事業区分になってきます。 

  １点目は、図書館の館の管理運営事業というようなことで、これで８,３２４万９,００

０円、内容につきましては、２つの図書館の職員の人件費が主です。また図書購入費、実

際には１,５００万円使ってるんですけども、２館２室のうち１,０００万円をここで支出

しております。それで、大体８,３２４万９,０００円と。 

  それから、三原図書館管理運営事業というようなことで１３２万円。この内容は、夏休

み等繁忙期におけますアルバイトの賃金であったり消耗品等です。ただ、三原図書館につ

きましては、この施設管理の管理費のほうがほとんど資料館のほうに、併設されておりま

すので、そちらのほうでついております。例えば、館の修繕であったり、維持管理の部分

のいろいろな保守点検の委託料であったり、そちらのほうは資料館のほうについてます。 
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  それから、南淡図書館の管理運営のほうに１,３６０万２,０００円、これは南淡図書館

におきますアルバイトの賃金であったり、館のいわゆる管理にかかる水道光熱費、また各

種施設の保守点検等の費用、また修繕費等でございます。 

  緑及び西淡図書館の運営事業として２４万６,０００円、これは冊子等の購入というこ

とで、消耗品になってきます。 

  あと５点目の事業としまして、住民に光をそそぐ交付金事業ということで１,６５５万

円。これは、図書の購入に５００万円あてられております。合わせて、ことしの１月から

開始しております、いわゆる図書システムの更新事業を行ったこの委託料に１,１５５万

円活用させていただいております。実際、１月からそれぞれのインターネットによる検索、

また予約システム、こういったところを更新で新たな業務としております。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   もうちょっとわかりやすく聞きます。何人ぐらい、各４カ所何人ずつ

配置されてますか。わかれば、正職員と臨時、アルバイトということで、人数を教えてく

ださい。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   まず、三原図書館につきましては、正職員が２

３年度は３名で、臨時職員が通常２名でございます。南淡図書館は、正職員が３名プラス

臨時職員２名。２３年度は、ちょっと職員の休養等がありましたので、正職員が４人にな

ったり動いてはおります。あと、緑と西淡の図書室につきましては、これはもう公民館職

員が携わっております。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   なかなかね、これは効率化といっても、図書館必要ですかと言えば、

旧４町単位で聞いていってもやっぱりいらんと言う人はいない事業やと思うんですよね。

なかなか難しいことやと思いますし、一方で何か教育施設の統廃合の答申も出てましたけ

ども、あれちょっと今思い出せないんですけど、一応福良に集約みたいな答申が出とった

んですか、あれは。三原も残しつつみたいな。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 
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○教育部長（岸上敏之）   教育部の岸上でございます、よろしくお願いいたします。 

  一般質問でも出ておりましたが、計画では今の南淡図書館に、一館に集約という計画で

ございました。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   物理的に、いやもうこんなん言い出したら結論ないですけど、私も南

淡図書館が中心になるんかなという感触は受けてますけど、連日から２１カ所の市民交流

センターとか、先ほど出た話やったら図書システムであったりインターネット予約であっ

たり、今インターネットで予約したらその４カ所に届けてくれるということなんですかね。

西淡でいったら、西淡のほうに南淡から届けてくれる。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   そのとおりでございます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   多分、住民ニーズを聞いていったら、室長、２１カ所で図書を予約し

て届けてほしいなという流れに僕絶対なると思うんですよね。それ不可能でないと思うん

ですよ。ちょっと気になるのは、南淡から西淡に、今、職員の人が配達してるんですかね。

２１カ所にもそういう、図書だけでなしにいろんな書類を配達するシステムになると思う

んで、そういうシステムを今からでも構築していく時期かなという感触を受けて質問して

るんですけども。そういう話はまだ出てないと思いますが、検討は検討としてしてるんで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（中田眞一郎）   教育施設の再編基本計画の中では、そういうことも盛り

込まれておったのかなと。図書館が一館になった場合の方策として、市民交流センターで

本の受け渡しができるというようなこともうたわれておったような記憶もしております。

ただ、システム的にどういうことが可能かということについては、来年の４月からモデル

５地区行ってまいりますので、その中で検証して、２７年にできるものは採用していきた

いというふうに思っております。 
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○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   もう、そうするしかないんかなというふうな感覚を私は持ってます。 

  もう１点言いたいのは、年に１回ぐらい私も南淡図書館へ行くんですけど、あそこいい

ですね。年に１回じゃだめですか、副市長、２回ぐらい。うちの子供も大好きでよう行く

んですよ、図書館。行ったら行ったで居心地もいいし、ちょっとマナーの悪いお客さんも

いますけども、あそこに僕喫茶スペースあってもええと思うんですけど、そういう検討、

もちろん飲食業関係の人らにもそういう話は通していく必要はあると思いますけど、何か

そういうコーヒー飲みながら本を読むという場所がないので、なぜないんかなと。そうい

う施設をちょっとつければ、もっとお客さん来ると思うし。 

  もう１つついでに言わしていただくと、一般質問でも言わせていただいたように、障害

者の方々のそういうコーヒーを入れるだけの作業であれば全く問題もないと思うんで、僕

はそういう検討をやっぱりしてほしいなという思いがありますが、利用率向上のために。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   南淡図書館のほう、ロビーがある程度スペース

ございまして、そこにはテーブル、いすを何点か置かしていただいて、自動販売機も設置

しております。ただ、当然ながら、読書をする場合は飲み物等をこぼして本を汚したり毀

損したりしてはいけませんので、基本的にはそういうふうな飲みながらの読書はできない

というのが基本かと思います。そういうふうな理由からも、喫茶店をそこに設置しても、

やはり本は読みながらというのは無理なのかなと。例えば、ほかの大きな図書館ですね、

明石の中央図書館なんかも喫茶店はありますけども、全く図書室とは区分した店でやられ

てます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   それは、行政のまず基本ルールやと思います。僕はそういうルールは

破っていただきたいなと思ってます。コーヒーこぼすぐらいしれてますよ、本に。すぐふ

いたらまたいけますから。先ほど副市長から、私が年に１回ということでちょっと何かし

かめっ面しましたけど、僕は本買いますので、あんまり図書館には行かないんです。買う

て買うてたまった本を１回寄附したいなと、政治家寄附したらだめですね。寄附したいな

という思いでそういう提案もしたんですけど、一般の人からもやっぱり本は集められない

と。何かそういう、こんだけ１,９００万円以上もかけて本を買ってるのが、もうちょっ

と努力すれば削減できるんじゃないかなと思ってるんです。やっぱり、その市民から本を
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集めるというのは無理なんですか。管理上。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   その辺のあたりについては、私も十分勉強はし

てないんですけども、ただ想定するにあたって、寄附を受けるというとすれば、当然寄附

をしたいという方全員からもらわなあかんと。そんな中で、いい本悪い本、そんな区分が

可能なのかなと。やはり、そういった問題点、課題があることから、寄附は受けてないと

考えます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   ちょっと長くなってるので、ぜひそういう行政観点、行政目線をちょ

っと度外視して、僕は図書館業務にあたっていただきたいなと思ってますので、よろしく

お願いします。 

 

○柏木 剛委員長   暫時休憩します。 

  再開は４時２０分としまして、本日は５時までやって、残ったものは１８日ということ

で考えております。一応、再開は４時２０分とします。 

 

（休憩 午後 ４時０７分） 

 

（再開 午後 ４時２０分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  それで、ちょっと待ってくださいね。先ほどの回答の分で、先ほど蛭子議員から質問が

ありました慶野松原の清掃について、回数とか時間、どんな契約になってるかということ

でちょっと質問があって、その数字が出たようですので、まず最初にお願いします。 

  商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   失礼します。先ほど、蛭子議員からの質問にありました、

慶野松原海水浴場の清掃委託について、業務の内容について説明いたします。 

  まず期間でございますが、２３年７月１日から２４年３月３１日までとしております。

清掃範囲につきましては、慶野松原海水浴場の遊泳区域ということにしております。内容

につきましては、基本３人体制で砂浜清掃、それからごみ運搬を行う。１カ月に１０回程
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度を基本とするという内容で契約を結んでおります。 

  それで、実際清掃業務を行いました内容につきましては、慶野松原の清掃業務として、

実人数が年間で１４人、延べ人数が２０４人。続きましてビーチクリーナーでの清掃につ

きましては、実人数が１１人、延べ人数が６０人。砂浜清掃につきましては、実人数が１

４人、延べ人数が３７名となっております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいですか。 

  教育のほうに移ります。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ２９７ページの２３節、償還金について聞きたいと思います。私もお

おむね理解しとるんですが、確認をしながら質問したいと思います。 

  まず、この償還金９９８万１,３５０円、この償還金は何ですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   この、国費返還金につきましては９９８万１,３５０円、

平成２３年の４月２１日に会計検査があったわけなんですが、そのときに淡路人形浄瑠璃

館の建設の中で未竣工部分、竣工されていない部分がありました。その分については、雨

水管の移設と先行掘削ということで、未竣工１,９４０万９,２５０円、それに見合う国費

返還金ということで９９８万１,３５０円ということになっております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この、人形会館建設の事業主体はどこでしたか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   南あわじ市です。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これは、五洋建設と契約をまいて事業を進めてきたわけですが、この

契約の契約書において、建設が遅延した場合についてのことについて契約内容にありまし
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たか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   ございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   どういうような内容ですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   遅延した場合による損害金なんですが、原因が業者（乙）

の責任に帰する場合は、市は業者（乙）に損害額を請求することができるというふうにう

たわれております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そこでですね、そういうことがあって、監査があって遅延しとると。

それに対して国費返還がいわれたわけですが、市は業者に対してどのような対応をとった

んですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   理由につきましては、２３年３月の時点で湧水が出たとい

うことで遅延をしたという理由なんですが、そのことについて、市としても弁護士相談等

を行い、相談をした経緯はございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それは、相談したんはわかりますが、相談した結論はどうなったんで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部次長。 
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○教育部次長（太田孝次）   相談した結果につきましては、やはり業者は業者のほうで

やむを得ない理由、要するに普通の湧水であれば当然海のはたで工事をする、そうしたこ

とについてはやはり当然のことであり、多少のそうした湧水は出るわけなんですが、それ

以上の大きな湧水が出たということで、そのことについて弁護士とも相談をしたわけなん

ですが、そこで弁護士の答えは、市にとって余りよい判断でなかったというような感じを

いたしました。我々としても、できる限り１回ないし２回も、その都度弁護士と相談した

わけなんですが、内容等についてはそのような結果であったというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それはちょっとおかしいな。岸上部長、部長は今まで委員会とか本会

議等で議員から再三再四にわたり、あそこでやったやつは湧水が出ます、そんなことでで

きませんよということを、もう特に地元の福良の議員から再三再四言われた。そのとき部

長は、それは十分ボーリングもし調査済みですということを言って、我々の議会の意見に

ついてあれだけ心配して、市の建設に対して皆が心配して、そんなんではできませんよと

あれだけ言うてやったときに、部長は十分わかっております、業者とも話してやりますと

いうことを言うたわけや。ということは、契約時において、市は五洋建設においてそうい

う状況説明しとるはずや。しとって、相手はそれを承知の上で契約しとるねん。何でうち

が責任とらんなんのですか。どないですか、部長、おかしいな。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   今おっしゃられたように、確かにそういう御意見をいただい

て、私もそういう答弁も、昨年の９月でしたか、そういう答弁もさせていただきました。

それで、おっしゃられるように、当初はこういった状況であるしというような説明もした

わけなんですが、今、答弁先ほどさせていただいたように、それをはるかに上回る湧水で

あったというようなことで、現在にこういう結果になったわけでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、当初想定しとったよりはるかに大きい湧水であったという

ことであったとしても、南あわじ市が全面的にその国費返還について全部負わんといかん

のですか。おかしいな、そんなん。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 
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○教育部長（岸上敏之）   そういうことで、返還をさせていただいたわけでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そういうことで返還させていただいたって、ちょっとね、きょうの神

戸新聞にこういうことが書いてるんです、小野市と加東市事務組合がごみ焼却の建設をし

たらしいんですね。それで、談合があったと、談合に対して２億６,０００万円の損害賠

償をやっとる。それとこう書いてる、遅延損害金の支払いを求め、東京高裁に提訴したと

ね。ここまでやっとるねん、市は。９９８万円のお金をですね、業者と相談して「ああ、

そううですか、それは市が全面的に悪うございました。うちが全て支払いさせてもらいま

す」それはあんた、市の代表として、南あわじ市の税金を使いよる者として、余りにもそ

れは対応はおかしいん違うの。そんなばかなことないぞ。瑕疵が１００対ゼロか。１００

対ゼロやこれは。そんなばかなことないぞ。何を考えとんねん。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   弁護士のほうとも相談した結果、南あわじ市としてそういう

判断をさせていただきました。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   弁護士と相談して、あんたはあれ、弁護士が言うからそうしますと思

ったわけ。そしたら、弁護士がそう言うても今度は訴訟でも起こす気はなかったんですか。

弁護士の言うことはもう全てオーライで、１００対ゼロ。交通事故でも、車をとめてある

とこに車を当てても１００対ゼロにならんねん。なんでやいうて、そこに車がなかったら

交通事故起こらんねん。そうだ、車とめてあったとこへ車当てても１００対ゼロ違うぞ。

あんたとこその車置いてなかったら事故起さへんねん。そんなばかなことがありますか。

あんたこれ、市がどっかから税金でお金払うさかいと思てそんなことしよるけど、これ私

的な金で「ああ、そうですか、契約会社にうちがあない言うたけんどそんだけ出ましたか、

うちが悪うございました。はいはい、うちが全部払います」やいうて、そんなこと言えま

すか。そして、まして南あわじ市のこれだけの税金を、あなたがそれを肩に負うてやりよ

って、そんなことでこういうことにしました、ああいうことにしました。そんなことで責

任ある仕事をしてるとは思わんな。何を考えとんねん。 
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○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   当然、私的な場合であっても、今回のこの建設事業に関しま

しても、誠心誠意取り組ませていただいたわけで、先ほどおっしゃられました訴訟に関し

ては、市で検討した結果、そこまではいかなかったということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、部長ね、どんな弁護士さんか知らんけど、一遍ここへ呼んでっ

てくれますか。一遍聞きたいわ。本当にそんなことでええんか、１００対ゼロやいうこと

は絶対ない。そんなこと、相手も契約しとんのや。そんな１００対ゼロは絶対ない。弁護

士呼んできてくれ。一遍議会で話聞かんか、こんな公金をこんだけ使われとんねん、そん

なばかなことないぞ。弁護士呼んできてくれ、あんたが聞きにくかったら我々が聞きます

わ。決算委員会や、決算委員会いうのは、このお金の使途について大事な審議しよる決算

委員会や。そうでしょ。こんなこと、我々よう認めらん。そんなばかなことない。呼んで

きてください。決算委員会から弁護士さん招致してくださいよ。こんなばかなことで、市

がうんうんや言うてこんだけの金を返還したりするばかなことない。せめて何割対何ぼい

うならわからんでもない。１００対ゼロはない。この答え出してよ。 

 

○柏木 剛委員長   判断つきかねるとこですけども、決算委員会といってもあと残り１

日だけで。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら委員長、議運を招集して協議してください。 

  ちょっと待ってくれ、そんなら執行部からいわれることない、議会で解決したらええん

や。副市長に指示されることあれへん。そんなばかなことあるかい、議会は副市長に指示

されたらたまらんよ。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっとだけ、暫時休憩させてもらえますか。 

 

（休憩 午後 ４時３５分） 

 

（再開 午後 ４時３９分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 
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  お待たせしました。一応話したんですけども、弁護士を呼ぶということについてはちょ

っと保留しまして、あくまで弁護士は市に対するアドバイザーであって、最終的に判断し

たのは市であると。ということで、市は弁護士のアドバイスをどう受けて、どのように最

終的にその国費返還は１００対ゼロであるかというようなことを決めたのか、そこについ

ての答弁を求めたいという、そんな格好で行いたいと思います。 

 

○印部久信委員   委員長、ありがたい判断です、それで結構です。 

 

○柏木 剛委員長   そういうことに対して、市側のほうからの答弁をお願いします。 

  教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   その、弁護士に相談してアドバイスについてでございますが、

その内容については、今、記録したものが手元にございません。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   記憶の範囲で結構です。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   記憶がもし間違っとったら大変失礼かと思いますが、今その

アドバイスを受けて市のほうで判断したわけなんですが、その細かい資料については今持

ってございません。それで、そのアドバイスによって、適正な判断をさせていただいたと

認識しております。 

 

○柏木 剛委員長   それは、ちょっと答弁になってないと思います。どんなアドバイス

を受けて、その結果市がどう判断したかですから。市がどう判断したかの内容が問題です

ので、市が判断しましただけじゃわからないと思いますが。 

  教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   本当に申しわけございません。確かな記憶ではございません

が、判例も例を挙げていただいた中でアドバイスをいただきました。その具体的なところ

が本当に記憶にございませんので、それによって市のほうで協議させていただいて、そう

いう結果になったということでございます。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そういう弁護士さんのアドバイスで、１００対ゼロを受け入れたとい

うことやの、まず。その、１００対ゼロで受け入れたときに、部長はこのお金の返還をど

ういうような形で返還したらいいかと思われましたか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   当然、南あわじ市のあらゆる方法に従って払うべきというよ

うな第一に思ったわけでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   特に担当部長で、第一線で議会でも答弁し、業者とも話し合いをしよ

ったと思われるんよの。１００対ゼロであったということは、あなたが業者に対して契約

時に予想外の湧水があったといえども、業者に対してそういう現場の状況を説明してあっ

たと思うねんの。結局、結果思わん湧水が出たと。そこで、弁護士さんに相談したとき１

００対ゼロであったと。この９９８万２,０００円の返還について、あなたはこのお金を

どこから捻出したらええと思たんで。あなた個人の責任は、どんなように思われたんで。

これはもう仕方ないわ、市に言うて市から出さんと仕方ないなと思たんか、あなた自身は

どんな責任を感じましたか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   一生懸命これに携わらせていただいたわけですが、そういう

技術面のところ予想外のことであったと、大変力のなさ、その点についての力のなさにつ

いては大変反省をさせていただきました。 

 

○柏木 剛委員長   どこから捻出すればいいかという質問がもう１つあったと思うんで

すけど。 

  教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   先ほど申し上げましたように、市の規定に倣って支出するべ

きと考えて、こういった結果になったわけでございます。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   市の規定に倣ってということを今言われましたが、国費返還をするよ

うなそういう失態があった場合、市の規定に倣ってというその市の規定というのはどうい

う条例か、何か規則か、バックボーンがあるのか、それに一遍説明してくれますか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   説明の仕方がまずく、誤解を招いたかと思います。規定とい

うよりも、この財務関係、そういった関係に照らし合わせての支出を考えました。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   言いよることわからんな。市の規定と言うてみたり、市の財務関係に

照らし合わせていうて、これはあれでしょ、国費返還やいうことがあった場合は、市はど

ういうふうに対応するかということは、どこかに何かに書いてなかったらそれに基づいて

対応できないんでしょ。何か、それをするためのものがあるはずやと思うねんけどね。そ

れでないと、これ手探り状態であれですか、市長、副市長、担当部長が集まって、今回こ

んな国費返還があった、さあその金どこから出したらええんかな相談して、ああここに金

ある、ここからいけということでやっとるんですか。何かルールがあるでしょ、何かルー

ルが。何かのルールに基づいて国費返還しとんのでしょ。何にもルールがないとこから、

いわゆる鳩首会談をして財源はここにしよう、どういう方法でしよういうていうことは、

いわゆる関係者が鳩首会談を行って決めたんですか。何かルールないんですか、ルールが。

財務部長、何かルールがあってやってるんでしょ。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   これは国庫補助金でございますので、当然国の法律、補助金

等の適正化に関する法律に基づいて返還をしております。２２年度に、国庫補助金は受け

入れをしておるんですが。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   国の法律に基づいて国庫補助金の返還をしとるのは、それはわかっと

る。南あわじ市は、こういう場合には、国庫補助金の返還やいうことがあった場合には、
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どういうルールに基づいて、どういう財源から返還するようなというルールがあるんです

か言いよんねん。行き当たりばったりで関係者が鳩首会談して、今回はここから払わんか

いうてやりよんのですか。それとも、何かのルールがあるんですか言いよんねん。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   先ほど、財政課長が言いかけたんですけども、２２年度にそ

の総枠の補助金をいただいてますので、その補助金が一般財源として繰り越しをしており

ます、２３年度に。その中の、補助金をいただいた部分のうち、９９０何万円を支出した

ということですんで、これはさっきの適正化法の返還命令に基づいて、そのいただいた部

分のそれだけは実施されてないということですから自動的に返還すると。先に何千万円か

いただいてますので、何千万円の部分の事業が全て完了しとったら返還することはないん

ですが、そのうちの一部ができてないということで、もらいすぎやということで、その財

源をもってとりあえずは返還しております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、部長言われたように、その時点ではできてないからその財源を返

還した、それでええ。しかし、結果的には皆できた、予定どおり。そうでしょ。だから、

返還したお金もどっかから払とるわけや。その９９８万円部分を、建設事業費から削って

返還したんなら、南あわじ市は事業の中から削ってしたら痛くもかゆくもないわけ。しか

し、当初言いよったものができとるわけ。ということは、最終的にどっかからその９９８

万円のお金を出してこんことにはものができてないわけや。そうでしょ。それでね、今、

部長は一般会計へ入ったお金を一般会計から返したと言われたでしょ。そんなら、この決

算書から見ますとね、決算書あるいは私どもの今までの質疑においては、この９９８万円

は人形浄瑠璃館基金の中から返還したと私ら答弁受けとるんですが、それは間違ってます

か。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   そのような答弁をしております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたらね部長、今、部長は国費返還は一般のお金から返した、最終
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的にものができた、それで、今、部長はこんなら人形浄瑠璃館基金から返還した。これ、

全て市のお金といえば市のお金やけど、出口が違う、出口が。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   要は、先ほどは国庫補助金をいただいた分の返還をしました。

そういう説明をしました。要は、その穴埋めを何でしたかと。１つは、そのみなと振興交

付金というのは、要は防災施設の部分でやっておりますので、その穴埋めは、先ほど教育

部長は基金でと言いましたが、当然その部分については、合併特例債起債でカバーをして

おります。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうなってきますとね、私どもは今まで部長からの答弁と、財務部長

からの答弁を聞きますと、どっちが正しかったんかになってしまうんやな。今まで岸上部

長の言いよったことは、適当なことを我々に言いよったわけや。それで、私は人形浄瑠璃

館基金から出すやいうのはおかしいと。ですから、私は冒頭、事業主体はどこですかと聞

いたんはそのためや。そうでしょ。市が事業主体なら、返還は一般会計なんや。そのため

に事業主体はどこですかと聞いとんねん。事業主体が市であるのに、何で人形会館建設基

金から返還するのかなと。これは、あれはあくまでも目的基金でしょ。そんなとこから出

すのはおかしいと思ってまた言おうと思とってんけど、今、部長の話聞いたらその問題は

ある意味では解消しとんねん、ある意味では。それが当たり前なんや。そうでしょ。 

  そんでね、そこで私が聞きたい、結局わかりました、一般会計から出とると。そしたら

ね、ここのこの決算書で淡路人形浄瑠璃館基金から五千何百万円出費し出てると思うんで

すが、この五千何百万円からのこのお金の使い道はどこですか。この９９８万２,０００

円はこの中に入ってないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   先ほど、財務部長が答弁させていただいたように、合併特例

債というようなことで、私先ほど言いましたのは、先ほどはもう訂正をさせていただいて、

どうも申しわけございませんでした。それで、合併特例債というようなことで、この基金

は、今おっしゃられた返還のほうには入ってないということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 
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○財務部長（土井本環）   合併特例債は９５％の充当率ですので、正式に言えば９５％

は起債の対象です。５％どこから出たんやということになりますと、その基金から充当を

しております。ですから、南あわじ市の一般財源を使わずして、人形座を建設するという

当初のときの取り決めとして、一般財源については出してないというふうに理解しており

ます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   部長、合併特例債を使っとるから一般財源から出してないというの、

これもおかしな話やな。９９８万２,０００円のうちの３３.５％は一般財源ですよ。そう

でしょ。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   当初、人形会館を建設するという中で、みなと振興交付金と

基金とで建設するという計画でございました。みなと振興交付金の要は防災施設の部分と

いう中で、合併特例債を活用するということを途中で決めて、そういう形にさせていただ

いた経緯がございますので、そうした形をとらせていただいたと。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、財務部長よ、結局これはもう市長も副市長も岸上部長も、この

お金についてはもうこんなこと今まで岸上部長が言いよったことについて、副市長も市長

もそれはその財源は違うぞ、ここからやぞということを誰も言えへなんだん。今、部長が

言うて初めてこれを知ったんや。ということは、この９９８万２,０００円の国費返還よ、

結局担当部とか市長、副市長はほっといて、部長が一人でしりふきしよったということか。

誰も知れへんやないか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   いや、そういうことではございません。市長、副市長、担当

部のほうについては、そうしたみなと振興交付金の裏の防災施設の部分については、合併

特例債を活用するということについては御存じかと思います。 
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○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それはわかっとるよ、部長。しかし、今まで何人もが質問したときに、

岸上部長が淡路人形浄瑠璃館基金から出してますとかいう発言したけど、ほかの人は何に

もそれは違いますよという訂正はなかった。皆間違いだらけそのままいきよって、実際そ

の後始末しよるのは部長あんただけで、皆何にも知れへんのやな。そんなことでええの。

誰も知れへんのや、この南あわじ市のお金の動きを。そんなばかなことありますか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本環）   最低限、その建設の担当しとる者については、十分承知のこ

とやというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いいや、そんなようには見受けられらんな。委員長、もうちょっと聞

きたいんで、もう時間もきたしまた皆に迷惑かけるの、できたら暫時休憩してもうて、あ

と残りもう少し新たな日にやってもらうか。やってよろしい、皆に申しわけないと思うて。 

 

○柏木 剛委員長   お諮りします。 

  審議の途中ですが、本日の審査はこれまでとし、次の審査は来週９月１８日午前１０時

より開催したいと思います。これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了します。 

  本日はお疲れさんでした。 

 

（閉会 午後 ４時５７分） 
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決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２４年 ９月１８日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ３時５１分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１８名） 

    委 員 長    柏  木     剛 

    副 委 員 長    熊  田     司 

    委 員    久  米  啓  右 

    委 員    谷  口  博  文 

    委 員    森  上  祐  治 

    委 員    原  口  育  大 

    委 員    出  田  裕  重 

    委 員    川  上     命 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    小  島     一 

    委 員    砂  田  杲  洋 

    委 員    蓮  池  洋  美 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    廣  内  孝  次 

    議 長    楠     和  廣 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    高  川  欣  士 
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    次 長    阿  閉  裕  美 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    川  添  卓  也 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    市 長 公 室 長    中  田  眞 一 郎 

    総 務 部 長    渕  本  幸  男 

    財 務 部 長    土 井 本     環 

    市 民 生 活 部 長    入  谷  修  司 

    健 康 福 祉 部 長    藤  本  政  春 

    産 業 振 興 部 長    興  津  良  祐 

    農 業 振 興 部 長    松  下     修 

    都 市 整 備 部 長    山  崎  昌  広 

    下 水 道 部 長    道  上  光  明 

    教 育 部 長    岸  上  敏  之 

    市 長 公 室 次 長    橋  本  浩  嗣 

    総 務 部 次 長 兼 

    選挙管理委員会書記長 
林     光  一 

    財 務 部 次 長    細  川  貴  弘 

    市 民 生 活 部 次 長    久  田  三 枝 子 

    健 康 福 祉 部 次 長    小  坂  利  夫 

    産 業 振 興 部 次 長    早  川  益  弘 

    農 業 振 興 部 次 長    神  田  拓  治 

    都 市 整 備 部 次 長    垣  本  義  博 

    下 水 道 部 次 長    岩  倉  正  典 

    教 育 部 次 長    太  田  孝  次 

    会 計 管 理 者    馬  部  総 一 郎 

    次長兼監査委員事務局長    大  瀬     久 

    次長兼農業委員会事務局長    原  口  幸  夫 

    市 長 公 室 課 長    喜  田  憲  和 

    総 務 部 総 務 課 長    佃     信  夫 

    総 務 部 防 災 課 長    松  下  良  卓 
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    総 務 部 情 報 課 長    富  永  文  博 

    総務部ケーブルネットワーク淡路所長    土  肥  一  二 

    緑総合窓口センター所長    片  山  雅  弘 

    西淡総合窓口センター所長    岡  本  千  明 

    三原総合窓口センター所長    柏  木  浩  一 

    南淡総合窓口センター所長    榎  本  輝  夫 

    財 務 部 財 政 課 長    神  代  充  広 

    財 務 部 管 財 課 長    堤     省  司 

    市民生活部市民課長    塔  下  佳  里 

    市民生活部税務課長    藤  岡  崇  文 

    市民生活部収税課長    福  原  敬  二 

    市民生活部生活環境課長    高  木  勝  啓 

    健康福祉部福祉課長    鍵  山  淳  子 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    健康福祉部健康課長    小  西  正  文 

    健康福祉部少子対策課長    田  村  愛  子 

    産業振興部商工観光課長    阿  部  員  久 

    産業振興部企業誘致課長    北  川  真 由 美 

    国 民 宿 舎 支 配 人    北  川  満  夫 

    農業振興部農林振興課長    松  本  安  民 

    農業振興部農地整備課長    喜  田  展  弘 

    農業振興部地籍調査課長    和  田  昌  治 

    農業振興部農業共済課長    宮  崎  須  次 

    都市整備部管理課長    和  田  幸  三 

    都市整備部建設課長    赤  松  啓  二 

    都市整備部都市計画課長    森  本  秀  利 

    下水道部企業経営課長    江  本  晴  己 

    下水道部下水道加入促進課長    松  本  典  浩 

    教育部教育総務課長    片  山  勝  義 

    教育部学校教育課長    安  田  保  富 

    教育部人権教育課長    大  谷  武  司 

    教 育 部 生 涯 学 習 

    文 化 振 興 課 長 
山  見  嘉  啓 

    青少年育成センター所長    高  辻  隆  雄 

    農業委員会事務局課長    小  谷  雅  信 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．認定第 １号 平成２４年度南あわじ市一般会計決算の認定について････････３４０ 

 （２）歳出について････････････････････････････････････････････････････････３４０ 

   ⑧ 教育費････････････････････････････････････････････････････････････３４０ 

   ⑨ 災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費、実質収支に関する調書････････３５９ 

 （３）財産に関する調書････････････････････････････････････････････････････３５９ 

 ２．認定第 ２号 平成２３年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････３７６ 

 ３．認定第 ３号 平成２３年度南あわじ市老人保健特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････３９４ 

 ４．認定第 ４号 平成２３年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････３９４ 

 ５．認定第 ５号 平成２３年度南あわじ市介護保険特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････３９９ 

 ６．認定第 ６号 平成２３年度南あわじ市訪問看護事業特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････４０５ 

 ７．認定第 ７号 平成２３年度南あわじ市慶野松原海水浴場特別会計決算の認定につい 

          て･･････････････････････････････････････････････････････４０６ 

 ８．認定第 ８号 平成２３年度南あわじ市土地開発事業特別会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････４１４ 

 ９．認定第 ９号 平成２３年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計決算の認定 

          について････････････････････････････････････････････････４１５ 

 10．認定第１０号 平成２３年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計決算の認定につ 

          いて････････････････････････････････････････････････････４１８ 

 11．認定第１１号 平成２３年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計決算の認定につい 

          て･･････････････････････････････････････････････････････４２１ 

 12．認定第１２号 平成２３年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計決算の認定につい 

          て･･････････････････････････････････････････････････････４２２ 

 13．認定第１３号 平成２３年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計決算の認定につ 

          いて････････････････････････････････････････････････････４２２ 

 14．認定第１４号 平成２３年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計決算の認定につい 

          て･･････････････････････････････････････････････････････４２２ 

 15．認定第１５号 平成２３年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定について･･４２３ 
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 16．認定第１６号 平成２３年度南あわじ市農業共済事業会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････４３６ 

 17．認定第１７号 平成２３年度南あわじ市国民宿舎事業会計決算の認定について 

          ････････････････････････････････････････････････････････４３６ 

 

Ⅲ.会議録 
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決算審査特別委員会        平成２４年９月１８日（火） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ３時５１分） 

 

 付託案件 

 １．認定第１号 平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認定について 

 （２）歳出について 

   ⑧ 教育費 

 

○柏木 剛委員長   おはようございます。 

  それでは、９月１４日に引き続きまして、決算審査特別委員会を開催します。 

  認定第１号、平成２３年度南あわじ市一般会計決算の認定について、１０款教育費、２

６６ページから３３７ページの質疑を行います。 

  それに先立ちまして、１４日の日に、ページ２９６の償還金の件で発言を求めたいとい

う印部委員からの申し出がありましたので、最初に指名します。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   ３日前にもなるので、ちょっと質疑の内容もまた整理せんといかんの

ですが、委員長どないですか、今までのこの返還についての質疑を聞いていてですね、委

員長、私はどうもこのままではらちが明かんように思うんですね。どうですかね、委員長、

副委員長、一遍相談してもらって、１００条委員会の発議でもやってもらって、もう一遍

ゆっくりと精査したいと、私は思うんですが、委員長はどういう判断されますか。 

 

○柏木 剛委員長   １００条委員会を発議するとなれば、本会議の議決も必要ですし、

私の考えとしては、特に時間を区切るつもりもありません。まだ質疑が足りないのであれ

ば、決算委員会の範囲でもう少し質疑を継続してもらいたいと。そこである程度平行線、

らちが明かない、納得いかないという話が残るようでしたら、また改めてそれをまた考え

たいとは思うんですが、いずれにしてももう少し、らちが明かないと言いながらもやはり

まだまだ質疑が足りてない部分があるかと思いますので、質疑を続けてもらいたいと。そ

の上でできれば判断したいと、そんなふうに考えております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   委員長がそういう判断ですので、私も決算委員会のメンバーとして、

委員長の判断に従っていきたいというふうに思います。 
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  ３日前の質問があって、３日前やったんでちょっと私自身も頭の中が整理できてません

ので、確認の意味も込めてお聞きしたいと思います。 

  まず、第１点、この業者と契約をしたということで、そのときに業者との契約書の中で、

履行遅延とか違約金について、どのような契約をされとったかということをお伺いしたい

と思うんですが、そのときの答弁ももう一つはっきり私には理解できてませんので、その

辺の答弁からひとつもう一遍聞かせていただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   この件は先日も質問があったと思いますので、簡潔にひとつ答えて

もらいたいと思います。 

  教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   履行遅延の場合の損害金の関係なんですが、請負契約の約

款に示されております。その内容は、原因が乙、業者の責任に帰する場合は甲、市は乙、

業者に損害金を請求できるというふうに明示されております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   損害金を明示することができますということを契約書にそこまでしか

書いてないんですか。具体的には書いてないんですか。私はね、ちょっとこの公の団体と

業者との契約のひな形、これ２通ちょっと出してもらって見てたら、ある一つの一方のも

のには具体的に、甲は賃貸日数１日につき、請負代金の１,０００分の４に相当する額の

違約金を請求することができると書いてあるんですが、今の次長の答弁では、この数字が

具体的になかったように思うんですが、今回の人形会館との契約には具体的な数字が出て

ないんですか。請求することができるだけですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   この契約書の中に、（請負代金－部分引き渡し分）掛ける

年１０.７５％掛ける遅延日数というふうに記入されております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、具体的に今回の事業の遅延日数掛ける年１０.７５％掛け

た場合は、どういう数字になりますか。 
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○柏木 剛委員長   教育部次長。 

 

○教育部次長（太田孝次）   ちょっとその件に関しては、今この金額を即答、計算まだ

できておりません。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   審議中に計算しといてください。 

  そしたら、岸上部長にお伺いしますが、この事業費ですね、人形会館の建設の事業費の

補助金ですね、こういう国からの事業に対する補助金というのは、期首に全額補助金が入

ってくる場合と、工事の進行時において、一つの区切り区切りに工事の進行状況を国に報

告して、報告に基づいて補助金を申請するという方法があるとのことですが、人形会館建

設資金の補助金についてはどちらのほうだったんですか。これは。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   今言われた後のほうで、その都度申請をして補助金をいただ

くことになっております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そういうことですね。そうなりますと、南あわじ市は、これは何月何

日時点で工事の進捗状況の一区切りついたときに、国に対して補助金を申請した。この金

額がもう話がわかりやすいように、仮に５,０００万円なら５,０００万円申請したと。そ

れで、国から５,０００万円の補助金がおりてきたと。たまたま国の会検が南あわじ市に

来たと。その会検の結果が、いわゆる市から補助金申請していたのと違っとったというこ

とですね。結局これは。そうでしょ。ということは、市は工事ができておる５,０００万

円の補助金申請した。１,０００万円余分であったということは、市は国に対して補助金

の水増し請求が発覚したということやの。このことについて、私の言うことが間違ってる

かおうとるかだけ言うてください。そうでないとね、私も間違ったことをそのまま質疑し

てますとね、とんでもないことになるんでね、一つずつ確認したい。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 
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○教育部長（岸上敏之）   その言葉がおうとるかどうかいうのは私も判断しかねるんで

すが、考え方としてはそういうことが。 

  ただ、会計検査のときのことをもう一度確認させていただくために言わせていただきま

す。そのときに、実は補助金が２,８８０万円であったわけです。会検対象の事業が。そ

れで、市の考え方はその補助金の部分以上を３,０００何百万だったんですが、クリアで

きてます。それで、その年度の対象は、事業費が５,０００万円超えとったんですが、そ

の分については次年度に施行して、できるという判断を上部団体と協議しながら進めとっ

たわけなんです。それで、会計検査が４月に来たときに、会計検査員と私どもの考え方の

相違で、その補助金だけ分工事をクリアしとったんではだめですよというような解釈の違

いで、先に渡した９００幾らの分は戻していただきたいというような結果になったわけな

んです。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これね、部長、我々も確定申告してますね。税務署とのときにはやり

とりすることがあるんですね。見解の相異っていうのはちょいちょいあるん。見解の相違

があったとしても、国費を返還したということは、簡単に言えば黒白どちらかというと黒

を認めたということやの。我々も税務申告で税務署でいろいろやりとりする。結局しかし

税務署の言われるようなことを、延滞金払って追徴税金を払ったということは、我々が非

があって認めたということやの。そうだ。ということは、会計検査することによって、見

解の相違があれ、返還を認めるということは市に瑕疵があったということやの。違います

か。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   そこの考え方が違っとって、今言う瑕疵という言葉になって

くるんかなというように思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それでね、これらの工事の進捗状況とかそういうものは、実際の話、

市の担当者が把握できる問題では、私はないと思っとるんです。市ができるんならね、設

計図から、いわゆる事業の工事中の監理、監督も市がやれるはずや。そのために設計士さ

んに設計士代を払い、監理委託料を払ってお願いしとるんや。市が、担当者が皆素人ばっ

かりでそんなことできるはずがない。そうでしょ。ですから、市がその時点で国に補助金
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申請した場合は、工事関係者と設計監理者とも十分協議して国に出しとるんでしょ。補助

金申請書類を。市が単独で出しとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   当然おっしゃるとおりで、まず出す前にもその関係する機関

に確認をしてからも提出をしてございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうなってきますとね、ずっと言いよるように、市が全て１,０００

万円の瑕疵があったんですかって。工事請負業者も瑕疵がある。設計士さんの施工監理に

も瑕疵がある。そういう状況下に置いてよ、何で１００ゼロに市がなるんですかいうねん。

私は。そこがわからんねん。皆部分的に負担したらええやないか。そしたら。皆瑕疵があ

るねん。市が何でその１００％瑕疵をかぶらんといかんのですかっていう。皆お金出して

雇ってやる人でしょ。設計士さんであろうが業者であろうが。何で市が１００％瑕疵かぶ

らんといかんのですか。その理解ができらんねん。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   その点につきまして、弁護士にアドバイスをいただいて、そ

の結果がそういうことでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私もね、部長がそう言いますんでね、ある法律の方に相談したんです。

電話ですからね、こういうことを言うんです。まず、印部さん、契約書はどうなってます

か。まず契約書はどうなってますか。それと、市が業者、あるいは設計監理業者に対して

どのような請求をしたんですかって言うんですね。部長は、今弁護士さんに相談したら、

そういうことでありますと言うねんけど、そしたら市は、国から９９８万２,０００円の

補助金返還が来たときに、市は設計監理者と業者にこのことについての返還はどういうよ

うに具体的に協議しましたか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 
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○教育部長（岸上敏之）   そういう経過を申し上げて、今までの契約内容も確認した上

で、市として最終的に判断をいたしました。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ですから、国から国庫返還の補助金の返納について、電話でけえへん

でしょ。正式な文書で、市に対して国庫補助金の返還を求めてきたんでしょ。市は、業者

と設計監理者に口頭で話したんですか。文書で請求したんですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   その日までは今記憶ございませんが、当然会議の中で、月に

数回定期的な工程会議がございますので、その機会に話をして協議をさせていただきまし

た。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私はとにかく何回も言うてもあれやけどね、業者も設計監理者も皆そ

れなりの責任を担ってやっとってよ、何で市だけが１００％払わんならんのか、どない考

えても不思議で、そんだけ市はこの事業発注に対して後ろめたいとこがあったんか、瑕疵

があったんか。そしたら、市が工事費契約の中において、この我々のわからんとこでどん

なような話し合いしとったんよ。我々はもう表の契約書だけで判断せんとしょうがない。

あんた方は裏で、工事ができらん場合は随契で増築工事して１億数千万円も出しました。

事業がおくれました。ああそれは国庫補助金、返還は全部市でかぶります。そんなばかな

ことで何億円もの公費を使って事業をしていいんですかって言うねん。私は。そんなばか

なことやったら、高い月給払ってる担当部長は要らんでないか。だれでもできるの違うの。

何を考えてるのかっていうことや。税金やぞ、これ。そんな税金の使い方でええんですか

言うねん。私は。どないですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育部長。 

 

○教育部長（岸上敏之）   我々も真剣にその都度都度取り組んでおりました。ですから、

結果としてこういうふうな形になったわけでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   何回言うてもこれはもう堂々めぐりですけど、これはもうやっぱり市

の最高責任者である、これはもう市長名でやるねん。市長の一遍見解というかね、答弁を

一遍聞かせてもらいたい。その答弁によって、やっぱりこれは委員会で考えないといかん

と思う。ちょっと委員長、すんませんけどね、市長の一遍答弁聞かせてください。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいですか。中田市長。 

  市長。 

 

○市長（中田勝久）   先般来、このみなと振興交付金の受け入れ、そして９９８万１,

３５０円、この返還について、印部委員からいろいろ御質疑、御質問がありまして、担当

のほうからその都度説明を申し上げていたところでございます。 

  実は、金曜日の日に、土井本部長がこの財源、また後の事業執行に対しての財源内訳

等々、合併特例債というようなお話をさせていただきました。この件については、私も非

常に責任の一端もあるということで、部長を含め関係者と、十分そういう中身について間

違いがないか繰り上がって調査していただいた報告を受けますと、土井本部長が金曜日に

申し上げた内容のとおりでありました。当然、今いろいろ御質疑なり、または答弁してい

ただいてる中身については、当然、私どものそういう対応、この部分に不足な部分があっ

たことは否めません。 

  また、説明の中におきましても、不足する部分もあったというふうには思います。その

ようなことから、私どもも大変申しわけなく思っておりますし、今回のこの事業に対しま

しても、今後このようなことがないよう、十分担当部においても、また関係するところに

おいてもいかんない対応をするよう指示をし、今後そういうものも当然していきたい。こ

のように思っている次第でございます。どうぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   市長、私は思うんですけどね、これ、南あわじ市職員五百数十人、皆

一生懸命やりよるんですね。今回のこんな税金１,０００万円もの無駄遣いが起こった。

今までの答弁においても、極めて不誠実な答弁を行ってきた。こんなことをそのままいっ

とったら、他の幹部職員、市の職員の士気の低下になると思うんですね。やっぱりこれは

組織として、これはもう私が言うのは気の毒やけんど、それなりのペナルティーっていう

もんは皆甘んじて受けてもらわんといかんと思うんですね。こんなことがそのまますいす

い通るんやったら、南あわじ市の職員、一生懸命やんのがしんどなってくるで。これ。や

っぱり私は、市長、処罰の重い軽いはともかく、それなりの関係者のやっぱり処罰ってい
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うのはある程度していかんことにはいかんのではないかと、私は思うんですがね、いかが

ですか。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   処罰という言葉ですがなかなかそうはいきませんので、先ほど申

し上げたとおり、強い指導、指示を行っているところでありますし、今後もその怠りのな

いようしていきたいと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   そういうことで、この件については市長からの一種の謝罪と今後の

再発防止ということで、この件はこの辺で終わらせていただいて、ほかの質疑に移ります。

ほかに、教育費でございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２９７ページの市民ふれあいコンサート委託料ということで、この中

身を説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   委員御質問の２９７ページ、委託料の市民ふれ

あいコンサート委託料１００万円の使用の内容なんですけども、昨年１１月２７日に、ハ

ートふれあいコンサートということで、南あわじ市の文化体育館のほうで約７００名のお

客様にお越しいただいて、無料ですけども、これが出演団体が関西２１世紀交響楽団約５

０名の方々による演奏会を実施しております。主催につきましては、南あわじ市及び音楽

によるまちづくり実行委員会で実施しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   音楽によるまちづくり実行委員会ということなんですが、これはどん

なような団体なんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   昨年の９月に設置したわけなんですけども、南

あわじ市の活性化委員会、この委員会からの提言を受けて、南あわじ市においては音楽に
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よる文化のほうの推進が少し滞っている、おくれてるんではないかという観点の中で、音

楽によるまちづくり、いわゆる市民の文化の高揚を高めるために、こういった委員会が設

置されました。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   活性化委員会というと、先日もちょっと附属機関かそうでないのかと

いうようなこともあったんですが、活性化委員会で決められたことを予算を伴って実行し

たということですか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   はい。そういった音楽によるまちづくりを推進

すべきやというふうな御提言をいただいて、その中で、実行委員会のメンバーについては

市の広報のほうで公募させていただいて、十数名の方々による委員会が設置されました。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということです。一つ思うことなんですが、１００万円という予算で

音楽行事を委託をしてやったということなんですけれども、こういう音楽に取り組む団体

というのはいろいろあるわけなんですが、そういった団体が音楽的な企画をする場合、市

の助成なり補助というのは何かあるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   現在、任意団体の活動における支援というのは

ございません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   兵庫県なんかは、いろいろ地域応援事業とか活性化事業というような

ことで、いろんな団体に呼びかけて、手上げ方式でそういった補助、助成をするというこ

とをやっておるわけですが、南あわじ市にはそういう手上げ的な助成というのは何かある

んでしょうか。 
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○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   現在ございません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この活性化委員会もそうなんですが、割と、あるグループというのか、

特定の方の事業提案によく予算がつくというふうな話もあるわけなんですけども、それは

さておいて、その手上げ方式の事業方式を採用してない理由は何でしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   そういった住民の方々のニーズですね、このあ

たりの把握はまだ十分ではなかったのかなという観点。それから今、委員のほうから申さ

れました、兵庫県のほうを地域づくり活動応援事業助成金、これは、こころ豊かな美しい

淡路推進会議というのが母体らしいんですけども、そこでは手上げ方式の企画立案して、

プロポーザルで審査を受けて助成金をいただいてるというところで、県のほうがそういっ

た事業費をつけていただいてやってると。そういう費用を南あわじ市の人も活用いただい

てやっていただくというふうなことに、本当にありがたく思っております。市でやらなく

ても、そちらのほうでやっていただいてるというふうな部分で感謝しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   兵庫県の場合は、そういうふうに幅広い方々に事業が助成がおりるよ

うな仕組みがあるわけなんですが、南あわじ市の場合は、何かいろいろ委嘱をするに当た

っても、活性化委員会もこれは委嘱制度でやっとると。広報で公募したというようなこと

なんですけれども、その市が主催したものですわね。市の主催ということでやられとるこ

とにすぎない。幅広く市民が手を上げる仕組みがないというのは、やはりちょっと偏って

いるという印象が強いわけですね。兵庫県の今おっしゃった地域応援事業というふうな以

外にもくにうみ協会などもそういう金額が少し小さいようですけれども、５万円とか１０

万円とか、こういう地域活性化事業というようなことに対して支援する体制というのもあ

る。県には幾つかプログラムがあるわけですが、市にはそういう特定の方がやりやすい、

逆に、そういう特定のグループや団体に入ってないとやりにくいというようなことも結構

聞かれるわけですが、この点、現状を変えていこうという考えはおありでしょうか。 
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○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   やはりそういった住民の方々のニーズ、このあ

たりの多さ、それから現状、こういったところも検討しながら、今後必要があればという

ふうな中で調整はしたいとは思っております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   県がよりオープンであり、市がクローズであるという印象なんですね。

もっとオープンにしたほうがいいんじゃないでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   競争資金のことについて、手上げ資金、あるいは競争資

金等よく言われておりますけれども、これは国・県におきまして、パーセントはいろいろ

なんですけども、最近は１００％補助というのが多くなってきております。これらにつき

ましては、みずから申請書を書き、みずからスタッフを集め、みずからプレゼンに参加す

ると。あるプレゼンでは、前に一般の方、あるいは申請の方が五、六十人、審査員六、七

人並んだ中で、１０分、２０分のプレゼンをしながら、競争率のあるものをとりに行くと

いうような形がここ数年ほど前から、いわゆるばらまきではなくて、やる気のある方々に

そういう補助金を率先して支給するという制度ができてきております。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いわゆる選択と集中というようなこともあるわけですが、やる気のあ

る方を育てるということが大事というか、幅広くですね、何か特定のグループに入らない

となかなか助成はおりないということをやっぱり改善せんとあかんというように思うんで

すね。 

  先ほどの県の助成を受けている南あわじ市の団体というのは何団体ぐらいあるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   現時点で、その採択を受けた今年度の分もちら

っとは見たんですけども、今手元に持っておりません。恐らく南あわじ市のほう、全てで
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１７団体ほど申請されたと思います。うち数団体が南あわじ市で、結構南あわじ市のほう

は多かったと記憶しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうやって、県は南あわじ市の団体、住民団体、グループを育ててい

こうという考え方が出てると思うんですよ。確かに南あわじ市にはそういう考え、せっか

く県がやってくれるからええというんじゃなくて、身近にある南あわじ市は南あわじ市の

市民の運動をしっかりとサポートする。支えていくと。これは必要なことや思うんですね。

県任せではいかんと思うんですよ。そのために南あわじ市が市民を支えるためにもあるわ

けでしょ。南あわじ市というのは。県にお任せではないですよね。当然やらなあかんと思

うんです。 

  それから、先ほどの競争型提案ということでは、アジア国際子ども映画祭、これも文化

庁のプロポーザルでたしかやってると思うんですよ。これはないですか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   おっしゃるとおりです。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっと申し上げます。 

  あくまでこれは決算ですので。 

 

○蛭子智彦委員   予算のことにかかわって言っとるんです。 

 

○柏木 剛委員長   だからそれに限って、ほかにも質問したい方がたくさんおりますの

で、できるだけ聞きたい観点だけをもう絞って、できるだけ簡潔に質問を。 

 

○蛭子智彦委員   確認しとるんです。 

 

○柏木 剛委員長   これに関係したことですか。 

 

○蛭子智彦委員   関係した分で今確認しとるんです。 

  このコンサート委託料がですよ、この手上げ方式ではない実行委員会での、この活性化

委員会とも関係してきてる事業としてやってきてるわけでしょ。 
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○柏木 剛委員長   続けてください。ただ、時間は有限ですので、できるだけほかの人

にも質問のチャンスを与えるようにお願いします 

  どうぞ。 

 

○蛭子智彦委員   そんなおかしなことはない。ちょっともう一回確認しときますけども、

また、実際にどんな事業メニューが県として持ってるかいうのをもう一回調べていただけ

ますか。よろしいですか。委員長。それを調べていただいてね、県はどんだけ支援をして

くれとるのか、国はどんだけ支援をして競争型提案で南あわじの事業を応援しとるんかね、

これも大体数字を出していただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   ちょっと答弁だけ。課長答弁。 

  生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   国においてもかなりの事業数があるかと思いま

す。ちょっと時間がかかるかと思いますけども。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私も先般この事業に対して非常に盛況であったと。南あわじ市のほう

でも、これはぜひ継続していただきたいというような、私、そういうふうなことを聞いと

るわけですが、まず、田中正平先生の経歴というか、ここらをちょっと、私の言いよるこ

とはこの辺に対してよ。まあ聞けや。田中正平ちゅう者は南あわじ市出身で、そういうふ

うな私は音楽でまちおこしをしてほしいって言いよるだけの話や。 

  ほんでな、違うわい。何を言うの、副市長おまえ。南あわじ市に音楽ホールがあるんで

すか、ないんですかいうことを聞きよるだけでか。 

 

○副市長（川野四朗）   ・・・。 

 

○谷口博文委員   だから、洲本市はあんねんけど、南あわじ市は今後音楽ホールを設置

して、庁舎跡とかいろんなことで活用して私はやるべきやと思うねんけど、私が蛭子議員、

あんなんだったらかまんでよ。私やったら質問に一々茶々入れてやな。どないいうことよ。 

  まず、副市長、まずは聞いてくれ。蛭子議員だったら、あれだけどんどんどんどん突っ

込んで、私の質問だったらおかしいっていうのはどないいうことなん。まずそれに対して。

まず私の質問が、何か不適切な質問がありましたか。 
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  いやいや、こんなんは。違うよ。副市長よ、ちょっと私の質問に対して横やり入れ過ぎ

や、あんた。委員長。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私はね、音楽でまちづくりを継続してやっていただきたいということ

なんでよ。やっていただけてるんですかいう質問をしよるのよ。 

 

○柏木 剛委員長   そういう質問であれば。 

  生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   音楽によるまちづくり、これは本当に文化市民

の文化意識を高める上で本当に必要なことかと思います。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は必要や思うんでよ、音楽ホール等は南あわじ市に、実際こういう

ふうな音楽ホールはあるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（山見嘉啓）   音楽専用のホールはございません。代替の施設

としては、三原公民館、西淡公民館のホールですね。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今から庁舎跡地等々よ、かなりの公共の施設があいてくるんで、今後

そういう学校の校舎であったり庁舎跡地にそういうふうなできたら、私は南あわじ市は立

派な人がいてるんでやな、そのあたりをどんどんどんどん発信するような行政としての取

り組みをしていただきたいという思いがあるんですが、副市長、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   よく検討はしてみます。 
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○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   もうその今の回答が私はどうも納得がいかんねんけんど、副市長。私

としたら、市民の文化はやはりいろんなさまざまなそういうふうな市民の資質の向上とい

うかさまざまなことによって地域の活性化、まちおこしを私はすべきやと思いますんで、

この辺は検討していただくっていうか、今後ともその辺を要望して、この件については終

わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   まず、２７５ページ、このクリーニング代についてなんですが、これ

は各ページにかなりでてますが、これ２７５ページ、７２万８,９５９円、これはクリー

ニング代、細かい資料は見てないんですけども、この点についてどういうクリーニングを

されておるのかお聞きします。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   ２７５ページにつきましては、小学校の経費でございま

して、小学校１６校のクリーニング代でございます。クリーニングする物につきましては

たくさんございますが、例えば白布、それからカーテン、それから給食の衣服、そういっ

たものでございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ちょっと聞こえにくかったんですけど、もう一回お願いします。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   もう一度言います。 

  例えばこういう机にかける白布であったり、カーテン、それから給食の配膳をするとき

に児童生徒が着る物等でございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   もう一つ、別の質問よろしいですか。 

 

○柏木 剛委員長   はい、どうぞ。 

 

○阿部計一委員   小学校中学校の校長の負担金ですかね、この校長会の負担金、教頭も

出てるわけですが、この校長会の負担金はどういう使われ方をされておりますか。 

 

○柏木 剛委員長   ２７９ページですかね。 

  学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   小学校中学校それぞれ、２７９ページには小学校、それ

から中学校がもうちょっと後になりますが、２８５ページの下あたりに出ているかと思い

ますが、たくさん校長会もいろんな上部団体等に所属しておりまして、例えば全日本校長

会費であるとか、近畿中学校、小学校もございますが、校長会費であったり、県中学校校

長会研究会費であったり、全淡等、そういうものに上部団体への負担金ということで支出

しておるものでございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、南あわじ市だけの校長会だけの負担金じゃないという

ことですか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   そのとおりでございます。今支出している上部団体が１

２ございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   教頭会も全国組織があって、そういう負担をされておるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   同じでございます。 
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○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これは全国組織があるということで、そういう答弁をされるとこっち

もちょっと聞きにくいんですけども、大体民間ですとやっぱりトップのそういう会議があ

れば、大体そこらで決まっていくと。副社長が乗り出していって、また会をするやいうこ

とはまああり得んことやけども、これはもう全国的にそういう組織があって、毎年こうい

う予算をつけておられるということですか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   全国的にどの都道府県も加盟してると思います。 

 

○阿部計一委員   はい、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２７１ページですが、これの謝礼金として、登校対策専門講師謝礼と

いうようなことが出ております。これはどのようなことをされたんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   不登校等の適応教室が４教室ございますが、その適応教

室で研修会等を持っております。その講師に対する謝礼金。また、その適応教室で通室生

に対していろんな講座を開催しております。その講師に対する謝礼金でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと最後のほう聞きにくかったんですが、適応教室でやっている

ことというのは、子供たちにですか。それとも先生方にですか。あるいは保護者。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   この謝礼金につきましては、先生方の研修と通室生に対

する講座等、両方でございます。 
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○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   昨年度ですけど、不登校の状況はどうだったんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   通室生につきましては、それぞれこれは流動的でござい

ますが、各教室平均しますと３名程度でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   教室数は幾つだったですか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   ４教室でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   川西市ですか、自殺した子供さんがおって、学校側から不慮の事故と

いうような説明を受け入れてくれというような話があったようなんですけども、この不登

校について、なかなかその適応教室行っている子供たちはまだしも、行けてない子供たち

というような現状もあるかと思うんですけれども、その不登校の状況というのはどんなよ

うなことになっていますか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   不登校につきましては、平成２３年度で小学校で４名、

中学校で３６名の計４０名でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この不登校のどういうんですか、何を持って不登校というのかという

のはどんなようになってるんでしょうか。 
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○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   長期欠席ということで、基本的には３０日以上でござい

ますが、その中で経済的な理由によるもの、それから病気によるもの等を除いたものが不

登校でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、３０日以上の長期の連続ということかと思いますけども、

なかなかこういう実態というのは学校側も今報告制度というようなことになっとるような

んですけども、こういうのは適宜、教育委員会なりに学校側から状況報告というのはある

んでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   不登校につきましては、長欠３０日につきましては連続

ではございません。その年度で３０日に達した時点で、人数に計上をいたします。毎月の

報告を受けております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは、平成２４年にはどうなっていますか。 

 

○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   ２４年につきましては、現在持っておりますのが夏休み

に入る前までのものでございますが、小学校で不登校が１名、中学校で１３名でございま

す。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、４０名が１３名に、それから中学校が１３名、小学校

が１名、これは減ったということで、卒業とかの理由で減ったんですか。 
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○柏木 剛委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（安田保富）   減ったといいますか、７月末までの時点で３０日に達し

たもので、先ほども言いましたように、経済的な理由、病気によるものを除いたものがそ

れだけあるということで、これから３０日に達するものが出てくるということで、先ほど

２３年度を申し上げたのは年度末までの数でございます。 

 

○蛭子智彦委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

   ⑨ 災害復旧費、公債費、諸支出金、予備費、実質収支に関する調書 

 

○柏木 剛委員長   質疑はございませんので、質疑を終了します。 

  次に、款１１災害復旧費、款１２公債費、款１３諸支出金、款１４予備費、実質収支に

関する調書、ページは３３６ページから３４４ページまでの質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので、質疑を終了してよろしいですか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

 （３）財産に関する調書 

 

○柏木 剛委員長   質疑を終了します。 

  次に、財産に関する調書、ページは３４５ページから３５３ページまでの質疑を行いま

す。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○柏木 剛委員長   質疑はございませんので、質疑を終了します。 

  次に、一般会計全般についての総括的な質疑はございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   ２２１ページのアオリイカ資源増大事業補助金についてちょっとお聞

きしたいんですけども、これは２３年度、効果とかはどのように評価されてますか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（早川益弘）   御存じのとおり、アオリイカ、ずっとウバメガシをず

っと海に投入して、アオリイカの産卵場をつくるという事業を毎年実施してるわけなんで

すけども、漁獲量としては余り上がってきておりません。ただ、おいしいイカの王様と言

われるぐらいのおいしいイカですので、その中で各漁師さんがそのまま近所まわりとかと

いうようなことで、アオリイカ自体の数はこの事業の効果のおかげでふえております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   ２３年度のこれも事務事業評価シートを見てますと、まず目的につい

ては、計画については、産卵場の造成技術の開発とその効果の検証で、費用対効果のとこ

ろ、チェック項目で見ますと、今あったように産卵状況については良好な成績を残せてい

る。しかし必ずしも資源量イコール漁獲量にはつながっていない。もっと長期的な取り組

みによるデータの蓄積が必要だと考える。自己評価はそれぞれ４になってます。それと必

要性についても、今後も継続的に事業を行い、産卵巣の増加を漁獲量の増大へつなげてい

きたいということで、自己評価４にされてます。 

  最後のアクションアンドプランで、２５年度以降、予算措置は２４年度で終了となるた

め、予算削減もやむを得ないとなってます。 

  事務事業評価は４ということはかなり高いと思うんですけれども、それが２４年度で終

了となるので予算削減もやむを得ないというふうになるのは、これはどういうふうな流れ

でそういうふうになるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部次長。 

 

○産業振興部次長（早川益弘）   アオリイカ、それとタコつぼもそうなんですけども、

一応、南あわじ水交会から要望書が出てきます。要望書が出てきたからといって、ずっと

毎年継続するというような予算の関係もございますので、一応２２年から２４年度まで３



－ 361 － 

年間という、一応の区切りをつけてやっております。 

  また、これからの２５年度から、来年度からどうするかと。これはまた南あわじ水交会

とも協議して、これを水交会は継続してほしいという要望がうちのほうにも上がってきて

おります。これは今から水交会との協議。 

  このアオリイカに関しましては、淡路市水交会、淡路水交会も全島で漁協が取り組んで

おる事業でございますので、できるだけ担当の課としては続けたいと。ただ、先ほど言い

ましたように、３年間の期間限定でお願いしてやってきた事業ですので、一応、２４年度

で一つの区切りやということで、そういうふうなことでそのほうは示させていただいてお

ります。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   財政のほうにお聞きしたいんですけど、こういった事務事業評価いう

のは、毎年それぞれの部署でピックアップしてやられとると思うんですけど、これの対象

になる事業数いうのは全部で幾らぐらいあるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   行政評価の対象事業数については１,５００余りあったかと

思います。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   年度によって、それぞれ抽出してやられとると思うんですけど、その

ローテーションとか抽出の基準みたいなものはあるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   特には設けてございません。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、自己評価で５点満点で４とかがついてる事業いうのもほか

にもあるわけですけども、そこら辺いうのは、今の話ですと、次また継続するかどうかい
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うときの重要な参考資料だと思うんですけど、これは自己評価がごっつい低かったら、通

常は打ち切るとか見直すとか。高かったら、継続なり拡充なりということやと思うんです

けども、基本的なこの自己評価に対する評価というのは、どういうふうなスタンスで財政

のほうは考えておられるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 

 

○財政課長（神代充広）   財政課というよりは、行政評価については、委員会、内部の

職員だけですけども、その委員会を設けておりまして、その中で二次評価を行い、最終決

定をしております。それを受けまして、予算のヒアリング、今回の場合については、一応、

当初から３年で終了ということにしておりますので、行政評価委員会のほうもそういった

評価をしておるかと思います。 

  今後、新年度に予算要求が出てくるかどうか、それはまだわかりませんので、出てきた

時点で、その行政評価の結果も踏まえながら判断をしていきたいというふうに思います。 

 

○原口育大委員   はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   勤勉手当についてお尋ねをします。残業手当については、私はもう否

定的な意見なんですが、６００人近い職員に、全員に残業手当を出すということは、これ

はまず一遍、管理職は残業手当がないわけですか。いやいや勤勉手当、失礼しました。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   勤勉手当は全員に出ております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   残業の手当についてはこの後ちょっと質問しますんで、勤勉手当は私

ども一般質問しましたが、今のところ継続していくんだというような話であったわけです

が、これも数年前も宝塚の市会で住民監査が入ってね、それは今までの分はもう仕方ない

と。しかし、あんまり不適当という判例があります。そういうようなことで、これはもう

答弁いりませんけども、勤勉手当についても、今後やはり全員が勤勉手当をもらうという



－ 363 － 

ようなことは、私はナンセンスや思いますんで、その点もまた考えていただきたいなと思

います。 

  それと、この残業手当なんですが、２３年度の残業手当、総額でどのぐらいの金額にな

りますか。金額と残業時間、残業の単価。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   時間がちょっと今手元にないんですけども、手当の総額につ

きましては、平成２３年度が、これはちょっと内訳でいきますと、災害対応であったり、

選挙の部分もあったりするんですけども、８,０７４万７,２７６円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   約８,０００万ぐらいの、災害とかそういう選挙とかね、そういうの

はそれはもう仕方ないと思うんですが、これはもちろん管理職は残業手当はつかないんで

すわね。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   おっしゃるとおりでございます。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   結局、残業をしておればね、これは勤勉やというような解釈する人も

おられると思うんですけども、やはりいかに仕事を効率的に残業にかからんように、結局

職員数も決して人口に比べますと、南あわじの、少ないやんいうことはないと思うんです。

残業をなるべくせんようにやるんが、これは勤勉ということやと思うんでね、かなり無駄

な残業が私入ってると思うんです。要領よく仕事する者と要領の悪い仕事やったら、これ

はもう当然残業になってると。その辺のチェックというのは、これはもう十分各セクショ

ンでやられてますか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   御指摘のとおりでございまして、現在、所属長、時間外勤務

手当については各課長等の所属長が命令をして実施するものでございますので、命令する
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段には適切かどうかよく判断をして、まずそこで判断をしてやっております。 

  また、現在、ノー残業デー、毎週水曜日なんですけども、それについてはもう以前も原

則的に禁止しておりましたが、本当に今年度は特に、去年度ぐらいから厳しく徹底してお

りまして、今年度については特に水曜日はもうしないというような、会議等、市民の方々

の都合によって、どうしてもその日に開催する必要がございましたら、そういうようなこ

とは例外ですけども、絶対しないというようなことも徹底しております。 

  また、休日勤務につきましても、振替を十分とっていただくなど、所属長のほうで厳し

く指導するような形で、しております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   防災とか、その他いろいろな行事で出られて残業と、これはもうやむ

を得んと思うんですが、私言ってるのはそういう事務的な残業はいかにやっぱりチェック

していくかということが大事やと思うんです。特にこれまでの、先ほど印部委員の質問も

いろいろありましたけども、私ども考えるところはあるところは一緒やと思うんです。や

はりそういう委員会、本会議内の答弁を聞いておりましても、やはりそれは全部の職員と

は言いませんけども、こういうことを私のほうから意見が出るということは、やはり職員

に対する全体的な不信感というものを私は持ってます。はっきり言って。けど、それはも

う立派にやってる方がほとんどなんですけども、やはりそういうことはやはり世間に、そ

ういう南あわじ市の職員というのはええこというのは案外聞こえていかないんですよね。

そういうことで、そういう勤勉手当につきましても判例で違法ということで、宝塚なんか

各自治体もそういうことをかなりもう勤勉手当は廃止していると。本当にやってる人に勤

勉手当を出すというのはこれは当然やと思うんです。 

  そういうことで、今後こういうことを含めて、ひとつ市長に御答弁をお願いしたいと思

います。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   最近、特に公務員のそういう勤務状況、給与体制、いろいろと一

般企業なり一般人から見て指摘される部分が非常に多いわけでございます。私もそういう

面では気にする部分もございます。いろいろと市民の方々、または当然委員の先生方の御

意見も十分真摯に受けとめて、一つ一つ精査していきたい。このように思っております。 

 

○柏木 剛委員長   暫時休憩します。 

  再開は１１時１０分とします。 



－ 365 － 

 

（休憩 午前１０時５９分） 

 

（再開 午前１１時１０分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  一般会計全般についての総括的な質疑はございませんか。 

  総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   先ほど阿部委員のほうから御質問あった件で、抜けていた件

につきまして御答弁申し上げたいと思います。 

  時間外の額については、先ほど８,０７４万７,２７６円ということで申し上げましたが、

総時間数が３万７,３４９時間でございます。これを時間単価に直しますと２,１６０円と

いうことでございます。 

  それと、実際に時間外を支給した対象職員なんですけども、実際、管理職とか育休者と

か出向職員が除かれますので、それを引きますと３８４人ということでございます。 

  以上でございます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   総括ということでお聞きをしたいと思います。 

  手元にこれ僕たまたま今、障害者計画を持ってるんですけども、毎年、この２３年度を

見てても、こういう計画を各部署でつくってると思います。２３年度全部を洗い出したら

どんだけつくってるかわからないですけど、例えばこれ１冊つくるのに、計画つくるのに、

２１５万５,０００円かかってるんですよね。ぱらぱらめくってると、これ２００万円の

値打ちがあるかどうかというのは見る人によって違うと思いますけど、私は毎年言ってま

すけども、こういう計画も職員の方々自前でつくれるんじゃないかなと。たとえ国から義

務でつくれという指令が出とったとしても、これぐらいなら市の職員の方々、もちろん委

員会を立ち上げていろいろ協議をしていただいてる。それは無駄じゃないと思うんですけ

ども、これ最後、書物にするのにやっぱり２００万、コンサルも入れて、こういう金額が

毎年出てきてるんですけども、こういったところで切り詰めていこうという考え方はない

んですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（藤本政春）   議員おっしゃるとおりだと思いますけれども、昨年度、

健康福祉部におきましては、その計画書が三つも四つも作成する年度でございまして、な

かなか普段の事務なり、やはり職員のその事務の状況いうたらかなり厳しいものがござい

まして、業者に丸投げというようなところではございませんけれども、内部的にはそのワ

ーキングであるとか、そこら辺を十分しながら、最終的にそういう計画書になったという

ところで、職員もともに、また住民、そういう当事者ともにいろいろ考えを練りながら作

成しとると。そういうところで御理解をお願いしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   例えば、ほんなら今、福祉部長答えていただいたんで、これの２１５

万５,０００円の内訳いうとどないなってるんですか。コンサル代、何ぼかかってるんで

すか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   ちょっとその内訳というのは今手元にございませんけれ

ども、その２００万全部がコンサルへの委託料でございます。申しわけございません。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   障害福祉計画の策定におきましては、策定委員会を４回行っ

ております。その４回の委員会のときの委員報酬として２９万６,０００円、それと計画

策定の委託料として１８５万９,０００円をお支払いしております。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   市内でお金回っとるとかいう意見聞こえてきますけど、１８５万円は

市外のコンサルですよね。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   はい。市外のコンサルでございます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 
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○出田裕重委員   そういうことで、別にこれに限って言ってるんじゃないんですよ。ま

あいろいろありますわね。ほかにも。もうここで上げるまでもないと思いますので。これ

も３年後にまた第４次つくるともう書いてますし、どれぐらい変わるんかないうたら多分

あんまり変わらないと思うので。 

 

○柏木 剛委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   今回のその３期の分を検証しまして、次の４期にと結びつけ

ていくと思います。今回は障害者自立支援法に基づいてということになっておりますので、

第４期におきましてはどのように変わるかまだ私どものほうでもわかりませんけども、ま

た状況によっては大幅に変わるかもわかりません。それと今、地域移行が進んでおります

ので、その辺の数値もかなり変わってくるかと思っております。 

 

○出田裕重委員   もうこれで終わります。 

  計画をつくるための計画によく見えるんです。見えがちなんです。もう行政のこういう

計画って。計画つくってからどう動くかというのが大事やと思いますので、その辺も含め

て、最後、副市長に締めてもらいましょうか。毎年こんなん１０個ぐらいつくってるでし

ょう。 

 

○柏木 剛委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   ある部分、出田議員と私も考え方同じなんです。できるだけや

っぱり職員でできるところはやっていただくというのが、私らの原則にはしてるんですが、

やはり先ほどの答弁にあったように、やっぱり職員の皆さん方が非常にお忙しいというよ

うなこともありまして、なかなか法律的なものを全部洗い出してやるという話になってき

ますと、非常に事務が煩雑になってきます。そういうものもありまして、こういうような

外部委託ということをやっておるわけでございます。できるだけこれからは少なくしてい

きたいなというような思いはいたしております。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   臨時職員と正規職員とをちょっと数字として示してほしいんですが、

一番多いのは臨時職員が多いのは保育士、あるいは学校教員、こういったところが絶対的
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には多いのかなと思うんですけども、実態はどのようになっておりますか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   先ほど、蛭子委員御指摘のあったように、もちろん保育所が

一番多くて、あと学校関係であったり、あとはそれぞれの部署のほうに配属はされており

ますけども、例えば数を申し上げたらよろしいんでしょうか。しばらくお待ちください。 

 

○柏木 剛委員長   時間かかるようだったら、次の質問に移ってよろしいですか。 

  一たん、次の質問の間、大丈夫ですか。 

  福祉課長。 

 

○福祉課長（鍵山淳子）   福祉課のほうでは保育所の人数なんですけども、２４年の４

月、今年度４月１日です。保育所のほうでは、嘱託、臨時職員、合計で１１６名がおりま

す。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   教育委員会関係でございますが、嘱託職員が８９名、臨

時職員１４名でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   全体があるのと、あと正規、臨時の状況ということでお伺いしたんで

すが。臨時職員だけではちょっとよくわからないんで。人件費を見ますと、例えば保育所

で言えば、保育所の人件費はこの付属資料の７０ページですけれども、４億５,３４６万

６,０００円が正規職員の人件費で、嘱託・臨時職員が２億６,８００万ということで、こ

の比率でいくと、例えば保育所で言えば、前のときに聞きましたら割と年齢の高い方、人

件費の高くつく方が多くて、正規職員のね。臨時職員は若い人が多くて、その正規職員と

臨時職員等の数は臨時職員のほうが多いというふうに、前回もそういう答えがあったのは

聞いておるんですけども、もう少し説明をいただけたらと思いますが。 

 

○柏木 剛委員長   正規職員数が出れば割合が出ますね。保育所に関しては。 

  福祉課長。 
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○福祉課長（鍵山淳子）   先ほど申しました２４年４月１日では、１８０人のうち正規

職員が６４名、嘱託・臨時職員が１１６名となっております。 

 

○柏木 剛委員長   そうしましょうか。蛭子委員、そういうことでよろしいですか。 

 

○蛭子智彦委員   いやいや、後で聞きよるのやったらね、決算審査でやる意味がないで

す。もう全部後で聞いたらいいんです。 

 

○柏木 剛委員長   保育所だけでも数字が出たわけですけども、何かそれに続いて。 

 

○蛭子智彦委員   だから、今聞きよるのは、ほかにも臨時職員のことを全部聞きよるね

んけど、答えがないんですが、ほかにもあるんでしょ。たくさん総務課としてもつかんで

るという話だったし、臨時職員、正規職員どうなってるかということを聞きよるのです。

学校総務のほうも、学校のほうは臨時職員合計１０３名ですか。 

 

○柏木 剛委員長   教育総務課長。 

 

○教育総務課長（片山勝義）   先ほど申しました嘱託職員が８９名、臨時職員が１４名、

教育部の全体の正規職員が７８名でございます。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   個々で申し上げますと、かなりたくさんあるんですけどもよ

ろしいでしょうか。 

  まず、総務関係、これはケーブルネットワークなんかも含まれておりますけども、ケー

ブルネットワークは９名であったり、あと、２４年の４月１日の数字ということでお願い

したいんですけども、あと、管財課でマイクロバスの運転手３名ですね。市民生活部のほ

うで消費者相談員３名。あと、課のほうで生活環境課１名、清掃センターが５名、衛生セ

ンター１名、火葬場２名、健康福祉部は先ほど申し上げました保育所で１１６名。あと、

相談員さんとか、これは地公法３条職員なんですけども５名。あと、伊加利のデイサービ

スセンター介護認定の支援員さんとかで、伊加利デイサービスが８名、介護認定が７名、

診療所で７名、学童保育２１名、子育て支援センター８名。あと、産業振興部のほうで国

民宿舎で合計２０名。あと、教育委員会のほうは先ほど教育総務課長のほうで申し上げま

した幼稚園と給食センター等で幼稚園１１名ですか。給食センター２７名、用務員が２２

名、学校教諭１２名、埋蔵文化財で１０名等々ということで、もし何でしたら、この資料
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をまた提示させていただきます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それぞれの事情の中で臨時職員を置いとるとは思うんですが、いろい

ろ継続的にもお願いせんならんことをお願いしとるということで、本来であれば、正規採

用するべき方々もこの中には多いのではないかというのはこれまでも私だけじゃないです

けれどもね、こういうことを随分議論されてると思うんです。 

  ただ、行財政改革なり財政再建といいますかね、こういう計画の中で人件費の抑制に努

めてきたということを背景にして、臨時職員の数がふえてきてるというような実態になっ

てるかと思うんですが、その点いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   ただいまの御質問、前回のたしか決算委員会でも御質問を頂

戴したと思います。現在、委員からもお話がありましたように、市としては行財政改革の

促進であったり、また、定員適正化計画の中で正規職員の削減等々で、やはり限られた財

源の中で限られた人員を採用して行財政改革を進めていかんとあかんと。また行政も適性

に進めていかなければいいけないという中で、現状のような状況になってございます。こ

れは、他の自治体のことを申し上げたらあんまりよくないかもわからないんですけども、

全国津々浦々の地方自治体でもこういった問題を抱えておりまして、本来であればもちろ

ん常勤的な雇用でありましたら正規職員で採用すべきというのが原則でございますが、本

市におきましては、１７条、一般職の非常勤職員というような位置づけをしまして、ある

程度長期雇用が可能であるというような制度も創出した中で、現在、正規職員とともに臨

時職員にも、その行財政改革を担っていただいているというのが現状でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   総数として、臨時職員の数というのはトータル、今のちょっと足し算

できなかったんですが、大体どれぐらいの比率になるんですか。 

 

○蛭子智彦委員   そんなことでって。 

 

○柏木 剛委員長   総数はないですか。 
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○蛭子智彦委員   どんななっとるかという状況を知らせてほしいと。 

 

○柏木 剛委員長   総務課長。 

 

○総務課長（佃 信夫）   総数につきましては、毎年の臨時職員の数について御報告を

申し上げたいと思います。 

  臨時職員の中には、先ほど申し上げました地方公務員法第１７条の一般職の非常勤職員

という職員と、地方公務員法第２２条の臨時職員という、例えば緊急雇用の方であったり、

短期雇用でそぐうような職種の場合はそういうふうな形態をしておる者と、それと３条職

員といいまして、特別職の非常勤職員というような分類ございます。その方々を合計した

数字で申し上げますと、平成１７年４月が３２５名、１８年４月が３２３名、１９年４月

が３０５名、２０年４月が２９７名、２１年４月が緊急雇用が入ってきまして、１５名足

して３１９名、２２年４月が緊急雇用が１３名足しまして３２９名、２３年４月が緊急雇

用４０名足しまして３８８名、平成２４年４月、今年度の４月については緊急雇用３４名

足しまして３８６名となってございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それぞれ臨時で時間が短い方もおれば、正職員並みの勤務時間もある

というようなこともあって、これらが結局少子化対策、若い方が結構非常勤、臨時で入っ

てて、そのことがこれも常々毎回のように言っておるわけですけれども、結局は子育て環

境にも悪影響を与える。少子化対策にとってもマイナス要因になるということは指摘して

おいて、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   蓮池委員。 

 

○蓮池洋美委員   ２点ばかしお聞きします。答弁のしやすいほうから答弁いただけたら

いいと思うんですが。 

  起債残高の中で、いわゆる交付税算入をされる分を引いた残高わかればお聞きをいたし

ます。できれば特会も含めて答弁いただければええんですが。 

  それともう１点、友好市町の関係、これ、旧町から引き継がれておるとは思うんですが、

今現状はどういうふうになってますか。 

 

○柏木 剛委員長   財政課長。 
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○財政課長（神代充広）   起債のここで算入分でございますが。 

 

○蓮池洋美委員   算入分のけて。 

 

○財政課長（神代充広）   残高が一般会計で約３７０億余りございます。そのうち算入

される部分が３分の２ぐらいですので、３分の１が交付税算入されない部分ということで。 

 

○蓮池洋美委員   数字言うて。 

 

○財政課長（神代充広）   １２５億ぐらいになってこようかと思います。特別会計まで

はちょっと合計して出した数字はないんですが、特別会計のほとんどが下水道会計という

ことになってまいります。下水道会計については、これもまた交付税算入の部分で申し上

げて申しわけないんですけども、約４５から５０％の部分が交付税算入される額になろう

かと思います。下水道の起債残高が約３００億ぐらいであったと思いますので、交付税算

入を抜きますと１５０から１６０億ぐらいの間になってくるのではないかと。正確な数字

でございませんが、申しわけございません。 

 

○蓮池洋美委員   結構。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   友好都市につきましては、姉妹都市として新ひだか町、

北海道でございます。それから、友好市町として北海道平取町、岩手県葛巻町、新潟県糸

魚川市、それから、福井県大野市になっております。その中で、今若干ですが予算を置き

ながら交流を行っております。結果としては今、新ひだか町でサッカー、野球の交流と行

ったり来たりというのはあるんですけども、ほかのところについては要望があればそちら

のほうで、交流するチャンスがあればそれで補助金も対応していきたいと。枠の中で対応

していきたいというふうに考えております。 

 

○柏木 剛委員長   蓮池委員。 

 

○蓮池洋美委員   今、姉妹提携してるとこがあるって聞いてんけども、そんなんいつし

たん。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 
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○市長公室課長（喜田憲和）   姉妹都市につきましては、新ひだか町でございますが、

平成２年９月９日に静内町と西淡町、昭和５８年６月３日に三石町と南淡町が提携をされ

ておりますが、その二つの町が合併されまして新ひだか町となりました。その折、姉妹都

市という形で位置づけされております。 

 

○蓮池洋美委員   わかりました。 

  これ、以前から民間交流がかなりされておった時期もあるんです。ほとんどが何年の式

典で首長と議長ぐらいが行くという程度の交流やったんですが、それではということの中

で民間交流があって、今答弁いただいたように、サッカーの交流とか野球の交流とかいう

ふうなことが盛んではないんですがやられておったんですが、今聞くと、もうほとんどや

っていないというようなことなんで、過去にももうぼちぼちとそういう関係については整

理せないかんなというふうな、ある町もあったわけなんですが、そのままずっと来ておる

ということなんで、これは今後のことについて、職員としてどのように取り組みをされて

いたらいいと思うのかお聞きしたい。 

 

○柏木 剛委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（喜田憲和）   今、御指摘の部分で、新ひだか町は毎年訪問したり、訪

問をこちらのほうにされたりしております。結果として、残り４町につきましては少なく

なってるんですけども、やはり合併前から旧町がいろんな形で交流ないしはそういう提携

をした経緯がございますので、それを大事にしながら、今議員御指摘のように、今後どう

あるべきかということを再度検討し直していきたいというふうに思います。 

 

○蓮池洋美委員   同じ質問を市長にちょっとお聞きしたい。今後のことについて。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   私はやはり交流というのは今から大事な時代やと思います。です

が、その中身について十分検討して、実は余分な話になるんですが、韓国の南海と、ここ

がぜひ友好提携をしたいということで、かなり積極的にお話がありましたが、やはり現在

そういう行政同士が先するんでなくして、民間、すなわち子供たちの交流を深め、また他

の大人の民間の交流を深めた中で、そういう素地ができ上がってきてから行政がしよると

いうような形になってきております。ですから、過去の例を見ますと、やはり行政が先、

そういう友好提携なり、姉妹提携をしたんじゃないかなと。ですから、民間がどうもそこ
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に乗ってきてない部分があるんで、一度そういう面も十分早急にお互い検討して、そして

進めるべきやと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蓮池委員。 

 

○蓮池洋美委員   市長、過去にも、これは新潟の今は、糸魚川になっとんねんけども、

もとは能生町という町やったんです。そこらあたりから、もうぼちぼちあんまり交流をや

めらんなんなあというふうな話もいっときあったんです。そういうことで、ある町ではこ

ういうふうな今姿勢でおるぞということも当時の執行部にも言うたことあるんですが、ど

うも余り数があり過ぎて１点に絞られてないので、もう面倒くさくなっとるような感じの

ところも現実あったんです。それも一度行政間の中で問題提起されて、例えば友好市町の

ところについては、もとは今の新ひだか町だけなんです。そやからそこらのところを整理

されて、はたから行くところについてはどうもあんまり熱がない。我々その近くまで行く

と、友好市町があるということの中で交流をしには行っておるんですが、なかなかその民

間の交流が一つもないというふうな状態ですので、今後一度精査されて、方向づけを市と

して、一度基本的に考え直してほしいと、かように思います。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   当然、合併という四つの町のそういう取り組みが組織体が変わっ

たと。ですから、旧の三原町のときは平取町と非常に深い交流がございました。畜産の業

界までをお互いに行き来し合ったり、中には和牛を送ったり、子牛を送ったりするそんな

深いつながりもあったんですが、やはり合併してから疎遠になってきたというふうに思い

ます。 

  しかし、私、冒頭に申し上げたとおり、やはり交流というのは、自分たちでなしに子供

たちが将来に向かっていろいろ取り組みをする要素はやはり残しておくべきやと思います。

ただ、それがどこの町を残してどうっちゅうのは、これはお互いもう一度検証する必要が

あると思います。 

 

○柏木 剛委員長   蓮池委員。 

 

○蓮池洋美委員   続けられるんだったら、もっとどしどしとやっぱり交流事業は推進し

ていくべきやと思うんです。ひとつ一考しといていただいて、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   総括的な質疑ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  一般会計について、意見交換を行いたいと思います。 

  挙手の上、よろしくお願いします。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   人形会館の建設事業が象徴的なんですけども、その質疑なんか見てま

すと、設計施工監理、そういった部分で職員の専門性が不足しているように感じました。

したがって、議会での説明もわかりにくいという印象を持ちました。合併によるスケール

メリットで、専門職員の採用とか育成、あるいは外部委託等の強化が必要だというふうに

感じました。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに御意見。 

  久米委員。 

 

○久米啓右委員   一般会計は広範囲にわたるんで、焦点を当てて議論をするのは難しい

んですが、歳出に限って言えば、２４９億は一つ一つの本当に小さな事業の積み上げであ

るということで、皆さん方、いかにその歳出が抑えれるかということに着眼していただき

たいと思います。 

  特に、その事業が硬直化してないかと。簡単に言えば、前年度の仕事を踏襲すれば非常

に簡単で仕事も楽なんですが、それで効果が上がっていけばそれでええと思うんですけど

も、もっと安く、また効果のある内容はないんかというふうに、いつもそういう目で見て

いくように心がけていただきたいと思います。 

  印象としては、非常に行政の方は余りとっぴなことをして失敗するのを恐れるとかいう

印象もありますけども、やはりもっとこの時代ですから、新しくこんなことを言うてとい

うようなことを取り上げて検討していただいて、新しい南あわじ市のそういう事業に展開

していってもらえればいいと思います。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに意見交換ありましたら、委員間の意見交換ということで。 

  阿部委員。 
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○阿部計一委員   いや、委員間討議やいうて、これ、委員同士が討議でしょ。これ、何

や総括質疑しよるようなもんでやな、言いっ放しに見える。こんなん意味がないと私は思

うんですよ。誰か今、原口委員が言われたことにそういう討議する人がおりますか。誰も

おらないでしょ。久米さんもないでしょ。ということはよ、理事者側おいてやな、ここで

まあ言うたら総括質疑しよるようなもんで、余り意味がないと思うんですが、委員長、ど

うですか。 

 

○柏木 剛委員長   久米委員。 

 

○久米啓右委員   一般会計の討議でないので、阿部さんに対して、私の意見を言わさせ

ていただきます。 

  議会改革で取り組んでるその委員間討議というのはもちろん議員同士の討議でありまし

て、例えば対面した委員会での討議をするわけです。ただ、まだ試行実施であり、委員も

まだそこまで成熟していないという立場であって、やはり意見を述べておくという程度で

これはよしとするということになってます。ですから、それをとらえて、そんなもん委員

間討議でないというのはまだまだこれから先にお願いしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   この意義とか、本来はちょっといろいろやってるとまた時間もある

んで、一たんこれで討議を終結してよろしいですか。 

  それでは、これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１号、平成２３年度南あわじ市一般会計決算認定について、原案のとおり認定す

べきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  以上で、一般会計決算の審査は終了しました。 

  次に進みます。 

 

 ２．認定第２号 平成２３年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定について 
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○柏木 剛委員長   認定第２号、平成２３年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の

認定についてを議題とします。ページは１ページから５９ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   今、何ページから何ページ言うたかな。 

 

○柏木 剛委員長   ５９ページまでです。 

 

○印部久信委員   ページ２３ページの保険給付費の５の審査支払手数料についてお聞き

したいと思います。 

  まず、この審査支払いですが、これは何に対する審査ですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   国保連合会に届きましたレセプトに対する審査でございま

す。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この審査手数料１,０００万円余りの支払いをしとるわけですが、一

般会計のときにも質疑をさせてもらったわけですが、今、国で一番問題になっとるのが医

療扶助費ですね。医療扶助費に対して、国もいろいろ疑念を持っているようなところがあ

るわけですね。このレセプトは全てのレセプトを対象にしとると思うんですが、この審査

した結果ですね、何らかの指摘事項が出てきておりますか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   この分につきましては、国保連合会で全て処理しておりま

すので、連合会でそこで疑義があったものを医療機関に返しておりますので、こちらのほ

うでその内容がどうということはわかりません。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   それはちょっとおかしいな。レセプトをどっかが代行して審査する。

仮にその審査で指摘する事項があった場合に、保険金を支払っておる、例えば南あわじ市

ですね。南あわじ市に対して、こういうようなことがあり、指摘しましたよというような

報告は一切ないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   国保連合会のほうから直接その分は医療機関に返還いたし

ますので、その分をそのまま南あわじ市が支払うことはございません。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ちょっと言うこと違うな。私が言いよるのはよ、このレセプトをチェ

ックした場合に、レセプトが指摘するようなことがあった場合、この審査しよるのは国保

連合会なら連合会でええんですよ。その連合会から南あわじ市の診療でレセプトが出とる

場合、南あわじ市が支払いしよるんでしょ。その給付の医療費を。その場合、もし不適切

なレセプトがあった場合、南あわじ市にどこそこの医療機関でこういうようなことがあり

ましたよという指摘は全くないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   個々の医療機関がどうとか、指摘があったとかというのは

ございません。ただ、医療費につきましては、医療機関から国保連合会のほうに請求がき

まして、翌月に概算払いをいたします。その後、国保連合会が審査をいたしまして、過誤

調整というのを行います。それを翌月に南あわじ市が審査いたします。 

  また、南あわじ市でも、その送られてきた国保連合会から審査の通ってきたものに対し

ても、こちらでもレセプトの審査を行っております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら課長、これ給付総額が４０億円ぐらいだったかいな。４０億

ぐらいの給付総額やっとるんですね。そしたらこれレセプトの枚数、毎月何ぼぐらいにな

りますか。 
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○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   はっきりした数字は持っておりませんが、１７万ぐらいで

あったと思います。１７万件。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   １カ月１７万件のレセプトをよ、だれがチェックしよんの。そんだけ。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません。間違えました。 

  １年間で２５万７,０００件でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうしますと、月ざっと２万件ぐらいのレセプトが出てきとるわけで

すね。２万件のレセプトを１カ月、公務員の仕事は大体２０日ぐらいですわね。職員の皆

さん方が出勤しよるのが大体２０日ぐらいですわね。何人で２万件のレセプト審査をやっ

とるんですか。いやいや、連合会から来たやつをまたやりよるんでしょ。再検査を。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   この分は業者委託をしております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この業者に委託をしとる審査料が１,０００万ですか。どっちが１,０

００万ですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   はい。国保連合会でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   いや、そしたら課長、国保連合会がチェックしたやつを市に来るんで

しょ。２万件。それをまた、今課長が言われたように、どこかへ委託しとると言うたでし

ょ。その委託料はこの１,０００万の中に入ってないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   入ってございません。それは、ページ２９ページにリセッ

トと点検業務委託料と資格過誤処理業務等委託料で支出しております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうなりますとね、国保連合会からチェックしたやつを市のほうへ帰

ってきて、それを再チェックしておる。年間２０数万枚のレセプト、それが１１８万円程

度で２５万枚のチェックをしてもろうとるのですか。これ、年間に直したら、月、１カ月

１０万程度の委託料で、月２万枚のレセプトをチェックしてもろうとるのですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   はい、そうでございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この委託先っていうのは、専門機関でないとレセプトのチェックやい

うことはちょっとできらんと思うんですが、どういうとこへ委託しとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   現在はメディカルサポートというところです。 

 

○印部久信委員   どこで。場所は淡路ですか。どこですか。 

 

○保険課長（川本眞須美）   すいません、今ちょっと。 

 

○印部久信委員   いや、それは結構、構わん構わん。そうしますと、委員長よろしい。
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国保連合会から市にレセプトが送られてきた。市がそのレセプトを島外か島内か知らんけ

ど、また毎月２万枚送る。それでチェックを受ける。そういうことですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   そうではございません。業者が南あわじ市に来て、今現在

は電子レセプトになってございますので、画面上で審査をしたり、療養院の柔道整復師と

かは紙のレセプトでございますので、それを審査してます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうしますとね、国がとにかく生活保護の医療扶助費については疑問

点が多いというようなことをよく言われてますわね。１件当たりの診療費が高い。特に、

抗神経剤の薬に対しては異常なほど出ておると。そういうことが指摘されとるわけですが、

国保連合会南あわじ市が委託してあるレセプト審査において、指摘というのは一つもあり

ませんか。フリーパスで皆オーケーですか。この二十数万枚のレセプトは。何のチェック

もなし。例えば、何ぼかも減額指摘っちゅうのはないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   はい。減額をしておりますので、その分を過誤調整という。 

 

○印部久信委員   わかってます。減額とかそういう指摘はどれぐらいありますか言いよ

んねん。２５万枚のレセプトの中で。ざっとで、細かい数字はええねん。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません。連合会の分は資料が今持っておりま

せんのでわかりません。 

 

○印部久信委員   連合会違うんやん。南あわじ市から委託しとるところでそういうもん

がありますか言うてんねん。二重チェックしよんのでしょ。このレセプトいうのは。二重

チェックしよんの。これはもうチェックすんのはするほどええと思いますよ。二重チェッ

クしよんのはほんでええねんけど、どれぐらいのものがありますかということ。もう概数

でよろしい。概数で。 
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○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけございません。南あわじ市が委託しているレセプ

トへのチェックで２,０００万円の財政効果がございました。 

 

○印部久信委員   ということは、それだけ俗に言う過大請求がチェックされたというこ

とですね。４０億円の医療費のうち、支払い４０億円の支払いのうち２,０００万円が過

大請求があって返還されたということですねということよ。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   過大請求というか、内容で番号が違うとか、この診療は毎

月が請求できないとかという分でございます。 

 

○印部久信委員   わかりました。委員長、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   まだあると思いますんで、暫時休憩します。 

  再開は午後１時とします。 

 

（休憩 午前１１時５７分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  それでは、平成２３年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定についてというこ

とで、引き続き質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この年にいろいろありましたけれども、剰余金も出たということで、

今年度の国保税の減額にも役に立ったということで、その中で一つ資格証明、短期証の状

況ですが、どのようになっていましたでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 
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○保険課長（川本眞須美）   ２４年８月３１日現在でございますが、資格証が２１２世

帯、短期証が４３５世帯に発行しております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。それは何ページのどの部分。 

 

○蛭子智彦委員   歳入の中で保険税の収入未済という部分が出てくるわけですね。保険

税が払えない方が短期証になったり資格証明になったりするというのが状況かと思うんで

すが、これは１１ページになりますか、不納欠損ということで１,９９９万か、２,０００

万ほど出てますね。収入未済として出とるのが５億６,０００万ということですけれども、

この比率なんですが、これは２２年度と比べてどうなってますか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   不納欠損の率でしょうか。それとも。ちょっとお待ちくださ

い。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   すいません、ちょっと率は出してないんですけども、金額で

と件数でいかせていただきたい。よろしいでしょうか。 

  国保税に対しての不納欠損なんですけども、平成２０年１５９件で１,９０１万円とい

う形になります。それから、２１年度は全体を通して不納欠損を大分出していただいてお

るんですけども、このときが６２４件、４,９５７万８,０００円になっております。２２

年度が件数が２９３件、２,１７０万３,０００円、２３年度が３３３件で１,９９９万５,

０００円。 

  以上になっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   かなり不納欠損、それから金額が２１年に比べてですけども減っとる

といいながらも大体似たような金額を出してると。この不納欠損の内訳はどのようになっ

てますか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 
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○収税課長（福原敬二）   ほとんどの方が執行停止、約半分、５０％近くが執行停止と

いう形になっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   執行停止ということは保険証が交付されない中で、所在が不明であっ

たりとか、これ以上回収が不可能だったりとかいろいろ事情があると思うんですけども、

その主な理由わかりますか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   先ほども言いましたように、執行停止というのは基本的に生

活困窮によりこれ以上とれない。生活保護の世帯、それからそれに準ずる世帯、それから

本人死亡によりどうしてもとれない執行停止、そういう部分が主な部分だと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   結局、金額としては１,９９９万ということで３３３件。これは、３

３３件というのは３３３世帯という意味ですね。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   いえ、３３３世帯ではなく、３３３件という意味になります。

人数でいきますと１５７名だったかと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと質問が悪いのかわかりませんけれども、結局、そしたら生活

保護で移った件数は何件になるんですかね。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   申しわけございません。生活保護の件数まではちょっと私の

ほうでは、調べればわかるんかもわかりませんけども、最終的にその家の状況を調べて、
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その上生活保護になっている世帯を見つけ出すと、それを執行停止という形にしますので、

今ちょっと手元に数字は持っておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   生活保護の受給者２４０件ほどだったですかね。この国保から生活保

護へ何件か移ってると。それ以外の方はどうなってるのかというのがちょっとよくわから

ないんですけれども、生活保護に準ずるというようなことだったんですが、どんな取り扱

いになっていってるんでしょうか。３３３件のうちの半分が執行停止、それ以外というよ

うなこともあったわけですけども、その内容がちょっとよくわからないので、もう少しわ

かるような説明いただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   不納欠損３３３件ですが、実件数世帯数は１５７世帯と

いうことでございます。それで、この中には７７件、資格証も未交付の、保険証未交付の

世帯がございます。といいますのは、特に最近、多重債務で住民票は置いておるがどこへ

行ったかわからんような方が非常に多く存在しておりまして、郵便も着かない。収税課の

ほうで調べても現住地にはいないという方が非常にたくさんおって、そういった方には保

険証交付するにしても、また呼び出ししても通知もつかない、連絡もできないというよう

な方々が７７件おられますので、なかなかここらは対応の仕方がないというようなことで

ございまして、そういう方々が７７件おるということでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   行方がわからないということでありました。 

  ２３年度からの保険税の減免制度、窓口の医療費の減免制度か、これと二つセットで、

２３年度から実施をされたかに思うんですけれども、保険税の減額世帯というのは何件に

なっておりますか。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   市条例で。 

 

○蛭子智彦委員   そうです。条例減免ですね。 
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○税務課長（藤岡崇文）   ２３年度は、いわゆる失業でありますとか療養というような

減免の対象となった方の世帯の件数でございますが、２４年３月末現在で２３件となって

おります。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   収入未済額５億６,０００万ということで、かなりたくさんの滞納世

帯が出ておるということです。その中に、条例減免適応できたのが２３件というような考

え方でいいんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   税務課としましては、申請による減免の件数が２３件という

ことでございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   基本は、保険税が支払えない世帯が条例減免の対象になるというのは

基本だと思うんですね。その理由にはいろいろ、失業であったり病気であったり、いろい

ろ事情があるかと思うんですけども、保険税を支払えない方に対しての条例減免という制

度であると思っとるんですが、今のお話でいくと少しニュアンスが違うように思うんです

が、もう少し説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   申しわけございません。税務課といたしましては、保険税が

支払われない、支払うことができないという前提で課税減免をしているわけではございま

せん。申請に基づきまして、例えば失業でいきますと、３カ月間失業以降定職につくこと

ができないという理由がはっきりした場合に、申請に基づき課税減免をしているわけでご

ざいまして、今御質問のあります、支払うことができないという場合には、当然納税猶予

でありますとか分納のお話で、収税課のほうの対応になってくるかと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   それがよくわからんのですけれども、これは制度設計の問題かとは思

うんですが、長期にわたる資格証明、短期証の発行があると。保険税を払えない方が資格

証明２１２、短期証明は４３５あるという中で、収入未済額があると。状況としては、経

済的困窮による支払い困難ということになっとるということであれば、保険税の減免とい

うのはそこにターゲットが絞られるべきでないのかなというふうに思ってるわけですが、

そういう制度ではないのですか。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   委員おっしゃるそういう部分もあると思います。基本的には、

２２年４月から新たに減免制度を充実させていただきまして、運用をさせていただいてい

るところでございますけども、従来より条例規則での減免規定を設けておりましたけども、

生活保護受給者以外の貧困によります生活のための公私の扶助を受けている生活困窮者と

いうような概念があるわけなんですけども、その辺を具体的に失業者でありますとか療養

休暇でありますとか災害がありますとか、その辺を具体的にさせてもらいまして、平成２

２年の４月から運用をさせてもらっているところでございますが、今委員がおっしゃるよ

うに、例えば生活保護受給者世帯ではありませんが、それに準ずるような家庭の場合には

その他市長が認める場合というところに該当する場合でありますと、こちらのほうでその

辺の事情を調査いたしまして、この減免の対象世帯となる場合はその適用をさせてもらう

ということになろうかと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員 

 

○蛭子智彦委員   条例減免をしないでも不納欠損ということで３３３件出していると。

不納欠損というような扱いのほうがいいのか、それともその状況の中で条例減免をして不

納欠損にならない対応というのもいいのでないかと。このあたりが不納欠損出すのであれ

ば、条例減免の制度、一定もう一度補強していくようなことも必要になるのかなと思った

りもするんですけどね。 

  今の対応というのは少し事後処置的なことが多い。現状の救済につながってないんでは

ないかというような印象を持っておるわけですが、その点どのようにお考えでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（入谷修司）   不納欠損と条例による減免、これにつきましては因果関

係は特にございません。それで、条例減免につきましては所得が急激に減少して納付が困
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難となった場合、申請に基づいて納付減免をするというものでございますが、不納欠損に

つきましては税の時効５年、もしくは法律に基づいて執行停止をして、その状態が３年、

納付困難というような状態が３年続いた場合に、不納欠損という対象となってまいります。

基本的にここらの因果関係はないかと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   不納欠損というのはあくまでも事後処置という印象なんですよ。これ

はね。事後の処置。結果として処置しましたと。ところがそこへ至るまでの間、５年に至

るまでの１年、２年の間で、その条例減免を強化しておけば保険税滞納というようなこと

で、債務に追われて行方をくらまさなければいけない事情が多少とも改善されるんじゃな

いのかなということを言っておるわけなんです。だから、もう事後処置で、もういなくな

ってからということじゃなくて、早い段階で条例減免を強化しておく中で生活再建への道

をつくり出すことが可能になるんではないかという、そういう観点をちょっと申し上げた

だけなんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   先ほど、部長が説明しましたとおり、不納欠損と減免処置と

が全く中身の違う部分だと思うんですけども、例えば、私とこ収税課でやりますと、当然

徴収の相談なり、それから納税相談を受けるわけなんですけれども、そのときに多くの方

が申告をされていない。無申告で税がかかっているという場合がございますので、そうい

うときには担当のほうから収入がゼロでも申告したら減免受けれますよというような、こ

ちらで指導はさせていただいて、そこで書いていただいて、課税のほうに持って行ってい

る。それでもちょっとでも市民にしてみたら助かるということで、私とこのほうではそう

いう対処の仕方をさせていただいております。 

  それから、先ほどから出てます短期証の扱いなんですけども、短期証につきましては基

本的に滞納がある。１年以上２年までの未満、短期における納税義務を行っている方に対

しては罰則という言い方は悪いんですけども、納付内納期を促すための処置として短期証

の発行をさせていただいているというふうには理解をしております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと堂々めぐりになりますので、結局、事後の処置にしかすぎな

いと。それ以前に至るまでの一定の条例減免の強化によって、生活再建の道を探るという
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ことも当然可能であるという見解を持っております。終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   国民健康保険特別会計直営診療所勘定について聞きたいと思います。 

  まず、この３７ページの繰入金６,９９０万円余りのお金は、これはもう市の一般財源

単独ですか。それとも、これに対して交付税算入とか補助金等が入ってきとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   繰入金につきましては、一般会計からの繰入金と国からの

特別調整交付金として入ってきている分がございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ざっくりで結構ですので、割合は何ぼと何ぼぐらいになってますか。

端数は結構です。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   一般会計からが４,９００万でございます。特別調整交付

金は約１,４００万となっております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、歳入歳出の合計だけのことを見ますと、これだけの繰り入れを

やって、診療収入があって、１３万９,０００円余りの黒字ということになってますね。 

  まず聞きたいのは、この直営診療所４カ所あるわけですが、この４カ所の直営診療所は

週何日あけてますか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   ４診療所違いまして、沼島診療所が週５日でございます。

灘診療所が週４日でございます。阿那賀診療所は午前が２日ございますので、合計で６日
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でございます。伊加利診療所が１時間、２時間程度ですが週２日でございます。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これはもう市として、この直営診療所が必要というのはあくまでも公

的病院とか私立病院とかもろもろがないから、やはり市民の生命や財産を守るという意味

で、これはもう絶対なかったらいかん施設と思うんですが、お聞きしますが沼島の診療所、

阿那賀の診療所、伊加利診療所、灘診療所、医師と看護師さん、事務員さん、何名ずつぐ

らい配置されとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   沼島診療所は医師が１名、看護師が正規が１名と、臨時職

員が２名で１名分をこなしております。それと事務職員が臨時職員でございますが１名で

す。灘診療所が医師が１名、今正規の看護師が休職中でございますので、３人の臨時看護

師で回しております。それと事務職員が嘱託職員１名でございます。阿那賀診療所は看護

師正規職員が２名と嘱託職員が１名でございます。伊加利診療所は阿那賀診療所の看護師

が兼務しております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   この４１ページから４２ページの診療報酬、各診療所の報酬が上がっ

てますが、ちょっと執行部にお願いしたいんですが、この書き方されたら各診療所の合計

収入額っちゅうのが非常にこれ見にくいんですよね。だんだんだんって足していかんなら

んので、これ、何とか今度出るときには各診療所の年間の売り上げというんか、総合計が

見やすいようにしといてもらわんと、これ今、私も足してみよったんですけどね、なかな

かだんだん飛んだらもうわからんようになってくるんですがね。 

  見ておりますと、今、伊加利診療所はそういうふうに言われましたがね、伊加利診療所

の年間診療収入トータルが３０５万円、これおうとるんかな。そんなもんですか。計算し

て自信ないんですが。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   伊加利診療所の診療収入は、年間で３０７万９,４０７円

です。 
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○印部久信委員   そうですよね。それやったら自信持って言えますけどもね。そういう

ことですね。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   各診療所の収入につきましては、付属資料の２０７ページ

に掲載しております。 

 

○印部久信委員   すんません。間違えました。それはもうそれで。親切にしてくれてあ

るのによう見らなんで済みませんでした。そういうことですね。 

  市長に伺いたいんですが、先ほど言いましたように、これはもう市としては絶対やらん

といかんことなんですが、この医療費の負担ちゅうものが、将来やはり直営診療所側の地

域ちゅうのはどうしても高齢者が多くて、次の世代がいないということで、対象人員がど

んどんどんどん減ってくると思うんですね。それでもなかなか従業員の医師、看護師、事

務員ちゅうのは減っていた分に比例して減すやいうことは、これはもう絶対できらんと思

うんですね。この市の負担がまだまだ続いて行く状況の中で、市は、今後この直営診療所

の運営について、どんなように考えてますか。 

 

○柏木 剛委員長   市長。 

 

○市長（中田勝久）   当面はなかなかやめることはできないと思いますが、ほんなら未

来永劫すんのかと言われたら、これはある時期、検討は必要やと思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   市としても財政負担がなかなかだと思うんですが、やっぱりこれは今

後そういう地域がやっぱり増してくると思うんですね。ですから、やっぱりこれには市と

して、これはもう責任として、この住民の医療ということについては十分配慮していって

もらわんといかんと思うんです。一見見たときに、もう莫大な財政負担であると思います

が、その辺はいろいろあると思うんですが、継続していただきたいということを要望して、

終わっておきます。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 
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○原口育大委員   １１ページの不納欠損と収入未済額の関係なんですけども、先ほど出

てました条例減免というのは収納率に関係が関連してくるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   収税課長。 

 

○収税課長（福原敬二）   全く制度は別ですので、それが直接収納率に上がってくるか

というと、当然減免されますと安くなりますので、それはひょっとしたらそういう部分で

は支払い能力が出やすいのかなと思いますが、直接収納率等には関係がないようには思い

ます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そうすると、途中で何かそういう雇いどめとかいろいろあって、それ

まで払った分はもう対象外ですけど、それ以降の分は減免されるということになったとき

は、もともと調定額とかに入ってた分に対して収納が落ちるということではないんですか。 

 

○柏木 剛委員長   そういう場合は可能性としてあります。調定額で上がっております

ので、その後変わっていきますと変わってくる可能性があります。 

  すいません、減をするそうです。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   よう収納率が少しでも上がるような努力をされとると思うんですけど、

今言う条例減免とかいう部分がきっちりと運用されるというか、自己申告やと思うんで、

いざ窓口で相談に乗ったときにもうちょっとはよ相談しとってくれたらというふうに感じ

るようなことというのはないですか。 

 

○柏木 剛委員長   税務課長。 

 

○税務課長（藤岡崇文）   課税減免、軽減制度といろいろ制度はあるわけなんでござい

ますが、周知が徹底してるかと言われたら１００ではないとは思ってるんですけども、広

報とかケーブルネットにもありますし、ホームページでも周知はしておりますが、やっぱ

り生活困窮の人が分納とかの相談で、先ほど収税課長からもお話がありましたけども、そ

ういう相談をしている中で、これだったら軽減にかかるのではないかとか、減免制度の適
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用、減免につきましては納期の１週間前という制約があるわけでございますが、そういう

のも次の納期までに申請していただければ、新しく減免の対象となるようなお話もござい

ますので、そういったお話ではある場合がございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   確かに国保のお知らせ、しおりみたいな部分に書いてくれてあるんで、

十分周知できてて、早目早目にそういう相談に乗ることができれば、少しでもその収納率

を含めて、市民にとってもプラスやと思うし、市にとってもやっぱり数字的にもプラスと

いうか、よい効果があるん違うかなというふうに思いますので、なお一層そういう努力を

お願いしたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第２号、平成２３年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第２号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 
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 ３．認定第３号 平成２３年度南あわじ市老人保健特別会計決算の認定について 

 

○柏木 剛委員長   次に、認定第３号、平成２３年度南あわじ市老人保健特別会計決算

の認定についてを議題とします。ページは６０ページから７１ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第３号、平成２３年度南あわじ市老人保健特別会計決算の認定について、原案のと

おり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第３号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ４．認定第４号 平成２３年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

 

○柏木 剛委員長   次に、認定第４号、平成２３年度南あわじ市後期高齢者医療特別会

計決算の認定についてを議題とします。ページは７２ページから８５ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは広域でやっておるものでちょっとわかりにくいところがあるの

で、出席されておられます議員にお尋ねするんですが、この後期高齢者医療保険料ですね、

これはどのような推移をたどっておりますか。この発足以来の保険料ですが。 
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○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   南あわじ市の保険者の保険料の推移でしょうか。南あわじ

市でしょうか。兵庫県でしょうか。少しお待ちください。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   ２３年度と２４年度を持ってきておりますが、軽減措置を

行った上で、２３年度は２３年６月２５日現在でございますが、４万４,６２２円でござ

いました。これが、２４年６月２３日現在で、これは２４年度の保険料でございますが、

４万５,４７７円となっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その前の分は持ってないということですか。大分変わってると思うん

やけどな。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません。２２年度で、これは２２年６月２６

日現在でございますが、４万３,８３８円でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   年々医療費の増額とも関係するのか、保険料が年々上がっていくと。

発足は幾らから始まりましたか。スタート時点での保険料。１人当たりの保険料ですね。 

  ことし、２３年度決算ということですので、それはさておいてのことですが、実質収支

としては１,１００万ほどの剰余金ということですが、ぎりぎりのことになろうかと思う

んですけれども、南あわじ市の国保の医療費は４１市町中３８番であったという説明が前

ありましたね。３７番、３８番、ちょっと見方あれですけども。この後期高齢者の医療費

はどうなってますか。南あわじ市の方の。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 
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○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません。県下での順位というのはわかりませ

ん。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはなぜですか。 

 

○柏木 剛委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません。医療費と被保険者数を割れば出てく

るかと思いますが、現在その資料を持っておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは議会ではどんなふうになってるんですかね。議論は。 

 

○柏木 剛委員長   暫時休憩します。 

 

（休憩 午後 １時３３分） 

 

（再開 午後 １時３６分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今、資料をお持ちじゃないということだったんですが、そうした行政

単位ごとの医療費の動向などを示す資料というのは調整されてないんですか。それともた

だ今持ってないだけなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   広域連合、これは４１市町村の加入をしておる総合した

事業費いうんか医療費、そういう会計を扱っとって、当然そこにおられる議員さん方はそ

の全体の医療費、そういう後期高齢者医療費のいろいろ審議をしていただいておるんです

けれども、当然、４１市町村のそれぞれの医療費等は広域連合のほうではつかんでおると
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思いますけれども、その個々の保険者の１人当たり云々のデータは取得されておらないと

思いますし、我々のところにも来ておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   国保の場合は、例えば健康づくりというようなことで基本健康診査、

努力して受診率上げようとか、いろいろそういう医療費を抑えるための努力が個々の自治

体ではやられていると思うんですね。ところが、広域化することによって、高齢者の方の

医療費、健康づくりを進めて、その医療費の抑制を市町村ごとに頑張ってやるということ

が、今の話でいくとちょっとしにくいような印象もあるんですけども、この点いかがです

か。データがないとね、頑張りようがないということもあるんじゃないですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   特定健康診査、または特定保健指導、これについても後

期高齢者の方については義務というんではないですけれども、市において、いろいろ指導

してくださいということでやっておりまして、当然７５歳以上、または７５歳以下を区別

して、市のその担当も医療費の抑制云々についてやっとるわけではございませんので、当

然市民全体に関して、そういうことをやっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この会計は保険料をどうやって集めるかと。それをどう出すか。保険

料の金額が決まって、保険料を集めるだけの会計ということなんですけれども、非常に国

保に比べて広域化することによって、何をどう努力していけばいいのかというのが末端行

政の中ではわかりにくいものになってるという印象なんですが、もう少しこの自治体の努

力するものと、その結果とかわかるような、こういう資料なり、保険料出すだけというよ

うな、こんなものにならないようにしたほうがいいんじゃないかと思うんですけども、全

般的にですよ。決算見とっても何かやっとることがわからないというのか、集めるだけと

いう。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）  当然この後期高齢者医療制度、運営主体は広域連合でござ

いまして、当然４１市町村は加入保険者ということで、当然こういう広域連合に対して負
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担金であるとか保険料、そういうふうな支払いが主となっております。これは今の状況で

はやむを得ん話かと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、やっぱりどうしても議員ですね、この市を代表して１人し

か行っとらんわけですから、やっぱりそういう副市長という任にもあるわけですから、全

般的に努力もして、保険料が低くなることのほうがいいわけですよね。そういうことで、

議員としての思いなり、今後の提案なり要望なりっていうのをもっと出したほうがいいん

じゃないかと思うんですけどね、その点いかがですかね。 

 

○柏木 剛委員長   副市長、もう総括して、説明員じゃない立場かわかりませんが、今

の件は一括して答えてもらって終わりに。 

  健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（藤本政春）   保険料の決定するときにおきましては、２年間の医療費

の総額を見込みまして、当然各保険者が負担するお金、それを保険料ということで均等割、

所得割ですか、そういう率を算定しておるわけでございまして、県下平均のそういう保険

料の額よりも当然うちの南あわじ市につきましては、先ほど４万４,０００円とか言いま

したけれども、かなり低い額になっておる状況でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   事務サイドとしての発言ということと議員としての発言ってまた違う

とは思うんですね。その点、今後改善していただきたいと思います。終わります。 

 

○柏木 剛委員長   よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑ございませんので、質疑を終結します。 

  委員間討議は特になしですね。 

  わかりました。次に行きます。 

  それでは、これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第４号、平成２３年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、原

案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第４号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ５．認定第５号 平成２３年度南あわじ市介護保険特別会計決算の認定について 

 

○柏木 剛委員長   次に、認定第５号、平成２３年度南あわじ市介護保険特別会計決算

の認定についてを議題とします。ページは８６ページから１３８ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ページ数で言えば、１２６ページ、サービス事業費ということで出て

おりますね。歳出ですね。介護保険の給付はこれと、それからもう一つ戻って、もっと大

きいのが保険給付費ですか。これは８９ページに総括が出てますね。 

  まず、その８９ページの総括表に出ております介護サービス等々の給付の関係ですが、

これはいろんな施設を中心にしてやられていると思うんですが、介護保険に基づく介護給

付を行っている施設数というのは南あわじ市には、ここには南あわじ市だけの施設じゃな

いとは思うんですが、介護給付を行っている南あわじ市の施設というのは何カ所あるんで

しょうか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   いろいろな種類によって異なっておりますけども、ま

ず施設サービスということで申し上げますと、特別養護老人ホームが５カ所、老健施設が

３カ所、療養型施設が３カ所でございます。あと、デイサービス事業所としては１０カ所

程度だったと思います。通所系という意味、あるいは施設という意味ではそこが主なとこ



－ 400 － 

ろでございます。それと、地域密着型サービスとして、グループホームが３カ所、小規模

多機能型居宅介護が４カ所でございます。あと、ヘルパー事業所については、ちょっと数

字は今覚えておりません。 

  以上です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ９８ページに、介護従事者の処遇改善ということが出ておりまして、

これも以前もいろいろ聞いとったわけですが、全般的に見たときに、この介護関連の施設

で働いてる方、大体何人ぐらいおるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   承知をしておりません。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   承知をしておらないということなんですが、割と若い方も含めて、こ

の南あわじ市で企業誘致企業誘致というようなことをいろいろ言われるわけですが、こう

いう介護の現場、福祉の現場っていうのは結構雇用創出の場になっているというふうに思

っとるわけなんですね。一体どれぐらいの方が働いてるのか。これは施設でヘルパーとし

て働いてる場合もあるし、そこの実際に介護、その場所で働く人もあるだろうし、いろい

ろケースあるかと思うんですけどもね、栄養士さんや調理師さんやこういう方も含めて、

相当人数が雇用創出の場としてもなってるんじゃないかと、こういう印象を持っておるん

ですが、余り関心ないですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   確かに介護の関する職員の数っていうのはたくさんい

らっしゃいます。ただ、私の立場で言えば、企業誘致云々ということについてはもちろん

直接はタッチしてないんですけれども、働く場所を提供している事業所という意味では、

今後も大きな受け皿になるものと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   余り、前もこの処遇改善ということで、どんだけ賃金あるかとかいう

ことを聞いたら、いや私の所管ではないのでわかりませんというような話だったんですけ

どね。これはどの部署にあっても、農業振興部にあっても教育にあってもどの部署にあっ

ても、その働き場所、雇用確保というような、これはもう市に働く者は全て関心を持たな

あかんことやと私は思うんですよ。もう人口が減り、流出がふえ、子供が減りという中で、

もう働き場所を皆協力して探しとるわけでしょ。ここの現場というのは今後も広がるし、

ふえると思うんですよね。そういう面からまあこれは支出も多いですけどね。これは大変

この南あわじ市にとっても有用で本当に大切な部署部門だという自覚を持って、これは小

坂課長、頑張ってほしいと思うんですけどね。どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   本年４月に、特別養護老人ホーム太陽の家とすいせん

ホームでそれぞれ３０床の増床を行いました。それによって、職員の数はかなりふえたと

いうふうな事業所の話は聞いております。 

  また今度、第５期の計画の中で８７床の増床を予定しております。それにおいてもまた

そういうふうな雇用の場の確保はできると思っております。と同時に、また待機者の解消

にも結びつくということで進めていきたいと考えております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   特に、大学卒業した方、本当に若い方がやっぱりそういうところで働

いてるケースが多いと思うんですよ。一度そういう観点から、この状況も見回してもらっ

て、これは直接決算とは関係がつながってこないんですけどね。決算で関係してくるとす

れば、この介護従事者の処遇改善と、これはそこで働く方々が安定した収入、職場になれ

るかどうか。また、よい介護が提供できるかどうかということにかかっている事業だった

と。これがもうなくなるんですね。そういう面からもちょっと心配しとる点があるんです

けど、いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   平成２３年度まで、３年間ですが、国のほうは直接介

護職員に対して１万５,０００円の交付金ということで出しておりましたが、これを２４

年度以降なくなっております。これは介護報酬に反映させたということでございます。た

だ、各事業所ではその１万５,０００円の国からの交付金はなくなりましたが、それにつ
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いては引き続き、介護職員に対して交付すると。そういう事業所を、聞いた範囲では全部

残しておくと。給料を下げるわけにはいかんというふうな話を聞いております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   平均の保険料が、２３年度は３,９００円だったかな。これが２４年

度に４,９８０円に上がったと。その介護サービスを提供するために負担がふえてるとい

うことではあるんですけれどもね、それがそういう若い方の雇用の場であったり、老後の

安心ということにもつながるんであれば、一定認めざるを得ない部分もあるのかなと。そ

れは国や県の責任とは重大であって、そこはここでもっと言わなあかんと思うんですけれ

ども、市としてやってる限りの努力というのはこういうところに限界があるのかなという

ふうな理解はしとるんですけどもね。そういった面でどんな雇用状況になってるのか。こ

れは一回、やっぱり調べていただいて、小坂課長もこんだけ確保してるんだという違う観

点からですね、介護の現場、福祉の現場を見直してほしいと思うんですけども、その点い

かがですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   各事業所には、職員の数については問い合わせをしま

すと出てくると思いますんで、私どもも一度は確認はしたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員   終わります。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   また基本的なことをお尋ねすんねんけんどよ、先ほど言うたように、

介護施設今から増床っちゅうようなことでお話されとったと思うねんけんど、それは当然

雇用の創出は私はそれはできると思うねんけどよ、そういう施設はあればあるほどええね

んけんど、市民負担というのは、基本的なことをお尋ねすんねんけんど、どないなんので

すか。いろんな介護サービスを受けることによって１割負担等々でやっとると思うねんけ

んど、施設にそういうふうなやつで雇用の場ができんねんけんど、市民負担いうたらどな

いなります。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 
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○健康福祉部次長（小坂利夫）   介護保険については、国・県、それから市の繰出金、

それとが半分です。介護のサービスの提供のために要する費用のうちの公費負担が半分、

残り半分を６５歳以上の方の保険料が第５期、今、２４年度からの２６年度までで言いま

すと、６５歳以上の方の負担が２１％、４０歳から６４歳までが３９％、そういうことで

介護保険の運営を行っております。第５期は標準基準額で４,９８０円の６５歳以上の方

の負担ということで、第４期３,９００円に比べれば高くなっております。これはやっぱ

り介護サービスの利用がふえたということが主な要因です。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんで適正な施設の数っていうのは、当然私はあると思うねんけんど

よ。その辺、南あわじ市の現状は今からもまだふやすというようなお話があってんけんど

よ。この南あわじ市内はまだまだ足りてないということなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   特別養護老人ホームに限って言えば、待機者が昨年６

月で、これは介護度の高いっていいますか、入所の必要性が高い方という限定ですが、市

民で１５１人いらっしゃいました。ことしの６月に調査したところ１４０人でした。６０

床の増床をしたんだけども、やはり増床によって何ぼかは減ったんだけども、新たな必要

度高い人もふえてきているということで、いまだに１４０人いらっしゃいます。そういう

意味で、まだまだ特別養護老人ホームについては必要性があるというふうに思っておりま

す。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これはもう個人的なことで、また次長とこ行って、十分また御指導し

ていただきます。これは終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   ちょっとお聞きしたところでは、島内３市では、南あわじ市が非常に

施設の数が多いということを聞いておるんですが、それでよろしいですか。 
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○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   種類によっていろいろございます。特に、他市に比べ

て多いのは療養型が、ほかの市はほとんどないんですが、南あわじ市では今６３床ござい

ます。それから、老健施設も他市に比べて多いです。特養についてはやや少ないぐらい。

ただまあ介護施設全体で言いますと、やはり数は少し多いと思います。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   それで、これを見ておりますと、増床は認められていってますが、新

設はやはり南あわじ市は無理なんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   健康福祉部次長。 

 

○健康福祉部次長（小坂利夫）   第４期で６０床増床したと言いましたけども、実は当

初の計画としては新設２９床の小規模な特養を２カ所つくりたいと考えておりまして、平

成２１年に公募したんですが手を挙げてくれる事業者がなかったということで、方針を増

床という形に変えて整備したところです。第５期については２９床の小規模な特養を３カ

所新設という形で計画を持っております。 

 

○柏木 剛委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   できましたら、小中学校があいてきますので、雇用の発生するそうい

うものをただで上げてでも建ててもらえるように、また考えていただけたらなあというこ

とをもちまして終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑はございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○柏木 剛委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第５号、平成２３年度南あわじ市介護保険特別会計決算の認定について、原案のと

おり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第５号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ６．認定第６号 平成２３年度南あわじ市訪問看護事業特別会計決算の認定について 

 

○柏木 剛委員長   次に、認定第６号、平成２３年度南あわじ市訪問看護事業特別会計

決算の認定についてを議題とします。ページは１３９ページから１５１ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第６号、平成２３年度南あわじ市訪問看護事業特別会計決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 
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○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第６号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  暫時休憩します。 

  再開は２時１０分とします。 

 

（休憩 午後 １時５７分） 

 

（再開 午後 ２時１０分） 

 

 ７．認定第７号 平成２３年度南あわじ市慶野松原海水浴場特別会計決算の認定について 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  次に、認定第７号、平成２３年度南あわじ市慶野松原海水浴場特別会計決算の認定につ

いてを議題とします。ページは１５２ページから１６４ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   慶野松原海水浴場ですが、年々入り込みが減ってるという中で、いろ

いろ問題点もあるんかなあというところもあるわけですが、この入り込み客の収入ですね、

営業収入、資料も出とるわけですが、その説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   入り込み客の収入と申しましても、ここの海水浴場の

会計は駐車場と施設利用料とキャンプ場、古津路売店の収入でございます。そういうこと

で、平均して駐車場は主なことになってますんで、駐車場が入らなければ収入が少ないと。

そういう形になってます。付属資料でも年度別に２６０ページに並べております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   数字としては出てるわけですけれども、２２年度と２３年度で、これ

はやっぱり高速料金の関係も含めて、やはり大幅な減ということになっておるんでしょう

か。 
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○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   ２２年度と申しますより、ずっともうこれは最近傾向

として落ちてきていると思います。増加があったり減少があったりしますけど、ことしは

また、もうことし夏終わってますんで、２２年度並の決算になる予定です。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、慶野松原荘とも関連もあろうかと思うんですが、いろいろ情

報を見ておりますと、須磨の海水浴場もことしは大変な入り込みで、その原因としてはい

ろいろ考えられるけれども、いろんなイベントを打つなり、その海水浴場としての企画を

手を打って、利用客の入り込みをふやすという努力もされてるようには思うんですけれど

も、慶野松原海水浴場としてはそういう独自の手だてを何か打ってきた。または打って行

こう。こういうことは２３年度の中にはあったんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   ２３年度もございませんし、特に海水浴場のイベント

としては行っておりません。私どもが管理する範囲は、７月の第２、海の日を含む土曜日

から、８月の盆過ぎの２０日過ぎの日曜日までの間だけしか行いません。そのほかのこと

については、海水浴場、もうホームページもありませんし、松原荘を使ったような形で宣

伝をしていくほかないと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   須磨の海水浴場などでは地元の商工会とか民間の協力もして、活性化

といいますか、振興を図るというようなこともあるわけですけれども、慶野松原海水浴場

ということであるわけですけれども、そうした民間や地域やこういう方々との連携なり、

また振興策なりということもやっていく必要があるんじゃないかなと。ただ、じり貧的に

状況を見てふえた減ったというようなことではなくて、構成的なことも必要でないのかと

いうふうに思うんですけども、そういう海水浴場としての特別会計としての利益を上げる

と。そしてそれを還元するというようなこと。地域の観光なり商業なりの一つの牽引車と

なるべき海水浴場というようなことを考えるべきでないのかなと思うんですけども、その

点いかがでしょうか。 
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○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   先ほども申しましたように、私もこの海水浴場には昭

和４０年ごろから、約４０年間ですか、かかわってきております。そういう慶野松原の一

番の問題点は、最初の昭和４０年ごろでしたら、あの国民宿舎の前に八つぐらい民間の海

の家があったんです。それは、それなりの需要があり、観光客があり、収入を得られてた

からです。ことし１軒になりました。来年なしになる可能性が多分高いと思います。そう

いうことを考えますと、地元であったり、慶野松原荘であったり、いろいろ今の海の家に

変わるようなことをやっていかなんだら、海水浴場としての魅力がますます落ちていくと

いうふうに考えております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   慶野松原荘のほうもね、非常に密接にもかかわりあいがありますので、

後ほどまた質疑したいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  小島委員。 

 

○小島 一委員   今、じり貧で利用客が減っているというふうな答弁でしたんですけど、

これを見てたら、２３年度は確かに天候は不順で営業できる日が少なかったのかなという

ことで落ちてるんですけども、それでもこの繰り越しを見てますと、大体１００万から２

００万ぐらい増減あっても繰り越しておるような気がします。それで、以前にも同僚議員

からも言われてましたように、やはり海水浴場の目の前でやっぱり安全な海水浴場、また

は施設のきれいなトイレであったりシャワーであったり脱衣であったりというふうな、や

っぱりそういうところでないとなかなか京阪神、都会からなかなか来てくれにくいという

ふうに思うんですけど、こういうライフセーバーとかそういうふうなことを考えられませ

んか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   ことしもライフセーバーとかそういうことについてで

すけど、ことしも営業前に１件死亡事故が起こっております。それはヘリコプターを海上

保安庁が用意しまして、ヘリで捜索しました結果、３時間後ぐらいには発見されたような

ことがございます。それでも、これについて申しますと、そういう事故について申します
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と、ライフセーバーが何人おったって無理です。その人が海に入ったかどうかもわかって

おりません。一緒にした人も一緒に３時間ほど酒を飲んどったそうです。いつの間にかお

れへんようになったら海の中におったと。海の中にいたんか、陸におるんかもわかりませ

ん。そやから湊の組合に対しても応援をかけておりまして、それから便所のところがそう

なんですけど、便所は施設が古いだけです。掃除はシルバー４人かけて、便所一帯を掃除

しておりますんで、それほど人件費としてかかっているとは思っておりません。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   掃除するとかそんな問題じゃなしに、やはり設備そのものが古くなっ

てるっていうか、今の若い人はやっぱりトイレであればできるだけウォシュレットであっ

たりというふうな清潔感も求めるし、ライフセーバー置いても置かんでも一緒やというふ

うな話やけど、それはやっぱり違うと思うんよな。やっぱりそういう常に安全なように巡

回しておるというだけでも安心感あるし、やはり海水浴場としてのグレードも上がって、

それでお客さんもあそこだったらというふうなことで来てくれるようになるんじゃないか

なというふうに思うんですけども、違いますか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   ライフセーバーの話は別としまして、便所の件ですけ

ど、それはかなり施設的には老朽化しております。今最近、一番近くで海水浴場を開かれ

たんが五色海水浴場です。見てていただいたらよくわかると思います。更衣室とかシャワ

ーとかトイレとか、すごいきれいになってます。そのことを考えれば、今後はそこらを整

備していかなならないかなと思います。 

  ライフセーバーにつきましては、古津路の売店に常に３人おらせております。２人は売

店の絡みもするんですけど、１人は監視の役でずっとつけております。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   やっぱりライフセーバーいうのは資格の要るものなんですよ。ただ売

店の片手間に安全見てるというふうな、そういうふうなもんではないんです。ですから、

やはりそれなりに専門の訓練も積んで、溺れた場合にどうすればいいかとか、溺れた人を

どういうふうにすればいいかとか、注意の仕方とか、全部そういう訓練を積んだ人が資格

取ってやっていらっしゃるし、やっぱりそういう方が遊びに来るほうとしたら、やっぱり

そういうふうな、それは１００％いうたら無理かもわかりませんけども、やっぱりそうい
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う安心感がある海水浴場いうのはやはりかなりのセールスポイントになるんと違いますか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   セールスポイントはあると思いますが、今のところラ

イフセーバーに委託するというふうな考えはございません。そのほかに救急救命法とか救

護法とかＡＥＤとか、そういうことはバイトの職員にも全部指導してますし、陸上に上が

ってのことは全部できるようにしてます。 

  それから、松原で、今まで私が来て経験してきた死亡事故というのは、ほとんどが飛び

込んだまま浮いてこない。そういう事故に対してライフセーバーが必要なんかどうか。そ

ういうことです。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   やはり全く考え方が私と相入れないような答弁だったんですけども、

これはやはりね、今後ぜひともやっぱり市として考えていってほしい。どないですか。産

業振興部長。 

 

○柏木 剛委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   産業振興部の中で、各海水浴場を持っております。特に、

商工観光課の関係では阿万の海水浴場もありますんで、そこら辺を一体的に踏まえた中で、

一度ちょっと協議をさせていただきたい。そういうふうに思っております。 

 

○柏木 剛委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   ぜひとも、かなり繰越金もこの２３年度で約５００万ありますし、だ

から施設の整備であったりライフセーバーであったり、やっぱりこれは残して、赤字のと

きもありますから多少は必要かわかりませんけど、だんだんだんだん積み上げていく必要

はないと思うんで、そういうふうにやっぱり安全面に使っていってこそ、初めてお客さん

もまた来るというふうに思ってますんで、今後よろしくお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに。 

  谷口委員。 
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○谷口博文委員   同僚委員が私の言いたいことを大分、半分を言っていただいたんで、

施設整備は除いて、私は駐車料金が主なる収入源になっとるねんけんど、１台７００円の

料金を徴収しとると思うんですわ。この辺がどうも私も観光客の方のお話を聞けば、若干

適正な価格よりちょっと高いというようなことを、私はよく耳にするわけですが、この辺、

まずあの駐車場、土地は借地料というのは払ってると思うねんけんど、年間幾ら払ってお

られますか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   借地料は一般会計の海水浴場費の土地借り上げ料で上

がっております。２６０万ぐらいですか。それと、国民宿舎が３０万ぐらい負担して、約

３００万で賃借料を払ってます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この辺の近年の傾向として、ずっとふえよんのけ。それとも、この地

代っちゅうのは下げていきよんの。その辺はどっちなんですか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   これはね、ずっと昭和４０年代から２２０万だったん

ですけど、平成何年かな、私が商工観光課をのいた途端ですので、そのとき３００万ぐら

いに上がってますんで、私の担当のときではありません。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これはどこに借りられとるんですか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   古津路土地組合です。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この辺の古津路土地組合のですよ。その辺の適正な価格がどうかいう
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のは検討はされておるんですか。毎年見直しというかですな、その辺は検討されておられ

ますか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   検討はしたいと思うんですけど、一般会計から支払っ

てるもんでございますんで、この特会のほうは全然借地料は関係ありませんので。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これは特会のほうで、その辺の収益上がって、先ほど小島同僚委員が

言うとったわな。この辺、私も海水浴客が心地よいような施設整備っちゅうのはもう同僚

委員がお願いしとるさかいそんでええねんけんど、要は後は、駐車場料金をせめて多賀の

浜と同じような５００円ぐらいの適正価格にしていただきたいという思いがあるんですけ

ど、その辺はどうですか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   適正価格が５００円かどうかいうのはちょっとわから

ないところがあるんですけど、５００円にしようと考えれば、また影響のあるところもご

ざいます。慶野地区のほうも７００円で統一してとっておりますんで、慶野地区とも一応

協議は必要かと思います。それと、７００円を５００円にすると、ことしから施設使用料、

須磨海岸なんか全てバーベキュー禁止になってます。有料でもやらせてくれるところはほ

とんどなくなってます。うちが３００円でやってるやつを、施設使用料に５００円でアッ

プしてもバーベキューの人数を確保できると考えてます。 

 

○柏木 剛委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   まあまあええわ。支配人、７００円のやつを値下げっちゅうかよ、も

う同じようなやつでなしに、ちょっと他の類似施設とよう似たような価格設定にだけする

ように努力してください。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 
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○阿部計一委員   駐車場の今の件で、谷口委員と関連するわけですが、私も聞かんなら

んと思ったことをほとんど言ったわけですが、私は今のこの観光施設の中で白砂青松ああ

いうすばらしい海水浴場は、そう日本探しても数はないと思うんです。ですから、南あわ

じ市としては、少々赤字がいこうが何をしようが、また指定管理という方法もありますけ

ども、絶対施設として守っていくべき観光資源やと思ってます。その上でね、よくお聞き

するんですけども、やはり収入源に駐車料金がかなり影響しとるということが、私ちょっ

と阿万の海水浴場に来てるお客さんとか、やはり今まで慶野行っとったけど、あそこは駐

車料金が高いからなというような、やはり入り込む客の減少に駐車料金というのがかなり

影響しとるのでないかと思います。そういうことで、聞きよったら、年間３００万ほどの

しれた金額やと思うんですよね。その駐車料を何とかするという方法が一つの営業をこれ

から大きく伸ばす大きな一つの方法やと思うんですけども、これは市として、もう一括で

支払いして。いや、ちょっと間違えました。この駐車料を今谷口議員も言ってましたけど

も、もっと安くしてやると。例えば極端に言うたら、駐車料無料やというような形で営業

する。そういう方法もあるとは思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   そういうことも考えられると思いますけど、駐車場が

高い云々は平日ではほとんど駐車場はもうがらがら状態なんですね。土曜日の夕方ごろか

らと日曜日の１１時ごろまでに満車になったら、その日は満車になるんですけど、ことし

の日曜日を見てますと、１１時ごろに満車になったの、本当に満車になったのたった１回

だけです。後の日曜日につきましては、ガードマンが満車にしたままほってあったいうだ

けの話で、本当に言えば一日ぐらいの満車だったんちゃうかと思ってます。 

  それで、議員さんがおっしゃるように、無料にした運営方法も当然考えられると思いま

す。駐車場が満車になるかならんかは別個の問題として、運営の仕方として駐車料金をと

らないと。条例改正も必要ですけど、そういうところから施設使用料とか、駐車場を無料

にすれば、多分ガードマンだけで駐車場の委託している団体にも金銭を払わなくていいし、

そういうことから考えると、やって可能かなと思います。検討の余地はあると思います。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   もう答弁は結構ですんで。一度そういうこともチャレンジしてみて、

結果はどう出るかわかりませんけど、私はその駐車料金というのが収入源に大きくインパ

クトを与えておると、私はそう思うんで、一回そういうことも前向きにひとつ考えていた

だいてほしいなと思います。以上で終わります。 
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○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第７号、平成２３年度南あわじ市慶野松原海水浴場特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第７号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ８．認定第８号 平成２３年度南あわじ市土地開発事業特別会計決算の認定について 

 

○柏木 剛委員長   次に、認定第８号、平成２３年度南あわじ市土地開発事業特別会計

決算の認定についてを議題とします。ページは１６５ページから１８６ページまでです。   

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 
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  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第８号、平成２３年度南あわじ市土地開発事業特別会計決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第８号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 ９．認定第９号 平成２３年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計決算の認定に 

         ついて 

 

○柏木 剛委員長   次に、認定第９号、平成２３年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事

業特別会計決算の認定についてを議題とします。ページは１８７ページから２０１ページ

までです。   

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   産廃の処分場について、これは地場産業ということで瓦業界がほるの

と、一般業者だと値段が違うわけですが、これはどういう関係でそういう差がついておる

んでしょうか。大体のことはわかっておるんですが、改めてお聞きします。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   この産廃処分場は、平成８年、旧西淡町の折に創業した

施設でございます。まず、瓦生産段階においてできた瓦につきましては、やはり生産段階

に応じた単価を設けやないかんというようなことで、地場産業の育成に貢献してきた施設

でございます。民間にいきますと、その生産中の瓦と建設廃材の価格が同じようになって

おりまして、民間ではおおむね１トン当たり、建設廃材と一緒ですから、１トン当たり３,

０００円ぐらいかかるような相場となっておりますので、やはり瓦業界にとってはなくて
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はならない施設と考えております。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それはもうよう、課長、わかってます。ただ、それは西淡町のときは、

それはもう西淡の地場産業で、それはもう財政面でも物すごく貢献しておったということ

で、それはもう。ただ、地場産業というだけでしょ。瓦業界が産廃処分場に投資をしてお

ったとか、そういうようないきさつはないと思うんですよね。そういう中で、もう１７年

に合併をして、南あわじ市はもう一つやというような形の中で、やはりいま一度、そうい

う面について、やはり一般の産業廃棄物を投棄するについても一考する余地があるのでは

ないかと。ただ、昔のそういう地場産業いうだけでね、業界のほうも今かなり落ち込んで

いってますわね。そういう中で、いつまでもそういうことをずっと続けていくっていうの

はいかがなもんかなと。やっぱり何か公平性に欠けるんでないかと思うわけですけども、

いかがですか。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   まず、行政合併の前ですけれども、これは旧西淡町に限

られた施設でございまして、それをまず、南あわじ市全域に拡大したわけなんです。それ

で、今現在もその処分の発生地域は市内に限られておりまして、そういうことで料金制度

は変えてございません。そしてまだ、今の償還金等、ここ三、四年残っておりますので、

まずこのまま安定的な操業が見通し立っておりますので、現在のところ、その検討には入

ってございません。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   今の課長の答弁ですとね、そういう既得権があるから優先的にそうい

うふうにやられとると。けど、もう合併もしたし、ほかの企業もあるわけですからね、西

淡は西淡の瓦の業界の値段はそれはそれでいいとしても、やっぱり一般の業者についても

値段、今も何か見通しついたというような答弁されてましたけども、やはりそれ少し下げ

るとかね、そういうような方法もあると思うんですよ。その点どうですか。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   その件に関しましては、やはり市内全体を民間の処分場
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へ持って行くよりも、市内の処分場のほうの有利性を保つためにも、今の料金制度を続け

たいと申し上げとるわけでございまして、まず建築廃材、これはコンクリートがら等でご

ざいますけれども、施設では１トン当たり１,４００円になっております。それを市外の

民間にいきますと、先ほど申しましたように、１トン当たり３,０００円ぐらいが相場で

ございますので、例えば住む人のなくなったと、そういうようなことで優遇をしとるわけ

でございますので。 

 

○阿部計一委員   ようわかりましたんで、もう一回ね、委員長。 

 

○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   イエスかノー。もう安くしないと。しないか、また考えるかどっちか。

もうどっちでも結構です。はっきり言うてください。 

 

○柏木 剛委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（高木勝啓）   まず、現時点では、今でも民間と比べたら安いと考えて

おります。そして、償還終了があと三、四年、つまり平成２７年にはもう一度検討はさせ

ていただきたいと。そのように考えております。 

 

○阿部計一委員   よく検討してください。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   ございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 

  何か御意見ございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議ございませんので、これより採決を行います。 

  認定第９号、平成２３年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計決算の認定につ

いて、原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第９号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 １０．認定第１０号 平成２３年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計決算の認定に 

           ついて 

 

○柏木 剛委員長   次に、認定第１０号、平成２３年度南あわじ市ケーブルテレビ事業

特別会計決算の認定についてを議題とします。ページは２０２ページから２１９ページま

でです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  出田委員。 

 

○出田裕重委員   ページ数で言うのもあれです。加入分担金と２０８ページにあるので、

加入率、２１、２２、２３年、わかればお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ケーブルネットワーク淡路の土肥です。ど

うぞよろしくお願いします。 

  加入率でございますけれども、２３年度末については９１.５２％、それから２２年度

末については９０.６２％、それから２１年度末が８９.１５％でございます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   何でこんなことを聞くかといいますと、この間ケーブルテレビに加入

してる魅力をいろんな人と話をしてました。地デジが見れるというのが圧倒的に多いです。
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ぼちぼちケーブルテレビの年間の使用料、料金も気になり出してる世帯の人もいます。聞

きたいのは、解約してる人もいると思うんです。２３年度だけで結構ですので、加入者数

と解約者数、解約者数もふえてきてると思って質問してるんですけども、どんな推移です

か。 

 

○柏木 剛委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ケーブルの２３年度の増については４００

世帯、それから減については１２５世帯でございます。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   思ったより多いですよね。これからもっとふえると思ってます。そう

いう雰囲気をいろんな人と話してて感じました。いろいろ努力はされてると思いますけど、

議会でもいろんな質疑が飛び交ってると思いますが、解約をしていただかないために、強

制的な加入とかはないもんですけども、やっぱり魅力がないから解約されてる人がふえて

きてる。解約の手続のときにどういうところが気に入りませんでしたかというようなのは

民間企業は必ずやってるもんやと思いますけど、そういう取り組みはされてますか。こう

いうところ改善してほしいと。 

 

○柏木 剛委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   解約に来られた人の中では、他社に行く方

もございますので、他社に行く場合については防災とか緊急情報、それから自主放送が見

られないんですけれどもどうされますかとかいうことはこちらのほうから言ってございま

す。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   口で言うのもいいと思うんですけど、やっぱり統計的に集計をしてい

く必要があると思いますし、それに倣って、解約をしたいということは、もうそれ相応の

はっきりとした理由がある人らの意見なので、そこはちゃんと受けとめて、データ化なり

反省点としてやっぱりやっていかないかんと思います。それをやっていただきたいのと、

この決算委員会でもちょっとかなり情報化については言い過ぎましたけども、９月１日に

正木選手が金メダルを取ったときにね、朝の７時半ぐらいに字幕放送出てたんですよ。ケ
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ーブルテレビで。僕、ああいうすばらしいことができるのに、何でもっともっとやれない

んかなと。ほんまにあの字幕放送は、金メダルを取った以上に僕は感動しました。ケーブ

ルテレビの人もここまでできんねやということで、すごく評価をさせていただきたいと思

ってますし、そういう意気込みで取り組んでいただきたいなと思ってます。ああいう字幕

放送はだれの判断で、あの勤務時間外に出されたんですか。職員の人が自主的にやったん

ですか。すごいいいことや思います。 

 

○柏木 剛委員長   ケーブルネットワーク所長。 

 

○ケーブルネットワーク所長（土肥一二）   ケーブルのほうについては、字幕放送をタ

イムリーな形で出すということを教育委員会のほうからちょっと協議ありまして、それで、

この部署はこういうことで協力願いますいうふうな事前の打ち合わせをしておりました。 

 

○柏木 剛委員長   出田委員。 

 

○出田裕重委員   今回はそういうことやったということですけども、やっぱり自主的に

ケーブルテレビの職員の人にどんどん考えていただいて、自分で動いていただいて番組も

つくっていただきたいなとお願いして、終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑ございませんので、質疑を終結します。 

  委員間討議を行いますが、ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   意見ございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１０号、平成２３年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計決算の認定につい
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て、原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１０号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 １１．認定第１１号 平成２３年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計決算の認定につ 

           いて 

 

○柏木 剛委員長   次に、認定第１１号、平成２３年度南あわじ市広田財産区管理会特

別会計決算の認定についてを議題とします。ページは２２０ページから２３１ページまで

です。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議ございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１１号、平成２３年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１１号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   もうこの福良、北阿万、沼島一括でやったらいかがでしょうか。 
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○柏木 剛委員長   異議なしですか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

 １２．認定第１２号 平成２３年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計決算の認定につ 

           いて 

 １３．認定第１３号 平成２３年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計決算の認定に 

           ついて 

 １４．認定第１４号 平成２３年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計決算の認定につ 

           いて 

 

○柏木 剛委員長   それでは、今、阿部委員から提案がありました、認定第１２号から

認定第１３号北阿万、それから１４号沼島財産区、以上ですね、１２から１４までの財産

区の決算認定についてということにつきまして、一括して議題としますが、質疑ございま

せんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので、質疑を終結しまして、これより採決を行

います。 

  採決につきましては、個別に行っていきます。 

  認定第１２号、平成２３年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１２号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  次に、認定第１３号、平成２３年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計決算の認定

について、原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１３号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 
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  次に、認定第１４号、平成２３年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計決算の認定に

ついて、原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１４号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 １５．認定第１５号 平成２３年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定について 

 

○柏木 剛委員長   それでは次に、認定第１５号、平成２３年度南あわじ市下水道事業

会計決算の認定についてを議題とします。決算書は別冊となっております。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  何か質疑はありますか。 

  あるんでしたら、ここで休憩します。 

  再開は３時とします。 

 

（休憩 午後 ２時５０分） 

 

（再開 午後 ３時００分） 

 

○柏木 剛委員長   再開します。 

  認定第１５号、平成２３年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定についてを議題とし

ます。決算書は別冊となっております。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   下水道は全般について聞きたいと思います。 

  これはとにかく部長にお聞きしたいんですが、話をわかりやすいようにするために、ち

ょっと部長、大ざっぱに一遍先それ聞きたいんですが、例えば言いますけどね、まず、こ

の下水道事業に対して、市が一般財源から何ぼ繰り入れとるか。その繰り入れとる財源に

対して、国が何ぼ交付税算入しとるか。まずそこから聞かせてくれますか。数字は端数は

結構ですよ。 
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○柏木 剛委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（道上光明）   ことしの下水道の補助金といたしましては、１７億９,０

００万。下水道の補助金をいただいております。一般会計から。それで、交付税算入いう

のは、今大体の４５％から５０％程度、約５０％に近い金額が入ってきております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それだけの一般会計から毎年１８億円入れて交付税が９億、とにかく

一般会計からこの事業をするのに９億円の一般会計からの財源が入っておるということで

すね。 

  それでね、とにかくもう単純なことのアバウトな数字で結構です。これだけのものを入

れて、いわゆる利用料金が何ぼ入って、単年度で何ぼの赤字が出てますか。 

 

○柏木 剛委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   企業経営課の江本です。よろしくお願いします。 

  平成２３年度の下水道使用料のほうは、税抜きで３億１,０００万円です。そして、当

年度の純損失のほうは、３億５,９７９万となっております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、課長が言われたとおりですね、毎年これはいつまでか知りません

が、とにかく１８億円の一般財源をつぎ込んで、国からの交付税が９億円あるといえども、

９億円の一般財源からの支出があると。利用料収入は３億１,０００万円であると。それ

で、単年度の赤字が３億５,０００万円出とると。こういうことです。果たして、財務部

長にお聞きしたい。部長、財務部として、こういうこのお金の出入り見て、この下水道事

業ちゅうものは果たして続くものかどうか、部長は一体どない思ってます。 

   

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   これは財源だけ見れば非常にそうした御意見はごもっとも

かなというふうに思います。先ほど、交付税９億言いましたが、１０億若干超えておりま

す。 
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○印部久信委員   変われへん。アバウトで結構。 

 

○財務部長（土井本 環）   中期経営計画で、平成２８年度まで財源の収支を出してお

りまして、ピークはその中期経営計画立てたときに、たしか３６、７年度当たりに一般会

計から出す部分の税金を使ってという部分がピークになるんだろうというふうに分析をし

ております。財源がもつのかどうかということなんですが、どういう形であろうとも、こ

れは日米の関係で協議をされて、恐らく先進国という位置づけの中で、日本というのは下

水を整備せんといかんねやという国からそういうお達しが出て、県が９９％大作戦やとい

うことで、県下ほとんどの下水を整備せんといかんねやということでずっと進んできたと

思うんです。そうした中で、環境衛生面から一般財源をもって充当して行うということは、

これはぜひとも続けていかざるを得んであろうと。そこらを続けていくには、そしたら長

期的な計画を策定して、あとどういう施策にどういう財源をまくばって、これを均衡の一

般会計の予算組みなりをしていくかということになるかと思います。ですから、続けれる

かという御質問ですが、続けていかざるを得ないだろうと。こういう国・県、その中に入

ってる南あわじ市の下水道のこうした整備、または維持管理経費を続けていくということ

ですから、地方自治体の多くはこれでできらんよということになれば、国の責任において

財源を確保すべきものというふうに、私は考えております。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今のそしたら財務部長の答弁では、この下水道を今言うたような形で

するということになってできた場合に、市自身の財政がパンクしたとき、国は見てくれる

んですか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   見てくれるんですかということを言われると、それは国の

ほうでお考えをいただいてということになるかと思いますが、現状の財政計画を立ててお

りますが、財政計画と下水の中期経営計画、それからその先の下水の負担の部分について

大まかに算出はしておりますので、それは特に大きな財源の要るようなことをばんばんば

んばんやられますと、それはかなりの負担になってきますが、他の事業を勘案しての政策

運営が必要になってこようというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   そしたら、今現在、下水の施工が行われてるのが七十数％であったと

思うんですが、これ１００％できた時点において、今の利用料金で１００％加入して利用

料集金という何ぼ見込んどんねん。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（岩倉正典）   すいません、ただいまの質問なんですけども、全てが整

備されまして、そうなったとき下水道料金がどうなるかということのまだ試算はしてませ

ん。 

  ただ、ちょっと参考に発言のほうをさせていただきますけども、現実、今の下水道料金、

委員の方々も御承知のとおり、平均で１トン１５０円程度でございます。先ほど、全てが

整備されますと、という話でございます。 

  本来から言えば、全ての方々が全て下水道事業に参入していただいておれば、当然今現

在、水道で利用しておるのが年間５５０万トン程度でございます。５５０万の水が全て下

水道のほうにつなげることが可能というふうになりますと、現在２００万トン程度でござ

います。したがいまして、約２.５倍程度ということになりますと、現在３億円ですので、

７億５,０００万。７億５,０００万では到底維持はできません。そうなってきますと、ど

ういった下水道料金が必要になるんかということの話に多分なっていこうかなと思うんで

す。ただ、委員さんには一つだけ、こういったことで協議をする場合に御確認していただ

きたいことが１点だけございます。 

  実は、先般、水道の関係で発言させていただきましたですけども、実質下水道事業とい

たしまして、現在約６９０億程度の総事業費で行ってございます。そのうち約２６０億程

度が国庫補助金いただいてます。この６９０億円が全て下水道事業かというと、そうでは

ないんです。その下水道事業の３割、これが下水道の浄化センターの建設費に入ってござ

います。残りの７割、７割については面整備費ということで支出されてございます。その

７割のうちの面整備費の４割、これが前日お話させていただきました水道の故障、もしく

はその下水道が埋設するに当たって痛めた市道の舗装の修繕費になってございます。この

修繕費が大体３割程度でございます。そういったことを考えていきますと、痛んできた舗

装の打ちかえ事業、これは当然国庫補助事業の対象にはなりません。ただ、それを下水道

事業で補うことによって、２分の１の補助金をいただいて、なおかつ足らずの分について

は企業債として借り入れて、そのまた２分の１については交付税に算入されるということ

で、下水道事業の補助事業を利用させていただいた中で市内の面整備を行ってございます。

そういった点、十分御理解いただければなと思うんです。 

  実際には、平成３年ぐらいから始めた事業でございます。約２０年間でずっと見てみま
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すと、４５０キロ程度の管路整備を行ってございます。すなわち市内で４５０キロの市道

の舗装、それとそれに４５０キロに見合う水道の更新事業、これらを同時に行ってきた結

果が今の３０７億の起債残高というふうに御理解をいただいて、御質問していただければ

一番ありがたいんですけど。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今の次長の答弁は、下水道がこんだけの赤字を出して、一般会計から

も負担し赤字も出てるけれども、それは都市整備部の事業もうちは受けてますよ。水道事

業の事業もうちは受けてますよ。ですから、これらの経費はうちばかりでなしに他の部署

のやつも一手に背負ってやってますよ。その分は引いて考えてくださいよということやね。

簡単に言うたら。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（岩倉正典）   そういうことではございません。あくまで公共事業の要

素として取り組んできたのが下水道事業であって、それに伴う道路整備、水道の整備等に

ついても公共事業的な観点があるんじゃということの御理解をいただきたいということで

す。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   けどね、これ次長、我々は質問するときに、この下水道事業会計決算

書に基づいて質疑せんとしゃあないんやの。今、次長の言うたように、その３割部分はど

こやここらの部分はどこや言い出したらね、これ下水道事業の会計決算書でなしに、南あ

わじ市の総合決算書みたいなもんつくってもらわんと、この効果自身のことも評価できひ

んし、これはね、私どもも薄々聞いとるのには、この下水道事業というのには、ある意味

では公共事業、いわゆるもっと極論すれば失業対策事業も含まれとるということも、ある

意味では聞いとるんですけどね。質疑していく上に、そしたらその失業対策事業のウエー

トがどんだけの効果がこの何百億の中に入っとるかいうて、こんなことはわからへんわけ

やの。そしたら、下水道のこの赤字とかもろもろの場合は一般会計から８億、９億のお金

を埋めていきよんねんから、ある意味では水道とか都市整備とか市道の舗装とか、そうい

う道路舗装に対するお金が要りよるのを、この一般会計の中に入れて埋めていきよるとい

うような解釈も成り立つことは成り立つんですけどね。成り立つことは成り立つんですけ

れども、この決算書に基づいて質疑して、この決算書について進めていかんと、何割割り
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引いて質問したらええかいうことになってきたら言えらんでしょ。ですからそういうこと

を言いよるわけ。ほんで、そうなってきた場合よ、仮に１００％でき１００％つないだと

きに、現在いわゆる整備率から言うたら７５の７５で、実際の加入率いうのは全体の５

０％ぐらいやと思うんですね。全体の実際の加入率。そこで利用料が３億１,０００万円

で、３億５,０００万円の単年度赤字が運営の中でいきよるわけやね。全部できて全部な

ったときの、この単年度に今の利用料金だった場合にはどういうようになりますかという

こと。そんでないと、こんだけのことがずっと続いていて、全部整備できて加入して、単

年度赤字やいうことになったらこれはもうとても財政は戻らんでしょ。何ぼ何でも。起債

の返済はせんならん。単年度の補填はしていかんならんいうたら。財務部長、どない。自

信ある。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   自信あるいうて言われたら、永久に職員でおらないかんの

で。 

 

○印部久信委員   おってください。 

 

○財務部長（土井本 環）   中期経営計画を後半の分を策定しております。その中で下

水の料金も考えますよということをうたってありますんで、そこらを含めて今後の部分を

検討する必要があるんだろうと。御心配は私ども十分しております。下水に係る一般会計

からの繰り出しの額が多くなるということについては、ほかのサービスに影響を及ぼしま

すのでその心配はしておりますが、そこらをはかりにかけて、どれぐらいのいつごろ料金

を見直していくかということになるかというふうに思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   部長ね、今、単年度で今の状況で３億１,０００万円の収入で、単年

度で３億５,０００万赤出とんねん。これを改善するのに、料金を見直すいう場合、何％

や十何％やいう水準でないん。２００％、２５０％という水準になってくる。そうでしょ。

単年度で、単年度運営経費やで。運営経費をペイできると思ったら。そうなってきた場合

に、果たして加入しとる人が接続をいつまでも続けれるかどうか。これも疑問なんやな。

関西電力がこのたび１０％か１５％か上げんので、日本国中、東電でもあんだけやかまし

く言いよるのに、原発の関係で。１００％やいうことで絶対おさまらへん。果たしてそん

なことが可能かな。どない思います。 
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○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   要は企業会計の収支のペイをするということについては、

非常に不可能かなと思ってます。ですから、ある程度の額を一般財源をもって補填すると

いうところについては、今までの経緯、経過上、それはやむを得ないところでないかなと

思います。 

 

○柏木 剛委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私はいつも言うねんけど、これ３年あったら庁舎が建つんですわね。

そういうことですわね。私はもうこまごましたことはまたほかの委員さんも聞くと思いま

すので、私はもう総論だけで終わりますけどね。今の状況ではとてもじゃないけんど、財

政はもたんと思います。 

 

○柏木 剛委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   決算書の２４ページですが、ここに参考指標として、使用料単価、汚

水処理原価というのが、それぞれの下水道事業で出ております。これは非常に大きく差が

出とるわけですが、この理由を説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（江本晴己）   使用料単価につきましては、使用料収入を年間湧水水量

で割って計算しております。ですから、当然コミュニティプラント事業等のほうが１５２.

８円になっております。湧水水量が少ないからこういうふうな結果となっております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   汚水処理原価、維持管理費、資本費と数字がそれぞれ大きく違うわけ

ですね。これの説明をいただきたいと思うんですが。 

 

○柏木 剛委員長   企業経営課長。 
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○企業経営課長（江本晴己）   汚水処理原価のほうですが、これにつきましては、小さ

いコミュニティプラント事業に関しましては処理場の数が多くあります。公共下水道事業

の場合は９ですが、コミュニティプラント事業、それから漁集、農集の湧水水量に対する

処理場の数で、経費がどうしてもたくさん要りますのでこういう結果になっております。

維持費のほうも同じことです。やはり一つの処理場にいる最低経費っていうのは、少ない

処理場であるから少しの経費というわけではありません。やはり一つの処理場、２４処理

場、ほとんど必要経費っていうのは一定部分がありますので。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、処理場によってということになるわけですが、当然管

路というのも問題になる部分があるかと思うんですが、漁集、農集とかコミュニティプラ

ントであれば、管路は一定少なくて済むのでないかというふうに思うんですね。とすると、

管路経費よりも処理場の維持管理のほうが高いということの結果として出ておるわけです

けれども、管路についてはコミュニティプラントがかなり短いものではないかというふう

に思うんですけども、それは全体の経営には余り影響はないということですか。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（岩倉正典）   先ほどの答弁の中で、汚水処理原価の算出の方法なんで

すけども、ちょっと御確認願いたいと思います。 

  汚水処理費ということで、汚水に係る維持管理費プラス資本費、すなわち投資経費です

ね、浄化センター等の建設費が入ってます。それを年間の湧水水量で割ったものが汚水の

処理原価ということになってございます。ということになりますと、先ほど企業経営課長

のほうから申しておりましたように、非常に利用者の少なく、なおかつ処理量の少ない区

域になっておりますのを農集、漁集、コミュプラの処理区についても同じように浄化セン

ターの建設コストが入っておりますので、どうしても汚水の原価が高くなるというふうに

御理解願えればと思います。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（道上光明）   簡単に申し上げます。 

  人口密度が荒い。これは淡路島全体に言えるんですけれども、その中でも公共、それか

ら漁集、農集、それに対してもやっぱり人口密度が荒いということで効果が出てこない。

処理場１軒建つのに小さかったら小さかったで大きいのんと率が半分だったら半分で済む
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かといいましたらそうではございませんので、まだまだ人口密度が荒い。収入が入ってこ

ない。大きく簡単に言えばそういうことでございますので、御理解願いたいと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはわかるんです。ただ、財務部長、先ほどの答弁で、日米構造協

議のような議論の中で、どうしても日本の公共事業をふやせというようなことで、さまざ

まな公共事業をふやした中で、この下水道事業もその一番手として、ある意味ではアメリ

カから押しつけられた事業というような印象もあるわけですが、先ほどの説明でいきます

と、この資本費に対する補助としては大体５割ぐらいと。５割をちょっと６割ぐらいにな

るんでしょうか。少し超えるぐらいの交付税算入があるというようなお話やったわけです

けれども、この維持管理運営経費に関してはどんなふうになっとるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   具体的に、地方債の元利償還分については８億２,５００

万ほど入ってます。１０億からその差額分を引いていただいたら、あと維持管理経費、そ

れから特別交付税を含めた額になります。トータルで１０億２,８３５万５,０００円、こ

れは２３年度決算に係る交付税算入分のトータルの額でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、それがないと、さらに収益としては赤字が膨らむとい

うことですね。その収益的経費に１億８,０００万ですか、ざっと２億かな、入ってると

いうことになるわけですから、今現状で３億５,０００万ぐらいの赤字ということになっ

とるわけですけども、国からの交付税算入というか、こういうものがなければ、市として

単独的に持ち出すべきお金がさらにふえてくるということになるわけですね。ちょっと確

認をお願いしたいんですが。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部長か経営課長か。 

  財務部長。 

 

○財務部長（土井本 環）   おっしゃるとおりやと思います。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   国に支えてもらわないとできない事業というふうに思うんですね。こ

れは。これは恐らく地方へ行けば行くほど、こういう状況っちゅうのがあるわけですけれ

ども、たしかこういう下水道に関連する自治体同士の交流というか協議会とか、こういっ

たものがなかったんですかね。あったように思うんですが。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（岩倉正典）   もともと下水道については県下で協議会を持っておりま

した。ただ、ほかのところ全てにつきましては、兵庫県のほう、先ほど言いましたように、

今整備率のほうが９２％程度いって、全国で第２位ということで、実際には兵庫県の中で

整備がおくれておるのが、今、淡路の３市と市川町、この４自治体です。 

  実は、こういった経費面のもいろいろあるんですけども、その４自治体につきましては

今後も下水道の事業を推進するようにということで、市川町、淡路市４市町の下水道合同

協議会というようなことで、現在は立ち上げてございます。そういった協議会が残ってお

るだけです。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これはもう後に残ったからといって有利な条件をいただけるというこ

とではないと思うんですけれども、人口密度であったりとか加入率であったりとか、こう

いうことを考慮しての交付税についての上乗せっていうのはないわけですね。 

  はい、わかりました。終わります。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

  原口委員。 

 

○原口育大委員   下水の会計をいろいろ考える中で、これも事務事業評価を参考に質問

したいんですけども、それによりますと、まず、工事施工監理業務の自主実施や職員数の

削減によるさらなる経費節減、加入促進による増収対策により補助金増加の抑制に努めな

ければならないとあるんですけども、まず、工事施工監理業務の自主実施というのは、今

どの程度できてるんでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部次長。 
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○下水道部次長（岩倉正典）   実は、ずっとうちの部長のほうからも報告があったと思

うんですけども、下水道工事についての設計、それと施工監理業務につきましては、まち

づくり協議会のほうに全て委託してございました。 

  ただ、私どもの職員、まちづくり技術センターのほうに研修等を毎年行ってございます。

その職員が帰ってきて、下水道課のほうに配置されてございますので、一般的にいう開渠

工事といいまして、道路をバックホウで掘削して管を埋めるというふうな工種は、市の工

事につきましては私ども職員のほうで積算等の設計、並びに現場監督のほうは自前の職員

でやってございます。 

  そういったことで、実際に２３年度の事業費に置きかえまして、全ての工事をまちづく

り技術センターのほうに委託したと仮定したときと比べまして、実際のまちづくりとの委

託金額との比較をいたしますと、２３年度におきましては約３,２００万程度の減額にな

っておるということでございますので、それが自前でやった設計、並びに現場施工の効果

かなというふうに感じております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そしたら、職員数の削減によるという部分も計画に上がっとるようで

すけど、これはどういう計画になってますでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（道上光明）   これにつきましては、人事のほうの関係といつも相談とい

うか話はあるんですけれども、毎年１人、多いところで２人削減いたしております。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   次に、近い将来、使用料改定も検討しなければならないとなってるん

ですけども、この近い将来というのはいつごろのことで、どういう条件が整えばというこ

とですか。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（岩倉正典）   この料金改定、非常に難しゅうございます。先ほどから

委員からもいろいろ出ておりますように、事業会計としてなかなか成り立ってはいきませ

ん。そういった中で、本来繰り出し基準以外のお金をいただかなくて済むような料金改定
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をいたしますと、先ほどの２.５倍とかいうような話ではなしに、大体４倍、５倍の話に

なってきます。 

  ただ、下水道事業につきましては、全国的にある程度こういった財政的に無理のかかる

事業をやっておる関係で、料金を上げますと接続率が下がるというのも事実でございます。

そういった関係がございますので、全国的には水道料金の８０％、これが今、全国の下水

道料金の全て基本になっておるところでございます。そういったことから考えますと、私

どもの下水道料金、これはまたいろいろ整備率、接続率等を勘案しながらの決定になろう

かと思うんですけども、私どもも最終的にはその３００円の８０％、２４０円程度までに

は上げなければならない時期がこようかというふうには思ってございます。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   下水道が整備された地区いうのは、加入しなければならないというこ

とに一応なっとると思うんですけども、そうすると、今入ってる人に対して値上げをお願

いしようとしたときに、その同じ地域で入ってない人もおるやないのと。その人らが入ら

んから私らの使用料はその分割高になるん違うのという理屈が出てくると思うんですけど

も、その辺についてはどういうふうに考えてますか。 

 

○柏木 剛委員長   下水道部次長。 

 

○下水道部次長（岩倉正典）   ただいま議員のおっしゃるとおり、南あわじ市の中で下

水道処理区域に入っておられる皆様方がそういうような認識を持って接続していただくこ

とを希望しておる状況でございます。答弁になりませんけど、よろしくお願いします。 

 

○柏木 剛委員長   原口委員。 

 

○原口育大委員   そうしますと、逆にこの浄化槽でやってる人のくみ取り料というか、

そういう部分とのバランスを考えないかんと思うんですけども、それはどのように考えて

ますか。 

 

○下水道加入促進課長（松本典浩）   浄化槽のほうのくみ取り料は民間の方がやられて

ますので、そういうことをお願いしていけるかどうかわからないんですけども、費用的に

は下水道のほうにつないだほうが安いということをアピールするしかないと思うんです。 

  すいません、自分の名前言うの忘れてました。下水道加入促進課松本です。よろしくお

願いします。 
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○柏木 剛委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私はちょっと理事者側に立ったような質問になるねんけどね、これ事

実よ、１９９５、６年やと思うんですよ。２０００年、兵庫県で２０００年、国・県が２

０００年、結局そういうアメニティ大作戦というのが始まって、早いこと欧米に比べて、

結局下水道整備がおくれとるということで、国・県、特に県も２０００年をめどに完全に

実施せいというような指令がきて、それでも今でもおくれてますけどね。そういうことで

すから、執行部もそういう国・県の指導でやってきたわけですから、今はそんな赤字で、

これは３年間どないなんのやいうことをちまちまここでそんなことをやったところでね、

国・県がやってきとんやから国・県が責任持ってやっていくと。そんな下水道会計がパン

クして自治体がめげるやいうことは絶対ないと思うねんけど、そのぐらいのこと答弁した

らどうですか。いやはっきり言うて、国・県の指導でやな、２０００年アメニティ大作戦

いうことで強引に推し進めてきたんでしょうが。特に旧南淡なんかは、ケーブルより下水

を先やるということでやってきたんですからね、これはもうずっと続いとんねんからね、

今それを聞きよってもやな、そんなん逃げの答弁ばあしよってやで、そんなん何ぼやりよ

ったって一緒よ。そんなんつぶれるはずはないやんか。そのぐらいのことをはっきり言う

たらどうですか。聞きよっても、ほんまちまちましてくるから。 

 

○柏木 剛委員長   そういうことで、これはもう答弁なしで。 

  そしたら、質疑はなければ、質疑を終結します。 

  委員間討議はございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   それでは、これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１５号、平成２３年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定について、原案のと

おり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 
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○柏木 剛委員長   挙手多数であります。 

  よって、認定第１５号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 １６．認定第１６号 平成２３年度南あわじ市農業共済事業会計決算の認定について 

 

○柏木 剛委員長   次に、認定第１６号、平成２３年度南あわじ市農業共済事業会計決

算の認定についてを議題とします。決算書は別冊となっております。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  認定第１６号、平成２３年度南あわじ市農業共済事業会計決算の認定について、原案の

とおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１６号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 

 １７．認定第１７号 平成２３年度南あわじ市国民宿舎事業会計決算の認定について 

 

○柏木 剛委員長   次に、認定第１７号、平成２３年度南あわじ市国民宿舎事業会計決

算の認定についてを議題とします。決算書は別冊となっております。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   これは一般質問にもあったわけですけれども、国民宿舎として、慶野

松原の海水浴場のこともありました。全体として、その慶野松原も含めてですが、海水浴、

観光事業、こういう中にあっても、特に慶野松原の運営について、宿舎としてやってきた

中での収入の関係ですけれども、これはやはり２３年度は改善はされてきたとは言いなが

らもかなり厳しいものがあったというふうに見ておるわけですけども、いかがでしょうか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   ２３年度につきましては、特に東日本大震災、並びに

うちのほうのミスで６月の食中毒等が影響しまして、やっぱりかなり苦しい状況になって

おります。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２３年度の総括を踏まえて、２４年の状況は現状でどんなようになっ

ていますか。月例の報告も出とるわけですので、簡単に説明いただいたら結構ですが。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   ２４年度につきましては、やっぱり私が懸念しており

ました２２年度からの状況を改善すべく、インターネット等の予約、じゃらんとか楽天へ

の部屋売り、そういうものを勧めてまいりました。そして、宿泊をかなり１割ぐらいふや

したいなというものが今の目標でございますけど、現在８月においては、売り上げで１０

２％弱、宿泊人数で約１０７％の増加でございます。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   国民宿舎の事業として、新聞報道でも大変厳しいということが出て、

周辺の事業者にもいろいろ落胆というか心配というか、こういうのも出とったわけですけ

れども、収益の関係ですけれども、最終的にこの収益が赤字になったということなんです

けれども、この内容について説明いただけますか。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   損益勘定で赤字になっておりまして２,２００万ほど
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ですか。そういうことについて、ちょっと説明したいと思います。 

  資料ではございませんが、貸借対照表の流動資産の現金預金３月３１日現在、２４年で

すけど、これが２億４,４７９万６,９２５円と。２２年度の時点での、２３年３月３１日

現在ですけど、２億８,４１４万２,０００円ほど。２１年度が２億８,７５５万４,０００

円ほど。２０年度、２１年３月３１日現在ですけど、２億９,２９２万３,０００円。とい

うのは、２３年から２２年度にかけて、現金が減っとるのは３,９００万ほど。約４,００

０万です。それにつきましては、３,９００万ほどの資本的支出を行っています。現金の

流れから言いますと、資本的支出を除けばほとんどとんとんな状況です。２２年度では３

４２万ほど減りましたけど、これはワゴン車とか液晶テレビを買って、６００万ほどの資

本的支出をしております。それでも、それを引けばとんとん以上の金が残ったんではない

か。資本的支出と修繕費だけでも相当かけております。２１年度が４９０万、２２年度が

修繕費４２９万、２３年度が４２７万というふうに修繕費と物に、備品とか建物にかけた

金がそれだけなくなればかなり赤字には行きながら、１,０００万の赤字としますと１,０

００万ずつ残ってくると。現金預金が残っていくと。ことし、２４年度は私の予想ですけ

ど、大体２億５,０００万ぐらいの金に戻すというふうに考えております。 

 

○柏木 剛委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   状況としては改善をされてきてるということだろうと思います。年度

別の経営状況を見ますと、全体としての営業収益は、これこそじり貧というような流れが

あったわけですけれども、観光施設は４施設ほどあり、プラス何ぼかあるんですが、この

国民宿舎として、そうした観光施設の全体としての、宿舎自身の経営も当然大変なんです

けれども、宿舎だけではなく、全体の宿泊施設、業界としての宿舎が持つ役割として、や

はりまとめ役であったり全体的なリーダーシップを持って振興策、こういうことにもよう

取り組んでいただきたいというふうな思いがあるわけですけれども、一部、海蛍などで周

りの観光事業所も巻き込んでリピーター客をふやすような努力もされてるというふうに聞

いておりますけれども、そのあたりの考えを少しお伺いしたいんですが。 

 

○柏木 剛委員長   国民宿舎支配人。 

 

○国民宿舎支配人（北川満夫）   海蛍につきましては、この７月ごろから取り組んだわ

けでございますが、大体大手の観光施設、宿泊施設はそのように取り組んでおります。う

ちも大概簡単なところで、うちの浜に持って行って仕掛けますと、海蛍がかなりとれます。

それで、感動されるお客さんも多いようでございます。そういう事業につきましては、松

原全体の観光施設の中で取り組んでいけたらいいんではないかと。 
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  また、ほかに何かありましても、そういう形で取り組んでいければいいん違うかな。い

ろいろな選手権とかジェットスキーもこれからありますけど、それらは隣の施設なんかに

もかなりの影響を与えていると考えております。私どもができることは、その中で取り組

んでいきたいと思っております。 

 

○柏木 剛委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   それでは、質疑を終結しまして、これより採決を行いたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   認定第１７号、平成２３年度南あわじ市国民宿舎事業会計決算の認

定について、原案のとおり認定すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手多数） 

 

○柏木 剛委員長   挙手多数です。 

  よって、認定第１７号は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了しました。 

  お諮りします。 

  ９月２６日の本会議における委員会審査報告について、どのようにしたらいいでしょう

か。 

 

（「委員長、副委員長に一任」の声あり） 

 

○柏木 剛委員長   それでは、委員長、副委員長に一任ということですので、そのよう

に取り計らいをさせていただきます。 

  なお、委員会審査報告につきましては、去年と同様に、本特別委員会は議会選出の監査

委員を除く全議員で設置しておりますので、質疑と答弁についての報告とせず、委員会審

議において出された主な意見、提言等について、取りまとめて報告を行いたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○柏木 剛委員長   異議がございませんので、委員会審議において出された主な意見、

提言等についての報告とします。 

  これをもちまして、決算審査特別委員会を閉会とします。 

  本当に長時間、なれない委員長役で皆さんの絶大な御支援によりまして終わりました。

本当にお疲れさまでございました。これをもちまして、閉会とします。 

 

（閉会 午後 ３時５１分） 
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  委員会条例第３０条の規定により、ここに署名する。 

 

   平成２４年 ９月１８日 

 

 

 

 

                  南あわじ市議会決算審査特別委員会 

 

                   委員長  柏 木   剛 
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